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一

受
賞
論
文
（
学
術
研
究
部
門　

優
秀
賞
）

　
　

廣
瀬
淡
窓
と
シ
ー
ボ
ル
ト
事
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
本　

政
宏　

は
じ
め
に

一
、
篠
崎
ハ
、
唐
人
長
崎
ニ
滞
留
之
者
ハ
、
其
筋
相あ
い
わ
か
り分
居
候
得
共
、
彼
地
ニ
帯
帰
り
、

彼
地
之
人
之
序
跋
有
之
而
ハ
、
無
事
之
時
ハ
ヨ
シ
、
有
事
時
ハ
、
シ
イ
ボ
ル
一
件
之
禍
可

畏
ニ
付
、
悉
皆
除
去
ノ
方
可
宜
と
再
三
申
候
。《
来
信
27
》

　

天
保
七
年（
一
八
三
六
）六
月
四
日
、大
坂
滞
留
中
の
廣
瀬
旭
荘（
一
八
〇
七
～
一
八
六
三
）は
、

長
兄
の
廣
瀬
淡
窓
（
一
七
八
二
～
一
八
五
六
）
に
宛
て
た
書
簡
中
に
右
の
よ
う
に
認
め
た
。

　　

同
年
四
月
、
予
て
よ
り
の
念
願
を
果
た
し
て
日
田
を
離
れ
（
東
遊
）
大
坂
に
滞
留
し
て
い
た

旭
荘
は
、
こ
の
こ
ろ
淡
窓
の
漢
詩
集
『
遠
思
楼
詩
鈔
』
初
編
＊
１
】
の
上
梓
に
向
け
、
大
坂
の

書
林
と
盛
ん
に
折
衝
を
行
っ
て
い
た
。
前
掲
の
書
簡
は
、
そ
の
動
向
の
報
告
及
び
淡
窓
の
意
向

確
認
の
た
め
兄
弟
が
頻
繁
に
交
わ
し
て
い
た
往
復
書
信
の
一
端
で
あ
る
。

　
「
篠
崎
」
と
は
、
日ひ

じ出
出
身
の
医
者
・
加
藤
周
貞
の
子
で
、
篠
崎
三
島
の
養
子
と
な
り
、
上

方
文
壇
に
於
い
て
勇
名
を
轟
か
せ
て
い
た
篠
崎
小
竹
（
一
七
八
一
～
一
八
五
一
）
で
あ
る
。
な

お
小
竹
は
、『
遠
思
楼
詩
鈔
』
初
編
に
序
文
（
天
保
六
年
春
）
を
寄
せ
、
淡
窓
の
漢
詩
作
品
に

対
す
る
批
評
も
加
え
て
い
る
。

　

こ
こ
に
い
う
「
シ
イ
ボ
ル
一
件
」
と
は
、
八
年
前
の
文
政
一
一
年
（
一
八
二
八
）
に
起
こ
っ

た
シ
ー
ボ
ル
ト
事
件
で
あ
る
。
シ
ー
ボ
ル
ト
（
一
七
九
六
～
一
八
六
六
）
の
罪
科
は
、
文
政
九

年
（
一
八
二
六
）
江
戸
参
府
の
際
に
、
当
時
第
一
級
の
禁
制
品
で
あ
っ
た
伊
能
忠
敬
『
大
日
本

沿
海
輿
地
全
図
』
や
蝦
夷
地
図
類
の
写
し
を
幕
府
天
文
方
・
高
橋
作
左
衛
門
景
保
（
一
七
八
五

～
一
八
二
九
）
よ
り
秘
密
裡
に
入
手
し
、
国
外
に
持
ち
出
そ
う
と
し
た
点
に
あ
る
。
シ
ー
ボ
ル

ト
は
所
持
資
料
没
収
の
上
、翌
文
政
一
二
年
（
一
八
二
九
）
に
国
外
退
去
、再
渡
航
禁
止
と
な
っ

た
。

　

さ
て
、
小
竹
が
旭
荘
に
「
シ
ー
ボ
ル
ト
事
件
の
よ
う
な
災
禍
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
は
畏
怖

す
べ
き
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
長
崎
滞
留
唐
人
を
通
じ
て
寄
せ
ら
れ
た
序
文
・
跋
文
は
全
て
削
除

す
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
」
と
再
三
述
べ
た
背
景
に
は
、
い
か
な
る
歴
史
的
状
況
が
あ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

　

本
稿
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
八
年
を
経
た
淡
窓
著
作
の
出
版
事
情
に
ま
で
影
を
落
と
し
て
い

た
と
推
測
さ
れ
る
シ
ー
ボ
ル
ト
事
件
余
波
の
状
況
と
そ
れ
に
対
す
る
淡
窓
の
処
し
方
の
背
景

（
思
想
や
生
き
方
等
）
に
つ
い
て
、
淡
窓
の
往
復
書
簡
・
著
作
（
自
叙
伝
・
日
記
等
）、
及
び
門

下
生
・
岡お

か
け
ん
か
い

研
介
＊
２
】（
一
七
九
九
～
一
八
三
九
）
の
動
向
を
主
た
る
手
掛
か
り
と
し
て
考
察

す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
本
文
及
び
引
用
史
資
料
に
つ
い
て
は
、
次
の
方
針
に
よ
り
表
記
・
記
述
し
た
。

①
旧
字
・
俗
字
・
譌か

じ字
・
異
体
字
等
は
、
新
字
・
正
字
・
本
字
・
常
用
字
等
に
改
め
た
。

②
誤
植
・
誤
読
と
判
断
し
た
文
字
に
つ
い
て
は
、「
マ
マ
」ま
た
は
正
し
い
文
字
を
ル
ビ
に
振
っ

た
。

③
難
読
語
に
は
ル
ビ
を
振
り
、
難
解
語
、
補
足
・
解
説
を
要
す
る
語
に
は
〔　

〕
内
に
文
字
・

意
味
・
解
説
等
を
記
し
た
。

④
漢
文
史
料
は
、
論
述
対
象
と
す
る
箇
所
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
書
き
下
し
文
に
改
め

た
。

⑤
重
要
な
箇
所
に
は
、
適
宜
傍
線
を
施
し
た
。

⑥
『
増
補
淡
窓
全
集
』（
上
・
中
・
下
三
巻
・
三
冊
、
日
田
郡
教
育
会
編
、
大
正
一
四
年
）

を
底
本
と
し
た
史
料
に
つ
い
て
は
、
初
出
の
際
に
の
み
、
当
該
著
作
の
名
称
・
引
用
頁
に
加

え
て
、《『
増
補
』
上
》
の
よ
う
に
所
載
巻
名
を
略
記
し
た
。

⑦
淡
窓
に
関
わ
る
往
信
・
来
信
の
内
、『
大
分
県
先
哲
叢
書　

廣
瀬
淡
窓　

資
料
集　

書
簡

集
成
』（
大
分
県
立
先
哲
史
料
館
編
、
大
分
県
教
育
委
員
会
、
二
○
一
二
）
所
載
分
に
つ
い

て
は
、
史
料
の
末
尾
に
《
来
信
27
》
の
よ
う
に
出
典
を
略
記
し
た
。

⑧
淡
窓
及
び
関
連
人
物
に
関
す
る
事
蹟
・
年
譜
に
つ
い
て
は
、『
西
日
本
人
物
誌
15　

広
瀬

淡
窓
』（
深
町
浩
一
郎
著
、
西
日
本
新
聞
社
、
二
○
○
二
）、『
平
成
24
年
度
特
別
展　

廣
瀬

旭
荘
没
後
１
５
０
年
記
念　

廣
瀬
旭
荘　

―
東
遊　

大
坂 

池
田
―
』（
日
田
市
教
育
庁
咸
宜

園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
○
一
二
）、『
大
分
県
先
哲
叢
書　

廣
瀬
淡
窓　

評
伝
』（
大
分

県
立
先
哲
史
料
館
編
、
大
分
県
教
育
委
員
会
、
二
○
一
四
）、『
平
成
26
年
度
特
別
展　

漢
詩

人　

廣
瀬
淡
窓
』（
日
田
市
教
育
庁
咸
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
○
一
四
）、「
下
関
開

業
時
代
に
お
け
る
岡
研
介
の
事
績
及
び
寄
寓
背
景
に
関
す
る
考
察
―
本
州
西
端
の
海
港
に
見

る
文
政
末
蘭
医
学
の
展
開
―
」
亀
田
一
邦
著
（『
咸
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要　

第
三
号
』
日
田
市
教
育
庁
咸
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
○
一
四
）
を
底
本
と
し
た
。



二

第
Ⅰ
章　

シ
ー
ボ
ル
ト
事
件
と
岡
研
介

　

第
１
節　

岡
研
介
の
シ
ー
ボ
ル
ト
従
学

　

岡
研
介
は
、
錚そ
う
そ
う々

た
る
咸
宜
園
門
下
生
の
中
で
も
取
り
分
け
傑
出
し
て
お
り
、
淡
窓
が
中
島

子
玉（
一
八
〇
一
～
一
八
三
四
）・
僧
一
圭（
＝
遠
山
荷
塘
。
一
七
九
五
～
一
八
三
一
）と
共
に「
門

下
三
才
子
」
と
し
て
称
揚
し
た
ほ
ど
の
俊
才
で
あ
る
。

　
《『
増
補
』
上
》『
懐
旧
楼
筆
記
』
＊
３
】〈
巻
一
九
〉
二
三
六
頁
を
繙

ひ
も
と
い
て
み
る
と
、
文
政
二

年
（
一
八
一
九
）
冒
頭
の
「
此
年
入
門
ス
ル
者
」
を
列
記
し
て
い
る
箇
所
に
、岡
研
介
（
割
注
：

防
州
人
）」、「
研
介
ハ
少わ

か

ク
シ
テ
蘭
学
ヲ
好
ミ
。
其
名
世
上
ニ
高
シ
。
其
事
ナ
ホ
下
ニ
出い
だ

セ
リ
。」

と
あ
る
。『
懐
旧
楼
筆
記
』〈
巻
二
一
〉
二
六
五
頁
・
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
正
月
二
六
日
の

条
に
は
「
僧
一
圭
別
レ
ヲ
告
ケ
テ
去
レ
リ
。
初
メ
予
〔
塩
山
〕
屯
・〔
僧
〕
一
圭
・
研
介
ヲ
以

テ
。
三
長
者
ト
名
付
ケ
。
都
講〔
塾
生
の
長
＝
塾
頭
〕ノ
副
ト
ナ
シ
テ
。
塾
政
ヲ
調
和
セ
シ
ム
。」

と
あ
り
、『
懐
旧
楼
筆
記
』〈
巻
二
一
〉
二
六
八
頁
・
同
年
六
月
二
五
日
の
条
に
は
「
益
多
〔
＝

中
島
子
玉
〕
去
ッ
テ
後
ハ
。
卯
次
郎
研
介
カ
輩
。
更か

わ

ル
ガ
ワ
ル
塾
政
ヲ
ナ
セ
リ
」
と
あ
る
。
淡

窓
が
研
介
の
才
識
と
統
率
力
を
高
く
評
価
し
、
そ
の
人
と
為
り
に
も
大
き
な
信
頼
を
置
い
て
い

た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。

　

更
に
『
懐
旧
楼
筆
記
』〈
巻
二
三
〉
二
九
三
頁
・
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
九
月
一
九
日
の
条
に
、

「
謙
吉
〔
旭
荘
〕
福
陵
〔
福
岡
〕
ニ
オ
モ
ム
ク
。〔
亀
井
〕
昭
陽
先
生
ニ
謁え

つ

シ
。
且
ツ
学
ハ
ン
カ

為
メ
ナ
リ
。
是
ヨ
リ
サ
キ
。
研
介
福
陵
ニ
ア
リ
シ
カ
。
暫
ク
来き

た

ツ
テ
。
余
カ
塾
ニ
留
レ
リ
。
其

再
遊
ス
ル
ニ
及
ン
テ
。
謙
吉
ヲ
シ
テ
同
行
セ
シ
ム
。
謙
吉
時
ニ
年
十
七
ナ
リ
。」
と
あ
る
。

　

研
介
は
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
五
月
に
淡
窓
塾
を
去
っ
て
福
岡
の
亀
井
昭
陽
＊
４
】

（
一
七
七
三
～
一
八
三
六
）に
入
門
し
、約
一
年
半
滞
留
し
た
。
そ
の
間
、文
政
六
年（
一
八
二
三
）

一
旦
淡
窓
塾
に
帰
っ
て
暫
時
滞
在
し
、
九
月
に
旭
荘
（
謙
吉
）
を
伴
っ
て
福
岡
に
行
き
、
旭
荘

を
亀
井
塾
に
入
門
さ
せ
て
か
ら
、
自
ら
は
長
崎
に
遊
学
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　

研
介
の
シ
ー
ボ
ル
ト
入
門
及
び
学
問
状
況
に
つ
い
て
は
、
シ
ー
ボ
ル
ト
『
江
戸
参
府
紀
行
』

＊
５
】
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　

一
八
二
三
〔
文
政
六
〕
年
出
島
に
着
い
た
直
後
、
わ
れ
わ
れ
は
た
び
た
び
述
べ
た
Ｊ
・

Ｃ
・
ブ
ロ
ム
ホ
フ
の
仲
介
で
、
当
時
長
崎
に
滞
在
し
て
い
た
優
秀
な
医
師
た
ち
と
知
合
い

に
な
っ
た
。
彼
ら
の
中
に
は
江
戸
出
身
の
身
分
の
高
い
医
師
湊

み
な
と

長
安
・
阿
波
出
身
の
若

い
美
馬
順
三
さ
ら
に
三
河
か
ら
来
た
平
井
海
蔵
・
岡
研
介
そ
の
他
方
々
の
国
々
か
ら
来
た

た
く
さ
ん
の
医
師
や
学
者
が
い
た
。
彼
ら
は
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
新
た
に
到
着
し
た
医
師
で
自

然
科
学
者
〔
＝
シ
ー
ボ
ル
ト
自
身
〕
の
名
声
に
ひ
か
れ
て
長
崎
へ
や
っ
て
来
た
の
で
あ
っ

た
。

　

長
崎
奉
行
高
橋
越
前
守
〔
重
賢
〕
の
側
か
ら
の
特
別
の
庇
護
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
知
識

欲
に
燃
え
た
人
々
は
、
出
島
の
わ
れ
わ
れ
の
と
こ
ろ
で
授
業
を
受
け
る
許
可
を
え得
、
さ
ら

に
彼
ら
と
と
も
に
長
崎
で
病
人
を
診
察
し
、
町
の
郊
外
で
薬
草
を
採
集
す
る
こ
と
が
許
さ

れ
た
。
吉よ

し
お雄
権ご
ん
の
す
け

之
助
…
（
中
略
）
…
名
村
三
次
郎
そ
の
他
二
、三
の
有
能
な
通
詞
が
、
こ

れ
ら
の
人
々
に
徹
底
的
な
研
究
の
鍵
と
な
る
オ
ラ
ン
ダ
語
の
教
授
を
し
た
。
…
（
中
略
）

…
こ
の
人
達
の
う
ち
に
は
遠
い
国
々
か
ら
来
た
才
能
あ
る
か
な
り
多
く
の
青
年
も
い
た

が
、
ひ
ど
く
貧
し
く
て
長
崎
で
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
博
物
学
お
よ
び
そ
の

他
の
研
究
の
た
め
彼
ら
に
多
く
の
期
待
を
か
け
ら
れ
る
と
確
信
し
て
、
彼
ら
の
名
は
ま
だ

言
う
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
が
、
最
も
有
能
な
数
人
を
秘
か
に
雇
い
入
れ
、〔
茂し
げ

〕
伝
之
進

の
隣
り
の
、
鳴
滝
の
谷
に
あ
る
風
変
り
な
た
た
ず
ま
い
の
別
荘
に
彼
ら
を
住
ま
わ
せ
た
。

ま
も
な
く
鳴
滝
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
術
を
愛
好
す
る
日
本
の
友
人
の
集
合
地
と
な
り
、〔
美

馬
〕
順
三
と
研
介
は
わ
れ
わ
れ
が
設
立
し
た
塾
の
最
初
の
教
師
〔
塾
頭
〕
と
な
っ
た
。

　

長
崎
に
遊
学
し
た
研
介
は
、
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
・
蘭
方
医
の
吉
雄
権
之
助
（
一
七
八
五
～

一
八
三
一
／
吉
雄
耕
牛
の
庶
子
）
に
入
門
し
て
蘭
語
・
蘭
学
の
研
鑽
を
積
み
、
並
行
し
て
シ
ー

ボ
ル
ト
に
も
師
事
し
、
そ
の
篤
い
信
任
を
得
て
美
馬
順
三
（
一
七
九
五
～
一
八
二
五
）
と
共
に

鳴
滝
塾
の
初
代
塾
頭
を
務
め
た
逸
材
で
あ
っ
た
。

　

シ
ー
ボ
ル
ト
は
、
前
掲
『
江
戸
参
府
紀
行
』
に
「
博
物
学
お
よ
び
そ
の
他
の
研
究
の
た
め
彼

ら
に
多
く
の
期
待
を
か
け
ら
れ
る
と
確
信
し
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
各
門
人
に
そ
の
得
意
分
野

に
応
じ
て
テ
ー
マ
を
与
え
て
調
査
研
究
を
さ
せ
、
蘭
語
で
著
し
た
研
究
論
文
を
提
出
さ
せ
た
。

当
時
の
鳴
滝
塾
は
、
ま
さ
に
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
術
を
愛
好
す
る
日
本
人
の
集
合
地
」
で
あ
っ

た
。
研
介
は
、
蘭
語
・
蘭
学
修
業
の
傍
ら
、
シ
ー
ボ
ル
ト
の
日
本
博
物
学
調
査
事
業
団
の
一
員

と
し
て
も
活
躍
し
、「
大
和
事
始
」〔
貝
原
益
軒
（
一
六
三
○
～
一
七
一
四
）
著
『
大
和
事
始
』

の
抄
録
、
蘭
訳
〕、「
キ紀

州
シ
ウ
産
鯨
に
就
て
」〔
梶か
ん
と
り取
屋や

次
右
衛
門
著
『
鯨
志
』
の
抄
録
、
蘭
訳
〕

な
ど
の
蘭
語
論
文
を
著
し
て
提
出
し
た
。
ま
た
、
オ
ラ
ン
ダ
の
ラ
イ
デ
ン
大
学
国
立
植
物
学
博

物
館
に
は
、
研
介
が
採
集
し
て
シ
ー
ボ
ル
ト
に
提
出
し
、
収
集
資
料
（
所
謂
「
シ
ー
ボ
ル
ト
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
」）
の
一
つ
と
し
て
本
国
に
送
付
し
た
フ
ノ
リ
の
標
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。



三

第
２
節　

岡
研
介
に
か
け
ら
れ
た
嫌
疑
と
廣
瀬
淡
窓
の
動
向

　

次
は
、
シ
ー
ボ
ル
ト
事
件
の
前
年
、
文
政
一
〇
年
（
一
八
二
七
）
五
月
二
九
日
付
の
岡
研
介

宛
て
淡
窓
書
簡
の
一
部
で
あ
る
。
冒
頭
に
は
自
身
の
春
以
来
の
多
病
の
状
況
を
告
げ
、
研
介
か

ら
治
療
薬
を
恵
贈
さ
れ
た
こ
と
へ
の
謝
辞
を
述
べ
て
い
る
。研
介
は
こ
の
こ
ろ
長
崎
に
滞
留
し
、

蘭
語
・
蘭
学
修
業
に
勤
し
ん
で
い
た
。

四
月
廿
四
日
之
貴
報
、
五
月
廿
八
日
相
達
拝
読
仕
候
。
益
御
安
全
被
成
御
勤
業
奉
賀
候
。

野
生
〔
淡
窓
の
謙
称
〕
春
来
種
々
雑
症
差
起
候
得
共
、
格
別
心
遣
之
儀
は
無
之
、
腫は

れ
も
の物
ハ

先ま
ず

其
侭
ニ
而
起
り
不
申
候
。
御
加
念
被
下
間
敷
候
。
御
贈
り
被
下
候
薬
品
ハ
御
恵
投
之
由
、

毎
々
御
厚
情
痛い

た
み
い
り入
申
候
。

一
、
…
（
中
略
）
…

一
、三
山
論
学
記
、
久
々
留
置
、
不
堪
感
荷
候
。
謄
写
相
済
候
而
、
此
節
市
右
衛
門
江
託
、

御
返
呈
申
候
。
御
入
手
可
被
下
候
。
己
克
篇

辱
か
た
じ
け
な
く

落
手
仕
候
。
是
ハ
今
暫
拝
借
奉
願
候
。

《
往
信
23
》

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
二
件
目
の
『
三
山
論
学
記
』
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。「
久
々
留

め
置
き
、
感
荷
に
堪
へ
ず
候
。
謄
写
相
済
み
候
て
、
此
の
節
市
右
衛
門
え
託
し
、
御
返
呈
申
し

候
。」
と
あ
り
、
淡
窓
が
研
介
か
ら
『
三
山
論
学
記
』
を
長
期
間
借
用
し
て
謄
写
し
て
い
た
が
、

作
業
が
終
了
し
た
の
で
返
却
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

　
『
三
山
論
学
記
』
は
、
天
主
教
〔
キ
リ
ス
ト
教
〕
教
理
書
で
、
一
七
世
紀
前
半
の
漢
籍
で
あ

る
。
一
六
二
七
年
（
寛
永
四
）
に
イ
タ
リ
ア
人
宣
教
師
（
イ
エ
ズ
ス
会
士
）
ジ
ュ
リ
オ
＝
ア
レ

ニ
（Giulio Aleni

、
艾が
い
じ
ゅ
り
ゃ
く

儒
略
、
一
五
八
二
～
一
六
四
九
）
と
、
大
臣
経
験
者
で
あ
る
福
建
出

身
の
葉
向
高
及
び
福
建
文
人
の
曹そ

う
が
く
せ
ん

学
佺
が
懇
談
し
た
記
録
で
あ
る
。
清
国
高
官
と
の
対
話
で

あ
っ
た
た
め
多
数
の
版
本
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
中
国
に
於
け
る
西
洋
文
化
伝で

ん
ぱ播
状
況

の
一
端
が
窺
え
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。
同
書
は
そ
の
後
日
本
に
も
伝
来
し
た
が
、
キ
リ
ス
ト

教
関
連
書
籍
の
た
め
江
戸
時
代
前
期
か
ら
禁
書
扱
い
で
あ
り
、
知
識
人
の
間
に
写
本
の
形
で
秘

密
裡
に
流
布
し
て
い
た
。
因
み
に
、
江
戸
時
代
後
期
の
経
世
家
で
あ
る
佐
藤
信の

ぶ
ひ
ろ淵
（
一
七
六
九

～
一
八
五
○
）
は
、
自
身
の
『
三
山
論
学
記
』
写
本
に
「
絶
妙
好
論
、
万
千
年
来
の
汚お

わ
い穢
世
界

を
一
新
す
べ
し
。
快
哉
。」
と
読
後
感
を
記
し
て
い
る
。

　

従
っ
て
、
自
身
の
知
的
好
奇
心
か
ら
、
そ
し
て
蘭
学
志
願
の
門
下
生
を
教
育
す
る
上
で
の
必

要
性
も
相
俟
っ
て
、
蘭
学
を
学
ぶ
必
要
性
の
理
解
と
蘭
学
自
体
へ
の
強
い
関
心
と
を
持
っ
て
い

た
と
い
わ
れ
る
淡
窓
が
、
広
汎
な
人
脈
を
持
つ
研
介
を
通
じ
て
『
三
山
論
学
記
』
を
借
用
し
て

謄
写
・
閲
読
し
た
の
は
、
ご
く
当
然
の
行
為
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

蘭
学
と
は
、
オ
ラ
ン
ダ
人
が
積
極
的
に
齎

も
た
ら
そ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
日
本
人
（
蘭
学
者

や
蘭
癖
大
名
等
）
が
経
世
上
や
学
問
上
で
役
立
ち
そ
う
な
も
の
・
必
要
と
す
る
も
の
を
、
必
ず

し
も
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
経
由
で
は
な
く
、
多
く
は
商
館
付
医
師
（
シ
ー
ボ
ル
ト
等
）
や
オ
ラ
ン

ダ
通
詞
（
吉
雄
耕
牛
等
）
か
ら
苦
心
惨
憺
し
な
が
ら
会
得
し
た
知
識
・
技
術
で
あ
る
。
し
か
も

蘭
語
と
い
う
外
国
語
障
壁
も
あ
り
、
漢
訳
書
か
ら
間
接
的
に
入
手
・
会
得
す
る
場
合
も
多
か
っ

た
。
そ
し
て
、
江
戸
時
代
後
期
に
於
い
て
は
、
蘭
学
者
の
み
な
ら
ず
、
儒
学
者
・
国
学
者
に
さ

え
も
蘭
学
が
齎
す
最
新
の
海
外
情
報
と
最
先
端
の
知
識
・
技
術
へ
の
知
的
好
奇
心
が
脈
々
と
流

れ
て
い
た
。
儒
学
者
の
泰
斗
で
あ
る
淡
窓
が
『
三
山
論
学
記
』
を
門
下
生
か
ら
借
用
し
て
謄
写
・

閲
読
し
た
こ
と
、
生
粋
の
国
学
者
で
あ
る
平
田
篤
胤
（
一
七
七
六
～
一
八
四
三
）
が
そ
れ
を
原

本
の
一
つ
と
し
て
『
本
教
外
篇
』（
生
前
は
未
公
表
）
を
著
述
し
て
い
る
こ
と
が
、
そ
の
証
左

で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
『
三
山
論
学
記
』
の
所
持
は
、
研
介
の
そ
の
後
の
人
生
に
大
き
な
影
を
落
と

す
こ
と
に
な
る
。

　

文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
亀
井
塾
を
去
っ
て
長
崎
に
遊
学
し
、
シ
ー
ボ
ル
ト
に
師
事
し
た
研

介
は
、
高
野
長
英
＊
６
】（
一
八
〇
四
～
一
八
五
○
）
と
共
に
「
シ
ー
ボ
ル
ト
門
下
の
双
璧
」

と
さ
れ
、
伊
藤
圭
介
＊
７
】（
一
八
〇
三
～
一
九
〇
一
）
の
談
話
録
＊
８
】
に
あ
る
よ
う
に
、

そ
の
蘭
語
の
作
文
力
・
会
話
力
は
一
頭
群
を
抜
い
て
い
た
。
研
介
は
シ
ー
ボ
ル
ト
の
期
待
に
大

い
に
応
え
、
文
政
一
〇
年
（
一
八
二
七
）
に
は
萩
の
豪
商
・
熊く

ま
や谷
五
右
衛
門
（
一
七
九
五
～

一
八
六
○
）の
委
嘱
に
よ
り
高
野
長
英
と「
蘭
説
養
生
録
」（
未
刊
）を
共
訳
し
、前
述
の
よ
う
に
、

同
じ
こ
ろ
「
大
和
事
始
」・「
キ
シ
ウ
産
鯨
に
就
て
」
を
蘭
訳
研
究
論
文
と
し
て
シ
ー
ボ
ル
ト
に

提
出
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
文
政
一
一
年
（
一
八
二
八
）、
シ
ー
ボ
ル
ト
事
件
が
起
こ
る
の
で
あ
る
が
、
研
介
は

こ
の
事
件
に
よ
り
ど
の
よ
う
な
影
響
を
蒙
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
『
日
本
洋
学
編
年
史
』
＊
９
】
四
三
六
頁
・
天
保
元
年
（
五
）
に
は
①
「
シ
ー
ボ
ル
ト
の
獄

起
り
し
時
、
研
介
は
已す

で

に
長
崎
を
去
り
て
豊
後
の
日
田
に
到
り
、
広
瀬
淡
窓
の
門
に
学
ぶ
。
故

に
其
の
難
を
免
る
」
と
記
し
、
更
に
同
書
四
七
六
頁
・
天
保
一
〇
年
（
七
）
に
は
②
「
シ
ー
ボ

ル
ト
事
件
に
入
獄
し
た
る
が
原
因
に
て
、
晩
年
、
幻
覚
的
精
神
病
に
罹
り
て
遂
に
斃た

お

る
。」
と



四

あ
る
。

　

①
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
文
政
一
一
年
に
咸
宜
園
に
滞
留
（
入
門
）
し
て
い
た
と
と
れ
る
が
、

研
介
の
咸
宜
園
在
塾
期
間
は
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
～
同
五
年
（
一
八
二
二
）
で
あ
り
、
ま

た
後
述
の
よ
う
に
シ
ー
ボ
ル
ト
事
件
当
時
は
下
関
に
滞
留
中
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
れ
は
誤
り
で

あ
る
。
ま
た
、《『
増
補
』中
》『
欽
斎
日
暦
』＊
10
】〈
巻
三
〉三
九
四
頁
・
文
政
一
二
年（
一
八
二
九
）

二
月
三
日
の
条
に
「
加
藤
俊
民
長
崎
ヨ
リ
帰
リ
。
来
訪
止
宿
ス
。
始初

メ
テ
蘭
人
変
事
ヲ
審
つ
ま
び
ら
かニ

ス
」〔
原
漢
文
。『
欽
斎
日
暦
』
の
引
用
に
つ
い
て
は
以
下
同
様
。
な
お
、『
懐
旧
楼
筆
記
』〈
巻

二
七
〉
三
五
〇
頁
・
同
月
同
日
の
条
に
ほ
ぼ
同
内
容
の
記
述
あ
り
〕
と
あ
り
、
淡
窓
に
は
二
月

初
旬
に
な
っ
て
初
め
て
シ
ー
ボ
ル
ト
事
件
の
詳
細
情
報
が
門
下
生
の
加
藤
俊
民
に
よ
っ
て
齎
さ

れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
割
注
に
は
、
ま
ず
事
件
の
概
要
と
高
橋
景
保
・
吉
雄
忠
次
郎
＊

11
】（
一
七
八
七
～
一
八
三
三
）
ら
の
連
座
入
獄
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。

蘭
医
失シ

ー
ボ
ル

勃
児
長
崎
ニ
寓
ス
ル
コ
ト
多
年
ニ
シ
テ
。
本
邦
物
産
ヲ
精せ
い
か
く覈
〔
詳
し
く
調
べ
て
明

ら
か
に
す
る
〕
ス
ル
ヲ
以
テ
名
ヲ
為
セ
リ
。
陰

ひ
そ
か
ニ
吏
人
ニ
賂
ま
い
な
いシ
。
江
戸
府
城
図
ヲ
得
。
其

他
輿よ

ち地
。
山
川
。
戸
口
。
阸あ
い
さ
い塞
〔
堅
固
な
と
り
で
。
要
害
の
地
〕。
皆
図
之
ヲ
写
ス
。
又

多
ク
兵
器
類
。
邦
ノ
販
売
ヲ
禁
ズ
ル
所
ノ
者
ヲ
買
フ
。
事
〔
発
〕
覚
シ
。
官 

江
府
〔
江
戸
〕

天
文
官
高
橋
作
左
衛
門
ヲ
獄
ニ
降く

だ

ス
。
又
〔
長
〕
崎
ノ
獄
ニ
繋
ガ
レ
シ
者
。
八
人
。
吉
雄

忠
次
郎
焉こ

れ

ニ
与
あ
ず
か
リ
〔
連
座
し
〕。
失
勃
児
ヲ
執と
ら

ヘ
テ
之
ヲ
鞠き
わ

メ
〔
尋
問
し
〕。
国
ニ
帰
ル
ヲ

許
サ
ズ
。

続
く
割
注
に
は
、

大
意
是
ノ
如
シ
。
此
ノ
後
ノ
処
分
。
未
ダ
知
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
云
フ
。
是
ニ
先
ン
ジ
テ
人
或

ヒ
ハ
伝
フ
。
岡
研
介
獄
ニ
降
サ
レ
リ
ト
。
或
ヒ
ハ
云
フ
亡
命
セ
リ
ト
。
予
久
シ
ク
思
ヒ
ヲ

労
シ
タ
リ
シ
ガ
。
今
始
メ
テ
其
ノ
妄
ナ
リ
シ
ヲ
知
ル
。
研
介
去
秋
〔
周
〕
防
ニ
帰
リ
。
再

ビ
ハ
〔
長
〕
崎
ニ
至
ラ
ズ
ト
云
フ
。

と
あ
り
、
研
介
は
前
年
秋
に
出
身
地
の
周
防
に
帰
省
し
て
お
り
、
シ
ー
ボ
ル
ト
事
件
発
覚
の
際

に
は
長
崎
に
は
い
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

ま
た
②
に
よ
れ
ば
、
シ
ー
ボ
ル
ト
事
件
に
連
座
し
て
「
入
獄
」
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
研

介
が
長
崎
奉
行
所
よ
り
受
け
た
嫌
疑
は
違
っ
て
い
た
。
淡
窓
は
『
懐
旧
楼
筆
記
』〈
巻
二
七
〉

三
五
一
頁
・
文
政
一
二
年
（
一
八
二
九
）
二
月
三
日
の
条
に
、
研
介
の
シ
ー
ボ
ル
ト
事
件
と
の

関
わ
り
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

余
カ
門
人
岡
研
介
。
長
崎
ニ
在
ル
コ
ト
数
年
。
吉
雄
忠
次
郎
カ
兄
権
之
助
カ
弟
子
ト
ナ

リ
。
又
親
シ
ク
失
勃
児
ニ
モ
従
ツ
テ
。
蘭
学
ヲ
研
究
シ
タ
リ
。
コ
ノ
コ
ロ
ハ
。
長
崎
ヲ
去

ツ
テ
。
赤あ

か
ま
が
せ
き

馬
関
〔
下
関
〕
ニ
客
タ
リ
シ
ガ
。
長
崎
大た
い
い
ん尹
〔
長
崎
奉
行
〕
ヨ
リ
急
ニ
召
サ
ル
ヽ

コ
ト
ア
リ
テ
。
彼
地
ニ
赴
ケ
リ
。
世
上
ニ
テ
ハ
。
皆
蘭
医
ノ
事
ニ
坐座

セ
ラ
レ
タ
ル
由
。
専

ラ
沙
汰
セ
リ
。
是
伝
聞
ノ
誤
リ
ナ
リ
。
研
介
ガ
召
サ
レ
タ
ル
ハ
。
禁
書
ノ
コ
ト
ニ
ヨ
レ
リ
。

此こ
の
こ
ろ比
長
崎
ニ
他
邦
ヨ
リ
来
学
ノ
書
生
ア
リ
。
三
山
論
学
記
ト
云
フ
書
ヲ
読よ
み
お
り居
タ
リ
。
是
ハ

明
末
西
洋
ヨ
リ
来
リ
シ
艾
儒
略
カ
著
ス
所
ニ
シ
テ
。
天
教
〔
キ
リ
ス
ト
教
〕
ノ
事
ヲ
申
セ

シ
モ
ノ
ナ
リ
。〔
長
崎
〕
聖
堂
ノ
教
授
向
井
某
其
事
ヲ
官
府
ニ
訟
う
っ
たヘ
タ
リ
。
因
ツ
テ
書
生

ヲ
執
ヘ
。
詰
問
ア
リ
シ
ニ
。
研
介
ヨ
リ
借
用
セ
シ
由
ヲ
申
ス
。
研
介
モ
亦
人
ニ
借
リ
タ
ル

ナ
リ
。

　

つ
ま
り
、
研
介
は
シ
ー
ボ
ル
ト
事
件
に
連
座
し
て
処
罰
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
下
関
に
滞
留

し
て
い
た
時
期
に
、
シ
ー
ボ
ル
ト
追
及
の
余
波
と
も
言
う
べ
き
「
禁
書
所
持
」
の
嫌
疑
で
、
長

崎
奉
行
に
召
喚
さ
れ
て
取
調
べ
を
受
け
た
と
い
う
の
が
真
相
で
あ
る
。『
三
山
論
学
記
』
は
キ

リ
シ
タ
ン
関
係
書
籍
で
あ
り
、
確
か
に
第
一
級
の
禁
書
で
あ
る
が
、
内
容
的
に
は
シ
ー
ボ
ル
ト

事
件
と
直
接
の
関
連
性
は
無
い
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
続
い
て
、

研
介
已
ニ
〔
長
〕
崎
ニ
至
リ
シ
ニ
。
彼
地
親
識
ノ
モ
ノ
教
ヘ
テ
曰
ハ
ク
。
必
ス
書
ノ
主
ヲ

明
ス
コ
ト
ナ
カ
レ
。
左
ス
レ
バ
。
連
累
ノ
者
多
ク
ナ
リ
。
其
禍
ハ
カ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
。
唯
古

物
市
ニ
テ
買
ヒ
タ
リ
。
未
タ
見
ル
ニ
暇

い
と
ま
ア
ラ
ス
ト
答
フ
ベ
シ
ト
。
研
介
大
尹
ノ
前
ニ
出い
で

テ
。

右
ノ
如
ク
答
ヘ
テ
事
ス
ミ
。
書
ハ
焚ふ

ん
き棄
〔
焼
却
処
分
〕
ニ
ナ
リ
タ
リ
。
実
ハ
〔
吉
雄
〕
忠

次
郎 

高
橋
氏〔
高
橋
景
保
〕ヨ
リ
私
ニ
借
用
セ
シ
由
ナ
リ
。
高
橋
ハ
秘
書
監〔
文
化
一
一
年
、

書
物
奉
行
に
就
任
〕
ヲ
兼
ネ
タ
リ
。
故
ニ
秘
府
ノ
書
ヲ
取と

り
い
だ出
セ
シ
ト
ソ
。

と
あ
る
よ
う
に
、研
介
が
吉
雄
忠
次
郎
か
ら
借
り
て
一
時
的
に
所
持
し
て
い
た
『
三
山
論
学
記
』

の
本
来
の
出
所
が
、
幕
府
天
文
方
兼
書
物
奉
行
の
高
橋
景
保
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
景
保
と

忠
次
郎
に
つ
い
て
は
前
掲
『
欽
斎
日
暦
』〈
巻
三
〉
で
触
れ
た
が
、
景
保
は
シ
ー
ボ
ル
ト
事
件

関
係
者
の
中
で
も
特
に
極
刑
に
処
せ
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
。
景
保
は
投
獄
さ
れ
、
文
政
一
二
年

（
一
八
二
九
）
二
月
一
六
日
に
獄
中
死
し
た
。
死
後
、
遺
体
は
塩
漬
け
に
さ
れ
て
保
存
さ
れ
、

後
日
改
め
て
引
き
出
さ
れ
て
罪
状
申
し
渡
し
の
上
斬
首
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、
公
式

記
録
で
は
そ
の
死
因
は
斬
罪
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
景
保
か
ら
同
書
を
秘
か
に
借

用
し
た
と
さ
れ
る
忠
次
郎
も
同
事
件
に
連
座
し
て
永
牢
に
処
せ
ら
れ
、
羽
前
国
米
沢
新
田
城
主

の
上
杉
佐
渡
守
勝
義
へ
預
け
ら
れ
た
ま
ま
獄
中
死
す
る
と
い
う
悲
惨
な
最
期
を
遂
げ
た
。
従
っ



五

て
、
こ
こ
に
い
う
「
彼
地
親
識
ノ
モ
ノ
」
が
長
崎
在
住
の
研
介
学
友
・
知
友
の
う
ち
の
誰
で
あ

る
の
か（
淡
窓
は
知
っ
て
い
な
が
ら
名
を
秘
匿
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
）、非
常
に
興
味
深
い
。

　

更
に
、『
欽
斎
日
暦
』〈
巻
三
〉
四
〇
〇
頁
・
文
政
一
二
年
（
一
八
二
九
）
四
月
四
日
の
記
事
に
、

「
賀
来
佐
一
郎
長
崎
ヨ
リ
帰
リ
。
過
訪
シ
。
岡
研
介
ノ
書
ヲ
致
ス
。」
と
あ
り
、そ
の
割
注
に
「
研

介
禁
書
ノ
事
ニ
坐座

シ
。
官
ノ
為
メ
ニ
召
サ
レ
テ
〔
長
〕
崎
ニ
至
ル
。
予
初
メ
之
ヲ
聞
キ
。
憂
エ

テ
寝ぬ

ル
コ
ト
能
ハ
ズ
。
是
ニ
至
ッ
テ
其
ノ
事
ノ
解
ケ
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
。
寝
ル
ニ
席
む
し
ろ
ニ
貼つ

ク
コ

ト
ヲ
得
タ
リ
。」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
賀
来
佐
一
郎
（
一
七
九
九
～
一
八
五
七
。
佐す

け
ゆ
き之
。

本
草
学
者
・
賀
来
飛ひ

か霞
の
異
母
兄
。
飛
霞
と
共
に
日ひ

じ出
の
帆
足
萬
里
に
医
学
を
学
び
、
シ
ー
ボ

ル
ト
に
も
師
事
し
た
）
が
長
崎
か
ら
研
介
の
書
簡
を
預
か
っ
て
来
訪
し
た
。
淡
窓
は
、
当
初
は

研
介
が
禁
書
所
持
の
こ
と
で
長
崎
奉
行
所
に
召
喚
さ
れ
た
と
聞
い
て
夜
も
眠
れ
な
い
ほ
ど
心
配

し
て
い
た
が
、
研
介
の
来
信
で
事
件
の
落
着
を
知
り
、
漸
く
床
に
就
い
て
安
眠
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

研
介
は
、
天
保
元
年
（
＝
文
政
一
三
年
。
一
八
三
○
）
二
月
一
六
日
、
長
崎
よ
り
の
帰
途
に

咸
宜
園
に
来
訪
し
た
。『
懐
旧
楼
筆
記
』〈
巻
二
九
〉
三
七
七
頁
に
、

岡
研
介
長
崎
ヨ
リ
帰
路
来
訪
。
十
八
日
ニ
イ
タ
リ
。
辞
シ
去
レ
リ
。
研
介
往
年
予
カ
塾
ヲ

去
リ
シ
ヨ
リ
。
長
崎
ニ
留
マ
リ
。
蘭
学
ヲ
研
究
ス
ル
コ
ト
多
年
。
已
ニ
シ
テ
赤
馬
関
ニ
在

ツ
テ
開
業
ス
。
禁
書
之
事
ニ
坐
ス
ル
ニ
ヨ
リ
。
又
長
崎
ニ
赴
キ
。
此
度
帰
リ
来
ル
。
是
ヨ

リ
浪
華
ニ
赴
ク
也
。予
研
介
ヲ
見
ル
コ
ト
。此
度
ニ
留
マ
レ
リ
。此
時
研
介
一
書
生
ト
雖
モ
。

其
名
已
ニ
海か

い
だ
い内
〔
天
下
〕
ニ
伝
ハ
レ
リ
。
之
ヲ
シ
テ
寿
考
〔
長
寿
〕
ナ
ラ
シ
メ
ハ
。
其
事

業
測
ル
ヘ
カ
ラ
ス
。

と
記
し
て
い
る
。

　

そ
の
後
一
〇
年
を
経
た
天
保
一
一
年
（
一
八
四
〇
）
四
月
二
八
日
付
の
『
懐
旧
楼
筆
記
』〈
巻

四
一
〉
五
四
七
頁
に
は
、

此
日
。
岡
研
介
カ
死
ス
ル
コ
ト
ヲ
聞
ケ
リ
。
歳
四
十
一
ナ
リ
。
久
シ
ク
狂
疾
ヲ
発
セ
シ
カ
。

終つ
い

ニ
癒
ユ
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
リ
シ
ナ
リ
。
此
人
蘭
学
ヲ
研
究
シ
テ
。
少
年
ノ
時
ヨ
リ
、
已
ニ

一
世
ニ
知
ラ
レ
タ
リ
。
性
モ
亦
極
メ
テ
質
直
方
正
ノ
人
ナ
リ
。
斯こ

の

人
ニ
シ
テ
。
斯
ノ
疾
ア

ル
コ
ト
。〔
宿
〕
命
ナ
ル
カ
ナ
。

と
あ
る
。
愛
弟
子
を
喪
っ
た
師
と
し
て
の
悲
痛
の
言
辞
で
あ
る
。
研
介
が
死
去
し
た
の
は
、
前

年
の
天
保
一
〇
年
一
一
月
三
日
で
あ
っ
た
。

第
Ⅱ
章　

シ
ー
ボ
ル
ト
事
件
の
『
遠
思
楼
詩
鈔
』
刊
行
事
業
へ
の
影
響

　

淡
窓
の
珠
玉
の
漢
詩
集
で
あ
る
『
遠
思
楼
詩
鈔
』
初
編
は
、
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
八
月

に
完
成
し
た
。
そ
の
一
四
年
前
に
あ
た
る
《『
増
補
』
中
》『
遠
思
楼
日
記
』
＊
12
】〈
巻
二
〉

二
九
二
頁
・
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
九
月
七
日
の
記
述
に
「
夜
始
め
て
遠
思
楼
詩
集
を
講

ず
。」（
原
漢
文
）
と
あ
り
、
こ
の
日
初
め
て
『
遠
思
楼
詩
鈔
』
の
草
稿
と
目
さ
れ
る
著
作
物
を

咸
宜
園
で
の
講
義
に
用
い
た
可
能
性
＊
13
】
が
窺
わ
れ
、
淡
窓
自
身
が
創
作
し
て
き
た
漢
詩
を

こ
の
頃
ま
で
に
「
遠
思
楼
詩
集
」
と
い
う
題
名
で
纏
め
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
文

政
一
三
年
（
＝
天
保
元
年
。
一
八
三
〇
）
初
頭
に
は
、
岡
研
介
宛
て
一
月
一
九
日
付
淡
窓
書
簡

に
よ
り
、『
遠
思
楼
詩
鈔
』
上
梓
に
向
け
て
既
に
動
き
出
し
て
い
た
状
況
が
確
認
で
き
る
。

去
十
一
月
朔
日
之
貴
書
、
当
正
月
十
九
日
恒つ

ね
と
お
せ
い

遠
生
よ
り
相
達
、
拝
見
仕
候
。
弥
御
安
祥
被

成
御
座
奉
賀
候
。
拙
家
無
異
、
御
放
念
可
被
下
候
。

一
、
当
時
御
教
授
、
御
門
人
も
二
十
人
程
も
御
座
候
由
、
不
堪
欣き
ん
ぜ
ん然
〔
喜
ぶ
様
子
〕
候
。

当
春
ハ
浪
華
御
出
張
之
積
之
由
、
至
極
可
宜
奉
存
候
。
何
卒
御
努
力
可
被
成
候
。

一
、
蘭
人
一
件
も
一
切
片
付
キ
、
至
而
事
状
軽
く
聞
へ
致
大
慶
申
候
。
蘭
学
衰
微
之
端
ニ

ハ
相
成
申
間
敷
ヤ
ト
、
大
ニ
致
懸
念
候
処
、
安
心
之
至
候
。

一
、
浪
華
ニ
而
野
生
詩
稿
開
板
之
儀
、
御
世
話
可
被
下
段
、
兼か

ね
が
ね々

御
厚
志
不
堪
感か

ん
ぱ
い佩

〔
有

り
難
く
思
っ
て
忘
れ
な
い
〕
候
。

何い
ず

レ
御
登
坂
之
上
、
宜
様
ニ
奉
頼
候
。
堺
江
小
林
安
石
住
居
致
居
候
。
御お
つ
い
で序
此
者
江
も
御

相
談
可
被
下
候
。
但
今
一
両
年
過
キ
候
而
、開
板
仕
度
候
。
何
レ
追
々
御
左
右
可
申
上
候
。

一
、
謙
吉
も
追
々
結
婚
致
候
積
ニ
候
。
同
人
も
兔と

か
く角
多
病
ニ
候
。
婚
事
執
行
、
且
家
持
ニ

成
候
ハ
ヽ
、
疾
ハ
平
愈癒

可
致
ヤ
ト
存
申
候
。
右
敬
答
、
草
々
如
此
ニ
候
。
頓
首

　
　

正
月
十
九
日　
　
　
　
　
　

広
瀬
求
馬

　

岡
研
介
様

尚
々
、
様
子
ニ
よ
り
、
当
方
御
出
も
可
有
之
由
、
御
多
用
中
な
か
ら
、
何
卒
拝
顔
致
度

間
、
御
来
駕
奉
待
候
。《
往
信
51
》

　

こ
の
書
簡
は
、
同
じ
く
淡
窓
門
下
生
で
、
研
介
の
学
友
で
あ
る
恒
遠
醒
窓
＊
14
】（
一
八
〇
三

～
一
八
六
三
）
に
研
介
が
託
し
た
書
簡
に
対
す
る
返
信
で
、
内
容
は
以
下
の
四
件
で
あ
る
。

①
岡
研
介
の
蘭
医
塾
の
門
人
数
が
二
〇
人
程
度
に
達
し
た
こ
と
へ
の
祝
意
を
述
べ
る
。
ま
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た
、
研
介
が
今
春
か
ら
大
坂
に
進
出
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
賛
同
し
激
励
す
る
。

②
シ
ー
ボ
ル
ト
事
件
〔「
蘭
人
一
件
」
は
婉
曲
表
現
か
〕
の
事
後
処
理
も
全
て
片
付
き
、

愛
弟
子
で
あ
る
研
介
へ
の
追
及
が
軽
微
に
終
わ
っ
た
こ
と
へ
の
安
堵
感
を
表
明
す
る
。
ま

た
、
同
事
件
が
せ
っ
か
く
盛
況
に
向
か
お
う
と
し
て
い
た
日
本
の
蘭
学
が
衰
微
す
る
発
端

に
な
り
か
ね
な
い
と
非
常
に
懸
念
し
て
い
た
が
、
事
件
の
余
波
も
収
ま
り
、
ひ
と
ま
ず
安

心
し
て
い
る
こ
と
を
告
げ
る
。

③
大
坂
で
自
身
の
漢
詩
集
〔『
遠
思
楼
詩
鈔
』〕
開
板
の
動
き
が
始
ま
っ
て
お
り
、
研
介
も

世
話
人
の
一
員
に
加
わ
っ
て
く
れ
そ
う
な
こ
と
へ
の
謝
意
を
述
べ
る
。
ま
た
、
大
坂
進
出

を
果
た
し
た
暁
に
は
、堺
在
住
の
門
下
生
小
林
安
石
に
も
相
談
す
る
よ
う
勧
め
る
。
な
お
、

開
板
に
は
一
、二
年
の
う
ち
に
漕
ぎ
着
け
た
い
と
い
う
願
望
を
表
明
す
る
。

④
末
弟
旭
荘
（
謙
吉
）
も
近
々
結
婚
す
る
予
定
で
あ
り
、結
婚
し
て
所
帯
持
ち
に
な
れ
ば
、

病
気
が
ち
な
旭
荘
も
丈
夫
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
述
べ
る
。

　

そ
し
て
追
伸
と
し
て
、
日
々
多
忙
で
あ
ろ
う
が
、
研
介
に
会
い
た
い
の
で
、
都
合
が
つ
け
ば

是
非
ま
た
日
田
に
立
ち
寄
っ
て
ほ
し
い
と
述
べ
て
い
る
。

　

な
お
、『
遠
思
楼
詩
鈔
』
編
纂
作
業
途
中
の
も
の
と
目
さ
れ
る
「
遠
思
楼
詩
草
」（
天
保
二

年
仲
冬
序
）
が
日
田
市
の
廣
瀬
家
に
伝
わ
っ
て
お
り
（
廣
瀬
資
料
館
蔵
）、
こ
の
草
稿
に
は
二

人
の
清
人
、
顧こ

じ
ゅ
ん蒓
・
韓か
ん
ぽ
う葑
が
序
跋
文
を
寄
せ
て
い
る
。
＊
15
】
し
か
し
、
篠
崎
小
竹
ら
の
忠

告
に
よ
り
、「
も
し
シ
ー
ボ
ル
ト
事
件
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
ら
取
り
返
し
が
つ
か
な
く

な
っ
て
し
ま
う
」
と
の
懸
念
か
ら
、
彼
ら
の
序
跋
文
は
刊
行
さ
れ
た
『
遠
思
楼
詩
鈔
』
か
ら
は

削
除
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
経
緯
を
物
語
る
も
の
と
し
て
、
本
稿
の
冒
頭
に
掲
げ
た
天
保
七
年

（
一
八
三
六
）
六
月
四
日
付
の
旭
荘
来
信
か
ら
一
か
月
後
、
七
月
五
日
付
の
旭
荘
・
小
林
安
石

来
信
中
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

一
、
私
事
、
自
身
兼か

ね
て而
処
シ
候
ヨ
リ
ハ
、
声
価
甚
高
、
而
内
実
空
虚
。
忽
ニ
事
ヲ
成
サ
ン

ト
欲
ス
ル
時
ハ
、
岡
子
究
ノ
畏
レ
ア
リ
。
惇
篤
〔
堅
実
〕
ヲ
以
第
一
ト
シ
、
矢や

は
り張
鄙
人
ニ

テ
漸よ

う
よ
う々

事
ヲ
思
立
候
積
り
。
今
四
五
年
出
精
仕
候
ハ
ヾ
、
大
業
相
成
ル
ベ
ク
奉
存
候
。
最

初
、
日
田
ヲ
出
候
時
迄
ハ
、
急き

っ
と度
滞
留
ト
申
心
も
不
決
候
処
、
此
地
ニ
至
り
、
世
状
ヲ
熟

観
シ
、
慨
然
ノ
志
ヲ
発
候
。
…
（
中
略
）
…

　

遠
思
楼
一
件
之
事

一
、
小
竹
説
、
巻
初
名
字
如
左
い
た
し
度
候
。
…
（
中
略
）
…

一
、
唐
人
序
跋
評
之
事
、
小
竹
説
ニ
て
ハ
、
悉し

っ
か
い皆
刪削

除
テ
ハ
如
何
。
長
崎
逗
留
之
唐
人
ハ
、

公
辺
〔
公
儀
〕
ニ
其
名
も
相
達
居
候
故
、
其
評
抔な

ど

詩
〔
集
〕
ニ
載
セ
候
ハ
、
間マ
ヽ

有
其
例
。

彼
地
ニ
持
渡
り
候
て
、
評
ヲ
受
候
て
ハ
、
無
事
之
時
ハ
よ
し
、
万
一
シ
ー
ホ
ル
一
件
等
之

様
な
掛
合
〔
法
へ
の
抵
触
〕
等
起
り
候
て
、
少
し
之
事
ニ
て
、
滅
板
〔
出
版
差
止
め
〕
等

ニ
相
成
て
ハ
、
可
惜
事
ニ
候
。
此
事
伺
候
事
ハ
、
大
坂
町
奉
行
所
、
其
手
よ
り
シ
テ
林
祭

酒
ニ
問
合
有
之
候
由
。
随
分
格
別
熟
望
ニ
候
ハ
ヽ
、
小
竹
手
よ
り
、
林
家
ニ
伺
候
伝
手
も

有
之
よ
し
。
乍

し
か
し
な
が
ら併
夫
ニ
て
ハ
、
小少

々
日
数
曠こ
う
じ
つ日
〔
多
く
の
月
日
を
経
る
〕
ニ
相
成
、
且

外
国
出
入
之
事
ハ
、
林
家
ニ
も
シ
ツ
カ
リ
ト
受
合
ハ
被
成
間
敷
候
。
兎
ニ
角
御お

や
め休
ニ
て
ハ

如
何
。
然
シ
長
崎
之
手
前
も
有
り
と
被
思
召
候
ハ
ヽ
、
小
竹
よ
り
林
家
ニ
相
伺
可
申
候
。

私
共
両
人
之
説
、
唐
人
之
評
ヲ
借
り
て
、
今
迄
詩
人
之
無
き
所
ヲ
笠
ニ
衣キ

候
様
ニ
、
無
識

之
徒
存
ル
者
有
り
て
ハ
、却
て
流
行
之
妨
ニ
も
可
成
か
。公
辺
之
差
障
無
ク
テ
モ
、刪
ル
方
、

都
会
之
人
気
ニ
協
可
申
哉
ト
奉
存
候
。
如
何
可
仕
哉
。
御
判
断
可
被
下
候
。 《
来
信
29
》

　

冒
頭
の
「
岡
子
究
」
と
は
、
前
出
の
岡
研
介
の
こ
と
で
あ
る
。「
忽
ニ
事
ヲ
成
サ
ン
ト
欲
ス

ル
時
ハ
、
岡
子
究
ノ
畏
レ
ア
リ
。」
と
は
、
大
坂
進
出
と
い
う
宿
願
を
果
た
し
た
が
、
功
を
焦

る
あ
ま
り
過
度
の
学
問
専
念
に
よ
り
同
年
四
月
か
ら
精
神
を
病
み
、
遂
に
は
早
逝
し
て
し
ま
っ

た
研
介
の
悲
運
に
言
及
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

文
政
一
三
年
（
一
八
三
〇
）
二
月
に
淡
窓
の
下
を
去
っ
て
東
遊
し
た
研
介
の
初
志
は
、
新
生

の
道
を
求
め
て
江
戸
に
赴
く
（
東
上
）
こ
と
に
あ
っ
た
と
も
伝
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
途
次
の

大
坂
で
同
郷
の
先
輩
・
蘭
方
医
の
斎
藤
方
策
よ
り
多
大
な
恩
義
と
忠
告
を
受
け
た
こ
と
を
一
因

と
し
て
東
上
を
断
念
、
大
坂
に
滞
留
し
て
開
業
も
果
た
す
。
大
坂
で
は
、「
シ
ー
ボ
ル
ト
直
伝

蘭
方
医
」
と
し
て
名
声
を
博
し
、
ま
た
篠
崎
小
竹
や
頼
山
陽
ら
当
代
一
流
の
文
人
と
親
交
を
深

め
る
な
ど
、
輝
か
し
い
日
々
を
送
る
。
と
こ
ろ
が
、
昼
も
夜
も
本
を
離
さ
ず
、
ろ
く
に
床
に
も

就
か
な
い
と
い
う
偏
執
的
な
勉
学
態
度
が
祟
り
、
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
一
〇
月
頃
か
ら
精

神
性
疾
患
に
よ
り
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
状
態
と
な
り
、
翌
年
周
防
国
に
帰
郷
し
て
兄
泰
安
と
同
じ
く
岩

国
侯
の
侍
医
（
御お

て
ま
わ
り
や
く

手
廻
役
）
と
な
る
。
そ
の
後
、
大
坂
に
戻
る
が
、
同
七
年
（
一
八
三
六
）
四

月
頃
か
ら
精
神
性
疾
患
が
悪
化
し
、
一
〇
月
に
再
び
帰
郷
し
て
岩
国
侯
に
仕
え
る
。
し
か
し
、

遂
に
快
方
に
向
か
う
こ
と
な
く
、
天
保
一
〇
年
（
一
八
三
九
）
一
一
月
三
日
、
四
一
歳
で
逝
去

し
た
。
晩
年
は
、「
追
っ
手
に
つ
け
狙
わ
れ
て
い
る
」
と
い
っ
た
被
害
妄
想
的
幻
覚
症
状
に
悩

ま
さ
れ
な
が
ら
も
、
必
死
に
勉
学
を
続
け
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。

　

旭
荘
は
、
自
分
が
亀
井
塾
に
入
門
す
る
際
に
引
率
し
て
く
れ
た
、
恩
人
と
も
い
え
る
研
介
の

惨
状
を
目
の
当
た
り
に
し
、
心
な
ら
ず
も
そ
れ
を
反
面
教
師
、
或
い
は
他
山
の
石
と
し
た
の
か
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も
し
れ
な
い
。

　

研
介
の
幻
覚
的
精
神
病
の
発
症
に
つ
い
て
は
、
も
う
一
つ
別
の
原
因
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ

は
、
前
述
の
よ
う
に
、
シ
ー
ボ
ル
ト
事
件
に
よ
り
恩
師
シ
ー
ボ
ル
ト
が
国
外
追
放
と
な
り
、
ま

た
多
数
の
学
友
・
知
友
が
そ
れ
に
連
座
し
た
こ
と
、
就
中
『
三
山
論
学
記
』
借
用
に
格
別
の
計

ら
い
を
し
て
く
れ
た
吉
雄
忠
次
郎
（
そ
の
兄
・
権
之
助
は
長
崎
に
お
け
る
研
介
の
蘭
語
・
蘭
学

修
業
の
師
）
が
極
刑
に
処
せ
ら
れ
な
が
ら
、
自
身
は
処
罰
を
免
れ
て
お
め
お
め
と
生
き
永
ら
え

て
い
る
と
い
う
強
い
呵か

し
ゃ
く責
の
念
が
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
久
米
康
生
氏
は
『
シ
ー

ボ
ル
ト
と
鳴
滝
塾
―
悲
劇
の
展
開
―
』（
木
耳
社
、
一
九
八
九
）
一
八
〇
頁
で
、
研
介
を
「
非

命
の
俊
才
」
と
称
し
、「
鳴
滝
塾
を
去
っ
て
約
十
年
、
こ
の
期
待
を
集
め
た
俊
才
は
、
謹
厳
さ

の
ゆ
え
の
小
心
に
よ
っ
て
雄
飛
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
シ
ー
ボ
ル
ト
疑
獄

事
件
に
お
け
る
自
身
の
行
動
が
、
繊
細
な
良
心
を
い
た
め
つ
づ
け
た
に
ち
が
い
な
い
。
高
野
長

英
ら
の
豪
胆
な
活
動
と
は
き
わ
め
て
対
照
的
で
、
こ
の
間
彼
の
主
著
と
し
て
残
る
の
は
『
生
機

論
』
だ
け
。
蘭
学
弾
圧
の
黒
い
影
に
お
び
え
つ
づ
け
た
よ
う
な
晩
年
で
あ
っ
た
。」
と
記
し
て

い
る
。

　

な
お
、
＊
６
】（
高
野
長
英
）
で
既
に
触
れ
た
が
、
シ
ー
ボ
ル
ト
が
高
橋
景
保
か
ら
秘
密
裡

に
入
手
し
た
地
図
類
を
研
究
す
る
際
、
蘭
語
に
秀
で
て
い
た
研
介
は
長
英
と
共
に
地
名
の
日
本

語
表
記
を
ロ
ー
マ
字
表
記
に
改
め
る
作
業
に
関
与
し
た
と
伝
え
ら
れ
、
シ
ー
ボ
ル
ト
事
件
直
後

の
連
座
は
免
れ
た
も
の
の
、
そ
の
後
も
研
介
は
（
恐
ら
く
死
ぬ
ま
で
）
追
及
の
恐
怖
に
怯
え
続

け
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

続
い
て
「
遠
思
楼
一
件
之
事
」
中
に
、清
人
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
序
跋
文
の
扱
い
方
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。

　

ま
ず
篠
崎
小
竹
は
、「
そ
れ
ら
を
全
て
削
除
し
て
は
ど
う
か
」
と
主
張
し
、次
の
よ
う
に
説
く
。

　
（
確
か
に
）
長
崎
に
逗
留
し
て
い
る
清
客
は
公
儀
に
そ
の
名
が
知
れ
渡
っ
て
い
る
か
ら

（
身
元
が
明
瞭
で
あ
り
）、そ
の
評
語
等
を
詩
集
に
掲
載
す
る
例
は
ま
ま
あ
る
こ
と
だ
。（
し

か
し
、）
草
稿
を
持
ち
帰
っ
て
本
国
在
住
の
清
人
に
批
評
を
受
け
た
場
合
は
、
何
事
も
無

い
時
は
良
い
が
、
万
一
シ
ー
ボ
ル
ト
事
件
の
よ
う
な
法
に
触
れ
る
事
態
が
生
じ
、
些
細
な

こ
と
が
原
因
で
出
版
差
止
め
に
で
も
な
っ
た
ら
、悔
や
ん
で
も
悔
や
み
き
れ
な
い
こ
と
だ
。

　

こ
の
件
に
つ
い
て
は
、（
既
に
）
大
坂
町
奉
行
所
が
林
祭
酒
に
問
合
せ
中
＊
16
】
で
あ
る
。

（
し
か
し
、）
か
な
り
格
別
に
熱
望
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
私
が
自
ら
林
家
に
意
向
を
照
会
す

る
つ
て
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
少
々
日
数
を
要
し
て
し
ま
う
し
、
且
つ
海
外
交
渉

の
こ
と
ま
で
は
林
家
も
し
か
と
受
け
合
う
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
と
に
か
く
そ
れ
ら

の
掲
載
は
取
り
止
め
て
は
ど
う
か
。

　

し
か
し
、（
淡
窓
殿
が
世
話
に
な
っ
た
）
長
崎
（
逗
留
清
人
）
へ
の
手
前
も
あ
る
と
お

思
い
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
私
か
ら
林
家
に
意
向
を
照
会
す
る
つ
も
り
だ
が
。

　

次
に
、
旭
荘
・
安
石
両
名
の
説
（
意
見
）
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
「（
漢
詩
の
本
場
の
）
清
人
に
よ
る
批
評
」
と
い
う
言
葉
を
借
り
て
、
今
ま
で
（
日
本
に

本
物
の
）
漢
詩
人
が
い
な
か
っ
た
こ
と
を
笠
に
着
る
よ
う
に
、
無
見
識
な
輩
（
＝
実
は
無

教
養
な
清
人
）
が
幅
を
利
か
せ
る
よ
う
な
状
況
で
は
、
却
っ
て
『
遠
思
楼
詩
鈔
』
が
世
間

に
評
価
さ
れ
盛
行
す
る
妨
げ
に
も
な
り
う
る
の
で
は
な
い
か
。（
従
っ
て
、
た
と
え
）
公

儀
に
於
い
て
差
障
り
が
無
い
と
し
て
も
、
削
除
し
た
方
が
、
都
会
（
の
風
流
人
士
）
に
於

け
る
人
気
に
好
影
響
を
与
え
る
と
思
わ
れ
る
。（
ど
う
か
賢
明
な
る
）
御
判
断
を
お
願
い

申
し
上
げ
る
。

　

周
知
の
如
く
、当
時
の
出
版
事
業
は
、公
儀
に
よ
る
許
可
制
で
あ
る
。
天
保
八
年（
一
八
三
七
）

八
月
に
完
成
し
た『
遠
思
楼
詩
鈔
』で
あ
っ
た
が
、同
年
二
月
に
起
き
た
大
塩
平
八
郎（
一
七
九
三

～
一
八
三
七
）
の
乱
に
出
版
元
の
河
内
屋
茂
兵
衛
一
統
が
連
座
し
た
こ
と
が
影
響
し
、
公
刊
に

漕
ぎ
着
け
た
の
は
、
大
坂
本
屋
仲
間
の
本
屋
年
行
司
達
の
許
可
（
同
九
年
六
月
）、
大
坂
奉
行

所
の
許
可
（
八
月
）
を
経
た
、
一
年
後
の
天
保
九
年
八
月
で
あ
っ
た
。
大
塩
は
、
乱
を
起
こ
す

前
に
自
身
が
所
蔵
す
る
五
万
冊
の
書
籍
を
売
却
し
、
物
価
高
騰
に
よ
り
困
窮
し
て
い
た
人
々
に

施
し
た
。
そ
の
際
、
現
金
と
交
換
で
き
る
施
行
札
を
印
刷
配
布
し
、
本
屋
仲
間
会
所
を
借
り
て

札
と
現
金
の
交
換
の
世
話
を
し
た
（
河
内
屋
茂
兵
衛
も
施
行
札
の
名
義
人
の
一
人
）
の
が
河
内

屋
一
統
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
乱
の
罪
科
に
連
座
し
た
茂
兵
衛
は
大
坂
奉
行
所
か
ら
厳
し
い

叱
責
を
受
け
、
そ
の
煽
り
で
『
遠
思
楼
詩
鈔
』
公
刊
の
認
可
が
遅
延
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
件

に
つ
い
て
淡
窓
は
、《『
増
補
』
下
》『
醒
斎
日
暦
』〈
巻
一
三
〉
六
三
六
頁
・
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）

四
月
二
七
日
の
条
に
「
聞
ク
、
河
内
屋
茂
兵
衛
獄
ニ
下
サ
ル
。
及
ビ
大
窪
詩
仏
死
ス
。」
と
記

し
た
割
注
に
、「
謙
吉
書
中
載
ス
ル
所
ヤ
、
河
茂
〔
＝
河
内
屋
茂
兵
衛
の
略
称
〕
大
塩
ノ
事
ニ

坐
セ
リ
ト
云
ヘ
リ
。
予
ガ
集
〔『
遠
思
楼
詩
鈔
』〕
上
梓
ノ
事
ニ
於
テ
甚
ダ
関
係
有
り
。」
と
遺

憾
の
意
を
表
明
し
て
い
る
。

　

な
お
、
か
く
言
う
淡
窓
自
身
も
、
大
塩
平
八
郎
と
は
浅
か
ら
ぬ
親
交
が
あ
っ
た
。『
懐
旧
楼

筆
記
』〈
巻
三
三
〉
四
三
二
頁
・
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
八
月
九
日
の
条
に
よ
れ
ば
、
咸
宜

園
出
身
の
松
本
保
三
郎
か
ら
来
信
に
添
え
て
大
塩
の
代
表
作
『
洗せ

ん
し
ん
ど
う
さ
つ
き

心
洞
劄
記
』
を
贈
ら
れ
て
い



八

た
。
そ
の
際
淡
窓
は
、「
予
松
本
ニ
復
書
シ
テ
。
追
ツ
テ
熟
覧
ス
ヘ
キ
由
ヲ
答
ヘ
タ
リ
。」
と
、

そ
れ
を
熟
読
す
る
意
志
を
保
三
郎
へ
の
往
信
を
通
じ
て
大
塩
に
表
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
天

保
八
年
（
一
八
三
七
）
二
月
一
九
日
に
大
塩
の
乱
が
起
こ
る
と
、『
懐
旧
楼
筆
記
』〈
巻
三
七
〉

四
九
六
頁
・
同
年
二
月
二
九
日
の
条
に
、

大
塩
従
来
王
陽
明
カ
学
ヲ
悦
ヒ
。
心
太
虚
ニ
合
ス
ル
ノ
説
ヲ
唱
ヘ
タ
リ
。
心
学
ノ
弊
、往
々

天
地
鬼
神
聖
賢
君
父
ヲ
モ
蔑
視
ス
ル
ニ
至
ル
。
加
フ
ル
ニ
。
天
性
高
慢
ノ
質
ヲ
以
テ
ス
。

遂
ニ
発
狂
ス
ル
ニ
至
ル
者
ナ
リ
。

と
信
奉
す
る
陽
明
学
に
よ
る
弊
害
と
そ
の
人
間
性
の
高
慢
さ
が
乱
の
原
因
で
あ
る
と
酷
評
し
て

い
る
。
更
に
、

保
三
郎
カ
早
ク
死
セ
シ
ハ
。
誠
ニ
其
身
ノ
幸
ナ
リ
。
亦
予
カ
幸
ナ
リ
。
彼
若も

し

存
セ
ハ
。
予

モ
亦
イ
カ
ナ
ル
関
係
ヲ
生
セ
ン
モ
。
料
リ
難
シ
。
予
劄
記
ヲ
悦
バ
サ
ル
ニ
ヨ
リ
。
一
語
ノ

品
評
ヲ
モ
施
サ
ヾ
リ
シ
コ
ト
。
大
ナ
ル
幸
ナ
リ
。

と
、
大
塩
門
の
都
講
を
務
め
た
こ
と
も
あ
る
保
三
郎
が
乱
以
前
に
逝
去
し
た
こ
と
、
自
身
が

『
洗せ

ん
し
ん
ど
う
さ
つ
き

心
洞
劄
記
』
に
品
評
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
幕
府
の
追
及
の
手
か
ら
逃
れ
え
た
幸
運
を

付
記
し
て
い
る
＊
17
】。

第
Ⅲ
章　

廣
瀬
淡
窓
の
シ
ー
ボ
ル
ト
事
件
観
と
シ
ー
ボ
ル
ト
日
本
研
究
活
動
の
真
相

　

淡
窓
は
『
懐
旧
楼
筆
記
』〈
巻
二
七
〉
三
五
一
頁
・
文
政
一
二
年
（
一
八
二
九
）
二
月
三
日

の
条
に
、
シ
ー
ボ
ル
ト
事
件
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

此
事
起
リ
シ
ト
キ
ハ
。
専
ラ
彼
国
ヨ
リ
我
邦
ヲ
襲
フ
謀

は
か
り
ご
とア
ル
様
ニ
申
シ
沙
汰
セ
リ
。
是

全
ク
児
女
俗
人
ノ
見
ナ
リ
。
総
テ
彼
国
ノ
学
問
ト
云
フ
ハ
。
格
物
窮
理
＊
18
】
ヲ
主
ト
シ

テ
。
天
地
間
一
物
知
ラ
ザ
ル
ヲ
以
テ
憾

う
ら
み
〔
遺
憾
〕
ト
ス
。
故
ニ
我
邦
ノ
事
ヲ
捜
索
ス
ル
モ

ノ
ニ
シ
テ
。
姦
謀
邪
計
ア
ル
ニ
ハ
非
ス
。
又
官
禁
ノ
物
ヲ
異
域
ニ
渡
サ
ン
ト
セ
シ
ハ
。
吏

人
ノ
賂
ヲ
貪
ッ
テ
。
法
ヲ
犯
ス
ナ
レ
ハ
。
其
罪
逃
レ
難
キ
モ
ノ
ナ
リ
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
杉
本
勲
氏
は
、「
蘭
学
の
本
質
と
西
洋
人
の
学
問
に
た
い
す
る
厳
し
い
態
度

を
的
確
に
指
摘
し
て
お
り
」
と
淡
窓
の
蘭
学
と
西
洋
人
に
関
す
る
見
識
を
高
く
評
価
し
て
い
る

＊
19
】。

　

し
か
し
、
シ
ー
ボ
ル
ト
の
日
本
に
関
す
る
広
汎
な
研
究
は
、
勿
論
自
身
の
個
人
的
関
心
事
で

も
あ
っ
た
が
、実
情
は
オ
ラ
ン
ダ
国
王
（
直
接
的
に
は
オ
ラ
ン
ダ
領
東
イ
ン
ド
総
督
カ
ペ
レ
ン
）

か
ら
課
せ
ら
れ
た
任
務
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、「
我
邦
ヲ
襲
フ
謀
」
と
ま
で
は
言
え
な
い
に
し

て
も
、
オ
ラ
ン
ダ
の
我
が
国
に
対
す
る
国
策
遂
行
に
加
担
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
相
違
は

な
い
。
日
本
に
於
け
る
肩
書
か
ら
見
る
と
シ
ー
ボ
ル
ト
は
単
に
出
島
の
「
オ
ラ
ン
ダ
商
館
付
医

師
」
に
す
ぎ
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
本
来
の
肩
書
は
「
オ
ラ
ン
ダ
領
東
イ
ン
ド
陸
軍
外
科

少
佐
」
で
あ
り
、
歴

れ
っ
き
と
し
た
軍
人
な
の
で
あ
る
。
当
時
の
オ
ラ
ン
ダ
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
ナ

ポ
レ
オ
ン
戦
争
（
一
八
〇
三
～
一
八
一
五
＝
享
和
三
～
文
化
一
二
）
の
煽
り
を
受
け
、
一
時
的

（
一
八
一
〇
～
一
八
一
三
）
と
は
言
え
オ
ラ
ン
ダ
と
い
う
国
家
自
体
が
消
滅
し
た
後
遺
症
対
策

に
必
死
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
欧
米
列
強
諸
国
に
比
肩
し
う
る
国
力
回
復
を
目
指
す
国
家
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
つ
が
、
独
占
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
徐
々
に
衰
微
し
つ
つ
あ
っ
た
日
本
貿
易
の

拡
充
で
あ
っ
た
。
シ
ー
ボ
ル
ト
は
、
医
師
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
日

本
研
究
と
い
う
重
責
を
担
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
研
究
の
形
態
は
淡
窓
が
記

し
た
よ
う
に
「
我
邦
ノ
事
ヲ
捜
索
ス
」
る
べ
く
邁ま

い
し
ん進
し
た
こ
と
に
相
違
な
い
が
、
そ
の
動
機
は

厳
密
に
は
純
粋
な
学
究
精
神
に
立
脚
す
る
も
の
と
は
言
い
難
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
シ
ー
ボ
ル
ト
は
各
門
人
の
得
意
分
野
に
応
じ
て
課
題
を
与
え
て
調
査
研
究

を
さ
せ
、
蘭
語
に
翻
訳
し
た
研
究
論
文
を
提
出
さ
せ
、
そ
れ
ら
を
総
合
し
て
『
日
本
』、『
日
本

植
物
誌
』、『
日
本
動
物
誌
』
と
い
っ
た
大
著
を
纏
め
た
。
ま
た
、
秀
逸
な
論
文
を
提
出
し
た
者

に
ド
ク
ト
ル
の
免
許
状
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
、
門
人
達
の
功
名
心
を
煽
っ
た
。
こ
の
課
題
研

究
と
い
う
の
は
、
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
に
オ
ラ
ン
ダ
商
館
付
医
師
と
し
て
来
日
し
た
植
物

学
者
の
ツ
ュ
ン
ベ
リ
ー
（
一
七
四
三
～
一
八
二
八
）
が
以
前
に
試
み
た
手
法
で
あ
る
が
、
シ
ー

ボ
ル
ト
は
そ
れ
を
更
に
大
規
模
且
つ
組
織
的
に
推
進
し
た
。
こ
れ
は
門
人
達
に
、既
存
の
知
識
・

情
報
を
整
理
し
関
連
資
料
を
徹
底
的
に
収
集
し
て
調
査
研
究
す
る
と
い
う
西
洋
の
合
理
的
な
学

問
手
法
を
教
え
込
む
と
い
う
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
シ
ー
ボ
ル
ト
の
任
務
で
あ
る
日
本

研
究
を
推
進
す
る
上
で
も
不
可
欠
の
手
法
で
あ
っ
た
。
シ
ー
ボ
ル
ト
は
、
役
人
の
取
締
り
に
触

れ
に
く
い
医
学
・
本
草
学
的
な
も
の
を
中
核
に
置
き
な
が
ら
、
歴
史
・
地
理
・
法
律
・
風
俗
な

ど
の
課
題
も
巧
み
に
織
り
交
ぜ
て
広
汎
な
研
究
範
囲
を
網
羅
し
た
。
か
く
し
て
、
シ
ー
ボ
ル
ト

は
長
崎
に
い
な
が
ら
、
日
本
全
国
の
著
名
な
学
者
の
研
究
動
向
や
著
作
等
の
情
報
を
収
集
す
る

こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
江
戸
参
府
の
際
に
は
、
江
戸
の

長
崎
屋
は
勿
論
、
各
地
の
宿
所
に
も
蘭
学
者
・
医
者
・
本
草
学
者
、
難
病
を
抱
え
た
患
者
た
ち

が
大
挙
し
て
押
し
寄
せ
た
し
、
鳴
滝
塾
を
離
れ
て
郷
里
や
他
所
で
活
躍
し
て
い
る
門
人
達
も
来

訪
し
て
収
集
資
料
や
完
成
し
た
蘭
訳
論
文
を
提
出
し
た
。
こ
う
し
て
、「
全
国
的
学
術
調
査
団
」
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と
も
言
え
る
協
力
者
集
団
を
組
織
し
た
シ
ー
ボ
ル
ト
は
、
そ
の
使
命
で
あ
る
日
本
研
究
の
た
め

の
広
汎
・
膨
大
な
資
料
を
実
に
効
率
的
且
つ
網
羅
的
に
収
集
し
た
の
で
あ
る
。

　

淡
窓
の
洋
学
（
蘭
学
）
観
の
一
端
が
窺
え
る
も
の
と
し
て
、
杉
本
勲
氏
は
、
前
掲
の
淡
窓
の

『
懐
旧
楼
筆
記
』〈
巻
二
七
〉
に
於
け
る
シ
ー
ボ
ル
ト
事
件
の
判
決
を
耳
に
し
た
時
の
論
評
に
つ

い
て
、「
蘭
学
の
本
質
と
西
洋
人
の
学
問
に
た
い
す
る
厳
し
い
態
度
を
的
確
に
指
摘
し
て
お
り
」

に
続
い
て
、「
暗
に
幕
府
の
蘭
学
弾
圧
を
非
難
し
て
お
り
」
と
論
及
し
、「
シ
ー
ボ
ル
ト
と
蘭
学

を
弁
護
し
た
も
の
」
と
断
じ
て
い
る
＊
20
】。
た
だ
し
、
淡
窓
の
洋
学
観
に
つ
い
て
は
、
彼
の

思
想
的
基
盤
で
あ
る
漢
学
（
儒
学
）
観
は
勿
論
、
国
学
観
も
交
え
て
総
合
的
に
分
析
・
考
察
を

加
え
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
本
稿
で
軽
々
に
論
じ
る
こ
と
は
控
え
、
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た

い
。

　

淡
窓
は
、
咸
宜
園
塾
主
と
し
て
教
育
界
に
於
け
る
自
塾
の
役
割
を
的
確
に
認
識
し
、
洋
学
習

得
の
有
意
性
・
必
要
性
を
痛
感
し
、門
下
生
に
も
奨
励
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、《『
増
補
』
上
》『
夜

雨
寮
筆
記
』
＊
21
】〈
巻
三
〉
四
一
頁
の
中
で
門
下
生
の
青
木
益
が
、

義
府
。
和
漢
体
勢
ノ
異
ナ
ル
所
ヲ
論
シ
。
三
代
ノ
教
。
必
ス
シ
モ
法

の
つ
と
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
コ
ト

ヲ
言
ヒ
。
和
学
〔
国
学
〕
蛮
学
〔
洋
学
〕
家
ノ
言
ヲ
モ
取
リ
用
ヒ
タ
リ
。
析
玄
ハ
。
老
子

ヲ
祖
ト
ス
。
迂
言
ノ
説
。
往
々
刑
名
法
術
ニ
近
キ
所
ア
リ
ト
人
イ
ヘ
リ
。
先
生
又
平
日
好

ン
テ
仏
ヲ
談
シ
。
或
ハ
鬼
神
幽
冥
ノ
話
ヲ
悦
ヒ
。
俗
人
ヲ
教
フ
ル
ニ
ハ
。
専
ラ
応
報
ノ
理

ヲ
説
イ
テ
。
陰い

ん
し
つ
ろ
く

隲
録
ヲ
受
持
セ
シ
ム
。
恐
ラ
ク
ハ
後
世
ニ
至
リ
。
純
儒
ニ
非
ル
ノ
譏そ
し

リ
ア

ラ
ン
。

と
問
う
た
の
に
対
す
る
淡
窓
の
次
の
答
弁
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

予
未
タ
曽
テ
儒
ヲ
以
テ
自
ラ
居
ラ
ス
。
何
ソ
況
ヤ
純
儒
ヲ
ヤ
。
後
世
ノ
名
ニ
至
ツ
テ
ハ
。

敢
テ
望
ム
所
ニ
非
ス
。
若
シ
謗そ

し

ラ
レ
テ
人
口
ニ
カ
ヽ
ル
コ
ト
ア
ラ
ハ
。
是
レ
猶
幸
ナ
リ
。

我
学
問
ス
ル
ハ
。
古
人
ニ
奉
公
ノ
為
ニ
非
ス
。
唯
己
カ
身
ノ
為
ニ
ス
ル
ナ
リ
。
故
ニ
聖
人

ノ
言
ト
雖
モ
。
己
カ
身
ニ
於
テ
切
ナ
ラ
サ
ル
コ
ト
ハ
之
ヲ
除
キ
。
諸
子
百
家
ノ
言
タ
リ
ト

モ
。
己
ニ
益
ア
ル
事
ハ
之
ヲ
取
ル
。
其
ノ
弟
子
ヲ
教
フ
ル
。
亦
カ
ク
ノ
如
シ
。
予
カ
門
ニ

入
ル
者
。前
後
数
千
人
ニ
シ
テ
。其
ノ
儒
ヲ
業
ト
ス
ル
者
。数
一
〇
人
ニ
過
キ
ス
。然
レ
ハ
。

大
抵
皆
己
カ
一
身
ノ
タ
メ
ニ
学
ブ
者
ニ
シ
テ
。
道
ヲ
当
世
ニ
伝
フ
ル
コ
ト
ヲ
任
ト
ス
ル
者

ニ
非
ス
。
其
心
得
予
カ
通
リ
ニ
テ
苦
シ
カ
ラ
ス
ト
思
フ
ナ
リ
。
故
ニ
儒
ト
ナ
ル
者
ニ
至
リ

テ
ハ
。
他
門
ニ
モ
遊
ハ
セ
。
其
人
ノ
本
志
ニ
従
ツ
テ
。
其
ノ
居
ル
処
ヲ
択
ハ
シ
ム
。
敢
テ

予
カ
学
風
ヲ
以
テ
之
ニ
及
サ
ス
。

　

こ
こ
か
ら
、
淡
窓
自
身
が
儒
学
の
み
を
信
奉
す
る
こ
と
に
拘
ら
ず
、
利
益
の
あ
る
説
で
あ
る

な
ら
諸
子
百
家
や
国
学
・
洋
学
の
説
で
あ
っ
て
も
採
用
す
る
こ
と
、
従
っ
て
、
門
下
生
に
対
し

て
も
自
己
の
学
風
を
墨
守
す
る
よ
う
強
制
す
る
よ
う
な
こ
と
は
せ
ず
に
、
各
自
の
適
性
と
興
味

関
心
を
尊
重
し
て
他
門
へ
の
遊
学
も
奨
励
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

江
戸
時
代
中
期
～
後
期
の
大
分
県
域
に
は
三
浦
梅
園
（
一
七
二
三
～
一
七
八
九
）
や
脇
蘭
室

（
一
七
六
四
～
一
八
一
四
）、
帆
足
萬
里
（
一
七
七
八
～
一
八
五
二
）
の
よ
う
に
、
朱
子
学
・
古

学
・
陽
明
学
な
ど
と
い
っ
た
特
定
の
学
派
に
拘
ら
な
い
「
独
立
学
派
」
や
「
折
衷
学
派
」
等
と

称
さ
れ
る
思
想
家
・
教
育
者
が
輩
出
し
て
お
り
、
前
述
し
た
よ
う
な
淡
窓
の
学
風
も
そ
の
系
譜

に
連
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
四
書
五
経
を
重
ん
じ
て
『
荘
子
』
や
『
列
子
』
は
異

端
と
し
、『
戦
国
策
』
や
小
説
の
類
は
淫い

ん
び靡
な
内
容
を
含
む
も
の
と
し
て
門
人
に
読
ま
せ
な
か
っ

た
と
い
わ
れ
る
同
世
代
の
萬
里
に
比
べ
る
と
、
武
家
と
商
家
と
い
う
出
自
、
あ
る
い
は
人
間
性

の
違
い
こ
そ
あ
れ
、
そ
の
自
由
闊
達
な
学
風
は
注
目
す
る
に
値
し
よ
う
。

お
わ
り
に

　

文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
長
崎
に
遊
学
し
た
頼
山
陽
（
一
七
八
〇
～
一
八
三
二
）
の
漢
詩

「
仏ふ

ら
ん
す
お
う
か

郎
王
歌
」
に
よ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
い
う
英
雄
が
存
在
し
た
こ
と
が
日
本

の
識
者
に
も
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
江
戸
参
府
の
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
ス
テ
ュ

ル
レ
ル
か
ら
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
（
一
八
〇
三
～
一
八
一
五
）
の
顚
末
を
聴
取
し
た
前
出
の
幕
府

天
文
方
兼
書
物
奉
行
・
高
橋
景
保
は
、
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）「
丙へ

い
じ
ゅ
つ
い
ぶ
ん

戌
異
聞
」
を
著
し
た
。

　

し
か
し
、
文
政
一
一
年
（
一
八
二
八
）
の
シ
ー
ボ
ル
ト
事
件
、
天
保
一
〇
年
（
一
八
三
九
）

の
蛮
社
の
獄
等
を
契
機
と
し
て
蘭
学
者
の
言
動
が
警
戒
・
弾
圧
さ
れ
、
自
粛
を
余
儀
な
く
さ
せ

ら
れ
る
と
、
海
外
情
報
は
庶
民
に
ほ
と
ん
ど
届
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
こ

そ
が
、
前
掲
の
文
政
一
三
年
（
一
八
三
〇
）
一
月
一
九
日
付
岡
研
介
宛
て
書
簡
に
「
蘭
学
衰
微

之
端
ニ
ハ
相
成
申
間
敷
ヤ
ト
、
大
ニ
致
懸
念
候
。」
と
記
し
た
よ
う
に
、
淡
窓
が
深
く
憂
慮
し

て
い
た
事
態
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
閉
塞
的
状
況
の
中
で
も
、
蘭
学
者
を
始
め
と
す
る
識
者
の
海
外
情
報

へ
の
好
奇
心
は
依
然
と
し
て
旺
盛
で
あ
り
、淡
窓
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
次
の
書
簡
は
、

弘
化
元
年
（
一
八
四
四
）
七
月
二
〇
日
付
の
長
崎
在
住
・
春
禎
助
＊
22
】
来
信
で
あ
る
。

小
書
奉
呈
上
候
。
秋
暑
強
御
坐
候
処
、…
（
中
略
）
…
頃
日
ハ
唐
、紅
毛
之
商
船
も
入
港
仕
、



一
〇

少
し
ハ
賑
に
ぎ
わ
し
く敷
相
成
申
候
。
扨さ
て

御
承
知
も
可
被
遊
、此
節
ハ
紅
毛
本
国
〔
オ
ラ
ン
ダ
〕
よ
り
、

何な
に
か歟

江
府
〔
江
戸
幕
府
〕
江
言
上
之
事
有
之
よ
し
ニ
而
、
彼
国
之
王
よ
り
、
軍
舟
壱
艘
差

遣
し
候
由
。
例
年
通
商
之
船
よ
り
前
広
申
出
、
必

ひ
つ
じ
ょ
う定
当
月
二
日
ニ
入
港
可
致
旨
、
か
ひ
た

ん〔
カ
ピ
タ
ン
＝
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
〕よ
り
官
所
江
相
届
ケ
候
処
、六
月
七
日
咬ジ
ャ
ガ
タ
ラ

𠺕
吧〔
ジ
ャ

カ
ル
タ
〕
土
船
、
果
本
月
二
日
入
津
仕
候
。
其
上
之
子
細
ハ
何
事
か
い
ま
た
発
し
不
申
候

よ
し
。
右
軍
船
ハ
、
是
迄
之
商
売
船
と
ハ
大
ニ
相
違
、
厳
重
な
る
船
之
よ
し
ニ
御
坐
候
。

フ
レ
ガ
ッ
ト
〔
軍
船
一
種
の
名
〕
之
内
、
船
号
パ
レ
ム
バ
ン
グ
〔
パ
レ
ン
バ
ン
〕
と
申
船

ニ
而
、
主
役
之
官
名
コ
マ
ン
タ
ン
ト
、
姓
名
ハ
ァ
ハ
ァ
エ
フ
コ
ー
フ
ス
ト
〔
コ
ー
プ
ス
〕

と
申
人
ニ
御
坐
候
。
…
（
中
略
）
…
此
船
江
乗
り
候
吏
よ
り
、
船
中
の
様
子
密ひ

そ
かニ
承
り
候

処
、
堅
固
な
る
事
城
郭
同
様
ニ
而
、
右
四
階
之
処
、
武
器
如
山
、
船
中
の
法
令
厳
な
る
事

等
、
な
か
な
か
言
語
に
絶
し
申
候
。《
来
信
59
―
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こ
こ
で
は
、
弘
化
元
年
（
一
八
四
四
）
七
月
の
オ
ラ
ン
ダ
国
王
の
開
国
勧
告
親
書
の
到
着
に

伴
う
長
崎
表
の
緊
迫
し
た
状
況
が
告
げ
ら
れ
て
い
る
（
幕
府
は
翌
年
六
月
、
こ
の
開
国
勧
告
を

拒
絶
し
た
）。
ま
た
禎
助
は
、
蘭
船
内
に
乗
り
込
む
機
会
を
得
た
知
り
合
い
の
長
崎
地
役
人
か

ら
船
中
の
状
況
を
秘
密
裡
に
聴
取
し
、
船
体
の
堅
固
さ
と
大
量
の
武
器
、
命
令
系
統
の
厳
格
さ

に
驚
嘆
し
て
い
る
。

　

こ
の
開
国
勧
告
親
書
は
オ
ラ
ン
ダ
国
王
ウ
ィ
レ
ム
二
世
が
同
年
二
月
一
五
日
に
記
し
た
も
の

で
、
将
軍
家
慶
に
宛
て
た
親
書
と
献
上
品
を
携
え
た
使
節
コ
ー
プ
ス
が
軍
艦
パ
レ
ン
バ
ン
号
で

七
月
二
日
に
長
崎
に
来
航
し
た
の
で
あ
る
。
ア
ヘ
ン
戦
争
（
一
八
四
〇
～
一
八
四
二
）
で
イ
ギ

リ
ス
に
敗
れ
た
清
が
南
京
条
約
を
結
ん
で
香
港
を
割
譲
、
そ
の
上
五
港
を
開
港
す
る
と
い
う
事

態
（
開
国
）
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
幕
府
は
、
天
保
一
三
年
（
一
八
四
二
）
に
旧

来
の
異
国
船
打
払
令
を
緩
和
し
て
天
保
の
薪
水
給
与
令
を
発
令
し
、
漂
着
し
た
外
国
船
に
は
燃

料
・
食
糧
を
与
え
る
と
方
針
転
換
し
た
。
こ
れ
を
承
け
て
、
オ
ラ
ン
ダ
は
使
節
を
派
遣
し
て
幕

府
に
祖
法
堅
持
（
鎖
国
継
続
）
の
危
険
性
を
忠
告
し
、
併
せ
て
こ
の
機
会
を
蘭
日
貿
易
の
改
善

（
拡
充
）
に
利
用
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
こ
の
親
書
の
起
草
に
は
、
あ
の
シ
ー
ボ
ル
ト
が
深
く
関
与
し
て
い
た
。
文
政
一
二
年

（
一
八
二
九
）
に
日
本
を
逐
わ
れ
た
シ
ー
ボ
ル
ト
で
あ
っ
た
が
、
彼
の
日
本
へ
の
知
的
好
奇
心

は
未
だ
止
み
難
く
、
日
蘭
通
商
条
約
が
成
立
し
た
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
に
追
放
令
が
解
除

さ
れ
る
や
、
早
く
も
翌
年
に
再
来
日
し
て
い
る
。

　

続
い
て
、

此
船
入
津
の
前
後
、
肥
筑
其
外
近
国
の
兵
士
、
昼
夜
不
断
之
来
崎
数
万
ニ
お
よ
び
、
な
か

な
か
賑

に
ぎ
わ
し
き敷
儀
共
ニ
御
坐
候
。
佐さ

が嘉
侯
ハ
当
年
御
番
年
ニ
候
故
、
定
例
御
出
崎
之
外
、
前
後

両
度
ノ
御
出
ニ
相
成
、御
供
廻
り
等
も
、例
よ
り
ハ
数
百
人
の
増
方
ニ
御
坐
候
。入
港
之
後
、

十
日
計
に
し
て
追
々
帰
国
ニ
相
成
、
此
節
ハ
先ま

ず

少
し
ハ
静
ニ
相
成
申
候
。
先
珍め
ず
ら
し
き敷
船
ニ

御
坐
候
得
共
、
私
共
ハ
閉へ

い
ち
つ蟄

之
身
分
、
一
見
も
不
相
成
、
残
念
之
仕
合
ニ
御
坐
候
。
先
ハ

好
便
ニ
御
坐
候
間
、御
伺
旁
奉
申
上
候
、追
々
奇
説
も
承
り
候
上
ハ
、入
御
聴
可
申
候
。《
来

信
59
―
②
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と
あ
り
、
蘭
船
に
対
応
す
る
た
め
の
臨
時
の
警
固
兵
派
遣
の
状
況
が
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、

こ
こ
に
い
う「
私
共
ハ
閉
蟄
之
身
分
」と
は
、高
島
流
砲
術
の
盛
況
に
よ
り
高
島
秋
帆（
一
七
九
八

～
一
八
六
六
）
が
幕
府
か
ら
重
用
さ
れ
る
こ
と
を
妬
ん
だ
江
戸
南
町
奉
行
・
鳥
居
耀
蔵
（
幕
府

守
旧
派
。
大
学
頭
・
林
述
斎
の
三
男
）
の
「
密
貿
易
を
し
て
い
る
」「
謀
反
を
企
ん
で
い
る
」

と
い
う
讒ざ

ん
そ訴
に
よ
り
、
天
保
一
三
年
（
一
八
四
二
）
一
〇
月
に
長
崎
奉
行
に
逮
捕
・
投
獄
さ
れ

た
＊
23
】
際
に
、
門
人
の
春
禎
助
ら
も
連
座
し
た
こ
と
を
表
す
。
従
っ
て
、
当
時
は
ま
だ
閉
門

蟄ち
っ
き
ょ居
の
身
で
あ
り
な
が
ら
、
禎
助
が
淡
窓
に
「
追
々
奇
説
も
承
り
候
上
ハ
、
入
御
聴
可
申
候
。」

と
告
げ
、
海
外
情
報
に
対
す
る
飽
く
な
き
関
心
と
そ
の
収
集
・
伝
播
へ
の
情
熱
を
表
明
し
て
い

る
こ
と
は
非
常
に
興
味
深
い
。
な
お
淡
窓
は
、『
懐
旧
楼
筆
記
』〈
巻
五
一
〉
六
七
六
頁
・
同
年

七
月
七
日
の
条
に
、「
蘭
船
長
崎
ニ
至
ル
コ
ト
ヲ
聞
ケ
リ
。
本
月
二
日
ヲ
以
テ
至
レ
リ
。
…
（
中

略
）
…
商
船
ニ
非
ル
ヲ
以
テ
。
諸
事
旧
例
ニ
従
ハ
ズ
。
是
ヲ
以
テ
。
大
尹
ヨ
リ
着
岸
ス
ル
コ
ト

ヲ
許
サ
ズ
。
且
ツ
肥
筑
ノ
戌
兵
ヲ
増
シ
テ
之
ニ
備
ヘ
。
東
都〔
江
戸
〕ヨ
リ
ノ
命
ヲ
待
ツ
ト
ゾ
。」

と
記
し
て
お
り
、
パ
レ
ン
バ
ン
号
長
崎
来
航
の
僅
か
五
日
後
に
は
、
そ
の
第
一
報
が
咸
宜
園
に

届
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
シ
ー
ボ
ル
ト
事
件
と
大
塩
平
八
郎
の
乱
の
余
波
に
よ
り
、
門
下
生

や
自
身
が
そ
れ
ら
に
連
座
し
か
ね
な
い
危
機
感
に
苛

さ
い
な
ま
さ
れ
、
更
に
自
著
出
版
事
業
の
遅
延
と

い
う
甚
大
な
被
害
を
蒙
っ
た
淡
窓
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
ら
の
挙
措
の
情
報
を
積
極
的
に
収

集
し
、
そ
の
失
敗
の
状
況
・
原
因
・
結
果
を
冷
静
か
つ
精
緻
に
分
析
し
た
淡
窓
は
、
そ
れ
ら
を

反
面
教
師
或
は
激
動
す
る
社
会
へ
の
身
の
処
し
方
の
糧
と
し
、
そ
の
後
の
自
身
の
学
究
・
教
育

人
生
に
大
い
に
活
用
し
た
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
本
稿
で
扱
っ
た
岡
研
介
に
つ
い
て
は
、
大
分
県
立
先
哲
史
料
館
在
勤
中
の
平
成
八
年

（
一
九
九
六
）
一
一
月
に
開
催
し
た
帆
足
萬
里
の
私
塾
教
育
を
扱
っ
た
企
画
展
「
西せ

い
え
ん崦
の
日
々

―
私
塾
に
於
け
る
学
問
・
教
育
―
」
を
担
当
し
、
論
考
「
私
塾
に
於
け
る
学
問
・
教
育
―
帆
足



一
一

萬
里
の
西せ
い
え
ん
せ
い
し
ゃ

崦
精
舎
を
中
心
と
し
て
―
」（『（
大
分
県
立
先
哲
）
史
料
館
研
究
紀
要　

第
３
号
』

一
九
九
八
年
）
を
執
筆
し
た
際
に
興
味
を
抱
き
、そ
の
後
も
調
査
研
究
を
続
け
て
来
た
。
蘭
学
・

蘭
方
医
学
習
得
の
た
め
、
研
介
が
一
五
歳
頃
か
ら
漢
学
塾
や
蘭
学
塾
な
ど
複
数
の
様
々
な
私
塾

を
渡
り
歩
い
た
経
歴
に
気
づ
い
た
か
ら
で
あ
る
〔
咸
宜
園
入
門
中
の
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）

九
月
に
は
萬
里
の
西
崦
精
舎
に
来
訪
し
て
い
る
〕。
今
回
作
成
し
た
「
関
係
年
表
」
中
に
散
見

さ
れ
る
よ
う
に
、
当
時
は
、
塾
主
同
士
の
親
交
に
よ
り
、
一
方
の
門
人
が
他
方
の
私
塾
へ
入
門
・

短
期
留
学
し
た
り
、
或
い
は
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
の
毛
利
空
桑
（
帆
足
萬
里
の
高
弟
）
の

よ
う
に
、
希
望
先
の
塾
主
（
亀
井
昭
陽
）
に
伝
手
の
あ
る
他
塾
主
（
廣
瀬
淡
窓
）
に
入
門
す
る

た
め
の
紹
介
状
を
要
請
し
た
り
す
る
と
い
っ
た
こ
と
が
屡
々
行
わ
れ
て
い
た
。
今
後
も
、
日
田

の
咸
宜
園
（
廣
瀬
一
門
）、
福
岡
の
亀
井
塾
（
亀
井
南
冥
・
昭
陽
父
子
）、
日
出
の
西
崦
精
舎
（
帆

足
萬
里
）、
長
崎
の
鳴
滝
塾
（
シ
ー
ボ
ル
ト
）、
吉
雄
塾
（
耕
牛
・
権
之
助
父
子
）
そ
の
他
の
多

数
の
私
塾
の
間
に
、
相
互
に
且
つ
重
層
的
に
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
た
学
問
・
芸
文
交
流
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
様
相
を
調
査
・
研
究
し
、
そ
の
一
斑
な
り
と
も
分
析
・
解
明
し
て
い
き
た
い
。

―
注
―

＊
１
】『
遠
思
楼
詩
鈔
』
は
、
淡
窓
の
漢
詩
集
。
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
淡
窓
五
六
歳
の

時
、
そ
れ
ま
で
の
自
身
の
漢
詩
作
品
を
纏
め
て
初
編
二
巻
二
冊
を
刊
行
し
、
嘉
永
二
年

（
一
八
四
九
）
六
八
歳
の
時
、
そ
れ
以
降
の
漢
詩
を
纏
め
て
第
二
編
二
巻
二
冊
を
刊
行
し
た
。

淡
窓
は
菅
茶
山
・
頼
山
陽
と
共
に
「
江
戸
後
期
の
三
大[

漢]

詩
人
」
と
称
せ
ら
れ
、
当
時

こ
の
漢
詩
集
は
上
方
文
壇
に
お
い
て
他
の
二
人
を
凌
ぐ
人
気
を
得
た
と
い
わ
れ
る
。

＊
２
】
岡
研
介
は
江
戸
後
期
の
蘭
方
医
・
蘭
学
者
。
名
は
精
、
字
は
子
究
、
号
は
周
東
。
周
防

国
熊
毛
郡
平
生
村
生
れ
。
一
八
歳
で
広
島
の
中
井
厚
沢
の
門
に
入
り
、
蘭
学
を
学
ぶ
。
文
政

二
年
（
一
八
一
九
）
萩
で
開
業
。
同
年
豊
後
国
日
田
の
廣
瀬
淡
窓
、文
政
五
年
（
一
八
二
二
）

福
岡
の
亀
井
昭
陽
に
漢
学
を
学
ぶ
。
文
政
六
年
、
長
崎
に
遊
学
。
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
・
蘭
方
医

の
吉
雄
権
之
助
に
入
門
し
て
蘭
語
・
蘭
学
を
学
び
、
並
行
し
て
シ
ー
ボ
ル
ト
に
師
事
し
、
美

馬
順
三
と
共
に
鳴
滝
塾
初
代
塾
頭
と
な
る
。
後
に
大
坂
で
開
業
。
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）

岩
国
藩
医
と
な
っ
た
が
、
精
神
疾
患
の
た
め
郷
里
で
没
し
た
。
著
作
は
「
生
機
論
」・「
蘭
説

養
生
録
」（
い
ず
れ
も
未
刊
）
な
ど
。

＊
３
】『
懐
旧
楼
筆
記
』
は
、
淡
窓
が
子
孫
に
示
し
戒
め
と
す
る
た
め
に
和
文
（
漢
字
カ
ナ
混

じ
り
）で
著
し
た
自
叙
伝
。
天
明
二
年（
一
七
八
二
）淡
窓
誕
生
か
ら
弘
化
二
年（
一
八
四
五
）

六
四
歳
ま
で
を
記
す
。
執
筆
期
間
は
六
五
歳
か
ら
六
九
歳
ま
で
の
五
年
間
。
同
時
期
の
日
記

に
比
べ
る
と
、
内
容
が
よ
り
詳
細
に
な
っ
て
お
り
、
淡
窓
及
び
関
係
者
の
事
蹟
を
辿
る
に
あ

た
っ
て
の
基
礎
史
料
で
あ
る
。

＊
４
】
亀
井
昭
陽
は
江
戸
後
期
の
儒
者
。
筑
前
国
福
岡
藩
の
徂
徠
学
系
の
儒
者
・
亀
井
南
冥
の

長
男
。
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
父
の
罷
免
の
後
を
承
け
て
福
岡
藩
儒
と
な
っ
た
が
、
担
当

の
藩
校
（
西
学
甘
棠
館
）
が
焼
失
し
、
儒
職
を
解
か
れ
る
。
徂
徠
学
を
基
本
に
朱
子
学
を
取

り
入
れ
て
家
学
を
大
成
し
、
経
学
に
優
れ
、
博
覧
強
記
で
知
ら
れ
た
。
廣
瀬
淡
窓
・
旭
荘
兄

弟
の
学
究
精
神
や
私
塾
経
営
の
在
り
方
等
に
多
大
な
る
影
響
を
与
え
た
と
い
わ
れ
る
。
著
作

は
「
左
伝
纉
考
」「
論
語
語
由
述
志
」「
読
弁
道
」
な
ど
。

＊
５
】『
江
戸
参
府
紀
行
』
は
、
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
に
シ
ー
ボ
ル
ト
が
オ
ラ
ン
ダ
商
館

長
ス
テ
ュ
ル
レ
ル
の
江
戸
参
府
に
随
行
し
た
際
の
紀
行
。
江
戸
参
府
と
は
、
長
崎
の
オ
ラ
ン

ダ
商
館
の
一
行
が
献
上
品
を
持
っ
て
江
戸
に
上
っ
て
江
戸
城
に
入
り
、
将
軍
に
拝
謁
し
て
貿

易
の
礼
を
述
べ
、
献
上
物
を
呈
す
る
も
の
で
、
シ
ー
ボ
ル
ト
の
頃
は
四
年
に
一
度
行
わ
れ
て

い
た
。
本
稿
で
は
、『
江
戸
参
府
紀
行
』（
平
凡
社
東
洋
文
庫
87
、
斎
藤
信
訳
、
一
九
六
七
）

一
〇
〇
頁
～
一
〇
二
頁
を
底
本
と
し
た
。

＊
６
】
高
野
長
英
は
江
戸
後
期
の
蘭
学
者
・
蘭
医
。
陸
奥
国
水
沢
生
れ
。
吉
田
長
叔
に
西
洋
医

学
を
学
び
、
長
崎
に
遊
学
し
て
シ
ー
ボ
ル
ト
に
入
門
。
文
政
一
一
年
（
一
八
二
三
）
シ
ー
ボ

ル
ト
事
件
が
起
こ
る
と
姿
を
く
ら
ま
し
、
天
保
元
年
（
一
八
三
〇
）
江
戸
で
開
業
。
渡
辺
崋

山
ら
と
尚
歯
会
を
組
織
し
、「
戊
戌
夢
物
語
」
で
幕
政
を
批
判
し
て
投
獄
さ
れ
た
。
し
か
し
、

脱
走
し
て
沢
三
伯
と
変
名
し
、
兵
書
な
ど
の
翻
訳
に
携
わ
る
。
最
期
は
隠
れ
家
を
幕
吏
に
急

襲
さ
れ
て
自
殺
し
た
。
な
お
、
シ
ー
ボ
ル
ト
が
高
橋
景
保
か
ら
入
手
し
た
地
図
類
を
研
究
す

る
際
、
蘭
語
に
秀
で
て
い
た
長
英
は
岡
研
介
と
共
に
地
名
の
日
本
語
表
記
を
ロ
ー
マ
字
表
記

に
改
め
る
作
業
に
関
与
し
た
と
い
わ
れ
、
シ
ー
ボ
ル
ト
事
件
の
際
に
彼
が
逸
早
く
長
崎
か
ら

退
去
し
た
一
因
と
推
測
さ
れ
る
。

＊
７
】伊
藤
圭
介
は
江
戸
後
期
～
明
治
期
の
植
物
学
者
。尾
張
国
名
古
屋
の
医
家
に
生
ま
れ
、父
・

兄
か
ら
医
学
・
本
草
学
を
、
藤
林
泰
助
・
吉
雄
常
三
か
ら
蘭
学
を
学
ん
だ
。
長
崎
で
シ
ー
ボ

ル
ト
に
師
事
し
（
前
出
の
賀
来
佐
一
郎
と
学
友
）、
シ
ー
ボ
ル
ト
か
ら
贈
ら
れ
た
ツ
ュ
ン
ベ

リ
ー
『
日
本
植
物
誌
』
を
基
に
学
名
＝
和
名
対
照
の
『
泰
西
本
草
名
疏
』
を
著
し
、
付
録
で

リ
ン
ネ
の
植
物
分
類
体
系
を
紹
介
し
た
。

＊
８
】
横
山
健
堂
著
「
蘭
学
者
岡
研
介
」（『
人
物
研
究
と
史
論
』
金
港
堂
、
一
九
一
三
）



一
二

六
一
八
頁
に
、
伊
藤
圭
介
の
談
話
録
と
し
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

当
時
シ
イ
ボ
ル
ト
に
従
游
せ
し
岡
研
介
、
余
が
為
め
に
一
切
通
訳
の
労
を
取
り
た
り
。

シ
イ
ボ
ル
ト
に
面
会
す
る
者
は
、
皆
彼
の
通
訳
を
煩
は
し
た
り
。
…
（
中
略
）
…
蘭
学

者
と
し
て
は
、
余
が
同
学
中
、
高
野
長
英
と
岡
研
介
と
を
推
し
て
巨
擘
と
為
す
。
細
か

に
之
を
言
へ
ば
、
読
書
力
は
、
高
野
勝
さ
り
、
文
章
会
話
は
、
岡
優
さ
り
た
り
。
此
二

人
は
、
儕
輩
に
頭
角
を
抜
け
り
。

＊
９
】
大
槻
如
電
著
・
佐
藤
栄
七
増
訂
、
錦
正
社
、
一
九
六
五

＊
10
】『
欽
斎
日
暦
』
は
、文
化
一
〇
年
（
一
八
一
三
）
八
月
二
三
日
よ
り
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）

ま
で
の
漢
文
で
書
か
れ
た
記
録
で
あ
る
『
日
記
』
八
二
巻
四
二
冊
の
う
ち
、『
淡
窓
日
記
』、『
遠

思
楼
日
記
』
に
続
く
文
政
一
一
年
（
一
八
二
八
）
～
同
一
三
年
（
天
保
元
年
＝
一
八
三
〇
）

の
日
記
。

＊
11
】
吉
雄
忠
次
郎
は
江
戸
後
期
の
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
・
蘭
方
医
。
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
幕

府
天
文
台
の
翻
訳
方
と
な
り
、同
七
年
に
イ
ギ
リ
ス
船
が
常
陸
国
の
大
津
浜
に
来
航
し
た（
大

津
浜
事
件
。
翌
年
「
無
二
念
打
払
令
」
の
一
因
）
際
、
現
地
で
通
訳
を
務
め
る
。
同
九
年

（
一
八
二
六
）
シ
ー
ボ
ル
ト
江
戸
参
府
の
際
に
通
訳
と
し
て
高
橋
景
保
と
の
仲
介
役
を
務
め
、

そ
れ
が
シ
ー
ボ
ル
ト
事
件
に
連
座
す
る
原
因
と
な
っ
た
。

＊
12
】『
遠
思
楼
日
記
』は
、文
化
一
〇
年（
一
八
一
三
）八
月
二
三
日
よ
り
安
政
三
年（
一
八
五
六
）

ま
で
の
漢
文
で
書
か
れ
た
記
録
で
あ
る
『
日
記
』
八
二
巻
四
二
冊
の
う
ち
、『
淡
窓
日
記
』

に
続
く
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
～
同
八
年
一
二
月
二
一
日
の
日
記
。

＊
13
】
な
お
、『
淡
窓
日
記
』〈
巻
一
七
〉
二
二
七
頁
・
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
七
月
四
日
の

条
に
「
四
日
、
遠
思
楼
集
を
講
ず
。」（
原
漢
文
）
と
あ
り
、
こ
れ
よ
り
約
二
年
前
に
『
遠
思

楼
詩
鈔
』
の
稿
本
を
咸
宜
園
で
講
義
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
、『
淡
窓
日
記
』・『
遠

思
楼
日
記
』
中
の
『
遠
思
楼
詩
鈔
』
稿
本
と
目
さ
れ
る
著
作
物
の
名
称
は
「
遠
思
楼
集
」「
遠

思
楼
詩
集
」「
遠
思
楼
詩
抄
」
と
区
々
で
あ
る
。
ま
た
、『
遠
思
楼
日
記
』〈
巻
二
〉
二
九
二
頁
・

文
政
六
年
九
月
七
日
の
条
に
は
「
夜
始
め
て
〔
＝
初
め
て
〕
遠
思
楼
詩
集
を
講
ず
。」
と
「
始

（
初
）」
の
語
が
あ
る
が
、
文
政
四
年
の
条
に
は
そ
れ
に
あ
た
る
語
が
無
い
。
し
か
も
、「
遠

思
楼
集
」
と
記
さ
れ
「
詩
」
の
字
が
無
い
た
め
、「
遠
思
楼
詩
集
」
と
は
異
種
の
草
稿
で
あ

る
と
い
っ
た
可
能
性
も
皆
無
で
な
い
た
め
、
現
時
点
で
は
確
定
し
が
た
い
。
従
っ
て
、『
遠

思
楼
詩
鈔
』
稿
本
の
咸
宜
園
に
於
け
る
初
講
義
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
研
究
課
題
と

し
た
い
。

＊
14
】
恒
遠
醒
窓
は
江
戸
後
期
の
儒
者
。
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
咸
宜
園
に
入
門
し
、
在
塾

五
年
の
間
に
塾
長
を
務
め
る
。
同
八
年
、
退
塾
し
て
長
崎
に
遊
学
し
、
高
島
秋
帆
に
兵
学
を

学
ぶ
。
同
年
、
豊
前
上
毛
郡
に
帰
郷
し
、
私
塾
自
遠
館
（
後
の
蔵
春
園
）
を
開
い
た
。
著
作

は
『
遠
帆
楼
詩
鈔
』「
醒
窓
文
集
」
な
ど
。

＊
15
】『
懐
旧
楼
筆
記
』〈
巻
三
一
〉
四
〇
六
頁
・
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
三
月
二
五
日
の
条
に
、

「
長
崎
高
島
四
郎
大
夫〔
秋
帆
〕ヨ
リ
来
書
ア
リ
。
清
人
遠
思
楼
詩
集
ノ
序
二
篇
ヲ
寄
セ
タ
リ
。

一
ハ
顧
蒓
。
二
ハ
韓
葑
ナ
リ
。
皆
彼
中
ノ
名
家
ニ
シ
テ
。
シ
カ
モ
韓
ハ
高
位
ノ
人
ナ
リ
。
…

（
中
略
）
…
其
真
贋
知
ル
ヘ
カ
ラ
ス
。
故
ニ
吾
家
ニ
蔵
ス
ト
雖
モ
。
世
上
ニ
伝
ヘ
ス
。」
と
あ

る
。
更
に
、『
懐
旧
楼
筆
記
』〈
巻
三
三
〉
四
二
九
頁
・
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
五
月
三
日

の
条
に
、「
長
崎
ノ
春
禎
助
ヨ
リ
。
遠
思
楼
詩
集
ニ
。
清
人
ノ
序
並
ニ
評
語
ヲ
加
ヘ
シ
者（
物
）

ヲ
送
レ
リ
。
…
（
中
略
）
…
序
文
並
ニ
詩
。
昔
年
ノ
韓
葑
顧
蒓
カ
二
序
ニ
比
ス
ル
ニ
。
稍
醇

真
ナ
ル
ニ
似
タ
リ
。
要
ス
ル
ニ
真
贋
シ
（
知
）
ル
ヘ
カ
ラ
ス
。
其
本
家
ニ
蔵
セ
リ
。
故
ニ
其

審
ナ
ル
コ
ト
ヲ
録
セ
ス
。」
と
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
来
信
か
ら
二
、三
年
後
の
淡
窓
は
、
清

人
の
手
に
な
る
と
さ
れ
た
序
・
跋
文
や
評
語
の
信
憑
性
や
そ
の
文
芸
的
価
値
に
つ
い
て
多
少

な
り
と
も
疑
念
を
抱
い
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

＊
16
】「
祭
酒
」
は
漢
代
以
後
の
中
国
で
学
政
を
つ
か
さ
ど
る
長
官
。
日
本
で
は
「
大
学
頭
」

の
別
称
（
唐
名
）
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
大
学
頭
は
江
戸
幕
府
直
轄
の
昌
平
黌
（
昌
平
坂
学

問
所
）
を
管
理
す
る
役
職
。
ま
た
将
軍
の
侍
読
を
務
め
、
外
交
文
書
や
法
案
の
起
草
に
携
わ

り
、聖
廟
（
孔
子
廟
）
祭
祀
の
ほ
か
編
纂
事
業
な
ど
も
主
宰
し
た
。
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）

就
任
の
林
信
篤
（
鳳
岡
）
以
後
、
代
々
林
家
の
者
が
任
ぜ
ら
れ
た
。

＊
17
】
大
塩
平
八
郎
の
乱
の
二
年
前
、
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
七
月
一
一
日
付
で
田
能
村
竹

田
が
そ
の
子
太
一
（
如
仙
）
に
送
っ
た
書
状
の
末
尾
に
「
松
本
保
三
郎
も
弥
難
症
ニ
テ
、
盆

後
迄
ハ
六
ケ
敷
様
子
。
可
憐
事
也
。
余
期
後
便
。」
と
あ
る
〔『
大
分
県
先
哲
叢
書　

田
能
村

竹
田
資
料
集　

書
簡
篇
』
大
分
県
教
育
委
員
会
、
一
九
九
二
／
二
三
三
頁
〕。
保
三
郎
は
大

塩
の
高
弟
の
一
人
と
し
て
期
待
を
集
め
て
い
た
が
、
同
年
七
月
一
六
日
に
二
三
歳
で
夭
折
し

た
。
な
お
、
保
三
郎
は
大
塩
の
代
表
的
著
作
『
洗
心
洞
剳
記
』
の
点
校
を
始
め
、
他
の
著
作

編
纂
に
も
関
与
し
て
お
り
、従
っ
て
淡
窓
が
保
三
郎
の
大
塩
の
乱
以
前
の
死
去
に
つ
い
て「
幸

ナ
リ
」
と
真
情
を
吐
露
し
て
い
る
事
実
に
も
頷
け
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
前
出
の
伊
藤
圭
介

は
長
崎
遊
学
に
つ
い
て
記
し
た
『
瓊
浦
日
記
』
を
著
し
て
い
る
が
、
シ
ー
ボ
ル
ト
と
の
交
流

に
は
全
く
触
れ
て
い
な
い
。
滞
在
日
記
が
別
に
書
か
れ
た
と
の
説
も
あ
る
が
、
シ
ー
ボ
ル
ト



一
三

事
件
へ
の
連
座
を
忌
避
し
て
故
意
に
削
除
し
た
可
能
性
も
あ
り
、
淡
窓
の
シ
ー
ボ
ル
ト
事
件

や
大
塩
の
乱
へ
の
処
し
方
と
軌
を
一
に
す
る
所
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

＊
18
】「
格
物
窮
理
」
は
、
元
来
は
中
国
朱
子
学
の
哲
学
的
観
点
の
一
つ
。
万
物
を
万
物
と
し

て
成
り
立
た
せ
て
い
る
根
本
の
原
理
と
そ
れ
ぞ
れ
の
事
々
物
々
の
理
の
存
在
を
認
め
、
そ
れ

を
究
め
て
い
く
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
、｢

ど
ん
な
物
に
も
表
と
裏
、
精
と
粗
が
あ
り
、
一

草
一
木
み
な
理
を
含
ん
で
い
る｣

と
す
る
。
淡
窓
は
こ
こ
で
、
西
洋
知
識
人
の
合
理
的
・
科

学
的
な
学
究
精
神
・
手
法
を
説
明
す
る
術
語
と
し
て
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

＊
19
】「
咸
宜
園
と
洋
学
」『
九
州
と
思
想
・
文
化
』
藤
野
保
編
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
五
（
初

出
：『
史
淵
』
九
州
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
院
編
、
一
九
七
一
）
三
五
九
頁

＊
20
】
＊
19
】
に
同
じ
。

＊
21
】『
夜
雨
寮
筆
記
』
は
、門
人
の
問
い
に
答
え
て
、漢
字
カ
ナ
交
じ
り
文
で
論
述
し
た
随
筆
。

四
巻
。
巻
一
・
二
は
各
一
五
則
、
巻
三
は
一
四
則
、
巻
四
は
一
二
則
か
ら
成
る
。
学
風
・
経
書
・

淡
窓
の
著
述
・
詩
文
な
ど
内
容
は
多
岐
に
亙
る
。

＊
22
】
春
禎
助
（
生
没
年
不
詳
）
は
肥
前
生
れ
の
長
崎
地
役
人
。
高
島
秋
帆
の
門
人
。
初
め
は

荒
川
十
五
郎
と
称
し
た
が
、
後
に
春
民
（
孫
次
郎
）
の
養
子
と
な
り
、
禎
助
と
称
し
た
。
な

お
、
＊
15
】
で
触
れ
た
よ
う
に
、
禎
助
は
淡
窓
著
作
『
遠
思
楼
詩
鈔
』
編
纂
事
業
に
も
関
与

し
て
い
る
。
ま
た
、
淡
窓
は
天
保
一
三
年
（
一
八
四
二
）
一
一
月
に
長
崎
に
遊
ん
だ
が
、『
懐

旧
楼
筆
記
』〈
巻
四
八
〉
六
三
〇
頁
・
一
一
月
六
日
の
条
に
、「〔
長
〕
崎
ノ
諸
子
。
皆
旧
ヲ

忘
レ
ス
。
周
旋
力
ヲ
尽
セ
リ
。
山
本
・
春
ノ
二
子
。
最
モ
厚
キ
者
ナ
リ
。」
と
記
し
て
お
り
、

長
崎
在
住
の
春
禎
助
の
動
向
（
淡
窓
と
の
親
交
・
交
信
）
に
つ
い
て
は
今
後
の
重
要
な
研
究

課
題
と
し
た
い
。

＊
23
】
鳥
居
耀
蔵
の
讒
訴
に
よ
り
、
高
島
家
は
断
絶
と
な
り
、
天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
）
秋

帆
は
江
戸
伝
馬
町
へ
護
送
、
投
獄
さ
れ
、
そ
の
後
は
武
蔵
国
岡
部
藩
に
幽
閉
さ
れ
た
。



一
四

「廣瀬淡窓とシーボルト事件」関係年表
和暦（西暦） 廣瀬淡窓（廣瀬家）及び関係人物 岡 研介

寛政 11（1799）9 月、亀井塾に再度入門するが、12 月に大病により帰郷 周防国熊毛郡平生村の医師・岡泰純の第五子として誕生

文化 11（1814）3 月、帆足萬里から自作の漢詩二篇を贈られる この年から他郷で医学を学び始める

文化 12（1815）12 月、弟の久兵衛が廣瀬家第六世となる 4 月、伊予の岩城島にあり
その後安芸に行き、以後 3 年間滞留

文化 14（1817）2 月、堀田村に咸宜園を新築、転居
8 月、書斎の遠思楼が完成

5 月、安芸の蘭学者・中井厚沢に入門
冬、後藤松眠に入門

文政 2 （1819） 5 月、田能村竹田が来訪
9 月、塩谷代官より用人格に任命される

萩で医院を開業
4 月 12 日、淡窓の咸宜園に入門

文政 5 （1822）
2 月、帆足萬里門人・鶴崎の毛利空桑が来訪（亀井塾入門の紹介状
を淡窓に要請）
6 月、痔疾が悪化

6 月 5 日、悪化した淡窓の痔疾を手術
8 月 29 日～ 9 月 11 日、日出に行き、帆足萬里を訪問
9 月 24 日、亀井昭陽に入門するため福岡に行く

文政 6 （1823）

2 月、弟の謙吉（旭荘）を養子にする
7 月、シーボルトが長崎に着任
9 月 7 日、この日初めて『遠思楼詩鈔』草稿を講義か
9 月 19 日、旭荘が亀井昭陽に学ぶため福岡に行く

7 月 10 ～ 19 日、福岡から来訪し滞在
9 月 3 日、周防から来訪。同月 4 日、再度入門。同月 19 日、福岡に
行く旭荘を引率。その後亀井塾で再度学ぶ

文政 7 （1824）
9 月、美濃の梁川星巖が来訪
5 月、イギリス捕鯨船員、常陸国大津浜に上陸（吉雄忠次郎が通訳
を務める）

2 月 27 日、長崎に行き、吉雄権之助に蘭学を学ぶ
並行してシーボルトに入門し、鳴滝塾では美馬順三と共に塾頭を務め
る

文政 8 （1825） 2 月、異国船打払令（無二念打払令）

文政 9 （1826） １月～６月、シーボルト江戸参府 高野長英と共に、シーボルトが江戸から持ち帰った日本地図地名の
ローマ字表記作業に携わる

文政 10（1827）5 月 29 日付で研介宛て書簡（借用していた『三山論学記』の返却を
報告）を認める

高野長英と共に「蘭説養生録」を共訳　　このころ蘭訳研究論文「大
和事始」・「キシウ産鯨に就て」成稿

文政 11（1828）8 月、シーボルト事件 秋、長崎を離れ、周防に帰郷

文政 12（1829）

2 月 3 日、帰塾した加藤俊民からシーボルト事件の詳細を聞く。
2 月 16 日、高橋景保が獄中死
4 月 4 日、賀来佐一郎、長崎から杵築へ帰郷の途次、研介書簡を咸
宜園に持参し、これにより研介の放免を知る

春から下関に寄寓して医院を開業し、翌年 3 月頃まで蘭医塾（生葊塾）
を主宰
3 月 2 日～ 27 日、長崎奉行から禁書（『三山論学記』）所持及び譲渡
の嫌疑で召喚され、急度叱となる

文政 13
天保元（1830）

1 月 19 日付で研介宛て書簡（下関における蘭医塾隆盛への祝福、大
坂方面進出予定の激励、シーボルト事件収束の安堵、『遠思楼詩鈔』
開板計画、旭荘結婚予定）を認める
閏 3 月、旭荘を第二代塾主とする
4 月、塩谷郡代の塾介入が始まる

2 月 16 日～ 18 日、長崎からの帰途、咸宜園に来訪し、再度上坂の
意志を語る（これが二人の永別となる）
大坂在住の斎藤方策（同郷の蘭方医）の元に留まり医院を開業
この年、「生機論」成稿か

天保 2（1831）この年、「遠思楼詩草」成稿か（11 月序） 10 月頃、精神性疾患を発症

天保 3 （1832） 4 月、伯父・月化の「秋風庵遺稿」を校訂し、弟の三右衛門に版を
託す

前年に発症した精神性疾患により周防に帰郷
岩国藩主に召され、兄泰安と同じ御手廻役となる

天保 4 （1833）

2 月 29 日、吉雄忠次郎が預け先で病死
5 月、塩谷郡代の意向により、再び淡窓が塾政を執る
8 月頃、大塩平八郎から『洗心洞劄記』を贈られる
12 月、塾政を再び旭荘に任せる

天保 6 （1835）
春、篠崎小竹が『遠思楼詩鈔』の序文を寄せる
1 月、旭荘が西遊したため、淡窓が塾政を執る
7 月、塾政を旭荘に返す

天保 7 （1836）

4 月、旭荘が開塾と淡窓『遠思楼詩鈔』の上梓を兼ねて上坂（東遊）
したため、淡窓が再び塾主となる
6 月 4 日付で旭荘が淡窓宛て書簡（清人による『遠思楼詩鈔』序・
跋文の削除を勧奨）を認める
7 月 5 日付で旭荘・小林安石が淡窓宛て書簡（清人による『遠思楼詩鈔』
序・跋文の削除を強く勧奨）を認める

4 月頃、幻覚的精神病を発症
10 月、岩国藩主に召され、藩主の病（脚気）を診察、調剤し、藩臣
や庶民の病も治療
この年、自身の症状は悪化

天保 8 （1837）
2 月、大塩平八郎の乱（『遠思楼詩鈔』版元の大坂書林・河内屋茂兵
衛一統が連座）　　
8 月、『遠思楼詩鈔 初編』完成

天保 9 （1838） 8 月、『遠思楼詩鈔 初編』公刊
10 月、高野長英『戊戌夢物語』成稿

天保 10（1839）5 月、蛮社の獄 11 月 3 日、研介逝去（享年 41 歳）

天保 11（1840）アヘン戦争（～ 42）

天保 12（1841）天保の改革（～ 43）
5 月、高島秋帆が徳丸が原で西洋式砲術を実演

天保 13（1842）
7 月、天保の薪水給与令（文政 8 年無二念打払令の緩和）
8 月、南京条約（清が英に香港を割譲し、5 港を開港）
10 月、高島秋帆が讒訴により逮捕、投獄される

弘化 1 （1844） 7 月、オランダ国王の開国勧告親書が長崎に届く

弘化 3 （1846） 7 月、『遠思楼詩鈔 第二編』が完成

嘉永 2 （1849） 4 月、『遠思楼詩鈔 第二編』を出版

嘉永 3 （1850） 10 月、高野長英が自殺

安政 3 （1856）
10 月、旭荘に絶筆となる書簡を送り、『遠思楼詩鈔』の要改訂箇所
を河内屋茂兵衛に命じて変更するよう伝える
11 月 1 日、淡窓逝去（享年 75 歳）



一
五

廣
瀬
淡
窓
の
敬
天
思
想

　
　
　
　
　
　

─
『
約
言
』
に
つ
い
て
─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

深
町　

浩
一
郎　

は
じ
め
に

　

廣
瀬
淡
窓
は
、
近
世
最
大
規
模
の
私
塾
「
咸
宜
園
」
を
主
宰
し
た
教
育
者
と
し
て
、
ま
た
頼

山
陽
・
菅
茶
山
と
と
も
に
江
戸
後
期
の
三
大
漢
詩
人
に
数
え
ら
れ
る
漢
詩
人
と
し
て
有
名
で
あ

り
、
そ
の
咸
宜
園
教
育
や
淡
窓
の
漢
詩
を
テ
ー
マ
に
し
た
研
究
書
や
解
説
書
は
多
く
出
版
さ
れ

て
い
る
が
、
独
自
の
「
敬
天
思
想
」
を
唱
え
『
約
言
』『
析
玄
』『
義
府
』
な
ど
を
著
し
た
儒
学

者
と
し
て
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
淡
窓
の
思
想
を
考
察
し
た
も
の
は
、
日
本

思
想
史
や
教
育
思
想
史
の
学
者
の
論
文
が
い
く
ら
か
書
か
れ
て
い
る
程
度
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
淡
窓
の
生
涯
と
そ
の
実
績
を
解
明
す
る
に
は
、
そ
の
根
底
に
あ
る
淡
窓
の
信
念
と

も
い
え
る
「
敬
天
思
想
」
の
理
解
を
欠
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
病
弱
で
一
生
涯
い
つ
も
病
気
に

苦
し
み
悩
ん
だ
淡
窓
が
、
そ
の
経
験
に
基
づ
い
て
深
く
思
索
し
究
明
し
た
思
想
で
あ
り
、
そ
れ

を
自
己
の
生
き
方
の
支
柱
と
し
て
生
涯
に
わ
た
り
修
養
し
実
践
し
た
思
想
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
「
敬
天
思
想
」は
淡
窓
の
主
著
と
さ
れ
る『
約
言
』に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。そ
の
内
容
を
原
文（
漢

文
）
に
即
し
て
整
理
し
て
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
思
想
を
形
づ
く
る
背
景
と
な
っ
た
淡
窓

の
生
涯
を
探
り
、
さ
ら
に
中
国
や
日
本
の
思
想
の
根
底
に
あ
る
「
天
」
の
思
想
の
変
遷
に
つ
い

て
の
考
察
を
行
い
、
あ
わ
せ
て
私
の
感
想
的
見
解
を
述
べ
て
み
た
い
。

（
１
）『
約
言
』
の
概
要

　　
「
約
言
」
と
い
う
名
称
は
、
儒
教
思
想
の
根
底
に
あ
る
も
の
の
要
点
を
述
べ
る
（
約
を
言
う
）

と
い
う
こ
と
か
ら
名
づ
け
ら
れ
た
書
名
で
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
何
度
も
推
敲
を
重
ね
た
も
の

で
、
最
終
的
に
ま
だ
手
を
加
え
よ
う
と
し
て
い
た
た
め
淡
窓
の
生
前
に
は
出
版
さ
れ
て
い
な
い

著
作
で
あ
る
。

　

文
政
八
年
四
月
、
四
十
四
歳
の
と
き
「
敬
天
説
」
と
し
て
起
筆
し
、
の
ち
「
約
言
」
と
改
称

し
、
文
政
九
年
、
四
十
五
歳
の
と
き
大
幅
に
改
稿
し
、
文
政
十
一
年
、
四
十
七
歳
の
と
き
三
た

び
改
稿
し
て
い
る
。
自
叙
伝
『
懐
旧
楼
筆
記
』
に
よ
れ
ば
、
文
政
九
年
正
月
の
記
事
に
「
余
、

閑
暇
に
乗
じ
て
去
年
作
り
し
所
の
約
言
を
執
っ
て
、
再
び
こ
れ
を
改
め
作
れ
り
。
凡
そ
二
・

三
十
日
を
経
て
成
就
せ
り
。
旧
稿
は
只
だ
三
・
四
章
を
余
す
の
み
に
て
、
大
抵
改
革
せ
り
」
と

あ
り
、
三
稿
の
成
っ
た
文
政
十
一
年
五
月
二
日
の
記
事
に
、「
約
言
脱
稿
せ
り
。
凡
そ
稿
を
改

む
る
こ
と
前
後
三
度
な
り
。
初
は
乙
酉
の
夏
な
り
。
凡
四
千
言
な
り
。
第
二
稿
は
丙
戌
の
夏
な

り
。
五
千
余
言
な
り
。
是
に
至
っ
て
七
千
言
に
及
べ
り
。
是
の
後
は
今
に
至
っ
て
加
ふ
る
所
な

し
。
此
の
書
世
に
公
に
す
べ
き
や
否
、
自
ら
是
を
筮
せ
り
。
否
の
観
に
ゆ
く
に
遇
へ
り
」
と
あ

り
、
稿
を
改
め
る
ご
と
に
当
初
は
四
千
言
、
の
ち
五
千
言
、
七
千
言
と
増
加
し
て
い
っ
た
こ
と

と
、
世
に
公
に
す
べ
き
か
ど
う
か
を
易
筮
で
占
っ
た
と
こ
ろ
「
否
」
の
卦
が
出
た
た
め
思
い
止

ま
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

　
『
懐
旧
楼
筆
記
』
に
は
、『
約
言
』
が
一
応
の
完
成
を
見
た
翌
年
、
四
十
八
歳
の
、
文
政
十
二

年
の
正
月
の
記
事
に
「
此
の
年
元
旦
、
著
せ
る
所
の
約
言
を
以
て
聖
像
に
呈
す
。
詩
一
首
を
賦

す
。
詞
章
記
誦
、
事
何
ん
ぞ
繁
き
、
堅
白
異
同
、
争
い
て
門
を
立
つ
、
一
部
の
約
言
、
底
に
事

の
縁
ぞ
、
中
心
唯
だ
報
い
ん
聖
人
の
恩
」
と
あ
り
、
い
ろ
ん
な
学
派
が
学
説
を
争
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
に
こ
だ
わ
ら
ず
、た
だ
儒
教
の
聖
人
（
孔
子
な
ど
）
の
恩
に
報
い
る
た
め
に
こ
の
『
約
言
』

を
著
し
た
と
い
う
心
情
を
述
べ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
淡
窓
は
、『
約
言
』
の
内
容
を
問
答
体
で
平
易
に
解
説
す
る
意
図
で
、
天
保
二
年
、

五
十
歳
の
と
き『
約
言
或
問（
国
文
）』を
著
し
て
い
る
。
日
記『
醒
斎
日
暦
』に
は「
十
二
月
朔
、

約
言
或
問
成
る
。
国
字
を
以
て
之
を
草
す
。
故
に
速
く
卒
業
す
。
行
く
ゆ
く
当
に
漢
語
を
以
て

改
作
す
べ
し
。
一
巻
二
十
八
葉
」
と
あ
り
、
こ
の
と
き
は
和
文
の
も
の
を
著
し
た
が
、
の
ち
に

は
漢
文
の
『
約
言
或
問
（
漢
文
）』
も
著
し
て
い
る
。
な
お
、
そ
の
後
に
は
、『
約
言
』
を
補
足

し
た
『
約
言
補　

十
三
則
』
も
著
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
『
淡
窓
全
集
』
中
巻
に
収
め

ら
れ
て
い
る
。
以
上
の
点
か
ら
み
て
も
、
淡
窓
に
と
っ
て
『
約
言
』
が
最
も
力
を
尽
し
た
著
作

で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

の
ち
、
嘉
永
五
年
閏
二
月
、
七
十
一
歳
の
と
き
の
日
記
『
再
修
録
』
に
は
、『
約
言
』
に
つ

い
て
「
今
、
其
の
繁
冗
を
覚
ゆ
。
若
し
削
っ
て
簡
潔
と
為
さ
ば
、
乃
ち
世
に
伝
ふ
る
べ
し
。
然

る
に
桑
楡
逼
り
、終
に
遂
げ
得
ず
。
憾
む
べ
し
。」
と
の
記
事
が
見
え
、老
齢
で
残
念
で
あ
る
が
、

で
き
る
事
な
ら
ば
も
っ
と
改
訂
を
加
え
簡
潔
な
も
の
に
し
た
か
っ
た
と
の
思
い
が
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。

　

な
お
、『
淡
窓
全
集
』
中
巻
の
『
約
言　

三
十
六
則
』
は
文
政
十
一
年
、
四
十
七
歳
の
と
き

の
第
三
稿
の
も
の
で
あ
る
。
淡
窓
は
、
文
政
十
二
年
九
月
、
福
岡
の
旧
師
の
亀
井
昭
陽
に
こ
の



一
六

稿
本
を
送
っ
て
、
そ
の
批
正
を
請
う
た
と
こ
ろ
、
翌
文
政
十
三
年
八
月
、
昭
陽
は
「
序
文
」
を

添
え
て
、
そ
の
稿
本
に
入
念
な
意
見
や
批
評
を
書
き
入
れ
て
返
送
し
て
き
た
。
昭
和
三
十
二
年

に
、
大
分
大
学
教
授
で
あ
っ
た
工
藤
豊
彦
氏
が
広
瀬
家
の
書
庫
で
、
昭
陽
の
批
評
に
も
と
づ
い

て
、
淡
窓
が
さ
ら
に
よ
く
考
え
て
、
多
数
の
改
訂
を
加
え
た
、
最
終
的
な
稿
本
と
思
わ
れ
る
も

の
を
発
見
し
て
お
り
、
こ
れ
は
『
完
本
約
言
』
と
し
て
『
増
補
版　

淡
窓
全
集
』
中
巻
に
付
載

さ
れ
て
い
る
。

『
約
言
』
の
内
容
に
つ
い
て
整
理
し
て
、
以
下
そ
の
概
要
を
解
説
し
て
み
る
。

① 

著
作
の
意
図
に
つ
い
て
（
序
文
・
第
一
則
）

　
『
約
言
』
を
著
し
た
意
図
・
目
的
に
つ
い
て
は
、
序
文
お
よ
び
第
一
則
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

第
一
則
で
は
、儒
教
が
我
国
に
伝
わ
っ
て
以
来
、今
の
時
（
江
戸
時
代
）
に
な
っ
て
盛
ん
に
な
っ

た
と
い
え
る
が
、
経
書
は
難
し
く
て
一
般
庶
民
は
そ
の
意
味
を
詳
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

て
い
な
い
し
、
か
え
っ
て
学
者
の
註
釈
書
が
多
く
な
っ
て
迷
っ
た
り
し
て
い
る
。
ま
た
、
中
国

と
我
国
で
は
風
俗
が
異
な
っ
て
お
り
教
え
方
も
違
っ
て
よ
い
も
の
だ
。
そ
こ
で
、
孟
子
の
「
博

く
学
び
て
詳
ら
か
に
こ
れ
を
説
く
は
、
ま
さ
に
以
て
反
り
て
約
を
説
か
ん
と
す
れ
ば
な
り
」
と

い
う
言
葉
に
基
づ
い
て
、
経
書
の
中
の
そ
の
要
点
だ
け
を
と
っ
て
、
努
め
て
明
白
に
平
易
に
繰

り
返
し
述
べ
て
「
先
聖
の
立
教
の
本
旨
を
し
て
瞭
然
と
し
て
見
る
べ
か
ら
し
む
る
に
在
る
」、

つ
ま
り
儒
教
の
教
え
の
本
旨
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
こ
の
書
を
、
要
約
の
言

説
と
い
う
意
味
の
「
約
言
」
と
名
づ
け
る
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
序
文
で
は
、
中
国
古
代
の
三
代
（
夏
・
殷
・
周
）
の
時
代
は
書
経
な
ど
に
あ
る
「
欽
天
」

の
教
え
に
由
っ
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
秦
漢
の
時
代
に
讖
緯
学
や
五
行
災
異
説
な
ど
の
取
る
に

足
り
な
い
祈
祷
ま
が
い
の
言
説
が
盛
ん
に
な
り
、
ま
た
宋
の
時
代
に
程
子
・
朱
子
な
ど
が
現
れ

て
性
理
の
学
を
掲
げ
深
く
道
理
を
探
求
し
た
が
、
そ
の
性
理
の
説
は
一
般
の
人
の
理
解
で
き
る

と
こ
ろ
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
博
く
邦
人
を
喩
す
」
た
め
こ
れ
を
著
し
た
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
、『
書
経
』
な
ど
の
基
に
返
り
「
た
だ
禍
福
の
応
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
を
欽
天
に
帰

す
る
の
み
」
と
す
る
。
さ
ら
に
、
宋
学
の
朱
子
は
「
天
は
理
な
り
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
理
と

い
え
ば
そ
れ
を
究
明
す
る
こ
と
に
重
点
が
あ
る
「
知
」
の
道
で
あ
り
、
こ
れ
を
天
と
い
え
ば
、

命
の
あ
る
と
こ
ろ
を
聴
い
て
謹
ん
で
敬
畏
す
る
「
仁
」
の
道
で
あ
っ
て
、『
易
経
』
に
い
う
よ

う
に
、
二
つ
は
「
道
を
異
に
す
る
が
帰
す
る
と
こ
ろ
は
同
じ
」
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
こ
の
く

ど
く
ど
し
た
言
説
も
、
先
賢
の
説
の
及
び
難
き
と
こ
ろ
を
少
し
は
助
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
、
と

記
し
て
い
る
。

　

要
す
る
に
、
淡
窓
が
『
約
言
』
を
著
し
た
意
図
は
、
儒
教
経
典
の
内
容
が
一
般
の
人
に
は
難

し
く
、
ま
た
後
世
に
異
説
や
諸
説
が
生
じ
、
さ
ら
に
哲
学
的
内
容
の
宋
学
（
朱
子
学
）
も
現
れ

て
理
解
が
難
し
く
な
り
、加
え
て
註
釈
も
様
々
に
多
く
あ
っ
て
迷
う
ほ
ど
に
な
っ
て
い
る
の
で
、

『
書
経
』
な
ど
の
原
典
に
返
り
、
そ
の
要
点
で
あ
る
「
欽
天
（
敬
天
）」
と
「
禍
福
応
報
」
の
説

を
平
易
に
繰
り
返
し
述
べ
て
、
儒
教
の
本
旨
（
朱
子
学
な
ど
の
新
し
い
儒
教
の
説
も
帰
す
る
と

こ
ろ
は
同
じ
も
の
で
あ
る
）
を
一
般
の
人
に
示
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
語
録
『
夜
雨
寮
筆
記
』
の
巻
三
に
「
約
言
を
著
せ
し
は
、
ま
た
別
に
趣
意
あ
る
こ
と

な
り
。・
・
・
国
家
を
有
つ
者
、
敬
天
・
敬
鬼
神
の
義
を
以
て
民
心
を
要
結
せ
ん
こ
と
を
欲
す
。

約
言
は
、君
師
た
る
人
に
勧
む
る
に
民
心
を
結
ぶ
の
道
を
以
て
す
」
と
あ
り
、『
約
言
』
に
は
「
民

心
を
結
ぶ
道
」
と
い
う
リ
ー
ダ
ー
が
人
々
を
導
く
道
を
示
す
と
い
う
意
図
も
あ
っ
た
と
述
べ
て

い
る
。

②
著
作
の
要
旨
（
第
二
則
・
第
十
則
・
第
三
十
一
則
）

　
『
約
言
』
第
二
則
が
、
著
作
の
要
旨
を
述
べ
た
重
要
な
部
分
で
あ
る
。「
六
経
の
旨
、
一
言
に

し
て
尽
す
べ
し
。
敬
天
こ
れ
な
り
」
と
い
う
の
が
そ
の
眼
目
の
言
葉
で
あ
る
。
儒
教
経
典
「
六

経
」
す
な
わ
ち
『
易
経
』・『
書
経
』・『
詩
経
』・『
礼
記
』・『
楽
経
』・『
春
秋
』
の
六
つ
の
書
物

に
記
さ
れ
た
内
容
の
主
旨
は
一
言
で
尽
せ
る
、
そ
れ
は
「
敬
天
」、
つ
ま
り
天
を
尊
崇
敬
畏
す

る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
断
言
し
て
い
る
。『
約
言
或
問
』
に
は
、「
敬
天
の
敬
は
尊
崇
敬
畏
の

謂
ひ
な
り
。・
・
・
敬
畏
の
心
片
時
も
忘
る
べ
か
ら
ず
と
、
是
れ
敬
天
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。

そ
の
証
拠
は
、
経
典
の
中
に
「
天
に
則
り
」「
天
に
事
へ
」「
天
を
欽
い
」「
天
を
楽
し
み
」「
天

威
を
畏
れ
」
な
ど
の
言
葉
や
「
天
子
」「
天
叙
」「
天
討
」「
天
工
」
な
ど
の
語
句
が
多
く
見
ら

れ
る
こ
と
に
あ
り
、
ま
た
、
孔
子
『
論
語
』・『
孟
子
』
の
言
葉
の
「
天
命
を
畏
る
」「
天
命
を

楽
し
む
」「
我
を
知
る
も
の
は
そ
れ
天
か
」「
命
を
知
ら
ざ
れ
ば
以
て
君
子
た
る
な
し
」な
ど
は『
書

経
』
や
『
詩
経
』
の
言
う
と
こ
ろ
と
同
じ
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
後
の
第

三
十
一
則
な
ど
に
引
用
さ
れ
て
示
さ
れ
る
。

　

第
二
則
で
は
そ
の
根
底
に
あ
る
「
天
」
の
根
拠
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。「
万

物
の
生
何
く
よ
り
出
で
、
そ
の
死
何
く
に
帰
す
る
や
。
誰
か
こ
れ
を
寿
夭
し
、
誰
か
こ
れ
を
窮

達
す
る
や
。
固　

よ
り
吾
人
の
測
知
す
る
所
に
あ
ら
ず
」
と
述
べ
る
。
我
々
人
間
を
含
め
す
べ



一
七

て
の
生
物
の
生
命
は
何
処
か
ら
出
て
、
死
し
て
生
命
が
終
れ
ば
何
処
に
帰
っ
て
い
く
の
か
誰
も

測
り
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
我
々
の
寿
命
が
長
い
の
か
短
い
の
か
は
誰
も
予
測
で
き
な

い
、
ま
た
、
栄
達
す
る
人
生
で
あ
る
の
か
困
窮
す
る
人
生
に
な
る
の
か
も
誰
に
も
分
か
ら
な
い

の
で
あ
る
。「
近
き
は
一
身
よ
り
、遠
き
は
宇
宙
の
際
に
至
る
ま
で
、人
知
の
及
ば
ざ
る
所
多
し
」

と
い
う
。
生
命
の
不
思
議
、
ま
た
寿
命
や
運
命
の
不
可
知
な
こ
と
か
ら
、
宇
宙
・
天
体
の
規
則

正
し
い
運
行
、
地
球
上
の
自
然
の
秩
序
法
則
、
さ
ら
に
微
小
な
物
質
の
分
子
・
原
子
の
し
く
み

な
ど
に
至
る
ま
で
、
人
智
を
超
え
た
不
可
知
な
物
事
は
限
り
な
く
存
在
す
る
。
そ
こ
で
、「
古

昔
の
聖
人
、
仰
い
で
観
、
俯
し
て
察
し
、
宇
宙
の
理
を
窮
め
、
以
て
彼
の
蒼
々
の
中
に
主
宰
す

る
者
の
存
す
る
有
る
を
知
る
。
す
な
は
ち
、
こ
れ
を
尊
ん
で
上
帝
と
曰
ふ
」
と
述
べ
る
。
古
代

の
聖
人
、
つ
ま
り
最
高
の
智
慧
と
徳
を
も
つ
至
高
の
人
た
ち
は
、
天
を
仰
い
で
観
察
し
、
地
に

目
を
注
い
で
は
観
察
し
、
宇
宙
を
初
め
と
し
た
世
界
の
事
象
の
理
法
を
究
明
し
、
そ
の
結
果
、

天
の
青
々
と
し
た
中
に
こ
の
宇
宙
を
主
宰
す
る
者
（
万
物
を
支
配
す
る
者
）
が
存
在
す
る
の
を

知
っ
た
。
そ
れ
を
尊
ん
で
人
格
神
的
な
呼
び
名
と
し
て
「
上
帝
（
天
帝
）」
と
呼
ん
だ
と
い
う
。

宇
宙
の
規
則
性
や
生
命
の
不
思
議
に
接
す
る
と
、
人
智
を
超
え
て
測
り
知
る
こ
と
が
で
き
な
い

こ
れ
ら
の
事
象
を
司
る
何
者
か
が
在
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
天
の
な

す
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
称
し
て
命
と
曰
ふ
」
と
す
る
。
い
わ
ゆ
る
天
命
、
運
命
、
天
の
与
え
る
使

命
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
ち
ょ
う
ど
人
間
の
世
に
「
帝
王
あ
る
が
ご
と

く
」
ま
た
「
王
者
に
命
令
あ
る
が
ご
と
し
」
と
説
明
す
る
。

　

ま
た
聖
人
は
、
天
の
意
志
を
推
測
し
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
と
す
る
。「
天
は
万
民
を

以
て
子
と
な
す
も
の
」
な
の
で
、
父
母
が
そ
の
子
供
た
ち
の
と
も
に
愛
し
合
う
の
を
欲
し
、
害

い
合
う
の
は
欲
し
な
い
よ
う
に
、
万
物
の
父
母
た
る
天
は
、
子
た
る
万
民
の
「
相
ひ
生
じ
相
ひ

養
ふ
」
と
こ
ろ
の
善
を
好
み
、「
相
ひ
奪
ひ
相
ひ
殺
す
」
と
こ
ろ
の
悪
を
に
く
む
の
で
あ
る
。

ま
た
、
人
の
道
は
「
富
貴
寿
考
」
の
福
を
好
み
、「
貧
賤
死
亡
」
の
禍
を
に
く
む
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、「
人
が
天
の
好
む
と
こ
ろ
（
善
）
を
行
へ
ば
、
天
も
ま
た
そ
の
好
む
と
こ
ろ
（
富
貴

寿
考
の
福
）
を
も
っ
て
こ
れ
に
命
じ
、
人
が
天
の
に
く
む
と
こ
ろ
（
悪
）
を
行
へ
ば
、
天
も
ま

た
そ
の
に
く
む
と
こ
ろ
（
貧
賤
死
亡
の
禍
）
を
も
っ
て
こ
れ
に
命
ず
」
と
論
じ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
聖
人
は
天
の
意
志
で
あ
る
「
禍
福
応
報
（
天
道
は
善
に
福
し
悪
に
禍
す
）」
を
論
じ
て
い

る
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
聖
人
は
、
人
倫
（
人
の
ふ
み
行
う
べ
き
道
・
道
徳
）

の
順
序
を
た
て
て
儒
教
の
教
え
を
建
て
、
礼
儀
や
音
楽
を
以
っ
て
教
え
導
き
、
刑
罰
や
法
制
で

整
え
治
め
、
す
べ
て
の
人
々
に
「
相
ひ
生
じ
相
ひ
養
ひ
て
、
相
ひ
奪
ひ
相
ひ
殺
す
の
路
よ
り
遠

ざ
か
ら
し
め
」
て
、
天
の
意
志
を
達
成
さ
せ
て
民
の
幸
福
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
聖
人
の
志
で
あ
る
と
す
る
。
つ
ま
り
、
天
の
意
を
知
っ
た
聖
人

が
、
天
意
を
達
成
さ
せ
る
た
め
に
儒
教
の
教
え
を
立
て
て
、
人
々
を
教
え
導
い
て
い
る
と
言
う

の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
孔
子
で
さ
え
、『
論
語
』
で
は
「
子
貢
曰
く
・
・
・
夫
子
の
性
と
天
道
と
を
言
ふ
は

得
て
聞
く
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」と
、天
道
と
性
に
つ
い
て
門
人
に
語
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ

た
と
さ
れ
て
い
る
の
に
、『
約
言
』
で
「
天
」
に
つ
い
て
詳
し
く
説
く
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
は
、「
性
命
の
理
、
窈
眇
に
し
て
、
人
々
の
能
く
暁
る
所
に
あ
ら
ず
。
故
に
聖
人

罕
に
こ
れ
を
言
ふ
の
み
」
と
、
性
や
天
命
の
理
は
深
遠
で
悟
り
難
い
の
で
、
め
っ
た
に
語
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
り
、「
世
衰
へ
て
道
微
か
に
、
邪
説
競
ひ
興
り
、
聖
人
を
信
ぜ
ず
し
て
、
天
道

を
蔑
す
る
も
の
あ
り
」
と
い
う
現
状
で
は
、「
今
、
世
俗
の
惑
ひ
を
解
き
て
、
こ
れ
を
敬
天
に

帰
せ
ん
と
欲
す
」
る
た
め
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

③
天
の
存
在
（
第
十
則
・
第
十
八
則
・
第
二
十
八
則
・
第
三
十
四
則
）

　
「
天
」
は
ま
た
「
上
帝
」「
天
帝
」
と
呼
ば
れ
、
宇
宙
万
物
の
主
宰
者
、
宇
宙
万
物
の
造
物
主

と
さ
れ
る
が
、
聖
人
の
み
が
そ
の
存
在
を
知
り
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
か
た
ち
（
形
相
）
に

つ
い
て
は
、
人
智
を
超
え
測
り
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
さ
れ
る
。
第
十
八
則
で
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。「
天
知
る
べ
か
ら
ず
。た
だ
聖
人
の
み
よ
く
こ
れ
を
知
る
」、た
だ「
聖

人
天
命
を
論
じ
た
ま
ふ
所
は
明
け
し
と
雖
も
、
上
帝
の
形
相
に
至
り
て
は
、
之
を
明
言
し
た
ま

は
ず
。
人
知
の
能
く
は
か
る
所
に
非
ざ
れ
ば
な
り
」（『
約
言
或
問
』）
と
い
う
。

　

し
か
る
に
、人
々
は
天
道
を
疑
い「
天
は
蒼
蒼
の
み
。万
物
自
ら
生
じ
、自
ら
滅
び
、自
ら
寿
に
、

自
ら
夭
な
る
の
み
。
い
は
ゆ
る
上
帝
は
、
聖
人
親
し
く
こ
れ
を
見
る
に
非
ず
。
た
だ
こ
れ
を
以

て
勧
誘
の
術
と
な
す
の
み
」
と
い
い
、「
天
」
の
人
格
神
的
な
性
格
を
否
定
し
、
無
神
論
的
な

物
質
的
存
在
と
と
ら
え
て
批
判
す
る
。
こ
れ
は
、
人
間
世
界
と
「
天
」
と
は
無
関
係
と
す
る
荀

子
の
「
天
人
の
分
（
天
と
人
と
の
分
離
）」
の
考
え
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に

対
し
淡
窓
は
、「
天
地
の
大
な
る
、万
物
の
夥
し
き
を
以
て
、こ
れ
を
主
宰
す
る
も
の
な
け
れ
ば
、

あ
に
よ
く
百
億
万
歳
に
亘
っ
て
長
く
存
せ
ん
や
」
と
、
こ
の
宇
宙
大
地
の
大
き
さ
、
万
物
の
多

さ
を
か
ら
い
っ
て
、
こ
れ
ら
を
主
宰
す
る
存
在
が
な
け
れ
ば
、
数
億
年
に
亘
っ
て
こ
の
秩
序
を

保
つ
こ
と
が
で
き
た
筈
は
な
い
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
人
の
「
心
」
を
例
と
し
て
説
明
す
る
。

人
の
心
は
「
視
れ
ど
も
見
ゆ
る
な
く
、
聴
け
ど
も
聞
こ
ゆ
る
な
し
。
然
れ
ど
も
、
耳
目
の
視
聴
、



一
八

手
足
の
運
動
、
心
に
あ
ら
ず
し
て
誰
か
こ
れ
を
宰
ど
ら
ん
や
」
と
、
つ
ま
り
、「
心
」
は
何
処

に
在
り
ど
の
よ
う
な
形
相
か
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
人
の
感
覚
・
運
動
や
知
覚
を
確
実

に
宰
ど
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
心
の
見
る
べ
か
ら
ざ
る
は
、
人
こ
れ
を
疑
は
ず
。

独
り
上
帝
に
お
い
て
こ
れ
を
疑
ふ
は
な
ん
ぞ
や
」
と
い
い
、
人
智
を
超
え
て
い
る
の
で
そ
の
形

相
は
測
り
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
そ
の
存
在
は
疑
い
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
人
々
は
医

者
や
占
い
師
の
言
葉
は
簡
単
に
信
じ
る
の
に
、
聖
人
の
言
だ
け
は
信
じ
ら
れ
な
い
と
す
る
の
は

甚
だ
考
え
が
足
り
な
い
と
も
い
う
。『
詩
経
』
に
「
上
天
の
こ
と
は
声
も
無
く
臭
も
無
し
（
天

は
声
も
な
く
臭
い
も
な
く
何
も
し
な
い
よ
う
に
み
え
る
が
、
も
っ
と
も
大
き
な
仕
事
を
果
た
し

て
い
る
）」
と
あ
る
の
は
、
そ
の
存
在
を
「
虚
無
空
寂
と
な
す
に
あ
ら
ず
、
そ
の
窺
ひ
測
る
べ

か
ら
ざ
る
を
言
ふ
」
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
聖
人
の
教
え
に
し
た
が
っ
て
、
憶
測
の
私
心

を
去
り
、
天
を
敬
畏
す
る
誠
を
実
践
す
れ
ば
、「
天
の
天
た
る
ゆ
え
ん
」
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
と
述
べ
る
。

　

な
お
、「
天
も
ま
た
こ
れ
を
神
と
謂
ふ
」
と
第
三
十
四
則
で
述
べ
て
い
る
。
そ
の
わ
け
は
、

宋
の
儒
者
（
程
伊
川
）
の
言
に
「
形
体
を
以
て
こ
れ
を
天
と
謂
ひ
、
主
宰
を
以
て
こ
れ
を
帝
と

謂
ひ
、妙
用
を
以
て
こ
れ
を
神
と
謂
ふ
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
た
だ
、

神
と
称
す
る
も
の
は
日
月
星
辰
か
ら
地
祇
人
鬼
ま
で
多
い
が
、
天
は
「
百
神
の
宗
」
で
あ
る
と

す
る
。
し
た
が
っ
て
、
悪
を
な
せ
ば
い
く
ら
鬼
神
に
祷
っ
た
と
し
て
も
『
論
語
』
に
あ
る
よ
う

に
「
罪
を
天
に
獲
れ
ば
、
祷
る
所
な
き
な
り
」
と
い
う
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
孔
子
で
さ
え
、『
論
語
』
で
は
「
子
貢
曰
く
・
・
・
夫
子
の
性
と
天
道
と
を
言
ふ
は

得
て
聞
く
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」と
、天
道
と
性
に
つ
い
て
門
人
に
語
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ

た
と
さ
れ
て
い
る
の
に
、『
約
言
』
で
「
天
」
に
つ
い
て
詳
し
く
説
く
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
は
、「
性
命
の
理
、
窈
眇
に
し
て
、
人
々
の
能
く
暁
る
所
に
あ
ら
ず
。
故
に
聖
人

罕
に
こ
れ
を
言
ふ
の
み
」
と
、
性
や
天
命
の
理
は
深
遠
で
悟
り
難
い
の
で
、
め
っ
た
に
語
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
り
、「
世
衰
へ
て
道
微
か
に
、
邪
説
競
ひ
興
り
、
聖
人
を
信
ぜ
ず
し
て
、
天
道

を
蔑
す
る
も
の
あ
り
」
と
い
う
現
状
で
は
、「
今
、
世
俗
の
惑
ひ
を
解
き
て
、
こ
れ
を
敬
天
に

帰
せ
ん
と
欲
す
」
る
た
め
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

④
天
の
働
き
（
第
十
五
則
・
第
三
十
一
則
）

　
「
天
」
は
万
物
の
創
造
者
で
あ
る
の
で
、「
天
は
万
物
の
命
を
制
す
る
者
な
り
。
万
物
は
天
の

制
を
受
く
る
者
な
り
。
天
の
字
は
一
大
と
書
き
て
、
一
の
大
な
る
物
と
云
う
義
に
て
、
二
も
な

く
三
も
な
き
物
な
り
」（『
約
言
或
問
』）、
ま
た
天
は
「
及
ば
ざ
る
な
く
、
存
せ
ざ
る
な
し
」
と

い
う
。
し
た
が
っ
て
、「
天
道
の
有
知
な
る
こ
と
」
つ
ま
り
、
天
は
「
常
に
知
り
、
常
に
聴
き
、

常
に
視
る
」
も
の
で
あ
る
の
で
、
そ
の
「
上
天
の
照
覧
」
を
信
じ
て
、
そ
の
「
天
威
」
を
畏
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
天
は
高
き
に
在
り
と
云
え
ど
も
、
下
き
に
み
る
。
故
に
、
一
た
び
手

を
動
か
し
一
た
び
足
を
挙
ぐ
る
に
も
、
不
敬
の
事
あ
れ
ば
、
上
天
の
照
覧
を
憚
か
ら
ぬ
な
り
。

幽
室
暗
夜
、
無
人
の
境
と
云
へ
ど
も
、
天
の
見
た
ま
は
ざ
る
所
な
し
。
敬
畏
の
心
、
片
時
も
忘

る
べ
か
ら
ず
」（『
約
言
或
問
』）
と
い
う
。

　
『
大
学
』に「
其
の
独
り
を
慎
む（
独
り
で
い
て
も
言
行
を
慎
み
自
ら
を
欺
か
な
い
）」と
い
い
、

『
詩
経
』
に
「
屋
漏
に
愧
ぢ
ざ
る
（
家
の
最
も
奥
の
誰
も
い
な
い
所
で
も
心
に
恥
じ
る
こ
と
を

し
な
い
）」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
根
本
は
敬
天
と
い
う
こ
と
か
ら
来
て
い
る
と
い
う
。

⑤
聖
人
の
存
在
（
第
二
則
・
第
十
則
）

　

聖
人
と
は
、
智
徳
に
す
ぐ
れ
た
最
高
の
人
格
者
た
ち
の
呼
称
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
堯
帝
・

舜
帝
・
夏
の
禹
王
、
殷
の
湯
王
、
周
の
文
王
・
武
王
・
周
公
旦
、
孔
子
を
指
す
。「
古
昔
の
聖

人
、
仰
い
で
観
、
俯
し
て
察
し
、
宇
宙
の
理
を
窮
め
、
以
て
彼
の
蒼
々
の
中
に
主
宰
す
る
者
の

存
す
る
有
る
を
知
る
」
と
、
聖
人
こ
そ
が
人
智
を
超
え
て
測
り
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
宇
宙

を
初
め
と
す
る
世
界
の
事
象
の
理
法
を
究
明
し
、
そ
の
結
果
、
天
の
青
々
と
し
た
中
に
万
物
の

主
宰
者
で
あ
る
「
天
」
の
存
在
、
人
格
神
的
な
呼
び
名
と
し
て
は
「
上
帝
（
天
帝
）」
の
存
在

を
知
っ
た
の
で
あ
る
と
す
る
。
そ
こ
で
「
聖
人
は
天
命
を
受
け
て
天
下
後
世
に
師
た
る
人
」
で

あ
り
「
聖
人
の
事
、
天
を
敬
す
る
に
非
ざ
る
な
し
」
と
い
う
。「
聖
人
は
、
人
の
能
く
知
る
所

に
お
い
て
必
ず
そ
の
名
を
正
し
、
そ
の
理
を
弁
ず
。
人
の
知
る
能
は
ざ
る
所
に
至
っ
て
は
、
乃

ち
曰
く
、
こ
れ
天
の
な
す
所
、
た
だ
天
の
み
こ
れ
を
知
る
と
。
か
く
の
ご
と
く
に
し
て
、
而
る

後
、
天
下
の
疑
惑
定
ま
り
、
愚
誣
の
失
あ
る
な
し
」
と
述
べ
、
知
る
べ
き
を
知
ら
な
い
の
を
愚

と
い
い
、
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
所
を
知
る
の
を
誣
と
い
い
、
聖
人
は
そ
の
愚
誣
の
過
ち
を
犯

す
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
と
い
う
。

⑥
天
命
の
教
え
（
第
三
則
・
第
四
則
・
第
十
七
則
）

　

天
の
命
じ
る
も
の
と
し
て
、君
民
の
関
係
を
「
均
し
く
こ
れ
人
な
り
。
或
い
は
王
侯
と
な
り
、

或
い
は
臣
庶
と
な
る
は
、
天
の
命
ず
る
と
こ
ろ
な
り
」
と
言
う
。
こ
の
天
命
に
従
わ
な
け
れ
ば

「
こ
れ
を
上
下
相
ひ
侮
る
と
謂
ふ
。
大
乱
の
道
な
り
」
と
な
る
の
で
、「
た
だ
そ
れ
天
命
を
以
て
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教
へ
を
立
つ
れ
ば
、
君
民
和
睦
し
、
禍
害
生
ぜ
ざ
ら
ん
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
天
の
命
じ
る

人
間
関
係
と
し
て
「
父
母
の
我
を
育
て
、
妻
子
の
我
を
奉
じ
、
兄
弟
朋
友
の
我
が
為
に
相
ひ
助

く
る
は
、
み
な
天
命
な
り
」
と
し
、
し
た
が
っ
て
「
我
、
必
ず
孝
な
り
、
慈
な
り
、
友
悌
忠
信

な
り
。
こ
れ
敬
天
の
道
な
り
」
と
す
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
「
天
を
慢
る
の
罪
、
終
に
免
る
る

を
得
ず
」
と
な
る
。
そ
こ
で
『
論
語
』
に
「
君
子
、
天
命
を
畏
る
」
と
あ
り
、
ま
た
「
躬
自
ら

厚
く
し
て
薄
く
人
を
責
む
」
と
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
淡
窓
は
、
君
民
の
身
分
や
、

家
族
友
人
の
間
の
相
養
の
関
係
が
天
命
で
あ
り
、
そ
の
身
分
秩
序
や
人
間
関
係
の
倫
理
い
わ
ゆ

る
「
五
常
」
を
守
る
こ
と
が
「
敬
天
の
道
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、天
命
を
奉
じ
る
に
し
て
も
、天
命
は
知
り
難
く
、孔
子
の
「
五
十
に
し
て
天
命
を
知
る
」

と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
聖
人
孔
子
に
の
み
任
じ
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
で
は

な
い
「
常
人
を
以
て
こ
れ
を
言
へ
ば
、
臣
の
天
は
君
な
り
、
子
の
天
は
父
な
り
、
君
父
の
命
令

何
の
任
じ
難
き
こ
と
こ
れ
あ
ら
ん
」
と
、君
父
の
命
令
を
天
命
と
心
得
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。

な
お
、
淡
窓
の
い
う
君
臣
や
父
子
の
関
係
に
つ
い
て
の
言
は
、
封
建
的
な
考
え
で
あ
る
と
い
え

よ
う
が
、日
本
の
古
来
か
ら
普
遍
的
に
見
ら
れ
る
考
え
で
あ
る
。
た
と
え
ば
聖
徳
太
子
の『
十
七

条
憲
法
』
の
第
三
条
に
「
三
に
曰
く
、
詔
を
承
り
て
は
か
な
ら
ず
謹
め
。
君
を
ば
天
と
す
。
臣

を
ば
地
と
す
。
天
は
覆
い
、
地
は
載
す
。・
・
・
こ
こ
を
以
て
、
君
言
ふ
と
き
は
臣
承
る
。
上

行
ふ
と
き
は
、
下
靡
く
。
ゆ
え
に
詔
を
承
り
て
は
か
な
ら
ず
慎
め
。
謹
ま
ず
ば
、
お
の
ず
か
ら

敗
れ
ん
」
と
あ
り
、
第
一
条
に
「
一
に
曰
く
、
和
を
以
て
貴
し
と
し
、
忤
ふ
こ
と
な
き
を
宗
と

せ
よ
。・・・
こ
こ
を
以
て
、
あ
る
い
は
君
父
に
順
は
ず
。
ま
た
、
隣
里
に
違
う
。
し
か
れ
ど
も
、

上
、
和
ぎ
、
下
、
睦
び
て
、
事
を
論
う
に
諧
ふ
と
き
は
、
事
理
お
の
ず
か
ら
通
ず
。
何
事
か
成

ら
ざ
ら
ん
」
と
あ
っ
て
、
君
臣
上
下
の
和
や
秩
序
を
重
ん
じ
る
思
想
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、「
三
者
（
時
・
位
・
郷
）
は
、
命
の
存
す
る
所
、
こ
れ
を
以
て
こ
れ
を
求
め
ば
、

ま
た
知
り
難
か
ら
ず
」
と
し
て
、
命
を
知
る
た
め
に
は
、
時
勢
・
地
位
・
場
所
の
三
者
を
考
慮

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
い
、「
天
命
の
大
段
は
、
時
・
処
・
位
是
れ
な
り
。
此
の
三
者
を

明
か
さ
ず
ん
ば
経
済
（
経
世
済
民
）
の
書
数
千
巻
を
読
み
た
り
と
も
、
国
を
治
む
る
こ
と
能
は

ざ
る
な
り
。・
・
・
此
の
三
つ
の
者
、
合
し
て
之
を
云
へ
ば
天
命
な
り
」（『
約
言
或
問
』）
と
述

べ
て
い
る
。

⑦
人
と
し
て
の
態
度
（
第
五
則
・
第
六
則
・
第
十
三
則
・
第
十
六
則
）

　

生
命
の
あ
る
も
の
は
「
天
に
命
を
稟
け
」
る
が
、「
羽
毛
鱗
介
（
鳥
獣
類
・
魚
貝
類
）」
な
ど

生
物
は
多
い
中
で
「
人
身
は
得
難
き
な
り
」
と
述
べ
、「
我
す
で
に
人
と
な
る
を
得
た
り
。
も

し
な
ほ
貧
を
厭
う
て
富
を
欣
び
、
夭
を
悪
ん
で
寿
を
慕
へ
ば
、
あ
に
足
る
を
知
ら
ざ
る
の
甚
だ

し
き
に
あ
ら
ず
や
」
と
、
人
間
に
生
ま
れ
た
だ
け
で
も
得
難
き
幸
福
で
あ
る
の
に
、
さ
ら
に
富

貴
と
長
寿
を
願
う
の
は
足
る
を
知
ら
な
い
こ
と
も
甚
だ
し
い
と
言
う
。
謙
虚
な
報
恩
の
態
度
こ

そ
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、「
天
の
知
を
人
に
賦
す
る
、
群
類
と
懸
隔
す
」
と
、
人
間
に
は
、

他
の
生
物
と
は
懸
け
離
れ
た
知
恵
が
授
け
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。
そ
こ
で
、「
君
子
は
憂
え
ず

懼
れ
ず
」
と
『
論
語
』
に
あ
る
よ
う
に
「
君
子
は
貧
賎
に
処
り
て
憂
え
ず
、
患
難
を
踏
み
て
懼

れ
ず
、
専
ら
天
を
助
け
て
物
を
済
ひ
、
以
て
天
徳
に
報
ゆ
る
を
思
ふ
の
み
」
で
あ
り
、「
た
だ

天
徳
に
報
ゆ
る
の
み
に
し
て
、
天
福
を
希
は
ざ
る
」
態
度
こ
そ
人
間
と
し
て
望
ま
れ
る
と
述
べ

る
。
し
た
が
っ
て
「
敬
天
の
旨
、
天
命
を
楽
し
む
を
以
て
主
と
な
す.

」
と
「
天
命
を
楽
し
む
」

こ
と
が
敬
天
の
主
旨
だ
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

　

そ
れ
を
ま
た
、「
君
子
は
、
心
を
専
ら
に
し
志
を
一
に
し
、
敬
ん
で
上
天
に
事
へ
て
、
以
て

悪
に
克
ち
、
善
を
存
す
る
を
求
む
。
上
天
感
応
し
、
以
て
こ
れ
を
祐
く
る
あ
り
て
、
善
は
自
ら

殖
え
悪
は
自
ら
亡
ぶ
。
こ
れ
を
天
そ
の
衷
を
誘
ふ
（
人
の
良
心
を
誘
導
す
る
）
と
謂
う
。
天
す

で
に
衷
を
誘
へ
ば
、
我
が
心
即
ち
天
な
り
。
あ
に
悪
あ
ら
ん
や
。」
と
の
べ
て
、
謹
ん
で
天
に

仕
え
れ
ば
、
天
が
感
応
し
良
心
が
誘
導
さ
れ
て
悪
は
消
え
去
る
と
説
明
す
る
。

　

ま
た
、「
天
を
敬
す
る
者
は
、敢
へ
て
そ
の
生
を
有
せ
ざ
る
な
り
」
と
言
う
。
そ
の
理
由
は
「
生

な
る
も
の
は
天
の
有
に
し
て
、
我
こ
れ
を
仮
る
。
性
命
す
ら
な
ほ
然
り
。
況
や
窮
達
毀
誉
の
朝

に
来
た
り
暮
れ
に
去
る
も
の
を
や
」
と
言
い
、
人
間
の
生
命
は
天
か
ら
の
借
り
物
、
人
間
の
性

質
も
当
然
そ
う
で
あ
る
し
、
移
り
変
わ
り
の
激
し
い
栄
達
と
困
窮
、
名
誉
と
誹
謗
は
な
お
さ
ら

の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
多
く
の
人
は
こ
れ
ら
を
得
れ
ば
喜
び
、
こ
れ
ら
を
失
え

ば
怨
む
が
、
こ
れ
は
大
い
な
る
惑
い
で
あ
る
と
す
る
。

　

ま
た
、
同
じ
行
為
で
も
敬
天
と
な
る
の
は
、「
た
だ
そ
の
心
の
存
す
る
所
な
り
」
と
す
る
。

同
じ
く
人
に
恵
み
を
施
す
行
為
で
も
、
大
き
な
報
い
を
求
め
れ
ば
貪
の
者
、
義
を
欲
す
れ
ば
名

を
好
む
者
、
視
る
に
忍
び
な
い
と
す
る
の
は
慈
心
の
者
で
あ
る
が
、「
人
を
済
ふ
の
は
天
に
事

え
る
」
こ
と
だ
と
言
え
る
人
で
あ
れ
ば
敬
天
の
義
に
合
致
す
る
者
と
な
る
と
す
る
。
天
に
仕
え

る
と
い
う
心
が
け
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

⑧
「
天
道
有
知
」
を
知
る
こ
と
（
第
十
四
則
）

　
「
人
、
天
を
敬
す
る
を
知
れ
ば
、
則
ち
善
勉
め
ず
し
て
成
り
、
悪
禁
ぜ
ず
し
て
去
る
」
と
い



二
〇

う
。
そ
れ
は
、神
廟
に
謁
す
る
と
き
や
高
貴
な
君
主
の
前
で
は
粛
然
と
し
た
態
度
に
な
る
の
は
、

「
た
だ
敬
畏
す
る
」
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
「
心
を
一
つ
に
し
て
敬
に
居
れ
ば
、
百
悪

萌
す
な
し
。
悪
既
に
萌
さ
ざ
れ
ば
、
善
い
ず
く
ん
ぞ
生
ぜ
ざ
ら
ん
」
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
神
廟
や
朝
堂
か
ら
退
く
と
、
た
ち
ま
ち
粛
敬
の
様
子
や
畏
懼
の
念
が
弛
ん
で
し

ま
う
。
だ
が
、
天
の
み
は
、
神
廟
や
朝
堂
の
場
合
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
。
天
は
、
す
べ
て
の

も
の
ご
と
を
「
常
に
知
り
、
常
に
聴
き
、
常
に
視
る
」
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ

の
「
天
道
は
有
知
」
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
れ
ば
、
人
々
は
天
威
を
畏
れ
て
悪
事
は
な
く
な

る
の
で
あ
る
。「
一
た
び
天
道
を
以
て
有
知
と
す
れ
ば
、
一
切
の
善
事
せ
ざ
る
こ
と
な
く
、
一

切
の
悪
事
止
め
ざ
る
こ
と
な
く
、
其
の
極
所
は
堯
舜
の
地
位
に
も
至
る
べ
し
」（『
約
言
或
問
』）

と
、
究
極
的
に
は
古
の
聖
人
で
あ
る
堯
帝
・
舜
帝
の
境
地
に
ま
で
至
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ

る
。
も
し
「
天
道
は
無
知
」
な
の
で
あ
れ
ば
、
人
間
の
行
動
に
歯
止
め
が
な
く
な
り
、
悪
事
が

横
行
し
て
社
会
は
混
乱
し
争
乱
が
起
こ
る
こ
と
に
な
る
と
言
う
。
そ
こ
で
「
敬
天
の
方
は
他
に

非
ず
。
唯
だ
天
道
有
知
の
四
字
を
信
ず
る
の
み
な
り
。
已
に
之
を
信
ず
れ
ば
、
敬
せ
ざ
る
こ
と

を
得
ず
。
畏
れ
ざ
る
こ
と
を
得
ず
。
已
に
敬
し
已
に
畏
る
れ
ば
、
善
を
行
い
悪
を
禁
ぜ
ざ
る
こ

と
を
得
ず
」（『
約
言
或
問
』）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
こ
そ
、『
約
言
』
の
「
約
中
の
約
」

で
あ
る
と
い
う
。

⑨
「
悪
」
と
は
（
第
十
六
則
・
第
十
九
則
）

　

人
間
に
は
良
心
が
あ
る
の
で
、
悪
事
を
止
め
よ
う
と
思
わ
な
い
人
は
い
な
い
。
し
か
し
、
悪

は
人
の
心
に
よ
っ
て
起
こ
る
も
の
な
の
で
、悪
心
を
改
め
よ
う
と
努
め
る
べ
き
だ
と
言
う
。「
人

心
の
明
、
能
く
善
を
善
と
し
、
悪
を
悪
と
す
る
を
知
る
。
誰
か
善
を
為
し
悪
を
去
る
を
思
は
ざ

ら
ん
や
。
悪
な
る
も
の
も
、
ま
た
我
が
心
な
り
。・
・
・
こ
こ
を
以
て
君
子
は
、
心
を
専
ら
に

し
志
を
一
に
し
、
敬
ん
で
上
天
に
事
へ
て
、
以
て
悪
に
克
ち
、
善
を
存
す
る
を
求
む
。・
・
・

悪
心
す
で
に
革
む
れ
ば
、
旧
習
存
す
と
い
へ
ど
も
、
終
に
ま
た
尽
く
る
に
帰
す
る
の
み
」
と
し
、

人
の
良
心
は
よ
く
善
悪
を
知
っ
て
は
い
る
が
、
恃
む
に
足
り
な
い
も
の
で
あ
る
の
で
、
敬
天
に

勤
め
て
、
天
の
祐
け
を
た
の
め
ば
、
悪
心
を
改
め
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
と
い
う
。
そ
う
で
な

け
れ
ば
「
本
心
の
明
を
恃
み
て
、
天
佑
を
仮
ら
ざ
れ
ば
、
な
ほ
目
の
能
く
視
る
を
恃
み
て
、
太

陽
の
光
を
仮
ら
ざ
る
が
ご
と
き
な
り
。
其
れ
大
沢
に
陥
入
せ
ざ
る
も
の
殆
ん
ど
稀
な
り
」
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
れ
で
は
、
悪
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
淡
窓
は
、
悪
と
は
人
間
の
情
欲
が
媒
介
し
て
生
じ
る

も
の
で
、
そ
の
人
欲
が
限
度
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。「
い
は
ゆ
る
悪
な
る
も
の
は
、

安
く
に
か
来
た
る
や
。
た
だ
そ
の
口
腹
耳
目
の
欲
、
こ
れ
が
媒
を
な
す
な
り
。・
・
・
物
の
生

生
と
し
て
已
ま
ざ
る
は
、実
に
こ
こ
に
存
す
。
こ
れ
あ
に
悪
な
ら
ん
や
。
但
だ
人
欲
節
な
き
も
、

天
福
限
り
あ
り
。・
・
・
妄
り
に
天
限
を
越
ゆ
れ
ば
、
い
は
ゆ
る
悪
な
り
。・
・
・
情
欲
は
我
を

生
か
す
の
物
な
る
も
、
善
く
こ
れ
を
用
ひ
ざ
れ
ば
ま
た
我
を
殺
す
。・
・
・
こ
れ
教
化
を
聖
人

に
俟
つ
あ
る
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
淡
窓
は
、
情
欲
が
悪
で
あ
る
と
は
見
ず
、
む
し
ろ
そ
れ

は
人
間
に
と
っ
て
我
々
を
生
か
し
て
い
る
生
命
の
源
泉
で
あ
る
が
、
そ
の
欲
に
は
限
り
が
な
い

の
で
、
よ
く
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
聖
人
の
教
化

に
よ
る
修
養
が
必
要
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。

⑩
生
死
に
つ
い
て
（
第
十
一
則
）

　

人
間
の
生
死
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
「
死
後
の
知
る
べ
か
ら
ざ
る
は
、
人
の
同
じ
く
惑
ふ
所
」

で
あ
る
が
、「
生
死
の
弁
は
、
天
を
敬
す
る
者
の
急
と
す
る
所
に
あ
ら
ざ
る
な
り
」
と
い
う
。

天
は
人
間
に
知
能
を
与
え
、
人
と
し
て
の
道
徳
倫
理
か
ら
、
穀
物
の
利
用
の
方
法
、
太
陽
月
星

に
よ
り
時
を
知
る
法
な
ど
、
お
よ
そ
人
が
知
る
べ
き
こ
と
は
知
り
得
る
よ
う
に
な
っ
て
い
て
不

足
は
な
い
が
、
知
る
必
要
が
な
い
こ
と
は
、
知
ら
な
い
で
も
よ
い
こ
と
と
し
て
、
思
い
わ
ず
ら

う
こ
と
は
な
い
と
い
う
。「
天
意
、
豈
に
生
の
前
、
死
の
後
は
こ
れ
我
の
制
す
る
所
、
人
何
ぞ

知
る
を
用
ひ
ん
と
曰
は
ず
や
」
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
畢
竟
の
処
、
生
前
死
後
の
こ

と
も
、
み
な
上
天
の
命
じ
た
ま
ふ
に
よ
る
な
れ
ば
、
た
だ
敬
天
の
二
字
を
相
違
な
く
守
る
べ
し
。

敬
天
を
外
に
し
て
死
後
の
こ
と
を
穿
鑿
す
る
は
、無
用
な
り
と
云
ふ
。是
れ
約
言
の
義
な
り
」「
天

を
敬
す
る
者
は
、
之
れ
を
論
ぜ
ず
。
天
命
に
委
ぬ
る
な
り
」（『
約
言
或
問
』）
と
し
て
い
る
。

⑪
禍
福
応
報
に
つ
い
て
（
第
二
十
二
則
・
第
二
十
三
則
・
第
二
十
四
則
）

　

経
書
に
よ
る
と
「
天
道
善
に
福
し
て
悪
に
禍
ひ
す
」（『
書
経
』）
と
い
う
禍
福
応
報
が
説
か

れ
て
い
る
。
善
い
行
な
い
を
す
れ
ば
善
い
こ
と
が
あ
り
、
悪
い
行
な
い
を
す
れ
ば
禍
が
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、「
積
善
の
家
に
は
必
ず
余
慶
あ
り
。
積
不
善
の
家
に
は
必
ず
余
殃

あ
り
」（『
易
経
』）
と
あ
り
、
善
を
積
む
家
に
は
子
孫
に
及
ぶ
幸
福
が
あ
り
、
そ
う
で
な
い
不

善
を
積
む
家
に
は
子
孫
に
ま
で
残
る
禍
が
あ
る
と
も
説
か
れ
て
い
る
。
聖
人
の
言
葉
に
間
違
い

は
な
い
の
だ
が
、
人
が
こ
れ
を
疑
う
の
は
、
善
行
が
す
ぐ
に
は
福
に
現
れ
ず
、
悪
行
が
す
ぐ
に

禍
と
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
淡
窓
は
、「
善
、
福
な
ら
ず
、
悪
、
禍
な
ら
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ざ
る
は
、
勢
い
然
ら
し
む
る
な
り
」
と
説
明
す
る
。
そ
れ
は
「
勢
い
」
に
よ
る
と
い
う
。
つ
ま

り
、
祖
先
が
善
を
積
ん
で
お
れ
ば
、
悪
行
を
為
し
て
も
す
ぐ
に
は
自
分
に
禍
が
来
な
い
が
、
子

孫
の
わ
ざ
わ
い
と
な
る
、
ま
た
、
祖
先
が
悪
を
積
ん
で
お
れ
ば
、
善
行
を
為
し
て
も
す
ぐ
に
は

自
分
に
福
は
来
な
い
が
、
子
孫
の
幸
福
と
な
る
と
い
う
。
な
お
、
子
孫
の
い
な
い
人
の
場
合
は
、

そ
の
人
の
行
為
が
後
世
に
伝
わ
り
、
名
声
を
残
し
た
り
、
悪
名
が
流
れ
た
り
す
る
と
い
う
。

　

さ
ら
に
、「
禍
福
の
来
る
そ
の
理
、
玄
な
り
」
と
し
、
禍
福
応
報
の
法
則
は
奥
深
く
て
知
り

が
た
い
が
、
聖
賢
の
言
葉
を
推
究
し
た
結
果
、
そ
れ
に
お
よ
そ
三
つ
の
類
型
が
あ
る
と
い
う
。

一
は
「
定
命
」、
二
に
「
正
命
」、
三
に
「
随
命
」
で
あ
る
。「
定
命
」
は
「
余
慶
・
余
殃
、
己

が
身
に
由
ら
ざ
る
は
、
宿
定
ま
る
も
の
な
り
」
と
い
う
。
こ
れ
は
「
宿
命
」
と
も
い
い
、
自
分

の
身
に
最
初
か
ら
定
ま
っ
て
い
る
身
分
や
寿
命
な
ど
の
こ
と
で
、
自
分
の
行
為
に
由
ら
ず
先
祖

の
余
慶
や
余
殃
な
ど
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。「
正
命
」
は
「
善
を
な
し
て
福
を
得
、
悪
を
な
し

て
禍
ひ
を
得
る
は
、応
報
の
正
な
り
」と
い
う
。
禍
福
応
報
の
正
し
い
あ
り
方
で
、善
行
に
は
福
、

悪
行
に
は
禍
の
応
報
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
で
い
え
ば
、
暴
虐
の
王
で
あ
っ
た
夏
の
傑
王

と
殷
の
紂
王
が
亡
び
、
代
わ
っ
て
聖
王
で
あ
っ
た
殷
の
湯
王
と
周
の
武
王
が
興
っ
た
の
な
ど
が

そ
の
例
で
あ
る
。「
随
命
」
は
「
人
の
な
す
所
、天
も
ま
た
こ
れ
に
随
ふ
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

善
悪
の
行
為
が
あ
っ
て
も
、
天
は
あ
え
て
干
渉
せ
ず
こ
れ
に
随
う
も
の
で
あ
る
。
歴
史
で
い
え

ば
、
六
朝
時
代
の
諸
王
朝
や
唐
末
五
代
の
諸
王
朝
が
、
互
い
に
簒
奪
し
あ
っ
て
興
亡
し
た
の
が

そ
れ
で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
は
、
徳
や
善
で
は
な
く
専
ら
智
力
に
任
せ
忽
ち
興
り
忽
ち
亡
ん
だ

も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、「
志
士
仁
人
は
・
・
・
身
を
殺
し
て
以
て
仁
を
成
す
こ
と
あ
り
」

（『
論
語
』）
と
あ
る
よ
う
な
、
仁
の
道
の
た
め
に
自
分
の
命
を
惜
し
ま
な
い
行
為
は
、
実
に
君

子
の
楽
し
み
で
あ
り
、
天
も
こ
れ
を
止
め
る
こ
と
は
し
な
い
の
で
、
こ
れ
は
随
命
で
あ
る
と
い

う
。
ま
た
、「
邪
を
以
て
邪
を
攻
め
ば
、
助
け
ず
救
は
ず
。・
・
・
こ
れ
随
命
な
り
」
と
、
悪
事

と
悪
事
と
の
争
い
も
随
命
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
も
っ
ぱ
ら
禍
福
応
報
を
説
い
て
善
を
勧
め
れ
ば
、「
人
、
利
の
為
に
善
を
為
す

に
至
ら
ん
」
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
し
ま
わ
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
淡

窓
は
「
人
に
応
報
を
求
め
し
む
る
を
主
意
と
し
た
る
に
は
非
ず
。
た
だ
、
天
道
の
有
知
な
る
こ

と
を
明
か
し
て
、
人
に
天
を
敬
せ
し
め
ん
が
為
な
り
」
と
い
い
、「
天
道
の
有
知
な
る
こ
と
は
、

凡
庶
は
禍
福
応
報
に
就
て
喩
す
に
非
れ
ば
、
知
る
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
」（『
約
言
或
問
』）
と

い
う
。
つ
ま
り
、
一
般
の
庶
民
に
、
禍
福
の
応
報
を
降
す
天
の
有
知
な
る
こ
と
を
知
っ
て
も
ら

い
、
敬
天
を
実
行
し
て
も
ら
う
こ
と
が
ね
ら
い
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
聖
人
が
天
下
を
治
め
る

た
め
に
賞
罰
を
以
て
し
、
賢
者
を
招
致
す
る
の
に
重
禄
を
以
て
す
る
の
は
、
利
を
以
て
こ
れ
を

導
き
、
利
を
以
て
誘
う
の
で
あ
り
、
こ
れ
と
同
じ
く
、
聖
人
も
禍
福
応
報
の
説
を
以
て
導
く
の

で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
「
人
を
教
ふ
る
の
道
、
先
ず
禍
福
を
明
に
し
て
、
而
る
後
、
禍
を
畏

れ
ず
し
て
悪
を
止
め
、福
を
求
め
ず
し
て
善
を
為
す
の
地
に
至
る
べ
し
」と
い
う
。最
終
的
に
は
、

「
天
を
敬
す
る
の
心
、
已
に
深
き
に
至
り
て
は
、
遂
に
応
報
を
忘
る
る
に
至
る
」
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
同
じ
福
の
応
報
を
求
め
ず
に
善
を
行
う
に
し
て
も
、「
天
道
知
る
な
き
を
以
て
吾
が
好

む
所
に
従
ふ
の
み
な
ら
ば
、
い
は
ゆ
る
天
命
を
知
ら
ず
し
て
畏
れ
ざ
る
な
り
。
悪
を
な
さ
ず
と

曰
ふ
と
い
へ
ど
も
、
あ
に
小
人
に
帰
す
る
を
免
れ
ん
や
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
「
天
道
を
応

報
な
し
と
し
て
報
を
求
め
ず
ん
ば
、
天
を
侮
る
の
甚
だ
し
き
者
な
り
」
と
し
て
、「
天
を
有
知

な
り
と
し
て
、
報
を
望
ま
ざ
る
こ
そ
、
誠
の
報
を
忘
る
る
者
と
い
ふ
べ
し
」（『
約
言
或
問
』）

と
す
る
。

⑫
道
徳
の
楽
し
み
（
第
二
十
五
則
・
第
二
十
六
則
・
第
二
十
七
則
）

　

禍
福
を
心
の
上
に
お
い
て
論
ず
れ
ば
、「
富
貴
寿
考
を
福
と
な
し
、
貧
賤
死
亡
を
禍
と
な
す
」

と
い
っ
た
単
な
る
身
上
に
つ
い
て
言
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、「
禍
は

苦
の
名
、
福
は
楽
の
称
な
り
。
富
貴
に
し
て
苦
し
け
れ
ば
、
こ
れ
を
福
と
謂
ふ
べ
か
ら
ず
。
貧

賤
に
し
て
楽
し
け
れ
ば
、
あ
に
こ
れ
を
禍
と
謂
ふ
べ
け
ん
や
」
と
指
摘
し
、
富
貴
ま
た
長
寿
で

あ
っ
て
も
、
心
が
苦
し
い
の
で
あ
れ
ば
福
と
は
言
え
な
い
し
、
貧
賤
ま
た
短
命
で
あ
っ
て
も
、

心
が
楽
し
け
れ
ば
禍
と
は
言
え
な
い
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
身
上
の
声
色
臭
味
な
ど
は
単
な
る

娯
し
み
で
あ
っ
て
、
道
徳
の
修
養
の
楽
し
み
に
勝
る
も
の
は
な
い
と
い
う
。
孔
子
も
『
論
語
』

で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
「
朝
に
道
を
聞
か
ば
、
夕
べ
に
死
す
と
も
可
な
り
」
と
か
、
貧
窮
の
中

に
あ
っ
た
弟
子
の
顔
回
の
態
度
を
「
人
そ
の
憂
へ
に
堪
え
ざ
る
に
、
回
や
、
そ
の
楽
し
み
を
改

め
ず
」
と
評
し
た
こ
と
な
ど
を
例
に
、「
福
こ
れ
よ
り
大
な
る
は
な
し
」
と
断
定
す
る
。「
人
、

道
徳
を
修
む
れ
ば
、
則
ち
死
生
は
昼
夜
な
り
、
貧
富
は
春
秋
な
り
。
得
失
万
変
す
る
も
、
そ
の

心
は
泰
然
と
し
て
動
か
ず
」
と
い
う
よ
う
に
、
死
生
・
貧
富
も
、
変
化
循
環
す
る
も
の
と
悟
り
、

心
は
泰
然
と
し
て
少
し
も
動
か
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
。

　

し
か
し
、「
聖
賢
も
ま
た
人
な
り
。
富
貴
を
愛
せ
ざ
る
に
あ
ら
ず
。
た
だ
、
こ
れ
を
以
て
道

徳
の
楽
し
み
に
易
へ
ざ
る
の
み
」
と
し
、
聖
人
が
富
貴
を
求
む
る
ば
あ
い
も
、
太
平
の
世
を
創

ろ
う
と
す
る
た
め
で
あ
っ
て
「
あ
に
一
身
の
為
め
に
せ
ん
や
」
と
述
べ
る
。
と
こ
ろ
が
逆
に
、

貪
欲
な
人
が
富
貴
を
求
め
る
そ
の
あ
り
様
は
、
ま
さ
に
苦
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
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「
渇
を
病
む
も
の
は
水
を
飲
む
な
り
。
未
だ
嘗
て
快
と
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
然
れ
ど
も
一
滴
喉

を
下
れ
ば
、
便
ち
煩
渇
を
添
ふ
。
い
よ
い
よ
飲
め
ば
い
よ
い
よ
渇
す
。
な
ほ
熱
釜
に
沃
ぐ
が
ご

と
し
」
と
い
う
よ
う
に
、
一
時
の
快
を
得
る
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
欲
望
は
波
の
よ
う
に
次
か
ら
次

に
限
り
な
く
起
こ
っ
て
来
て
、
ど
ん
な
権
勢
や
豪
華
な
境
涯
を
得
て
も
、
安
心
し
て
落
ち
着
い

て
は
暮
ら
せ
な
い
も
の
で
あ
る
と
説
明
す
る
。

　

と
こ
ろ
で
、「
道
徳
の
求
め
難
き
は
、
富
貴
よ
り
も
甚
だ
し
」
と
い
う
。
道
徳
の
成
就
、
道

徳
を
修
得
し
て
聖
賢
と
成
る
こ
と
な
ど
は
、
ほ
と
ん
ど
自
己
の
働
き
を
越
え
た
天
の
助
け
、
つ

ま
り
「
天
佑
」
で
あ
る
と
い
う
。「
天
を
敬
す
る
も
の
に
お
け
る
、
能
く
勇
知
を
以
て
こ
れ
に

錫
ふ
。・
・
・
聖
の
ま
す
ま
す
聖
な
る
は
、
則
ち
天
佑
な
る
も
の
あ
り
て
存
す
」
と
す
る
の
で

あ
る
。

⑬
「
学
ぶ
」
必
要
性
（
第
二
十
九
則
）

　
「
天
を
敬
す
る
も
の
は
必
ず
学
ぶ
。
学
は
即
ち
そ
の
敬
を
成
す
所
以
な
り
」
と
い
う
。
す
な

わ
ち
、
天
は
人
々
に
職
（
身
分
）
を
与
え
て
お
り
、
そ
の
職
を
善
く
尽
く
す
こ
と
が
天
に
事
え

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
職
に
お
い
て
善
く
せ
ざ
る
所
が
あ
れ
ば
、「
心
に
求
め
」「
人
に
求
め
」

「
古
書
に
求
め
」
て
、
そ
の
求
め
る
所
を
得
る
こ
と
を
期
す
こ
と
を
要
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

た
だ
、
書
を
読
む
だ
け
が
学
な
の
で
は
な
い
と
す
る
。

　

読
書
に
つ
い
て
は
、『
約
言
或
問
』
で
は
、「
余
力
あ
る
者
は
書
を
読
む
べ
し
。
余
力
無
く
ん

ば
書
を
読
ま
ず
と
も
可
な
り
」
と
い
う
。
ま
た
「
敬
天
の
義
さ
え
明
了
な
ら
ば
、
一
巻
の
書
を

読
ま
ず
と
も
亦
た
道
を
知
る
な
り
」
と
す
る
。
書
を
読
む
の
は
、
道
を
行
う
の
に
「
行
き
当
り

た
る
時
」
で
あ
り
、「
行
き
当
た
る
こ
と
な
く
ば
、一
巻
の
書
を
読
ま
ず
と
も
可
な
り
」
と
い
う
。

つ
ま
り
、「
書
を
読
む
は
、
道
を
行
う
助
け
に
す
る
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑭
我
が
国
の
あ
り
か
た
（
第
三
十
五
則
）

　

淡
窓
は
、
わ
が
国
が
中
国
と
は
人
心
も
土
地
も
異
な
っ
て
い
る
の
に
儒
教
を
取
り
入
れ
て
天

を
敬
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
大
本
の
道
が
同
じ
だ
か
ら
で
あ
る
と
論
じ
る
。「
わ

が
先
王
、
内
、
神
徳
を
抱
き
、
外
、
儒
教
を
宗
と
す
。
そ
の
治
道
に
お
け
る
備
わ
ら
ざ
る
所
な

き
な
り
」
と
、
わ
が
国
の
天
皇
が
神
道
を
奉
じ
な
が
ら
、
し
か
も
儒
教
を
本
源
と
し
て
政
治
の

道
は
完
全
で
あ
っ
た
と
讃
え
る
。
先
王
と
は
、
儒
教
の
伝
来
し
た
と
き
の
天
皇
で
あ
る
応
神
天

皇
を
さ
す
。
中
国
と
わ
が
国
と
は
細
か
い
と
こ
ろ
で
は
い
ろ
い
ろ
な
相
違
が
あ
る
が
、
そ
の
違

い
は
末
節
で
あ
り
「
道
を
言
ふ
も
の
、
本
を
明
ら
か
に
す
る
を
要
と
な
す
。
い
や
し
く
も
そ
の

本
を
明
ら
か
に
せ
ば
、
末
節
の
異
同
は
必
ず
し
も
弁
ぜ
ず
し
て
可
な
り
」
と
し
、
神
道
の
神
と

「
天
」
と
は
異
な
っ
て
い
る
が
「
東
聖
西
聖
、
そ
の
揆
は
一
な
り
」
で
、
そ
の
道
は
同
じ
で
あ

る
と
す
る
。

　

ま
た
、
中
国
で
は
革
命
（
王
朝
交
代
）
が
あ
る
の
に
我
が
国
に
は
無
い
の
を
「
我
が
皇
統
の

万
古
に
し
て
易
は
ら
ざ
る
は
、
天
こ
れ
を
置
く
な
り
」
と
し
て
、
そ
れ
は
人
力
で
は
な
く
「
天
」

の
為
す
と
こ
ろ
と
す
る
。
た
だ
、
我
が
邦
は
、
儒
教
の
説
で
も
五
行
説
や
讖
緯
学
な
ど
の
誣
妄

の
説
は
取
り
入
れ
ず「
我
が
先
王
、独
り
堯
舜
の
教
へ
を
取
る
。
そ
の
慮
遠
な
る
か
な
」ま
た「
我

が
先
王
、
遠
く
堯
舜
の
道
を
求
め
、
以
て
邦
教
と
な
す
。
そ
れ
天
下
後
世
を
憂
ふ
る
こ
と
至
れ

り
」
と
し
て
、
儒
教
の
正
統
で
あ
る
堯
舜
の
教
え
（
六
経
）
や
そ
れ
を
受
け
継
い
だ
孔
子
・
孟

子
の
教
え
を
取
り
入
れ
た
こ
と
を
と
く
に
感
心
し
て
述
べ
て
い
る
。

⑮
治
と
教
（
第
三
十
六
則
）

　

治
（
政
治
）
と
教
（
教
化
）
は
、
秦
漢
時
代
以
降
に
は
分
離
し
て
し
ま
っ
た
が
、
堯
舜
湯
武

の
時
代
（
三
代
）
の
よ
う
に
倶
に
備
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
る
。
三
代
で
は
、
天
の

意
志
と
し
て
善
を
賞
し
悪
を
罰
し
た
が
「
賞
罰
す
る
は
治
を
施
す
な
り
。
こ
れ
を
天
意
に
本
ず

く
は
教
へ
を
立
つ
る
な
り
。
治
に
あ
ら
ざ
れ
ば
民
の
身
を
制
す
る
な
く
、
教
へ
に
あ
ら
ざ
れ
ば

民
の
心
を
服
す
る
な
し
。
治
な
る
も
の
は
教
の
具
、
教
な
る
も
の
は
治
の
本
、
合
し
て
こ
れ
を

言
へ
ば
道
な
り
」
そ
し
て
「
治
教
具
は
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
君
臣
親
し
ま
ず
。
君
臣
親
し
ま
ず
し

て
三
代
に
比
隆
せ
ん
と
欲
す
る
も
得
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
、「
治
」
と
「
教
」
の
統
合
を
説

い
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
書
が
作
ら
れ
た
の
も
「
予
独
り
恐
る
、
道
を
言
ふ
も
の
、
三
代
の

良
軌
に
循
は
ず
し
て
、
秦
後
の
陋
轍
を
踏
ま
ん
こ
と
を
」
考
え
た
か
ら
だ
と
し
て
、
こ
の
『
約

言
』
を
締
め
括
っ
て
い
る
。

（
２
）
淡
窓
の
生
涯
と
「
敬
天
」

①
一
生
病
気
に
苦
悩
し
た
生
涯

　

淡
窓
の
思
想
は
、
そ
の
生
涯
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
淡
窓
は
生
来
非
常
に
病
弱
な
体
質

で
あ
っ
た
。
彼
の
日
記
を
み
る
と
病
気
に
罹
っ
た
記
事
が
い
た
る
所
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
、
苦
悩
し
、
身
体
の
養
生
に
務
め
る
べ
く
反
省
を
し
て
い
る
記
事
が
し
ば
し
ば
見
え
て
い



二
三

る
。
淡
窓
自
身
が
生
涯
の
「
三
大
厄
」
と
語
っ
て
い
る
、
生
死
の
境
を
さ
ま
よ
う
よ
う
な
大
病

に
生
涯
に
三
度
遭
っ
て
い
る
ほ
か
、
い
つ
も
流
行
の
病
い
に
罹
っ
た
り
、
胃
腸
病
・
胸
部
疾
患
・

眼
疾
な
ど
多
く
の
持
病
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。『
約
言
』
の
元
で
あ
る
『
敬
天
説
』
は
、

四
十
四
歳
の
と
き
に
起
稿
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
直
後
に
「
三
大
厄
」
で
も
最
も
重
か
っ
た
と

い
う
大
患
に
罹
っ
て
い
る
。
こ
の
大
病
は
、
周
囲
の
ほ
と
ん
ど
の
人
が
今
度
は
助
か
ら
な
い
と

思
っ
た
程
の
も
の
で
、
事
実
、
癒
え
た
あ
と
も
二
年
間
ほ
ど
は
毎
日
の
日
記
も
つ
け
る
こ
と
が

で
き
ず
に
中
断
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
翌
年
、
淡
窓
は
病
後
の
気
分
を
変
え
る
た
め
書
斎
「
淡

窓
」
を
新
築
し
、
新
た
な
気
持
ち
で
修
養
に
努
め
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
当
初
の
も
の
を
大

幅
に
書
き
換
え
た
改
稿
『
約
言
』
を
書
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、『
約
言
』
の
思
想
に
は
、

大
病
よ
り
生
還
し
た
淡
窓
の
経
験
や
生
死
の
理
を
深
く
考
え
る
人
生
観
が
根
底
に
横
た
わ
っ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
淡
窓
は
『
約
言
』
の
述
べ
る
と
こ
ろ
の
「
敬
天
」
を
自
ら
実
践
し
て
い
く
の
で
あ

る
。
そ
の
原
点
は
、
禍
福
応
報
と
善
の
実
践
を
説
く
『
陰
騭
録
』
で
あ
っ
た
。
そ
の
具
体
的
実

践
が
「
万
善
簿
」
の
記
録
で
あ
る
。

②
敬
天
の
原
点
―
「
陰
騭
録
」

　

淡
窓
は
、
福
岡
の
亀
井
塾
に
学
ん
で
い
た
十
八
歳
の
寛
政
十
一
年
の
冬
、
重
病
に
罹
り
、
意

思
に
反
し
て
退
塾
し
て
帰
郷
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。『
懐
旧
楼
筆
記
』
に
よ
る
と
「
二
三
年

来
、
病
多
し
。
此
の
年
の
冬
に
至
っ
て
稍
く
甚
し
。
一
身
熱
を
生
じ
、
潮
熱
の
症
な
り
。
自
汗

盗
汗
あ
り
、其
の
症
労
瘵
に
似
た
り
。
是
に
於
い
て
心
中
恐
れ
を
生
ず
」
と
い
う
状
態
と
な
り
、

周
囲
の
人
々
か
ら
保
養
を
勧
め
ら
れ
、
十
二
月
上
旬
日
田
に
帰
郷
し
た
。
こ
れ
が
つ
い
に
塾
か

ら
の
大
帰
と
な
る
の
で
あ
る
。「
十
六
の
春
よ
り
先
生
の
塾
に
入
り
、
是
に
至
っ
て
三
年
、
終

に
大
帰
せ
り
。
素
志
は
五
六
年
も
彼
の
地
に
留
ま
り
、
其
の
後
は
四
方
に
漫
遊
せ
ん
と
思
ひ
し

に
、
筑
の
逗
留
も
実
は
二
年
に
満
た
ず
。
其
の
後
遂
に
四
方
の
事
な
し
。
歎
息
す
る
に
余
り
あ

り
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
亀
井
塾
で
学
ん
だ
後
、
将
来
は
京
・
大
坂
・
江
戸
な
ど
へ
も
遊

学
し
て
さ
ら
に
飛
躍
し
た
い
と
の
望
み
で
あ
っ
た
の
に
、
や
む
な
く
帰
郷
し
て
日
田
で
療
養
せ

ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

淡
窓
は
、
帰
郷
前
、
博
多
で
「
已
に
大
病
の
き
ざ
し
あ
り
。
心
中
に
甚
だ
恐
れ
を
抱
き
」
和

訳
の
袁
了
凡
著
『
陰
騭
録
』（
こ
れ
は
無
名
道
人
訳
『
和
語
陰
騭
録
』
と
思
わ
れ
る
）
一
部
を

買
い
求
め
て
読
み
、「
善
事
を
為
し
て
天
助
を
祈
ら
ん
」
と
思
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ

し
て
、
翌
年
、
十
九
歳
の
正
月
に
作
っ
た
漢
詩
に
は
「
人
生
の
夭
寿
定
め
て
何
に
因
る
、
須
ら

く
識
る
べ
し
皇
天
は
善
人
に
祥
す
る
を
、
案
上
一
編
の
陰
騭
録
、
年
命
を
祈
っ
て
千
春
を
保
つ

こ
と
を
要
む
」
と
詠
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
の
ち
に
『
懐
旧
楼
筆
記
』
に
は
「
初
め
余
十
八
歳

の
時
、
袁
了
凡
が
「
陰
騭
録
」
の
旨
に
因
っ
て
一
萬
を
行
は
ん
と
誓
へ
り
。
然
れ
ど
も
其
の
事

果
さ
ず
。
其
の
他
の
行
事
も
亦
た
悔
ゆ
べ
き
事
多
し
」
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

　
『
陰
騭
録
』
は
、
中
国
明
代
の
淅
江
省
の
人
で
あ
る
袁
了
凡
が
自
分
の
子
の
た
め
に
書
い
た

教
訓
の
書
で
あ
り
、
内
容
は
「
立
命
の
学
」
編
で
、
少
年
の
こ
ろ
に
孔
老
人
と
い
う
人
か
ら
運

命
を
占
わ
れ
、
そ
れ
が
尽
く
的
中
し
た
た
め
、
宿
命
論
に
陥
っ
て
い
た
が
、
の
ち
に
雲
谷
禅
師

と
出
合
い
、
運
命
は
自
分
か
ら
造
り
だ
す
も
の
で
あ
る
と
の
「
立
命
」
の
説
を
教
え
ら
れ
、
そ

れ
以
降
、
教
え
ら
れ
た
功
過
格
（
反
省
の
為
に
、
自
分
の
行
為
の
善
事
（
功
）
の
数
か
ら
悪
事

（
過
）
の
数
を
除
し
て
記
録
す
る
も
の
）
に
よ
る
善
の
実
践
に
勤
め
て
自
己
の
運
命
を
開
拓
す

る
こ
と
と
な
っ
た
体
験
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
続
い
て「
謙
虚
利
中
」編
お
よ
び「
積

善
」
編
で
、
謙
虚
に
し
て
益
を
受
け
た
人
々
の
例
と
善
事
を
行
っ
て
善
い
報
い
を
受
け
た
人
々

の
例
を
あ
げ
て
そ
れ
を
証
し
、「
改
過
」
編
で
、心
の
工
夫
に
よ
り
過
ち
を
改
め
る
こ
と
を
説
き
、

「
功
過
格
」
編
で
、
雲
谷
禅
師
の
示
し
た
功
過
の
基
準
を
五
十
条
紹
介
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　

淡
窓
は
、
十
八
歳
の
時
、
袁
了
凡
著
『
陰
騭
録
』
を
読
み
、
そ
こ
で
、
運
命
は
努
力
に
よ
っ

て
自
分
で
立
て
直
す
こ
と
が
出
来
る
こ
と
を
悟
り
、
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
功
過
格
を
実
践
し

て
、
一
万
の
善
事
を
為
そ
う
と
誓
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
善
事
を
為
し
徳
を
積
ん
で
、
病

弱
な
自
分
の
運
命
を
変
え
た
い
と
願
い
、
天
は
善
を
祥
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
長
寿
と
な
る
よ

う
に
天
の
助
け
を
祈
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
敬
天
思
想
」
の
基
礎
に
は
『
陰
騭
録
』
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

な
お
、『
約
言
』
に
載
せ
て
い
る
亀
井
昭
陽
の
序
文
に
、
淡
窓
の
父
三
郎
右
衛
門
の
こ
と
を

誉
め
て
い
る
個
所
で
、
淡
窓
の
父
も
「
陰
騭
録
」
を
信
じ
て
い
た
こ
と
を
淡
窓
自
身
が
語
っ
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
子
基
（
淡
窓
の
字
）
曰
く
、
建
（
淡
窓
の
名
）
の
父
、
篤
く
袁
氏

の
陰
騭
録
を
信
じ
、
建
の
童
丱
よ
り
常
に
喩
す
に
陰
徳
作
善
を
以
て
す
。
小
冊
は
勧
懲
を
主
と

し
、
亦
た
以
て
庭
誥
の
意
を
拡
げ
る
な
り
と
。
予
、
喟
然
と
し
て
歎
じ
て
曰
く
、
是
れ
有
る
哉
、

広
翁
は
大
齢
、
男
子
多
く
皆
な
賢
に
し
て
富
栄
え
、
良
に
ゆ
え
有
る
な
り
と
。
然
ら
ば
則
ち
、

約
言
の
淵
源
す
る
所
、
身
は
積
善
の
慶
を
膺
け
、
親
し
く
報
応
の
験
を
見
る
」
と
あ
り
、
淡
窓

は
幼
少
の
こ
ろ
、
父
か
ら
陰
騭
録
の
善
行
を
教
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。



二
四

③
敬
天
の
実
践
―
「
万
善
簿
」

　

十
八
歳
以
降
、
淡
窓
は
「
善
」
の
実
践
に
勤
め
た
と
し
て
い
る
が
、
な
か
な
か
長
続
き
で
き

な
か
っ
た
と
語
っ
て
い
る
。
日
記
を
み
る
と
数
か
所
だ
が
、
功
過
格
の
実
践
し
た
こ
と
が
見
え

て
い
る
。
ま
た
、
文
政
七
年
、
四
十
三
歳
の
と
き
、『
自
新
録
』
を
著
し
て
、
自
分
の
こ
れ
ま

で
の
行
為
を
反
省
し
、
あ
ら
た
め
て
実
行
で
き
な
か
っ
た
善
行
の
実
践
を
誓
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
れ
も
な
か
な
か
実
行
で
き
な
か
っ
た
と
語
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
淡
窓
は
、
天
保
六
年
、

五
十
四
歳
の
と
き
『
再
新
録
』
を
著
し
て
、
新
た
に
実
行
で
き
な
か
っ
た
善
行
の
実
践
を
決
意

し
た
。
そ
こ
で
は
、
四
十
三
歳
の
『
自
新
録
』
の
と
き
に
は
、
毎
日
自
分
の
行
為
を
記
録
す
る

の
は
煩
雑
に
堪
え
な
い
の
で
、
と
に
か
く
強
い
て
善
行
を
実
践
す
れ
ば
よ
い
と
考
え
て
い
た
た

め
失
敗
し
た
の
だ
と
深
く
反
省
し
、
煩
雑
で
あ
っ
て
も
記
録
を
行
わ
な
く
て
は
達
成
で
き
な
い

こ
と
を
痛
感
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、閏
七
月
九
日
か
ら
毎
日
記
録
す
る
こ
と
を
決
意
し
て
、

あ
ら
た
め
て
一
万
善
の
功
過
格
の
実
践
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
方
法
は
、
善
（
功
）
を
○
、
悪
（
過
）
を
●
で
、
そ
の
行
為
の
軽
重
の
程
度
に
よ
る
数

量
に
よ
っ
て
記
入
し
、
月
末
に
○
と
●
の
数
を
差
し
引
き
し
て
集
計
し
、
そ
れ
を
通
計
し
て

一
万
善
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
善
（
○
）
は
、
勧
人
為
善
、
骨
肉
用

恩
、
捨
財
利
人
、
周
旋
人
事
、
忠
告
、
放
生
、
善
念
な
ど
で
あ
り
、
悪
（
●
）
は
、
殺
生
、
怒

言
、
過
食
得
疾
、
慳
財
、
怒
心
、
妄
想
な
ど
で
あ
る
。『
万
善
簿
』
は
「
敬
怠
考
」
と
「
義
欲
考
」

の
二
通
り
の
構
成
と
な
っ
て
い
る
。「
敬
怠
考
」は
、善
を
勧
め
る
積
極
面
の
修
養
を
意
味
し
、「
義

欲
考
」
は
、
悪
を
制
す
る
消
極
面
の
修
養
を
意
味
す
る
も
の
で
、
積
極
的
行
為
と
消
極
的
行
為

の
二
つ
を
分
け
て
実
践
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。『
万
善
簿
』
を
み
る
と
、
こ
れ

よ
り
十
二
年
七
カ
月
後
の
嘉
永
元
年
一
月
、
六
十
七
歳
の
時
に
一
万
善
の
達
成
が
記
録
さ
れ
て

お
り
、
ま
た
、
引
き
続
き
七
十
三
歳
ま
で
記
録
を
続
け
、
六
年
七
カ
月
で
六
千
余
を
記
録
し
て

い
る
。

　

な
お
、
現
存
す
る
『
万
善
簿
』
は
、
淡
窓
が
、
詩
文
稿
、
書
簡
控
、
雑
録
綴
、
米
銭
出
納
控

な
ど
の
余
白
に
記
録
し
て
い
て
、
広
瀬
家
の
倉
庫
に
奥
深
く
し
ま
い
込
ま
れ
て
い
た
も
の
を
、

広
瀬
家
の
子
孫
が
発
見
し
、
年
次
月
日
順
に
整
理
し
製
本
し
た
も
の
で
あ
る
。
淡
窓
は
、
あ
く

ま
で
自
分
自
身
の
記
録
と
し
て
余
っ
た
用
紙
に
記
入
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
人
に
見
せ
よ
う

と
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

（
３
）
中
国
思
想
に
お
け
る
「
天
」
―
儒
教
の
変
遷

①
「
天
」
の
概
念

　
『
約
言
』
で
主
張
さ
れ
て
い
る
「
敬
天
」
の
対
象
で
あ
る
「
天
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
思
想

を
背
景
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
中
国
思
想
の
根
底
に
あ
る
の
が
「
天
」
の

思
想
で
あ
り
、
そ
の
影
響
を
多
く
受
け
た
日
本
の
「
天
」
の
思
想
は
、
そ
れ
ぞ
れ
時
代
に
よ
り

そ
の
概
念
が
異
な
っ
て
お
り
、
淡
窓
の
主
張
す
る
「
天
」
と
は
ど
の
よ
う
な
思
想
の
影
響
を
受

け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
中
国
と
日
本
に
お
け
る
「
天
」
の
概
念
の
変
遷
を
検
討

し
て
み
た
い
。

　

中
国
で
は
「
天
」
の
概
念
は
、
儒
教
ば
か
り
で
な
く
、
中
国
の
伝
統
思
想
と
し
て
も
時
代
を

超
え
、
学
派
の
対
立
を
超
え
て
、
思
想
の
根
底
に
あ
っ
て
重
い
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
中
国
の

古
代
か
ら
清
王
朝
の
滅
亡
ま
で
、
王
朝
の
交
代
に
よ
る
支
配
の
正
統
性
の
根
拠
と
し
て
「
天
命

（
天
の
命
を
革
め
る
）」
が
重
視
さ
れ
、
歴
代
の
王
朝
の
天
子
が
「
祭
天
」
の
儀
式
を
執
り
行
っ

て
き
た
の
で
あ
る
。

　
「
天
」
は
儒
教
の
古
典
（
六
経
）
に
あ
ら
わ
れ
る
思
想
が
根
源
に
な
っ
て
い
る
が
、
時
代
が

進
む
に
つ
れ
て
そ
の
基
本
的
な
意
味
内
容
が
変
化
し
て
い
る
。
大
ま
か
に
い
え
ば
、
主
宰
的
人

格
神
的
な
性
格
か
ら
、
自
然
界
の
理
法
的
な
性
格
へ
と
変
化
し
、
さ
ら
に
非
人
格
的
な
物
理
的

な
性
格
（
天
空
）
へ
と
概
念
が
変
化
し
て
お
り
、
ま
た
外
在
し
て
い
た
存
在
か
ら
、
人
間
に
内

在
す
る
存
在
へ
と
変
質
し
て
い
る
。『
約
言
』
は
、
古
代
の
『
書
経
』『
詩
経
』
な
ど
の
六
経
に

見
ら
れ
る
「
天
」
の
概
念
を
探
求
し
論
じ
た
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

②
古
代
の
「
天
」
―
人
格
神
的
主
宰
者

　
「
天
」
の
概
念
の
起
源
は
、
周
代
か
ら
始
ま
る
と
さ
れ
て
い
る
。
中
国
の
古
代
を
知
り
得
る

文
字
史
料
は
、
甲
骨
文
、
金
文
、
経
書
な
ど
で
あ
る
。
中
国
古
代
の
殷
の
人
々
が
遺
し
た
考
古

学
的
資
料
で
あ
る
「
甲
骨
文
」
は
、
旱
魃
な
ど
の
天
候
や
豊
作
・
凶
作
な
ど
の
農
業
生
産
、
政

治
的
決
定
や
儀
式
の
際
に
亀
甲
を
灼
い
て
そ
の
ひ
び
割
れ
方
を
占
っ
て
そ
の
結
果
を
文
字
で
刻

ん
だ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
「
天
」
の
文
字
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
そ
れ
も
「
大
」
の
字
と
同

義
で
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
と
い
う
。「
天
」の
概
念
を
表
し
て
い
る
の
は
、殷
で
の
多
く
の
神
々

の
至
上
神
と
さ
れ
る
「
帝
」
も
し
く
は
「
上
帝
」
で
あ
る
。「
帝
」
は
雨
風
・
旱
魃
を
も
た
ら
し
、

農
耕
を
左
右
し
、
戦
争
で
は
王
を
助
け
る
力
を
も
つ
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
、
殷
は
多
神
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教
で
あ
り
絶
対
的
な
唯
一
神
で
は
な
か
っ
た
。「
帝
」
の
概
念
は
、
殷
王
朝
の
祖
先
崇
拝
の
観

念
に
発
生
し
て
い
る
と
さ
れ
、
王
に
恩
恵
と
加
護
を
与
え
る
殷
の
祖
先
神
と
す
る
と
す
る
説
が

有
力
で
あ
る
。

　

殷
王
朝
に
代
わ
っ
た
周
王
朝
で
は
、
青
銅
器
に
記
し
た
「
金
文
」
に
、
そ
れ
を
制
作
し
た
と

き
の
祭
祀
の
由
来
な
ど
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
、「
天
威
を
畏
る
」「
天
有
は
大
命
を
愛

く
」な
ど
と「
天
」の
文
字
が
儀
式
で
の
神
聖
で
至
高
の
存
在
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
ま
た
、『
書

経
』
の
う
ち
の
周
初
の
古
い
と
さ
れ
る
部
分
（「
五
誥
」）
も
当
時
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
文
字

史
料
で
あ
る
が
、「
惟
れ
天
は
命
を
降
し
」「
天
命
は
易
か
ら
ず
」「
天
畏
ま
こ
と
な
ら
ず
」
な
ど
、

同
じ
よ
う
に
至
高
の
存
在
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
の
「
天
」
は
、
周
王
朝
に
命
を
降

し
て
恩
寵
を
与
え
そ
の
支
配
を
支
持
す
る
と
と
も
に
、威
罰
を
与
え
る
存
在
で
あ
る
。周
の「
天
」

は
、
殷
の
「
帝
」
と
同
じ
よ
う
な
最
高
の
人
格
神
で
あ
る
が
、
恩
寵
を
与
え
る
だ
け
の
祖
先
神

の
性
格
を
超
え
て
、王
朝
の
交
代
を
も
支
配
し
、威
罰
を
も
降
す
超
越
的
な
至
高
の
存
在
と
な
っ

て
い
る
。「
天
」
は
、「
帝
」
を
継
承
し
た
宗
教
的
な
性
格
と
と
も
に
、政
治
的
な
性
格
を
も
持
っ

た
人
格
神
的
な
主
宰
者
で
あ
っ
た
。「
天
」
は
、殷
が
周
に
代
わ
り
新
し
い
支
配
者
の
周
に
よ
っ

て
統
括
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、「
帝
」
と
「
天
」
と
は
し
ば
し
ば
混
用
さ
れ
て
お

り
「
皇
天
上
帝
」
と
も
記
さ
れ
る
。

　
『
詩
経
』
で
は
、
周
初
の
も
の
と
み
ら
れ
る
「
大
雅
」
の
「
文
王
篇
」「
思
齊
篇
」
で
は
、「
天

命
常
な
し
」「
上
天
の
事
は
聲
も
な
く
臭
い
も
な
し
」
な
ど
、『
書
経
』「
五
誥
」
と
同
じ
性
格

の
「
天
」
で
あ
る
が
、
の
ち
の
東
周
時
代
の
も
の
は
、「
悠
々
た
る
蒼
天
」「
彼
の
蒼
な
る
は
天
」

「
聲
は
天
に
聞
こ
ゆ
」
と
い
っ
た
自
然
と
し
て
の
天
（
大
空
）
と
思
わ
れ
る
表
現
も
み
ら
れ
る
。

時
代
が
下
が
る
に
し
た
が
い
、
一
般
の
自
然
科
学
的
知
識
の
進
展
に
と
も
な
っ
て
、
宗
教
性
と

離
れ
る
天
の
自
然
的
性
格
が
出
て
き
た
も
の
と
さ
れ
る
。

　

な
お
、「
天
」
の
崇
拝
は
、
中
国
周
辺
の
遊
牧
民
の
崇
拝
に
起
源
が
あ
る
と
い
う
説
が
あ
る
。

広
野
で
頭
上
に
天
穹
を
戴
く
遊
牧
民
族
に
「
天
」
の
観
念
は
ふ
さ
わ
し
く
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸

の
砂
漠
や
草
原
の
遊
牧
民
族
に
広
く
み
ら
れ
る
と
い
う
。
周
は
、
も
と
も
と
中
国
西
北
方
に
住

ん
で
い
た
遊
牧
民
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
わ
れ
る
。
司
馬
遷
の
『
史
記
』
に
よ
れ
ば
、

周
の
祖
先
は
中
国
西
北
部
の
戎
狄
の
地
に
住
ん
で
い
た
が
、
の
ち
長
安
の
近
郊
の
岐
山
の
地
に

移
り
定
住
し
た
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
遊
牧
民
の
周
の
「
天
」
の
信
仰
は
、
農
耕
の
生
活

が
進
む
中
で
も
維
持
さ
れ
て
、
殷
を
征
服
し
た
際
に
、
殷
の
「
帝
」
の
性
格
も
取
り
入
れ
た
も

の
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

ま
た
、
世
界
の
風
土
と
各
地
域
の
民
族
・
文
化
・
社
会
の
特
質
と
の
関
係
を
解
明
し
た
著
作
で

あ
る
、
和
辻
哲
郎
の
『
風
土
』
に
よ
れ
ば
、「
人
格
神
」
は
砂
漠
の
風
土
の
中
か
ら
生
ま
れ
る

と
い
う
。
砂
漠
の
民
は
、
過
酷
な
自
然
の
脅
威
と
の
闘
い
に
お
い
て
生
き
ざ
る
を
得
ず
、
ま
た

遊
牧
の
生
活
で
は
、
必
要
な
草
原
と
泉
を
守
る
た
め
に
、
部
族
と
し
て
の
団
結
・
服
従
を
強
め
、

他
の
部
族
と
の
闘
い
を
繰
り
広
げ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
戦
闘
と
服
従
と
い
う
特
有
な
性
格

が
形
成
さ
れ
る
。
砂
漠
の
民
は
、
部
族
の
全
体
意
志
の
表
現
で
あ
る
神
的
な
力
に
よ
り
存
在
と

生
育
が
可
能
と
な
り
、
神
へ
の
絶
対
的
な
服
従
と
他
部
族
の
神
と
の
戦
闘
を
行
う
の
で
あ
り
、

こ
こ
に
、
自
然
と
対
抗
す
る
「
人
格
神
」
の
観
念
が
生
ま
れ
る
と
説
い
て
い
る
。

③
孔
子
の
「
天
」
と
「
命
」
―
倫
理
的
「
天
」

　

孔
子
は
、
儒
教
を
大
成
し
た
聖
人
で
あ
る
。
そ
の
思
想
は
『
論
語
』
に
「
述
べ
て
作
ら
ず
、

信
じ
て
古
を
好
む
」
と
い
う
よ
う
に
、
古
い
伝
統
に
基
づ
い
て
述
べ
、
新
し
い
創
作
は
せ
ず
に

昔
の
こ
と
を
信
じ
て
愛
好
す
る
と
い
う
も
の
で
、
周
王
朝
の
文
化
・
伝
統
、
つ
ま
り
古
典
と
儀

礼
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
春
秋
時
代
末
期
の
新
し
い
風
潮
を
受
け
た
合
理
的
人
間
主
義
と
も
い

え
る
思
想
を
展
開
し
た
人
で
あ
っ
た
。
孔
子
は
、
思
想
と
し
て
は
「
夫
子
（
孔
子
）
の
性
と
天

道
と
を
言
ふ
は
、得
て
聞
く
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
か
「
子
、怪
力
乱
神
を
語
ら
ず
」
と
か
「
鬼

神
を
敬
し
て
こ
れ
を
遠
ざ
く
」「
未
だ
生
を
知
ら
ず
、
焉
ん
ぞ
死
を
知
ら
ん
」
と
い
う
言
葉
が

あ
る
よ
う
に
、
神
秘
的
な
存
在
に
つ
い
て
は
語
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
天
」
に
つ
い

て
も
、
そ
の
存
在
を
は
っ
き
り
と
説
明
し
た
も
の
は
な
い
。
こ
れ
は
、
孔
子
が
知
り
得
な
い
神

秘
的
な
も
の
よ
り
も
、
も
っ
ぱ
ら
道
徳
や
政
治
と
い
っ
た
人
間
社
会
の
現
実
的
な
問
題
に
こ
そ

関
心
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
孔
子
は
「
之
を
知
る
を
之
を
知
る
と
為
し
、
知
ら
ざ

る
を
知
ら
ず
と
為
す｡

是
れ
知
れ
る
な
り
」と
い
っ
た
合
理
主
義
、人
間
主
義
の
思
想
家
で
あ
っ

た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、「
天
」「
天
命
」
に
関
わ
る
言
葉
は
『
論
語
』
に
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
孔

子
の
思
想
の
中
で
は
き
わ
め
て
重
要
な
存
在
で
あ
っ
た
。
孔
子
が
「
天
」
に
つ
い
て
の
言
葉
を

発
し
て
い
る
の
は
、
特
に
危
機
的
状
況
に
あ
っ
た
と
き
や
悲
し
い
出
来
事
に
会
っ
た
と
き
で
あ

る
。
宋
で
桓
魋
の
迫
害
に
会
っ
た
と
き
「
天
、
徳
を
予
れ
に
生
ぜ
り
。
桓
魋
そ
れ
予
れ
を
如
何

せ
ん
」
と
言
っ
た
し
、
匡
の
地
で
の
危
難
で
は
「
天
の
未
だ
斯
の
文
を
喪
ぼ
さ
ざ
る
や
、
匡
人

其
れ
予
れ
を
如
何
せ
ん
」
と
言
い
、
徳
の
行
動
の
道
徳
活
動
を
支
え
る
の
が
「
天
」
で
あ
る
こ

と
、斯
文
つ
ま
り
文
化
の
伝
承
す
る
役
割
を
支
援
す
る
の
が
「
天
」
で
あ
る
こ
と
を
確
信
を
持
っ
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て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
高
弟
の
顔
回
が
死
ん
だ
と
き
「
噫
、
天
予
れ
を
喪
ぼ
せ
り
。
天
予
れ
を
喪
ぼ
せ
り
」

と
慟
哭
し
て
い
る
が
、
顔
回
へ
の
大
き
な
期
待
が
打
ち
砕
か
れ
た
の
を
、「
天
」
の
非
情
す
ぎ

る
働
き
と
し
て
嘆
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
に
よ
り
、「
天
」
の
人
間
を
超
え
た

超
越
的
な
性
格
を
語
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
孔
子
が
病
気
の
と
き
に
弟
子
の
子
路

の
詐
り
の
行
動
を
戒
め
て
「
吾
れ
誰
を
か
欺
か
ん
。
天
を
欺
か
ん
か
」
と
い
っ
て
い
る
が
、「
天
」

は
欺
く
こ
と
が
で
き
な
い
照
覧
す
る
存
在
つ
ま
り
道
徳
行
為
の
監
視
者
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て

い
る
。
ま
た
「
天
を
怨
み
ず
、
人
を
尤
め
ず
、
下
学
し
て
上
達
す
。
我
を
知
る
者
は
そ
れ
天
か
」

と
述
べ
た
の
は
、「
天
」
へ
の
信
頼
を
語
っ
て
い
る
。
弟
子
の
子
路
が
孔
子
の
病
気
平
癒
の
祈

り
を
し
よ
う
と
し
た
際
、
そ
れ
を
断
わ
り
「
丘
（
孔
子
）
の
祷
る
や
久
し
」
と
述
べ
、
一
般
的

な
神
祇
へ
の
祈
り
は
拒
否
す
る
が
、
心
の
底
で
人
知
れ
ず
何
者
か
に
祈
っ
て
い
る
こ
と
を
告
白

し
た
が
、
そ
れ
は
「
天
」
へ
の
祈
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
罪
を
天
に
獲
れ
ば
、
祷
る
所
な
き
な

り
」
と
述
べ
て
「
天
」
へ
の
祈
り
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
で
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
命
」
と
い
う
言
葉
も
「
天
」
と
同
様
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。「
死
生
命
あ
り
、

富
貴
は
天
に
在
り
」
と
い
う
言
葉
は
そ
の
例
で
あ
る
。
弟
子
の
冉
伯
牛
の
悪
疾
の
病
床
を
見
舞

い
「
こ
れ
を
亡
ぼ
せ
り
、
命
な
る
か
な
。
斯
の
人
に
し
て
斯
の
疾
あ
り
と
は
、
斯
の
人
に
し
て

斯
の
疾
あ
り
と
は
」
と
嘆
じ
、
人
の
能
力
を
超
え
た
究
極
的
な
力
、
つ
ま
り
「
天
」
の
与
え
る

運
命
を
述
べ
て
い
る
。公
伯
寮
の
讒
言
の
こ
と
で「
道
の
将
に
行
な
わ
れ
ん
と
す
る
や
、命
な
り
。

道
の
将
に
廃
せ
ん
と
す
る
も
、
命
な
り
。
公
伯
寮
、
そ
れ
命
を
如
何
せ
ん
」
と
答
え
、
道
が
行

わ
れ
る
の
も
廃
す
る
の
も
、
人
の
力
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
運
命
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い

る
。
以
上
を
要
す
る
に
、
孔
子
も
「
天
」
を
伝
統
的
な
有
意
志
を
持
つ
人
格
神
的
な
主
宰
者
と

見
て
、「
命
」
を
運
命
の
意
味
に
考
え
て
い
た
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
孔
子
の
言
う

と
こ
ろ
の
「
天
」
は
、『
書
経
』
な
ど
に
あ
る
政
治
的
に
権
威
を
持
っ
て
現
れ
る
存
在
で
は
な
く
、

自
分
の
行
動
を
根
底
で
支
え
る
内
面
的
な
倫
理
的
な
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
極
め
て
敬
虔

な
態
度
で
対
す
べ
き
も
の
で
、
勤
勉
な
努
力
や
修
養
を
尽
く
し
た
後
、
究
極
的
に
祈
る
べ
き
個

人
的
な
存
在
と
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
「
人
事
を
尽
く
し
て
天
命
を
待
つ
」
と
い
っ

た
も
の
で
あ
る
。
淡
窓
は
、
こ
の
よ
う
な
孔
子
の
「
天
」
に
対
す
る
態
度
を
よ
く
理
解
し
て
お

り
、「
敬
天
」
の
実
践
、
つ
ま
り
善
行
の
実
践
（
万
善
簿
）
に
お
い
て
共
通
の
態
度
を
示
し
た

と
い
え
よ
う
。

④
孟
子
に
お
け
る
「
天
」

　

孔
子
の
後
、孟
子
に
お
い
て
は
、以
前
の
宗
教
的
な
神
観
念
の「
天
」と
い
う
よ
り
も
、倫
理
的
、

理
念
的
な
性
格
の
「
天
」
が
は
っ
き
り
し
て
く
る
。「
天
」
を
人
間
の
力
を
超
え
た
運
命
的
な

意
味
を
も
つ
存
在
と
強
く
意
識
す
る
と
と
も
に
、
孟
子
は
道
徳
的
根
源
と
し
て
「
天
」
を
と
ら

え
て
お
り
、
と
り
わ
け
そ
の
性
善
説
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。「
誠
は
天
の
道
な
り
、
誠
を
思

ふ
は
人
の
道
な
り
」
や
「
其
の
心
を
尽
く
す
者
は
其
の
性
を
知
る
な
り
。
其
の
性
を
知
ら
ば
則

ち
天
を
知
る
な
り
。
其
の
心
を
存
し
、
其
の
性
を
養
ふ
は
天
に
事
ふ
る
所
以
な
り
」
な
ど
、
人

の
道
徳
が
天
の
道
に
則
る
べ
き
こ
と
、
四
端
の
心
（
仁
義
礼
智
の
心
）
と
善
な
る
性
を
理
解
す

る
こ
と
が
天
命
を
悟
る
こ
と
で
あ
る
と
そ
の
密
接
な
関
係
を
述
べ
て
い
る
。

⑤
墨
子
に
お
け
る
「
天
」

　

墨
子
に
お
い
て
は
、「
兼
愛
交
利（
差
別
な
く
ひ
ろ
く
愛
し
た
が
い
に
利
す
る
）」と「
非
攻（
戦

争
に
反
対
）」
を
唱
え
た
が
、そ
の
「
義
」
の
実
践
の
努
力
は
天
意
に
従
う
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。

そ
し
て
「
天
子
善
を
為
せ
ば
天
は
能
く
之
を
賞
し
、
天
子
暴
を
為
せ
ば
、
天
は
能
く
之
を
罰
す
」

と
い
う
よ
う
に
、
天
の
賞
罰
と
い
う
観
念
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
『
書
経
』
な
ど
に

あ
る
、
国
の
政
治
と
深
く
か
か
わ
る
善
な
る
意
思
を
も
っ
た
人
格
神
的
な
「
天
」
の
存
在
を
復

活
し
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
は
「
義
」
の
果
敢
な
実
践
を
重
視
し
、
そ
れ
を

行
っ
て
こ
そ
絶
対
の
加
護
が
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

⑥
荀
子
に
お
け
る
「
天
」

　
「
性
悪
説
」
を
唱
え
た
荀
子
は
、
天
の
人
格
神
的
な
性
格
を
否
定
し
て
、
天
を
自
然
と
い
う

意
味
で
捉
え
て
い
る
。
人
間
社
会
の
事
象
と
天
の
運
行
と
は
無
関
係
と
す
る
「
天
人
の
分
（
天

と
人
と
の
分
離
）」
を
主
張
し
て
い
る
。「
天
行
常
あ
り
。
堯
の
為
に
存
せ
ず
、
傑
の
為
に
亡
び

ず
」
と
、
天
の
運
行
は
一
定
で
あ
っ
て
、
聖
王
と
さ
れ
る
堯
帝
の
為
に
存
在
す
る
わ
け
で
も
な

く
、
暴
君
で
あ
る
傑
王
の
為
に
無
く
な
る
も
の
で
も
な
い
と
、
そ
の
よ
う
な
人
間
世
界
の
治
乱

興
亡
と
は
関
係
し
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
天
変
地
異
な
ど
に
つ
い
て
も
「
之
を
怪
し
む
は
可
な

り
、
之
を
畏
る
は
非
な
り
」
と
述
べ
、
こ
れ
を
不
思
議
な
こ
と
と
怪
し
む
の
は
よ
い
が
恐
れ
る

の
は
間
違
っ
て
い
る
と
、
単
な
る
地
上
に
お
け
る
陰
陽
の
変
化
の
事
象
で
あ
る
と
「
天
」
の
自

然
性
を
強
調
し
て
い
る
。
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⑦
『
中
庸
』
と
『
易
経
』
―
「
天
」
の
内
在
化

　
「
天
」
の
内
在
を
説
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、孔
子
の
孫
の
子
思
の
著
作
と
さ
れ
て
い
る
『
中

庸
』
で
あ
る
。
そ
の
巻
頭
に
「
天
の
命
ず
る
、
之
を
性
と
い
う
」
と
の
言
葉
が
あ
り
、
人
間
の

本
性
は
「
天
」
に
よ
っ
て
命
令
と
し
て
下
さ
れ
た
も
の
、
逆
に
い
え
ば
「
天
」
が
授
け
た
も
の

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
孟
子
ま
で
は
、
天
命
は
天
の
下
す
運
命
と
し
て
の
意
味
が
強
く
て
外

在
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
は
っ
き
り
人
間
の
内
的
な
本
性
が
天
の
命
に
基
づ
く
と

内
在
的
に
説
か
れ
て
い
る
。
人
間
の
道
徳
的
本
性
は
至
上
の
存
在
で
あ
る
「
天
」
に
根
拠
づ
け

ら
れ
て
い
る
と
す
る
強
力
な
基
礎
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、『
易
経
』
の
う
ち
、
本
文
「
経
」
の
意
味
を
哲
学
的
に
解
説
し
た
「
伝
」
の
部
分
は
、

老
荘
思
想
で
の
自
然
性
と
し
て
の
天
の
概
念
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
て
お
り
、
易
は
天
地
自

然
の
秩
序
を
模
範
と
し
て
聖
人
が
作
っ
た
も
の
で
全
宇
宙
の
構
造
を
包
括
し
た
も
の
と
し
て
い

る
。「
易
は
天
地
と
準
ず
。
故
に
能
く
天
地
の
道
を
弥
綸
す
」
と
、
易
は
天
地
に
な
ぞ
ら
え
て

作
ら
れ
た
の
で
天
地
の
道
を
も
れ
な
く
包
み
こ
ん
で
い
る
と
い
う
。「
天
」
は
、
万
物
の
存
在

を
秩
序
づ
け
る
自
然
界
の
理
法
な
の
で
あ
る
。
陰
陽
（
乾
坤
）
や
八
卦
・
六
十
四
卦
な
ど
は
す

べ
て
天
と
地
の
自
然
界
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
一
陰
一
陽
、
之
を
道
と
謂
う
。

之
を
継
ぐ
も
の
は
善
な
り
。
之
を
成
す
も
の
は
性
な
り
」
と
あ
り
、
天
地
自
然
の
営
み
は
道
で

あ
り
、
そ
れ
を
受
け
継
ぐ
の
が
善
で
、
そ
の
完
成
を
め
ざ
す
の
が
人
間　

本
性
で
あ
る
と
、
自

然
の
道
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
人
間
道
徳
の
完
成
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、「
昔
、
聖
人
の
易
を

作
る
や
、
将
に
以
て
性
命
の
理
に
順
わ
ん
と
す
、
是
を
以
て
天
の
道
を
立
つ
、
曰
く
陰
と
陽
と
」

と
、
聖
人
が
天
の
道
を
立
て
た
の
は
、
天
命
と
そ
の
内
在
で
あ
る
人
間
本
性
と
を
貫
く
法
則
性

が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
「
理
を
窮
め
性
を
尽
く
し
て
以
て
命
に
至
る
」
と
、
そ
の
理
を
究

め
て
人
間
本
性
を
解
明
す
れ
ば
天
地
自
然
の
営
み
も
わ
か
る
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
天
の
内
在

性
が
説
か
れ
て
い
る
。『
易
経
』「
伝
」
は
、
道
家
の
天
の
自
然
性
を
取
り
入
れ
て
、
儒
家
の
倫

理
思
想
を
宇
宙
的
な
規
模
に
ひ
ろ
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

⑧
董
仲
舒
に
お
け
る
「
天
」
―
天
人
相
関
説

　

漢
の
時
代
に
な
る
と
、前
漢
の
武
帝
に
仕
え
た
董
仲
舒
の
献
策
に
よ
り
、儒
教
が
国
教
と
な
っ

た
が
、
そ
の
理
論
と
し
て
、
自
然
界
と
人
間
世
界
と
の
間
に
は
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
す
る
天

人
相
関
説
を
唱
え
た
。
こ
の
「
天
」
は
究
極
的
な
存
在
で
、
善
な
る
意
思
を
持
っ
て
い
る
が
、

君
主
に
対
し
災
異
を
降
す
意
思
を
持
っ
た
人
格
神
的
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
儒
家

的
道
義
性
を
備
え
た
天
と
、
墨
家
的
な
瑞
祥
や
天
譴
を
降
す
天
と
を
総
合
し
た
よ
う
な
様
相
を

帯
び
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
君
主
に
失
政
が
あ
れ
ば
、
天
は
ま
ず
災
害
を
下
し
て
譴
告
を
与

え
、
な
お
も
反
省
が
な
け
れ
ば
、
さ
ら
に
怪
異
を
出
現
さ
せ
て
恐
懼
さ
せ
る
、
そ
れ
で
も
改
め

な
い
な
ら
、
つ
い
に
破
滅
さ
せ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
す
る
の
は
天
が
君
主

に
仁
愛
の
心
を
注
い
で
い
る
の
で
あ
る
と
す
る
。
自
然
界
に
見
ら
れ
る
現
象
を
、
君
主
に
対
す

る
天
の
意
思
表
示
と
解
し
、そ
の
道
徳
的
な
反
省
を
迫
り
王
権
を
制
約
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

君
主
は
天
意
に
か
な
っ
た
模
範
的
な
聖
人
で
あ
る
べ
き
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
天
の
命

は
君
主
に
だ
け
が
遂
行
で
き
る
と
し
て
、
現
実
の
王
権
を
強
く
天
の
超
越
性
と
結
び
つ
け
る
こ

と
で
、
そ
の
権
威
を
絶
対
的
に
高
め
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
董
仲
舒
は
、
積
極
的
に
陰
陽
思
想

を
取
り
入
れ
、
陰
陽
の
気
を
媒
介
と
す
る
自
然
と
人
間
の
密
接
な
関
係
を
説
く
機
械
論
的
な
自

然
観
を
展
開
し
て
、
自
然
界
の
全
体
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
天
人
相
関
説
は
、
新

し
い
政
治
理
念
と
な
っ
て
こ
の
後
の
儒
教
社
会
の
中
で
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
く
こ
と
と
な

る
。

⑨
朱
子
学
の
「
天
即
理
」
―
「
天
」
の
理
法
化

　

中
国
の
天
を
め
ぐ
る
思
惟
は
、
唐
代
か
ら
宋
代
に
か
け
て
大
き
く
変
化
し
た
。
漢
以
後
、
儒

教
は
す
た
れ
、
老
荘
思
想
が
盛
ん
に
な
る
一
方
、
仏
教
が
伝
わ
っ
て
、
と
く
に
南
北
朝
や
隋
唐

時
代
で
は
仏
教
が
厚
く
保
護
さ
れ
た
。
仏
教
に
は
、
理
論
の
体
系
性
・
実
践
性
が
あ
り
、
こ
れ

は
儒
教
に
は
な
い
も
の
で
あ
り
、
儒
教
も
対
抗
し
て
そ
れ
と
異
な
っ
た
仕
方
で
再
興
す
る
必
要

が
出
て
き
て
い
た
。
さ
ら
に
、
宋
で
は
北
方
の
異
民
族
の
侵
攻
が
激
し
く
な
り
民
族
と
し
て
の

中
華
民
族
意
識
も
高
ま
っ
て
伝
統
思
想
の
再
興
運
動
も
高
ま
っ
て
い
た
。
ま
た
、
政
治
的
に
は

商
業
の
勃
興
を
背
景
に
士
大
夫
と
呼
ば
れ
る
知
識
階
級
が
政
治
を
担
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

こ
う
し
た
中
か
ら
、新
儒
教
と
い
わ
れ
る
宋
学
が
生
ま
れ
た
。
仏
教
や
道
教
の
影
響
を
受
け
て
、

宇
宙
論
や
人
性
論
、
道
徳
実
践
論
な
ど
を
論
じ
る
思
想
体
系
を
展
開
し
た
。
周
溓
渓
、
程
明
道
、

程
伊
川
ら
が
形
成
し
、
朱
熹
が
大
成
し
た
の
で
、
朱
子
学
と
も
呼
ば
れ
る
。

　

朱
子
学
は
、「
理
」
と
「
気
」
と
い
う
概
念
で
す
べ
て
の
現
象
を
理
論
づ
け
る
も
の
で
、「
理
」

は
す
べ
て
を
存
在
せ
し
め
る
根
拠
で
あ
り
万
物
に
内
在
す
る
も
の
と
さ
れ
、「
気
」
は
宇
宙
に

充
満
し
て
い
て
万
物
す
べ
て
の
素
材
の
元
と
な
る
も
の
で
あ
る
。「
理
」
と
は
「
太
極
＝
無
極
」

と
呼
ば
れ
る
宇
宙
の
本
体
で
超
越
的
性
格
の
も
の
で
、
そ
の
動
が
陽
で
、
そ
の
活
動
が
極
点
で

静
に
な
る
の
が
陰
で
あ
る
。「
気
」と
は
そ
の
陰
陽
の
二
気
で
、こ
の
交
流
か
ら
五
行（
水
・
火
・
土
・
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金
・
木
）
が
生
ま
れ
、
そ
の
精
な
る
も
の
が
人
間
で
あ
り
、
粗
な
る
に
従
っ
て
様
々
な
万
物
が

生
成
す
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
「
理
」
が
人
間
に
内
在
す
る
と
、元
来
は
善
で
あ
る
「
本
然
の
性
」

と
な
る
が
、「
気
」
の
作
用
に
よ
り
清
明
混
濁
し
て
偏
向
す
る
と
「
気
質
の
性
」
と
な
り
悪
が

出
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
欲
に
よ
っ
て
濁
っ
て
し
ま
っ
た
気
質
の
性
を
清
め
れ
ば
善
人
に

な
れ
る
し
、
究
極
の
理
に
到
達
で
き
た
と
き
に
聖
人
と
し
て
の
完
成
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
こ

で
、
倫
理
的
な
修
養
の
実
践
が
強
調
さ
れ
、「
居
敬
窮
理
」
と
い
う
実
践
論
が
説
か
れ
て
い
る
。

「
居
敬
」
は
心
を
集
中
し
内
省
す
る
道
徳
性
を
磨
く
主
観
的
方
法
で
あ
り
、「
窮
理
」
は
事
物
の

根
源
の
理
を
究
め
て
心
の
知
を
完
全
に
す
る
知
的
学
問
を
進
め
る
客
観
的
方
法
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
修
養
は
、
心
を
正
し
身
を
修
め
た
（
誠
意
・
正
心
・
修
身
）
後
、
外
界
に
拡
が
っ
て
家

を
斉
え
国
を
治
め
天
下
を
平
ら
か
に
す
る
（
斉
家
・
治
国
・
平
天
下
）
と
こ
ろ
ま
で
期
待
さ
れ

て
い
る
。
朱
子
に
よ
れ
ば
、「
天
」
と
は
自
然
の
理
に
ほ
か
な
ら
ず
、「
天
は
即
ち
理
な
り
」
と

い
い
、「
天
」
を
「
理
」
と
い
う
概
念
で
捉
え
よ
う
と
し
た
。

⑩
王
陽
明
の
「
心
即
理
」

　

明
代
に
な
り
、
朱
子
学
の
批
判
と
し
て
、
人
間
の
心
を
重
視
し
た
「
心
即
理
」
を
唱
え
る
王

陽
明
の
陽
明
学
が
興
っ
た
が
、「
天
」
の
捉
え
方
は
基
本
に
お
い
て
は
朱
子
学
の
「
天
即
理
」

と
代
わ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
朱
子
学
で
理
を
外
の
事
物
に
求
め
て
い
た
の
は
誤
り
で
、
心

の
外
に
理
は
な
い
と
し
て
心
と
万
物
の
一
体
感
を
説
く
も
の
で
、
い
わ
ば
分
析
的
態
度
を
否
定

し
直
感
的
態
度
で
物
事
の
本
質
を
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
の
実

践
の
問
題
が
主
要
な
関
心
に
な
っ
て
お
り
、
自
然
認
識
の
問
題
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
追
求
さ
れ

て
は
い
な
い
。
そ
の
た
め
、「
天
」
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
「
天
即
理
」
の
捉
え
方
と
基
本
に

お
い
て
変
わ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

陽
明
が
主
張
し
た
の
は
朱
子
学
の
「
性
即
理
」
に
対
す
る
「
心
即
理
」
で
あ
っ
た
。
朱
子
学

で
は
心
を
性
と
情
に
分
け
、
性
の
面
に
の
み
理
を
認
め
る
が
、
陽
明
学
に
あ
っ
て
は
心
を
混
然

一
体
の
も
の
と
捉
え
る
の
で
あ
る
。
陽
明
は
、
天
理
と
も
い
う
べ
き
真
に
物
事
を
知
り
行
う
能

力
「
良
知
」
が
ど
ん
な
人
の
心
に
も
備
わ
っ
て
い
る
と
し
、
そ
れ
を
実
践
を
通
じ
て
練
り
上
げ

る
と
い
う
「
事
上
摩
錬
」
と
い
う
実
践
的
方
法
を
示
し
、「
知
行
合
一
」
を
説
い
て
い
る
。
陽

明
学
は
、
そ
の
関
心
を
人
間
的
道
徳
や
政
治
と
い
う
人
間
界
の
問
題
に
限
定
し
た
も
の
で
あ
っ

て
、
主
観
的
態
度
を
と
る
実
践
倫
理
を
説
く
思
想
で
あ
る
。

（
４
）
日
本
思
想
に
お
け
る
「
天
」・「
天
道
」

①
日
本
に
お
け
る
「
天
」
概
念
―
近
世
以
降
の
思
想

　

天
の
概
念
が
日
本
の
思
想
に
重
要
な
位
置
を
占
め
た
の
は
、近
世
の
江
戸
時
代
以
降
で
あ
る
。

戦
国
乱
世
の
時
代
が
終
わ
り
、
安
定
し
た
秩
序
社
会
を
創
る
た
め
に
導
入
さ
れ
た
儒
教
の
思
想

が
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
中
国
の
儒
教
そ
の
ま
ま
の
受
容
で
は
な

く
、
日
本
的
な
変
容
を
示
し
た
儒
教
で
あ
り
、
と
く
に
独
自
の
日
本
的
な
儒
学
と
さ
れ
る
古
学

（
徂
徠
学
や
仁
斎
学
）
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
な
お
、
近
世
初
期
に
は
、
キ
リ
シ

タ
ン
の
神
観
念
の
影
響
が
み
ら
れ
、
ま
た
幕
末
明
治
初
期
に
は
西
洋
思
想
の
受
容
の
な
か
で
、

キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
観
念
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。

②
日
本
的
な
「
天
道
」
観
念

　

古
代
の
日
本
に
は
「
天
」
の
信
仰
自
体
は
存
し
な
か
っ
た
が
、
自
然
的
秩
序
の
在
り
様
を
意

識
し
、
そ
れ
を
道
徳
的
な
根
源
と
し
て
把
握
す
る
と
き
、
超
越
的
な
存
在
、
つ
ま
り
「
天
道
」

と
い
う
も
の
を
意
識
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
す
で
に
『
日
本
書
紀
』
の
神
代

の
記
述
に
「
天
道
」
と
い
う
漢
語
が
見
え
て
い
る
。
神
武
天
皇
の
東
征
の
戦
い
の
場
面
で
、
天

皇
の
兄
の
五
瀬
命
の
言
葉
と
し
て
「
今
、
我
れ
は
是
れ
日
の
神
の
子
孫
に
し
て
、
日
に
向
ひ
て

虜
を
征
つ
は
、
此
れ
天
道
に
逆
れ
り
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
な
ど
で
あ
る
。
読
み
は
「
あ
め
の

み
ち
」と
訓
じ
て
い
る
が
、日
神
の
子
孫
の
ふ
み
行
う
べ
き
み
ち
と
い
う
意
味
で
あ
る
。さ
ら
に
、

『
宇
津
保
物
語
』
や
『
今
昔
物
語
』
に
も
「
天
道
に
任
せ
奉
る
」「
天
道
の
給
へ
る
子
」
な
ど
と

あ
り
、『
源
氏
物
語
』
に
も
「
天
の
眼
、
恐
ろ
し
く
」
な
ど
の
表
現
も
あ
る
。
日
本
の
戦
国
時

代
に
は
、
戦
国
武
将
の
言
葉
と
し
て
自
分
の
運
命
や
領
地
支
配
の
正
統
性
の
根
拠
と
し
て
「
天

道
」
の
信
仰
が
語
ら
れ
て
お
り
、
す
で
に
広
く
、
日
本
的
な
「
天
道
」
の
観
念
が
あ
っ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。

　

江
戸
前
期
に
、
当
時
ひ
ろ
く
流
布
し
た
『
心
学
五
倫
書
』
や
、
幕
閣
最
高
顧
問
格
の
本
多
正

信
が
治
道
心
得
の
書
と
し
て
書
い
た
と
さ
れ
る
『
本
佐
録
』
や
、
藤
原
惺
窩
が
著
し
た
と
さ
れ

る『
仮
名
性
理
』な
ど
の
啓
蒙
書
に「
天
道
」の
思
想
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
啓
蒙
書
は
、

叙
述
の
形
式
な
ど
が
異
な
っ
て
い
る
も
の
の
思
想
的
内
容
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
が
な
く
、『
本

佐
録
』『
仮
名
性
理
』
は
『
心
学
五
倫
書
』
を
基
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
に
巻
頭
に
「
天
道
」
の
概
念
を
述
べ
た
部
分
が
あ
る
が
、『
本
佐
録
』
の
「
天
道
を



二
九

知
る
事
」
の
条
に
よ
る
と
、「
天
道
と
は
、
神
に
も
あ
ら
ず
、
佛
に
も
あ
ら
ず
、
天
地
の
あ
い

だ
の
主
じ
に
て
、
し
か
も
躰
な
し
。
天
心
は
万
物
に
充
満
し
て
、
至
ら
ざ
る
所
な
し
。
た
と
へ

ば
ひ
と
の
こ
こ
ろ
は
目
に
も
見
え
ず
し
て
、
一
身
の
主
じ
と
な
り
、
天
下
国
家
を
治
る
事
も
、

此
心
よ
り
起
る
が
如
し
。
彼
の
天
道
の
本
心
は
、
天
地
の
間
太
平
に
、
万
人
安
穏
に
、
万
物
生

長
す
る
を
本
意
と
す
」
と
さ
れ
て
い
る
。「
天
道
」
は
天
地
間
の
主
で
あ
り
、
無
体
に
し
て
神

で
も
佛
で
も
な
い
存
在
で
あ
る
が
、
こ
の
書
は
キ
リ
シ
タ
ン
禁
教
前
の
も
の
な
の
で
、
キ
リ
シ

タ
ン
の
神
デ
ウ
ス
に
対
抗
す
る
普
遍
的
存
在
を
意
識
し
た
も
の
だ
と
さ
れ
る
。「
天
心
」
は
万

物
に
行
き
渡
る
も
の
で
、
そ
の
本
心
は
、
万
物
を
善
く
育
み
生
長
さ
せ
、
万
民
を
安
楽
に
生
活

さ
せ
る
こ
と
だ
と
す
る
が
、
こ
れ
は
儒
教
の
聖
人
の
堯
舜
の
世
を
模
範
と
し
て
い
る
も
の
と
考

え
ら
れ
、
要
す
る
に
治
者
の
政
道
の
あ
り
方
を
述
べ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
続
く
箇
所
に
「
天
下

を
治
べ
き
其
の
心
、
器
量
に
あ
た
り
た
る
人
を
撰
び
、
天
道
よ
り
日
本
の
あ
る
じ
と
定
る
な
り
」

「
是
皆
天
道
を
知
て
、
天
下
を
治
る
時
は
さ
か
へ
た
り
、
天
道
を
知
ら
ず
し
て
、
民
を
く
る
し

む
者
は
、
亡
ぶ
る
が
し
る
し
な
り
」
と
あ
り
、「
天
道
」
を
政
治
道
徳
と
結
び
つ
け
て
説
い
て

い
る
。
な
お
「
天
」
は
死
し
て
心
の
帰
る
元
と
し
て
「
五
つ
の
道
（
五
倫
の
道
）
を
能
く
行
い

尽
せ
ば
、
死
し
て
の
ち
、
此
の
心
元
の
天
に
帰
る
に
よ
っ
て
、
子
孫
を
守
る
間
、
子
孫
長
久
な

り
。（
中
略
）
先
祖
の
心
、
天
に
帰
り
て
歴
々
と
し
て
、
天
に
有
て
、
子
孫
を
守
る
故
に
、
先

祖
親
を
祭
る
事
を
大
事
と
す
る
な
り
」
と
す
る
が
、
こ
れ
は
儒
教
思
想
と
日
本
古
来
の
祖
霊
信

仰
と
が
融
合
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　

こ
こ
に
は
、
中
世
後
期
以
降
の
武
士
の
天
道
思
想
と
儒
教
思
想
、
ま
た
キ
リ
シ
タ
ン
の
教
義

な
ど
が
入
り
混
じ
っ
た
思
想
が
み
ら
れ
る
。
儒
教
思
想
も
、
ま
だ
、
の
ち
の
「
天
即
理
」
を
説

く
朱
子
学
の
影
響
は
う
す
く
、
そ
れ
と
は
質
の
異
な
る
天
道
観
を
示
し
て
い
る
。

③
「
朱
子
学
」
と
「
古
学
」

　

徳
川
時
代
に
な
り
、
そ
れ
ま
で
の
戦
乱
か
ら
秩
序
あ
る
社
会
へ
移
行
し
、
幕
府
に
よ
り
、
政

治
的
支
配
を
補
う
も
の
と
し
て
、
秩
序
維
持
に
期
待
し
て
採
用
さ
れ
た
の
が
儒
教
、
と
く
に
朱

子
学
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
上
下
の
身
分
関
係
の
秩
序
を
重
ん
ず
る
人
倫
道
徳
で
あ
り
、
ま
た

国
家
の
経
綸
を
論
じ
る
い
わ
ば
指
導
者
の
責
任
を
教
え
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
徳
川
封
建

体
制
に
適
合
し
た
た
め
で
あ
る
。
林
羅
山
が
徳
川
家
康
に
仕
え
、
子
の
林
鵞
峯
以
来
、
林
家
が

大
学
頭
と
し
て
受
け
継
い
で
い
く
。
た
だ
、朱
子
学
は
そ
の
理
論
体
系
が
あ
ま
り
に
完
成
さ
れ
、

し
か
も
正
統
の
学
問
と
さ
れ 

た
た
め
、
江
戸
時
代
の
朱
子
学
者
に
は
独
創
性
が
乏
し
く
、
思

想
上
で
の
大
き
な
発
展
は 

な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。

　

江
戸
時
代
の
初
期
は
、
ほ
ぼ
朱
子
学
が
学
ば
れ
た
が
、
や
が
て
古
学
派
と
呼
ば
れ
る
儒
学
者

あ
ら
わ
れ
た
。
山
鹿
素
行
、
伊
藤
仁
斎
、
荻
生
徂
徠
ら
で
あ
る
が
、
朱
子
学
の
性
理
の
思
弁
的

性
格
に
あ
き
た
ら
ず
、
孔
子
・
孟
子
な
ど
の
古
代
中
国
の
聖
人
の
教
え
こ
そ
、
仏
教
や
老
荘
思

想
の
影
響
を
受
け
な
い
真
の
儒
教
で
あ
り
、
そ
こ
に
復
古
す
べ
き
と
説
い
た
の
で
あ
る
。
伊
藤

仁
斎
の
仁
斎
学
は
、
古
典
の
文
献
学
的
研
究
に
よ
っ
て
人
道
の
問
題
を
考
察
し
、
仁
の
道
を
説

く
『
論
語
』『
孟
子
』
を
重
ん
じ
、
そ
の
教
え
の
意
味
を
探
求
し
「
古
義
学
」
と
呼
ば
れ
た
。

荻
生
徂
徠
の
徂
徠
学
は
、『
六
経
』な
ど
の
古
典
の
言
葉
に
つ
い
て
の
実
証
的
研
究
を
基
礎
と
し
、

堯
帝
・
舜
帝
な
ど
の
古
代
の
先
王
の
教
え
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
れ
を
治
国

安
民
の
道
と
捉
え
て
、そ
の
内
容
を
探
求
し
「
古
文
辞
学
」
と
よ
ば
れ
た
。
い
わ
ば
仁
斎
学
は
、

儒
教
を
人
間
学
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
学
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
徂
徠
学
は
、
天
下
国
家
を
治

め
安
ん
ず
る
道
を
説
く
政
治
学
的
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。

④
仁
斎
学
に
お
け
る
「
天
」

　

伊
藤
仁
斎
の
天
の
観
念
は
、孔
子
・
孟
子
の
使
用
語
彙
の
分
析
の
書
の
『
語
孟
字
義
』
の
「
天

道
」「
天
命
」
の
条
で
の
べ
ら
れ
て
い
る
。「
一
陰
一
陽
、
往
来
已
ま
ざ
る
、
之
を
天
道
と
謂
ふ
。

そ
の
義
甚
だ
明
ら
か
な
り
」「
天
道
の
天
道
た
る
所
以
を
論
ず
る
と
き
は
、
即
ち
専
ら
主
宰
を

以
て
言
ふ
」
と
あ
り
、
古
代
の
聖
人
の
論
じ
た
と
こ
ろ
で
す
で
に
判
然
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
と
し
て
、
陰
陽
の
常
に
流
行
す
る
変
化
・
生
成
の
原
理
を
「
天
道
」
と
名
づ
け
、
そ
の
機
能

は
主
宰
に
あ
る
と
し
て
い
る
。「
聖
人
は
天
地
を
以
て
活
物
と
な
す
」
と
し
、
天
地
を
生
き
て

活
動
す
る
も
の
、
生
命
あ
る
も
の
と
と
ら
え
、
万
物
を
生
み
、
万
物
に
活
力
を
与
え
る
、
い
わ

ゆ
る
「
活
物
」
と
し
て
の
「
天
」
を
主
張
す
る
。
そ
し
て
、「
蓋
し
天
地
の
間
、一
元
気
の
み
」「
蓋

し
、
天
の
活
物
た
る
所
以
の
者
は
、
其
の
一
元
の
気
有
る
を
以
て
な
り
」
と
「
気
」
が
あ
る
の

み
と
断
定
し
、「
理
」
が
あ
っ
て
の
ち
「
気
」
が
生
じ
る
と
す
る
朱
子
学
の
「
理
」
を
否
定
す
る
。

な
お
、「
理
」
に
つ
い
て
「
聖
人
は
天
道
と
曰
ひ
、
人
道
と
曰
ひ
て
、
未
だ
か
っ
て
理
の
字
を

以
て
こ
れ
を
命
ぜ
ず
」
ま
た
「
聖
人
は
天
道
と
曰
ひ
、
老
子
は
天
理
と
曰
ふ
」「
天
理
の
二
字
、

屡
々
荘
子
に
見
る
。
而
も
吾
が
聖
人
の
書
に
於
て
之
れ
無
し
」
と
述
べ
、
朱
子
学
の
「
理
」
は

古
代
の
聖
人
の
書
に
な
く
聖
人
の
教
え
で
は
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　

ま
た
「
天
命
」
の
「
天
」
に
つ
い
て
、「
蓋
し
、
天
と
は
専
ら
自
然
に
出
で
て
、
人
力
の
能

く
す
る
所
に
非
ず
」「
命
と
は
人
力
よ
り
出
づ
る
を
以
て
、
実
は
人
力
の
及
ぶ
所
に
非
ず
。
天
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は
命
の
由
り
て
出
づ
る
と
こ
ろ
、
命
は
天
の
出
と
こ
ろ
」
と
し
、
自
然
に
出
で
て
、
人
間
の
力

の
如
何
と
も
し
が
た
い
も
の
を
、
仁
斎
は
す
べ
て
「
天
」
と
理
解
し
て
い
る
。

⑤
徂
徠
学
に
お
け
る
「
天
」

　

荻
生
徂
徠
の
天
の
観
念
に
つ
い
て
は
、
道
な
ど
の
儒
学
の
主
要
な
言
葉
や
概
念
を
解
説
し
た

『
辦
道
』『
辦
名
』
に
見
ら
れ
る
。『
辦
名
』
の
「
天
命
帝
鬼
神
」
の
項
目
を
み
る
と
、「
天
は
解

を
待
た
ず
し
て
人
の
皆
知
る
所
な
り
。
之
を
望
め
ば
蒼
蒼
然
た
り
。
冥
冥
乎
と
し
て
得
て
之
を

測
る
べ
か
ら
ず
。
日
月
星
辰
こ
こ
に
繋
り
、
風
雷
寒
暑
こ
こ
に
行
は
れ
、
万
物
の
命
を
受
く
る

所
に
し
て
、
百
神
の
宗
な
る
者
な
り
。
至
尊
な
る
こ
と
比
な
く
、
能
く
踰
え
て
之
よ
り
上
な
る

者
な
し
。
故
に
、
古
へ
よ
り
聖
帝
・
明
王
、
皆
な
天
に
法
り
て
天
下
を
治
め
、
天
道
を
奉
じ
て

以
て
其
の
政
教
を
行
ふ
。
是
を
以
て
聖
人
の
道
、
六
経
に
載
す
る
所
、
皆
天
を
敬
す
る
に
帰
せ

ざ
る
者
な
し
。
是
れ
聖
門
の
第
一
義
な
り
」
と
、
ま
づ
そ
の
存
在
の
自
明
性
を
言
い
、
そ
の
不

可
測
な
る
宇
宙
運
行
の
主
宰
者
で
あ
り
万
物
の
支
配
者
で
あ
り
、
至
尊
に
し
て
比
類
な
い
存
在

で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
古
代
の
聖
帝
が
こ
の
天
道
を
奉
じ
て
政
治
・
教
化
を
お
こ
な
っ
た
の
で

あ
り
、
そ
の
聖
人
の
道
と
し
て
『
六
経
』
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
す
べ
て
天
を
敬
す
る
こ
と

に
要
約
さ
れ
る
と
す
る
。
続
い
て
朱
子
学
を
批
判
し
て
「
後
世
の
学
者
、
私
智
を
逞
し
う
し
て

自
ら
用
ふ
る
を
喜
び
、
其
の
心
を
傲
然
と
し
て
自
ら
高
し
と
し
、
先
王
・
孔
子
の
教
へ
に
遵
は

ず
。
其
の
臆
に
任
せ
て
以
て
之
を
言
ひ
、
遂
に
は
天
は
即
ち
理
な
り
の
説
あ
り
。（
中
略
）
理

は
諸
れ
を
其
の
臆
に
取
り
て
、
則
ち
亦
た
天
は
我
れ
之
を
知
る
と
曰
ふ
。
豈
に
不
敬
の
甚
だ
し

き
に
非
ざ
ら
ん
や
」
と
、
朱
子
学
者
が
、
天
は
理
で
あ
る
の
で
人
智
を
以
て
測
り
知
る
こ
と
が

可
能
だ
と
み
て
い
る
の
は
、
人
間
の
傲
慢
で
あ
り
不
敬
も
甚
だ
し
い
、
私
智
に
よ
る
臆
説
に
す

ぎ
な
い
と
言
う
。
逆
に
「
夫
れ
天
な
る
者
は
知
る
可
か
ら
ざ
る
者
な
り
。
且
つ
聖
人
は
天
を
畏

る
。
故
に
た
だ
「
命
を
知
る
」
と
曰
ひ
、「
我
れ
を
知
る
者
は
其
れ
天
か
」
と
曰
ひ
て
、
未
だ

嘗
て
天
を
知
る
と
言
は
ず
、敬
の
至
り
な
り
」
と
、聖
人
の
「
天
」
を
敬
畏
す
る
こ
と
を
述
べ
る
。

　
『
辦
道
』に
よ
れ
ば
、徂
徠
の
め
ざ
し
た
の
は「
聖
人
の
道
」で
あ
っ
た
。
そ
れ
は「
先
王
の
道
」

ま
た
は
「
先
王
孔
子
の
道
」
と
も
い
わ
れ
、「
先
王
は
聡
明
叡
知
の
徳
を
以
て
天
命
を
受
け
天

下
に
王
た
り
」
と
い
う
人
々
で
、
中
国
の
古
代
の
聖
王
の
黄
帝
か
ら
堯
・
舜
・
禹
・
湯
・
文
・

武
の
諸
帝
王
と
孔
子
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
「
先
王
の
道
は
天
下
を
安
ん
ず
る
の
道
な
り
」
と
、

そ
の
道
は
天
下
を
安
泰
に
す
る
の
が
目
的
で
あ
り
、「
道
と
は
統
名
な
り
。
礼
楽
刑
政
お
よ
そ

先
王
建
つ
る
所
の
者
を
挙
げ
、
合
は
せ
て
之
に
命
け
た
る
な
り
」「
先
王
の
道
は
先
王
の
造
る

所
な
り
。
天
地
自
然
の
道
に
非
ざ
る
な
り
」
と
、
道
と
は
こ
れ
ら
の
先
王
に
よ
っ
て
そ
の
目
的

の
た
め
制
作
さ
れ
た
礼
楽
刑
政
な
ど
を
い
い
、
自
然
の
あ
る
が
ま
ま
の
も
の
を
い
う
の
で
は
な

い
と
す
る
。
こ
れ
は
道
を
「
天
地
自
然
の
道
」
つ
ま
り
自
然
本
来
の
道
徳
法
則
と
す
る
、
朱
子

学
や
仁
斎
学
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
「
礼
楽
刑
政
は
、
先
王
是
を
以
て
天
下
を

安
ん
ず
る
の
道
を
尽
く
せ
り
。
是
れ
所
謂
る
仁
な
り
。
後
王
君
子
も
、
亦
た
唯
だ
先
王
の
礼
楽

の
教
え
に
順
ひ
て
、
以
て
仁
人
為
る
を
得
る
の
み
。
是
れ
聖
人
は
学
び
て
至
る
可
か
ら
ず
。
仁

人
は
学
び
て
能
く
す
可
し
」
と
、
そ
の
先
王
の
制
作
し
た
礼
楽
刑
政
の
教
え
に
、
後
世
の
王
者
・

君
子
は
ひ
た
す
ら
従
っ
て
天
下
を
安
泰
に
す
る
治
政
を
行
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
仁

の
人
に
は
な
れ
る
が
、
聖
人
（
先
王
）
に
は
努
力
し
て
も
な
れ
る
存
在
で
は
な
い
と
い
う
。
こ

れ
は
、「
聖
人
学
び
て
至
る
可
し
」
つ
ま
り
学
問
し
て
努
力
す
れ
ば
聖
人
に
な
れ
る
と
す
る
宋

学
（
朱
子
学
）
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
「
先
王
の
道
は
天
下
を
安
ん
ず
る
の
道
な
り
。

其
の
道
多
端
と
雖
も
、
要
は
天
下
を
安
ん
ず
る
に
帰
す
。
其
の
本
は
天
命
を
敬
す
る
に
在
り
。

（
中
略
）
能
く
億
万
人
を
合
し
て
其
の
親
愛
生
養
の
性
を
遂
げ
し
む
る
者
は
、
先
王
の
道
な
り
。

先
王
の
道
を
学
び
て
徳
を
我
れ
に
成
す
者
は
仁
人
な
り
。
而
る
に
先
王
の
道
多
端
な
り
、
人
の

性
も
亦
た
多
類
な
り
。苟
く
も
能
く
先
王
の
道
は
要
は
天
下
を
安
ん
ず
る
に
帰
す
る
を
識
り
て
、

力
を
仁
に
用
ふ
れ
ば
、則
ち
人
各
々
其
の
性
の
近
き
所
に
随
ひ
て
以
て
道
の
一
端
を
得
る
」
と
、

人
は
天
命
で
違
っ
た
素
質
と
天
職
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
先
王
の
道
を
学
ん
で
仁
の
実
現

に
努
力
す
れ
ば
、
異
な
っ
た
本
性
に
従
っ
て
違
っ
た
徳
を
完
成
で
き
る
と
す
る
。
こ
れ
は
、
本

来
の
本
性
は
同
一
の「
本
然
の
性
」で
あ
る
が
そ
れ
が
気
の
作
用
に
よ
り
違
っ
て
く
る
の
が「
気

質
の
性
」
で
あ
る
と
説
く
朱
子
学
に
対
し
、
も
と
も
と
本
性
は
人
さ
ま
ざ
ま
に
違
っ
て
い
る
と

し
、
い
わ
ば
個
性
の
違
い
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
る
。

⑥
水
戸
学
―
幕
末
に
お
け
る
「
天
」

　

幕
末
に
勤
皇
の
志
士
た
ち
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
、
水
戸
学
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い

る
。
水
戸
藩
第
二
代
藩
主
徳
川
光
圀
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
「
大
日
本
史
」
編
纂
以
来
の
、
朱

子
学
の
名
分
論
を
中
心
に
し
た
史
学
の
長
い
歴
史
を
も
ち
、
幕
末
に
藤
田
幽
谷
、
会
沢
正
志
斉
、

藤
田
東
湖
と
い
っ
た
儒
学
者
に
よ
っ
て
尊
王
論
の
思
想
が
唱
え
ら
れ
た
も
の
で
、
と
く
に
後
期

水
戸
学
と
よ
ば
れ
る
。
名
分
論
、
尊
王
論
、
国
防
論
な
ど
を
総
合
し
て
体
系
的
に
把
え
て
著
わ

さ
れ
た
の
が
会
沢
正
志
斉
の
『
新
論
』
で
あ
る
。「
昔
、
天
祖
、
肇
め
て
鴻
基
を
建
て
た
ま
ふ

や
、
位
は
即
ち
天
位
、
徳
は
即
ち
天
徳
に
し
て
、
以
て
天
業
を
経
綸
し
、
細
大
の
事
、
一
も
天
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に
非
ざ
る
者
な
し
。
徳
を
玉
に
比
し
、
明
を
鏡
に
比
し
、
威
を
剣
に
比
し
て
、
天
の
仁
を
体
し
、

天
の
明
に
則
り
、
天
の
威
を
奮
ひ
て
、
以
て
、
万
邦
に
照
臨
し
た
ま
へ
り
。
天
下
を
以
て
皇
孫

に
伝
へ
た
ま
ふ
に
迨
ん
で
、
手
づ
か
ら
三
器
を
授
け
て
、
以
て
天
位
の
信
と
為
し
、
以
て
天
徳

を
象
り
て
、
天
工
に
代
り
て
天
職
を
治
め
し
め
、
然
る
後
に
之
を
千
万
世
に
伝
へ
た
ま
ふ
。
天

胤
の
尊
き
こ
と
、
厳
乎
と
し
て
其
れ
犯
す
べ
か
ら
ず
。
君
臣
の
分
定
り
て
、
大
義
以
て
明
ら
か

な
り
」
と
あ
り
、「
天
」
を
体
現
し
た
に
ほ
か
な
ら
ぬ
「
天
祖
」
つ
ま
り
天
照
大
神
が
、「
天
位
」

「
天
徳
」
で
も
っ
て
「
天
業
」
を
経
綸
し
た
と
す
る
、そ
し
て
「
天
の
仁
」「
天
の
明
」「
天
の
威
」

を
象
徴
す
る
玉
・
鏡
・
剣
の
三
種
の
神
器
を
天
孫
に
伝
え
、「
天
工
」
に
代
っ
て
「
天
職
」
を

治
め
さ
せ
た
と
す
る
。
こ
こ
で
儒
学
的
な
「
天
」
の
概
念
と
我
が
国
の
伝
統
的
な
「
天
祖
」
と

が
巧
妙
に
合
一
さ
れ
て
説
明
さ
れ
て
、
そ
の
た
め
、
天
祖
の
血
胤
で
あ
り
神
器
を
擁
し
て
祭
祀

を
執
り
行
う
天
皇
は
、
そ
の
存
在
自
体
が
「
大
義
」
の
象
徴
で
あ
り
、
ま
た
、
臣
民
の
守
り
従

う
べ
き
規
範
的
存
在
「
道
」
で
あ
り
至
高
の
価
値
で
あ
り
、
し
か
も
我
が
国
で
は
こ
の
皇
統
が

漢
土
に
は
例
を
見
な
い
万
世
一
系
と
な
っ
て
い
る
と
い
う「
国
体
」を
述
べ
る
の
で
あ
る
。「
天
」

の
権
威
を
以
て
日
本
の
神
国
で
あ
る
こ
と
を
語
る
の
は
、
国
家
と
し
て
の
意
識
を
高
め
、
当
時

の
西
洋
侵
略
の
危
機
に
対
応
し
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
思
想
が
、
幕

末
の
尊
皇
攘
夷
の
思
想
に
お
お
き
く
影
響
し
た
の
で
あ
る
。

　
⑦
福
沢
諭
吉
に
お
け
る
「
天
」
―
『
学
問
の
す
ゝ
め
』

　

明
治
時
代
の
初
期
に
は
、西
洋
の
新
し
い
知
識
を
紹
介
し
た
福
沢
諭
吉
の
『
学
問
の
す
ゝ
め
』

や
中
村
正
直
の
『
西
国
立
志
編
』
な
ど
の
啓
蒙
書
が
流
布
し
た
が
、
そ
こ
に
は
「
天
」
の
語
句

が
出
て
い
る
。
そ
の
「
天
」
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
超
越
者
観
念
の
「
ゴ
ッ
ド
」
な
ど
を

翻
訳
し
た
概
念
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
ら
が
若
い
こ
ろ
か
ら
儒
学
を
学
ん
で
い
た
経

歴
を
考
え
る
と
、
儒
教
的
教
養
と
し
て
の
「
天
」
の
影
響
も
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
明
治
五

年
に
出
版
さ
れ
た
、
福
沢
諭
吉
の
有
名
な
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
の
冒
頭
は
「
天
は
人
の
上
に
人

を
造
ら
ず
、
人
の
下
に
人
を
造
ら
ず
と
云
え
り
」
と
い
う
文
章
で
あ
る
が
、
そ
の
「
天
」
は
、

ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
の
「
す
べ
て
の
人
間
は
平
等
に
造
ら
れ
、
造
物
主
に
よ
っ
て
一
定
の
譲
り

渡
す
こ
と
の
で
き
な
い
権
利
を
与
え
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
一
文
の
「Creator

（
造
物
主
）」

の
訳
語
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
前
の
慶
応
二
年
～
明
治
三
年
出
版
の『
西
洋
事
情
』

の
中
の
独
立
宣
言
の
訳
の
「
天
の
人
を
生
ず
る
は
億
兆
皆
同
一
轍
に
て
、
之
に
付
与
す
る
に
動

か
す
可
か
ら
ざ
る
の
通
義
を
以
て
す
」
の
「
天
」
と
同
じ
訳
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。『
学
問

の
す
ゝ
め
』
第
二
編
に
は
「
人
の
生
ま
る
る
は
、
天
の
然
ら
し
む
る
所
に
て
人
力
に
非
ず
。
こ

の
人
々
互
い
に
相
敬
相
愛
し
て
各
其
の
職
分
を
尽
し
、
互
い
に
相
妨
ぐ
る
こ
と
な
き
所
以
は
、

も
と
同
類
の
人
間
に
し
て
共
に
一
天
を
与
に
し
、
共
に
天
地
の
間
の
造
物
な
れ
ば
な
り
」
と
あ

る
。
そ
の
ほ
か
、
福
沢
は
、
超
越
者
の
観
念
に
つ
い
て
は
、
著
書
の
中
で
「
天
」「
天
道
」「
造

物
主
」
な
ど
の
語
を
用
い
て
西
洋
文
明
を
紹
介
し
て
い
る
。
福
沢
は
十
四
、五
歳
よ
り
二
十
一

歳
で
長
崎
に
遊
学
す
る
ま
で
か
な
り
高
度
な
漢
学
修
業
を
し
た
こ
と
が
、
自
伝
『
福
翁
自
伝
』

で
語
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
教
養
に
立
脚
し
た
う
え
で
の
、
超
越
者
・
主
宰
者
の
「
天
」
の

語
の
使
用
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　

な
お
、
福
沢
の
晩
年
の
書
『
福
翁
百
話
』
に
は
冒
頭
で
、「
宇
宙
」「
天
工
」「
天
道
」
な
ど

人
力
を
超
え
た
超
越
者
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。「
宇
宙
は
誰
れ
か
に
造
ら
れ
た
る
も
の
か
、

ま
た
は
自
然
に
出
来
た
る
も
の
か
と
は
、
宗
教
論
の
喧
し
き
所
な
れ
ど
も
、
其
の
議
論
は
姑
く

擱
き
、
我
輩
に
於
て
は
唯
、
今
の
宇
宙
の
其
の
ま
ま
を
観
じ
て
、
其
の
美
麗
、
其
の
広
大
、
其

の
構
造
の
緻
密
微
妙
な
る
、
其
の
約
束
の
堅
固
不
抜
な
る
に
感
心
す
る
の
み
な
ら
ず
、
之
を
思

へ
ば
思
ふ
ほ
ど
、
い
よ
い
よ
ま
す
ま
す
際
限
な
く
、
唯
だ
独
り
茫
然
と
し
て
止
む
の
み
。（
中

略
）
依
て
案
ず
る
に
、
吾
々
が
幼
少
の
時
よ
り
、
人
の
力
に
叶
は
ぬ
事
に
逢
へ
ば
、
天
な
り
天

道
な
り
と
、
言
流
し
聞
流
し
た
る
習
慣
こ
そ
あ
れ
ば
、
仮
り
に
此
の
天
の
字
を
用
ひ
て
、
宇
宙

現
在
の
有
様
を
代
表
せ
ん
と
欲
す
る
も
の
な
り
。
但
し
天
と
云
ひ
、
又
は
天
道
、
天
工
、
天
意

な
ど
云
へ
ば
と
て
、
其
の
天
と
は
、
吾
々
の
仰
ぎ
見
る
青
空
に
も
あ
ら
ず
、
又
太
陽
に
も
あ
ら

ず
、
唯
だ
宇
宙
に
行
は
る
る
無
量
無
辺
、
無
始
無
終
、
至
大
至
細
、
至
強
至
信
、
到
底
人
智
を

以
て
測
る
可
か
ら
ざ
る
不
可
思
議
の
有
様
を
、
天
の
文
字
に
託
す
る
（
後
略
）」
と
、
宇
宙
の

広
大
無
辺
で
規
則
正
し
い
運
行
の
不
思
議
を
「
天
」「
天
道
」
と
し
て
語
っ
て
い
る
。

　

な
お
、
こ
れ
を
受
け
て
、
人
間
の
生
き
方
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
。「
宇
宙
の
間
に
我
が

地
球
の
存
在
す
る
は
、
大
海
に
浮
か
べ
る
芥
子
の
一
粒
と
云
ふ
も
、
中
々
お
ろ
か
な
り
。
吾
々

の
名
づ
け
て
人
間
と
称
す
る
動
物
は
、
此
の
芥
子
粒
の
上
に
生
れ
又
死
す
る
も
の
に
し
て
、
生

れ
て
其
の
生
る
る
所
以
を
知
ら
ず
、
死
し
て
其
の
死
す
る
所
以
を
知
ら
ず
、
由
て
来
る
所
を
知

ら
ず
、
去
て
往
く
所
を
知
ら
ず
、
五
、六
尺
の
身
体
、
僅
に
百
年
の
寿
命
も
得
難
し
、
塵
の
如
く
、

埃
の
如
く
、
溜
水
に
浮
沈
す
る
ぼ
う
ふ
ら
の
如
し
。（
中
略
）
さ
れ
ば
宇
宙
無
辺
の
考
を
以
て
、

独
り
自
ら
観
ず
れ
ば
、
日
月
も
小
な
り
、
地
球
も
微
な
り
。
ま
し
て
人
間
の
如
き
、
無
知
無
力
、

見
る
影
も
な
き
蛆
虫
同
様
の
小
動
物
に
し
て
、
石
化
電
光
の
瞬
間
、
偶
然
こ
の
世
に
呼
吸
眠
食

し
、
喜
怒
哀
楽
の
一
夢
中
、
忽
ち
消
え
て
痕
な
き
の
み
。
然
る
に
（
中
略
）
既
に
世
界
に
生
れ
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出
た
る
上
は
、
蛆
虫
な
が
ら
も
相
応
の
覚
悟
な
き
を
得
ず
。
即
ち
其
の
覚
悟
と
は
何
ぞ
や
。
人

生
本
来
、戯
と
知
り
な
が
ら
、此
の
一
場
の
戯
を
戯
と
せ
ず
し
て
恰
も
真
面
目
に
勤
め
、（
中
略
）

生
涯
一
点
の
過
失
な
か
ら
ん
こ
と
に
心
掛
る
こ
そ
、
蛆
虫
の
本
分
な
れ
。
否
な
蛆
虫
の
事
に
非

ず
、
万
物
の
霊
と
し
て
人
間
の
独
り
誇
る
所
の
も
の
な
り
」
と
、
微
小
な
人
間
存
在
で
あ
る
け

れ
ど
も
、
そ
れ
を
悟
っ
た
上
で
の
真
剣
な
努
力
こ
そ
人
間
の
本
分
で
あ
る
と
諭
し
て
い
る
。

⑧
中
村
正
直
に
お
け
る
「
天
」
―
「
敬
天
愛
人
説
」

　

中
村
正
直
（
敬
宇
）
は
、『
学
問
の
す
ゝ
め
』
と
並
ん
で
明
治
維
新
期
の
青
年
た
ち
に
大
き

な
影
響
を
与
え
た
啓
蒙
書『
西
国
立
志
編
』の
訳
者
と
し
て
有
名
で
あ
る
。こ
れ
は
サ
ミ
ュ
エ
ル
・

ス
マ
イ
ル
ズ
の
『
セ
ル
フ
・
ヘ
ル
プ
（
自
助
論
）』
の
翻
訳
で
、明
治
三
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。

冒
頭
の
有
名
な
一
句
「
天
は
自
ら
助
く
る
も
の
を
助
く
」
は
、「H

eaven helps those w
ho 

help them
selves

」
の
訳
で
あ
り
、
こ
れ
は
西
洋
で
は
よ
く
知
ら
れ
た
格
言
で
、「
天
」
と
訳

し
た
「H

eaven

」
は
神
の
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
訳
に
、
す
ぐ
に
は
キ

リ
ス
ト
教
の
神
を
感
じ
な
い
。
む
し
ろ
東
洋
的
な
意
味
を
感
じ
る
あ
た
り
が
、
当
時
違
和
感
な

く
受
け
入
れ
ら
れ
た
理
由
で
あ
ろ
う
。『
セ
ル
フ
・
ヘ
ル
プ
（
自
助
論
）』
は
、
西
洋
の
偉
人
た

ち
が
ど
の
よ
う
に
勤
勉
努
力
し
て
立
身
出
世
し
た
か
を
紹
介
し
て
、
自
助
の
精
神
の
大
切
さ
を

説
い
て
い
る
が
、
要
す
る
に
成
功
す
る
た
め
の
意
志
や
勤
勉
・
忍
耐
・
修
養
・
正
直
・
継
続
な

ど
の
原
則
を
述
べ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
西
洋
文
明
に
あ
こ
が
れ
る
、
明
治
初

年
の
青
年
の
立
志
の
情
熱
に
応
え
る
書
で
あ
っ
た
。
こ
の
本
の
「
緒
論
」
に
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら

帰
国
の
船
中
で
読
ん
だ
原
書
か
ら
受
け
た
自
身
の
感
銘
を
述
べ
、「
余
、
ま
た
近
ご
ろ
西
国
古

今
の
雋
傑
の
伝
記
を
読
む
に
、
其
の
皆
、
自
主
自
立
の
志
有
り
、
艱
難
辛
苦
の
行
ひ
有
り
。
天

を
敬
し
人
を
愛
す
る
の
誠
意
に
原
づ
き
、
以
て
能
く
世
を
済
ひ
民
を
利
す
る
の
大
業
を
立
つ
る

を
観
る
。
益
々
以
て
彼
の
土
、
文
教
昌
明
、
名
、
四
海
に
揚
が
る
者
、
実
に
其
の
国
人
、
勤
勉

忍
耐
の
力
に
由
り
、
而
し
て
其
の
君
主
の
得
て
与
ら
ざ
る
を
知
る
」
と
、
西
洋
の
繁
栄
の
底
に

は
、
偉
人
の
自
主
自
立
の
志
と
艱
難
辛
苦
の
行
い
、
そ
の
基
づ
く
と
こ
ろ
の
「
天
を
敬
し
人
を

愛
す
る
の
誠
意
」、
そ
し
て
国
民
の
勤
勉
忍
耐
が
あ
る
こ
と
を
悟
っ
た
と
語
っ
て
い
る
。

　

中
村
正
直
は
、こ
れ
よ
り
先
の
明
治
元
年
に『
敬
天
愛
人
説
』を
著
し
て
い
る
。
明
治
に
な
り
、

旧
幕
府
の
儒
者
で
あ
っ
た
中
村
は
、
徳
川
慶
喜
の
隠
居
所
の
あ
る
静
岡
の
学
問
所
の
教
授
と
な

り
、
そ
こ
で
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
前
半
で
「
天
」・「
天
道
」
と
「
愛
人
」
の

語
の
中
国
古
典
（『
書
経
』『
詩
経
』『
論
語
』『
孟
子
』
な
ど
）
よ
り
の
用
例
を
引
い
て
「
天
を

敬
し
人
を
愛
す
る
」
根
拠
を
示
し
、
後
半
で
、「
敬
天
愛
人
」
の
自
説
を
述
べ
て
い
る
。「
天
は

わ
れ
を
生
ず
る
者
、
乃
ち
吾
が
父
な
り
。
人
は
吾
と
同
じ
く
天
の
生
ず
る
所
為
る
者
、
乃
ち
吾

が
兄
弟
な
り
。
天
、
其
れ
敬
せ
ざ
る
可
け
ん
や
。
人
、
其
れ
愛
せ
ざ
る
可
け
ん
や
。
何
ぞ
天
を

敬
す
る
と
謂
ふ
。
曰
く
、
天
は
形
無
く
し
て
知
る
あ
り
。
質
無
く
し
て
在
ら
ざ
る
所
無
し
。
其

の
大
、
外
無
く
、
其
の
小
、
内
無
し
。
人
の
言
動
、
其
の
昭
鍳
を
遁
れ
ざ
る
こ
と
論
勿
し
。
乃

ち
一
念
の
善
悪
、
方
寸
に
動
く
者
、
亦
た
其
の
視
察
に
漏
れ
ず
。
王
法
の
賞
罰
、
時
に
及
ば
ざ

る
所
有
り
。
天
道
の
禍
福
、
遅
速
異
な
る
と
雖
も
、
而
も
決
し
て
愆
る
所
無
し
。（
中
略
）
是

に
由
て
之
を
観
る
に
、
天
を
敬
す
る
は
、
徳
行
の
根
基
な
り
。
国
、
天
を
敬
す
る
の
民
多
け
れ

ば
、
則
ち
其
の
国
必
ず
盛
ん
に
、
国
、
天
を
敬
す
る
の
民
少
な
け
れ
ば
、
則
ち
其
の
国
必
ず
衰

ふ
。
何
ぞ
人
を
愛
す
る
と
謂
ふ
。
曰
く
、
天
を
敬
す
、
故
に
人
を
愛
し
、
吾
が
同
胞
を
愛
す
る

な
り
」
と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
「
天
」
は
、
中
国
の
経
書
に
あ
る
、
形
が
無
く
、
至
る
所
に
存

在
し
、
す
べ
て
を
照
覧
し
、
禍
福
を
降
す
、
人
格
神
的
な
万
物
の
主
宰
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、

そ
の
天
を
敬
す
る
よ
う
に
、
人
を
も
愛
す
る
べ
き
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
文
章

は
中
村
が
影
響
を
受
け
た
西
洋
の
キ
リ
ス
ト
教
の
創
造
主
「
ゴ
ッ
ド
」
で
あ
る
と
も
読
め
る
と

論
じ
る
意
見
も
あ
る
。「
天
は
、
我
を
生
ず
る
も
の
、
乃
ち
吾
が
父
な
り
」
は
、
天
な
る
父
で

あ
る
神
を
指
し
、「
人
、
其
れ
愛
せ
ざ
る
可
け
ん
や
」
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
隣
人
愛
を
説
い
た

も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

中
村
正
直
は
、身
分
の
低
い
幕
臣
の
子
に
生
ま
れ
、昌
平
黌
で
学
び
、そ
の
筆
頭
教
授
と
な
っ

た
人
で
、
儒
者
で
あ
り
な
が
ら
蘭
語
や
英
語
も
ひ
そ
か
に
学
ん
で
お
り
、
三
十
五
歳
の
と
き
、

幕
府
の
留
学
生
派
遣
に
際
し
留
学
生
十
二
名
の
監
督
役
で
同
行
し
、
英
国
で
見
聞
に
努
め
て
い

た
が
、
二
年
後
に
幕
府
が
倒
れ
た
た
め
、
余
儀
な
く
帰
国
す
る
こ
と
と
な
り
、
帰
国
後
、
静
岡

で
徳
川
家
の
学
問
所
の
教
授
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
優
秀
な
儒
者
で
あ
り
な
が
ら
、
西
洋
文

明
の
偉
大
さ
に
注
目
し
そ
の
背
景
に
あ
る
精
神
を
探
求
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
中
村

が
発
見
し
た
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
も
と
で
艱
難
辛
苦
に
耐
え
経
世
済
民
に
勤
勉
に
励
ん
で
い

る
西
洋
の
人
々
を
知
っ
て
、
そ
の
精
神
は
儒
教
的
徳
目
の
め
ざ
す
も
の
と
同
じ
も
の
で
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
西
洋
に
も
東
洋
に
も
普
遍
的
に
通
じ
る
同
じ
よ
う
な
道
徳
説
と
し

て
「
敬
天
愛
人
説
」
を
論
じ
た
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

な
お
、中
村
正
直
は
、帰
国
の
船
上
で
自
分
の
号
を「
敬
宇
」と
し
た
が
、そ
れ
は「
宇
」と「
天
」

は
同
義
で
あ
る
の
で
「
敬
天
」
と
同
じ
意
味
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
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⑨
西
郷
隆
盛
に
お
け
る
「
天
」
―
「
敬
天
愛
人
」

　

西
郷
隆
盛
は
、
明
治
三
年
に
薩
摩
を
訪
れ
た
庄
内
藩
士
ら
が
西
郷
の
語
る
と
こ
ろ
を
筆
録

し
、
明
治
二
十
三
年
に
出
版
さ
れ
た
『
西
郷
南
洲
遺
訓
』
で
「
敬
天
愛
人
」
を
語
っ
て
い
る
こ

と
で
有
名
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、「
道
は
天
地
自
然
の
物
に
し
て
、
人
は
之
を
行
ふ
も
の
な
れ

ば
、
天
を
敬
す
る
を
目
的
と
す
。
天
は
人
も
我
も
同
一
に
愛
し
給
ふ
ゆ
え
、
我
を
愛
す
る
心
を

以
て
人
を
愛
す
る
也
」「
道
は
天
地
自
然
の
道
な
る
ゆ
え
、講
学
の
道
は
敬
天
愛
人
を
目
的
と
し
、

身
を
修
す
る
に
克
己
を
以
て
終
始
せ
よ
」「
人
を
相
手
に
せ
ず
、
天
を
相
手
に
せ
よ
。
天
を
相

手
に
し
て
、
己
れ
を
尽
て
人
を
咎
め
ず
、
我
が
誠
の
足
ら
ざ
る
を
尋
ぬ
べ
し
」
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
西
郷
は
、
薩
摩
藩
士
で
儒
学
的
な
教
育
を
受
け
た
人
な
の
で
、
こ
こ
で
の
「
天
」「
道
」

は
東
洋
的
な
思
想
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
西
郷
は
好
ん
で
「
敬
天
愛
人
」

を
揮
毫
し
、
彼
の
座
右
の
銘
と
も
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
実
は
明
治
元
年
に
、
薩
摩
藩
士
の
最
上
五
郎
と
い
う
人
が
静
岡
の
中
村
正
直
を
訪

れ
、「
敬
天
愛
人
説
」
の
訓
え
を
受
け
、
鹿
児
島
に
帰
っ
た
彼
か
ら
そ
の
説
を
聞
き
西
郷
が
大

い
に
共
鳴
し
た
の
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

⑩
夏
目
漱
石
の
「
天
」
―
「
則
天
去
私
」

　

明
治
の
初
期
の
文
学
者
は
、
森
鴎
外
に
し
て
も
夏
目
漱
石
に
し
て
も
幸
田
露
伴
に
し
て
も
、

漢
学
の
深
い
素
養
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
学
作
品
に
そ
の
教
養
が
現
れ
て
い
る
と
と

も
に
、
み
な
本
格
的
な
漢
詩
を
残
し
て
い
る
。
中
で
も
夏
目
漱
石
の
漢
詩
は
、
語
法
が
正
確
で

内
容
も
優
れ
て
い
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
漱
石
は
晩
年
に
「
則
天
去
私
」
を
唱
え
た
。

た
だ
漱
石
が
こ
の
言
葉
を
残
し
て
い
る
の
は
、
亡
く
な
る
年
の
大
正
五
年
十
一
月
の
『
文
章
日

記
』
に
こ
の
言
葉
が
揮
毫
さ
れ
て
記
さ
れ
、
そ
の
解
説
に
「
天
は
自
然
で
あ
る
。
自
然
に
従
う

て
、
私
、
即
ち
小
主
観
小
技
巧
を
去
れ
と
い
う
意
味
で
、
文
章
は
あ
く
ま
で
自
然
な
れ
、
天
真

流
露
な
れ
と
い
う
意
で
あ
る
」と
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、他
に
は
見
ら
れ
な
い
と
い
う
。ま
た
、

そ
の
十
一
月
に
門
下
生
た
ち
に
「
則
天
去
私
」
の
心
境
を
語
っ
て
お
り
、
門
下
生
の
松
岡
譲
の

記
録
で
は
「
漸
く
自
分
も
こ
の
頃
一
つ
の
さ
う
い
っ
た
境
地
に
出
た
。「
則
天
去
私
」
と
自
分

で
は
よ
ん
で
居
る
の
だ
が
、
他
の
人
が
も
っ
と
外
の
言
葉
で
言
ひ
現
は
し
て
も
居
る
だ
ら
う
。

つ
ま
り
普
通
自
分
自
分
と
い
ふ
所
謂
小
我
の
私
を
去
っ
て
、
も
っ
と
大
き
な
謂
は
ば
普
遍
的
な

大
我
の
命
ず
る
ま
ゝ
に
自
分
を
ま
か
せ
る
と
い
っ
た
や
う
な
事
な
ん
だ
が
、
さ
う
言
葉
で
言
っ

て
し
ま
っ
た
ん
で
は
尽
く
せ
な
い
気
が
す
る
。（
中
略
）
つ
ま
り
観
る
方
か
ら
い
へ
ば
、
す
べ

て
が
一
視
同
仁
だ
。
差
別
無
差
別
と
い
ふ
や
う
な
事
に
な
る
ん
だ
ろ
う
ね
」と
語
っ
た
と
い
う
。

こ
れ
は
、
自
分
が
ま
だ
超
越
的
な
「
天
」
の
心
境
に
は
達
し
て
い
る
と
は
考
え
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
そ
の
境
地
は
、
彼
の
漢
詩
に
は
詠
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。
大
正
十
五
年
十
一
月

二
十
日
に
作
っ
た
人
生
最
後
の
漢
詩
「
無
題
」
は
「
真
蹤
は
寂
寞
と
し
て　

杳
か
に
尋
ね
難
く

　

虚
懐
を
抱
い
て
古
今
に
歩
ま
ん
と
欲
す　

碧
水
碧
山　

何
ぞ
我
れ
有
ら
ん　

蓋
天
蓋
地　

是

れ
無
心　

依
稀
た
る
暮
色　

月
は
草
を
離
れ　

錯
落
た
る
秋
声　

風
は
林
に
在
り　

眼
耳
双
つ

な
が
ら
忘
れ
て
身
も
亦
た
失
い　

空
中
に
独
り
唱
う
白
雲
の
吟
」
の
七
言
律
詩
で
あ
る
が
「
碧

水
碧
山　

何
ぞ
我
れ
有
ら
ん　

蓋
天
蓋
地　

是
れ
無
心
（
み
ど
り
の
山
河
に
は
ど
う
し
て
私
心

な
ど
あ
ろ
う
。
天
地
の
全
体
は
無
心
そ
の
も
の
で
あ
る
）」
と
い
う
句
に
「
則
天
去
私
」
の
境

地
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

⑪
天
賦
人
権
論
の
「
天
」
の
観
念

　

明
治
初
年
の
自
由
民
権
運
動
の
中
で
強
く
主
張
さ
れ
た
思
想
に
「
天
賦
人
権
論
」
が
あ
る
。

天
賦
人
権
論
は
、
加
藤
弘
之
、
植
木
枝
盛
、
馬
場
辰
猪
、
中
江
兆
民
と
い
っ
た
人
々
に
よ
っ
て

唱
え
ら
れ
た
も
の
で
、
人
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
自
由
・
平
等
で
あ
り
、
幸
福
を
求
め
る
権

利
を
も
つ
も
の
で
、そ
れ
は「
天
」か
ら
与
え
ら
れ
た
基
本
的
権
利
で
あ
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
。

　

西
欧
の
思
想
、
つ
ま
り
、
人
間
は
神
か
ら
生
ま
れ
な
が
ら
に
平
等
に
生
命
や
身
体
・
財
産
に

関
す
る
権
利
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
「
自
然
権
」
の
思
想
に
根
ざ
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
の
理
論
は
、
伝
統
的
な
「
天
」
の
観
念
と
関
連
づ
け
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
人
間
の
智
識
や
欲
望
・
感
情
な
ど
を
「
天
」
か
ら
与
え
ら
れ
た
「
生
」
と
捉
え
、
人

間
の
「
生
」
へ
の
欲
求
、「
生
」
あ
る
も
の
の
生
存
や
生
育
は
自
然
な
欲
求
と
し
て
、
天
与
の

自
然
の
摂
理
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
生
命
の
保
持
、
さ
ら
に
幸
福
の
追
求
は
、
天
賦
の
欲

求
で
あ
り
、
各
人
に
と
っ
て
基
本
的
な
権
利
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

植
木
枝
盛
は
、『
天
賦
人
権
弁
』
で
「
元
来
吾
儕
が
天
賦
人
権
と
云
へ
る
こ
と
を
言
ふ
も
の

は
、
必
し
も
国
家
法
律
の
有
無
に
関
は
ら
ず
、
直
ち
に
其
の
天
に
徴
し
て
之
を
唱
ふ
る
こ
と
な

り
。・・・
其
の
天
は
、
只
其
の
生
活
を
遂
ぐ
る
を
趣
意
と
す
」
と
し
、
天
賦
人
権
は
直
接
に
「
天
」

に
結
び
つ
く
と
し
、「
生
活
を
遂
ぐ
る
」
こ
と
、
つ
ま
り
「
生
活
の
権
利
」
を
「
天
意
」
で
あ

る
と
し
て
い
る
。
ま
た
「
夫
れ
、
人
は
之
を
天
に
徴
す
る
に
、
実
に
幸
福
を
希
望
す
る
も
の
な

り
。
又
、其
の
幸
福
を
得
る
こ
と
を
以
て
其
の
賦
稟
に
適
す
る
こ
と
を
見
る
も
の
な
り
」と
、「
幸
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福
を
得
る
こ
と
」
つ
ま
り
「
幸
福
の
権
利
」
も
「
天
意
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

加
藤
弘
之
は
『
国
体
新
論
』
で
、「
人
民
の
安
寧
幸
福
」
こ
そ
天
の
意
思
「
天
意
」
で
あ
り
、

す
べ
て
の
人
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
も
っ
て
い
る
「
不
羈
自
立
を
欲
す
る
の
情
」
は
「
天
意
」
を

遂
げ
る
た
め
に
人
間
に
与
え
ら
れ
た
「
天
性
」
で
あ
る
か
ら
、
権
利
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
べ
き

も
の
と
し
て
い
る
。

（
５
）
ま
と
め

　

こ
れ
ま
で
中
国
の
「
天
」
の
思
想
と
、
日
本
の
「
天
」
の
思
想
の
変
遷
を
見
て
き
た
が
、
淡

窓
の
「
敬
天
思
想
」
は
、
ど
の
よ
う
な
思
想
に
基
づ
い
て
唱
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

点
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

①
荻
生
徂
徠
の
思
想
と
の
関
係

　

淡
窓
の
「
敬
天
思
想
」
は
、
淡
窓
の
独
創
的
な
発
見
に
よ
る
主
張
で
は
な
い
。
そ
れ
は
荻
生

徂
徠
が
「
聖
人
の
道
、六
経
の
載
す
る
所
、皆
天
を
敬
す
る
に
帰
せ
ざ
る
も
の
な
し
」（『
弁
名
』）

と
述
べ
る
よ
う
に
、
徂
徠
学
に
基
づ
く
主
張
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
主
張
は
徂
徠
学
の
ま
ま

で
は
な
い
。
徂
徠
の
言
葉
に
思
考
の
発
想
は
あ
る
が
、
淡
窓
の
考
察
は
そ
れ
を
一
段
と
深
く
探

求
し
た
も
の
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。『
約
言
』
の
亀
井
昭
陽
の
序
文
に
「
子
基
曰
く
、
先
王

の
道
は
敬
天
に
本
づ
く
、
物
子
の
確
言
な
り
と
。・
・
・
物
子
、
大
を
観
て
未
だ
細
に
渉
ら
ず
、

朱
子
の
持
敬
、
専
ら
諸
れ
を
其
の
心
に
求
む
。
猶
ほ
物
無
き
が
ご
と
き
な
り
。
而
し
て
約
言
、

則
ち
敬
を
天
に
本
づ
く
」
と
書
い
て
い
る
よ
う
に
、徂
徠
（
物
子
）
は
「
敬
天
」
を
言
っ
た
が
、

そ
れ
は
大
ま
か
に
道
の
基
づ
く
根
拠
を
示
し
た
だ
け
で
、
そ
の
詳
細
に
及
ん
で
い
な
い
の
で
、

淡
窓
（
子
基
）
が
『
約
言
』
で
さ
ら
に
展
開
し
詳
述
し
た
旨
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、淡
窓
が
『
約
言
』
は
「
六
経
」
の
要
旨
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、

『
書
経
』『
詩
経
』『
易
経
』
な
ど
の
述
べ
る
と
こ
ろ
を
さ
ら
に
深
く
追
求
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

『
約
言
』
の
思
想
は
、『
書
経
』
な
ど
の
述
べ
る
と
こ
ろ
の
「
天
」
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
見
て
き
た
よ
う
に
、
人
格
神
的
な
主
宰
者
と
し
て
の
「
天
」
で
あ
り
、「
上
帝
」

「
天
帝
」
と
呼
ば
れ
る
人
格
を
も
っ
た
神
の
概
念
と
も
い
う
べ
き
不
可
知
の
存
在
で
あ
る
。

　

淡
窓
は
、
荻
生
徂
徠
―
山
県
周
南
―
永
富
独
嘯
庵
―
亀
井
南
冥
・
昭
陽
と
い
う
徂
徠
学
の
系

譜
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
が
、
亀
井
塾
を
退
塾
し
た
後
は
、
独
学
で
学
ん
で
い
る
の

で
、
徂
徠
学
に
は
こ
だ
わ
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
徂
徠
学
に
つ
い
て
の
評
価
は
あ
ま
り
よ
い

も
の
で
は
な
い
。「
其
の
学
、
経
済
を
第
一
義
と
し
、
修
身
を
第
二
義
と
す
。
故
に
心
身
の
工

夫
に
至
っ
て
は
、
宋
儒
の
百
が
一
も
心
を
用
ひ
ず
。
其
の
余
流
た
る
者
、
専
ら
詩
賦
文
章
を
事

と
す
る
に
過
ぎ
ず
、
且
つ
道
を
作
り
者
と
見
る
所
よ
り
し
て
、
末
流
の
徒
に
は
放
逸
無
慚
の
者

多
く
出
来
れ
り
」（『
夜
雨
寮
筆
記
』）、
ま
た
「
其
の
学
、
訓
詁
を
精
く
し
、
詩
文
を
主
と
し
て
、

躬
行
を
務
め
ず
。
其
の
後
、
伊
物
の
説
盛
ん
に
し
て
、
程
朱
の
学
衰
へ
し
に
、
儒
者
多
く
浮
華

放
蕩
に
流
れ
て
、
躬
行
を
務
む
る
者
な
し
」（『
儒
林
評
』）
と
述
べ
、
そ
の
放
免
・
浮
華
放
蕩

に
し
て
修
身
・
躬
行
を
務
め
な
い
と
い
う
傾
向
に
つ
い
て
、
道
徳
的
な
面
を
お
ろ
そ
か
に
す
る

堕
落
し
た
弊
害
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
先
王
の
道
は
聖
人
の
制
作
し
た
も
の
と
す

る
説
」
に
つ
い
て
は
、「
道
は
聖
人
の
制
作
を
仮
ら
ざ
る
に
は
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
聖
人
未
だ
曾

て
我
れ
之
を
作
る
と
の
た
ま
は
ず
し
て
、
之
を
天
命
に
帰
し
た
ま
へ
り
。・
・
・
古
学
を
事
と

す
る
者
・
・
・
道
を
以
て
作
り
物
と
す
る
よ
り
し
て
、
世
の
篤
実
謹 

厳
の
君
子
を
以
て
矯
飾

の
偽
り
と
し
、
放
逸
無
頼
の
徒
を
以
て
天
地
の
真
面
目
を
得
た
る 

所
と
す
」（『
夜
雨
寮
筆
記
』）

と
、
徂
徠
学
で
は
、
あ
ま
り
に
人
為
性
が
強
調
さ
れ
て
「
聖
人
の
行
事
は
必
ず
天
に
本
づ
く
」

と
い
う
こ
と
が
忘
れ
が
ち
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。

②
孔
子
・
孟
子
と
の
関
係

　

淡
窓
は
、徂
徠
学
の
重
ん
じ
た
儒
教
の
原
典
「
六
経
」
に
基
づ
き
、儒
教
の
原
点
に
も
ど
っ
て
、

そ
の
根
底
に
あ
る
も
の
を
探
求
し
た
の
で
あ
る
。
儒
教
に
お
い
て
は
、
そ
れ
よ
り
の
ち
の
孔
子

の
思
想
、
孟
子
の
思
想
、
さ
ら
に
宋
学
（
朱
子
学
）
や
陽
明
学
に
お
い
て
も
、「
天
」
は
基
本

的
に
は
儒
教
の
原
典
で
あ
る
「
六
経
」
の
思
想
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
じ
概
念

の
「
天
」
で
は
な
い
が
、
理
法
的
な
「
天
」
に
し
て
も
、
自
然
的
な
「
天
」
に
し
て
も
、
万
物

の
根
源
に
あ
る
存
在
を
指
す
も
の
に
は
変
わ
り
が
な
い
。そ
こ
で
、淡
窓
は
、万
物
す
べ
て
が「
天

に
本
づ
く
」
こ
と
を
理
解
し
「
天
を
敬
す
る
」
姿
勢
が
前
提
で
あ
れ
ば
そ
の
学
問
自
体
は
否
定

し
な
い
。

　

孔
子
に
つ
い
て
は
、孔
子
の
「
天
」
は
、『
書
経
』
等
に
見
え
る
人
格
神
的
な
要
素
の
強
い
「
天
」

で
あ
る
が
、
孔
子
の
合
理
主
義
的
な
立
場
に
よ
り
非
人
格
的
な
自
然
の
摂
理
と
も
い
う
べ
き
面

も
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
孔
子
の
「
天
」
に
対
す
る
態
度
は
、
究
極
的
な
祈
り
を

捧
げ
る
よ
う
な
極
め
て
敬
虔
な
も
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
淡
窓
の
主
張
す
る
「
敬
天
」
の
態
度
で

あ
り
、
聖
人
で
あ
る
孔
子
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
淡
窓
は
全
面
的
に
肯
定
し
て
い
る
。
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ま
た
、
孟
子
の
性
善
説
も
、「
性
は
ま
こ
と
に
天
の
授
け
た
ま
ふ
所
に
し
て
、
大
切
な
物
な

れ
ど
も
・
・
・
人
心
惟
れ
危
う
し
に
て
、
畢
竟
た
の
み
難
き
も
の
」
な
の
で
、
敬
天
説
も
孔
子

の
教
え
と
同
じ
く
「
性
を
論
ず
る
を
主
と
せ
ざ
る
」
も
の
で
は
あ
る
が
、「
上
天
の
本
意
を
論

ず
れ
ば
、
性
善
に
帰
す
。
是
れ
我
が
性
善
に
し
て
、
孟
子
の
性
善
と
は
少
し
く
異
な
り
と
知
る

べ
し
」（『
約
言
或
問
』）
と
肯
定
し
て
い
る
。

③
朱
子
学
と
の
関
係

　

淡
窓
は
、
朱
子
学
に
つ
い
て
は
好
意
的
で
「
宋
学
を
事
と
す
る
者
・
・
・
道
を
信
ず
る
こ 

と
は
頗
る
厚
し
」（『
夜
雨
寮
筆
記
』）
と
、
そ
の
修
養
・
実
践
に
努
め
る
点
を
評
価
し
て
い
る
。

し
か
し
、「
理
」
で
す
べ
て
の
存
在
を
理
解
す
る
点
に
つ
い
て
は
批
判
的
で
、
朱
子
学
の
「
天

は
理
な
り
」
の
論
理
を
「
天
の
神
明
不
可
思
議
な
る
こ
と
、
理
の
一
字
に
尽
す
べ
き
に
非
ず
。

己
が
智
を
以
て
理
を
究
め
て
、
天
は
即
ち
理
な
り
と
云
ふ
は
、
畢
竟
私
智
を
以
て
天
を
測
る
所

に
し
て
、
不
敬
に
お
つ
る
こ
と
を
免
か
れ
ざ
る
べ
し
」
と
批
判
し
て
い
る
が
、
朱
子
学
は
「
理

を
以
て
第
一
の
尊
き
者
と
す
。
故
に
其
の
尊
ぶ
所
を
以
て
天
に
合
し
た
る
者
な
り
。
是
れ
亦
た

敬
天
の
意
な
る
べ
し
」
と
評
し
、「
宋
儒
、
天
を
以
て
理
と
す
る
」
の
で
「
少
し
く
理
に
戻
る

こ
と
あ
れ
ば
、
乃
ち
天
に
も
と
る
な
り
と
云
へ
り
。
是
に
於
い
て
敬
天
の
義
、
広
く
万
事
に
及

ぼ
せ
り
」
と
、
そ
れ
ま
で
の
漢
代
の
儒
教
を
変
革
し
て
広
く
影
響
を
与
え
た
点
は
評
価
し
て
い

る
。
そ
こ
で
、
朱
子
学
は
「
天
は
理
の
出
づ
る
所
な
り
と
称
せ
ば
可
な
ら
ん
」（『
約
言
或
問
』）

と
述
べ
て
い
る
。

④
陽
明
学
と
の
関
係

　

陽
明
学
に
つ
い
て
は
、「
陽
明
は
唯
だ
心
を
明
か
す
を
主
と
し
て
、
窮
理
を
務
め
ず
。
心
、

苟
も
明
な
れ
ば
理
は
其
の
中
に
存
す
る
と
見
た
り
。・
・
・
王
学
は
心
性
の
み
を
談
じ
て
、
章

句
を
治
め
ず
」（『
夜
雨
寮
筆
記
』）
と
、「
心
」
の
み
を
重
視
す
る
点
に
批
判
的
で
あ
り
、ま
た
「
良

知
は
即
ち
性
善
の
説
な
り
。
人
々
良
知
あ
り
と
云
へ
ど
も
、
悪
を
な
す
こ
と
を
免
れ
ず
。
然
ら

ば
、
良
知
も
恃
む
に
足
ら
ず
。
必
ず
天
を
敬
す
る
こ
と
を
知
っ
て
、
而
る
後
に
良
知
用
を
な
す

な
り
」
と
述
べ
る
が
「
唯
だ
良
知
の
説
は
、
己
れ
が
性
の
天
よ
り
出
で
た
る
所
を
守
り
て
失
は

ず
。
其
の
説
、
甚
だ
簡
要
な
り
」
と
そ
の
簡
素
で
要
を
得
た
説
で
あ
る
点
を
評
価
し
「
敬
天
の

義
、
已
に
立
つ
上
は
、
良
知
の
説
は
如
何
に
も
親
切
な
る
教
え
と
云
う
べ
し
」
と
し
て
い
る
。

そ
こ
で
「
唯
だ
、
敬
天
を
本
と
し
て
、
其
の
後
の
所
は
或
は
窮
理
、
或
は
良
知
、
何
れ
を
用
い

て
も
害
な
し
と
す
。
是
れ
約
言
な
り
」（『
約
言
或
問
』）
と
、敬
天
が
根
本
に
あ
れ
ば
、朱
子
学
、

陽
明
学
の
い
ず
れ
も
問
題
な
い
と
し
て
い
る
。

⑤
日
本
の
「
天
道
」
思
想
と
の
関
係

　

ま
た
、
中
国
の
思
想
ば
か
り
か
、
淡
窓
は
日
本
の
伝
統
的
な
「
天
道
」
の
思
想
も
そ
の
基
礎

と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
淡
窓
は
、
広
瀬
家
の
家
風
そ
の
ま
ま
の
神
仏
に
敬
虔
な
人
で
あ
っ

た
。
日
記
を
見
る
と
、
毎
年
正
月
に
は
必
ず
祖
先
神
、
年
神
、
諸
神
に
祈
る
と
と
も
に
孔
子
聖

像
に
も
祈
っ
て
い
る
し
、
日
田
の
各
寺
院
・
神
社
に
た
び
た
び
お
参
り
し
、
と
く
に
広
瀬
家
の

稲
荷
社
に
は
よ
く
参
詣
し
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
淡
窓
に
は
、
一
般
の
日

本
人
と
同
じ
よ
う
に
、
日
本
古
来
の
超
越
的
な
存
在
と
し
て
の
「
お
天
道
さ
ま
」
に
対
す
る
意

識
も
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

淡
窓
の
思
想
に
は
、
中
国
や
日
本
の
種
々
の
思
想
・
学
説
の
依
っ
て
立
つ
立
場
を
理
解
し
た

う
え
で
、
そ
れ
を
超
越
し
て
根
底
で
支
え
る
も
の
を
探
求
す
る
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
そ
れ
ら
を

統
括
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
が
見
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。

　

た
だ
、
近
世
初
期
や
明
治
維
新
期
に
見
ら
れ
る
西
洋
思
想
の
影
響
、
つ
ま
り
キ
リ
シ
タ
ン
や

キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
を
受
け
た
「
天
」
の
観
念
は
み
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ら
の
「
天
」
は 

絶
対

的
な
唯
一
の
「
一
神
教
」
の
神
を
指
す
が
、
淡
窓
の
説
く
「
天
」
は
、
い
わ
ば
他
の
諸
神
の
中

の
主
神
で
あ
る
「
多
神
教
」
の
神
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

⑥
淡
窓
の
体
験
に
よ
る
「
敬
天
」

　

淡
窓
に
は
、
見
て
き
た
よ
う
に
、
一
生
涯
病
気
に
苦
悩
し
た
こ
と
か
ら
、
健
康
長
寿
へ
の
願

い
、
人
間
の
運
命
や
生
死
へ
の
関
心
が
よ
り
深
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
人
智
を
超
え

た
、
宇
宙
の
不
可
思
議
、
生
命
の
神
秘
な
ど
に
つ
い
て
感
動
し
、
そ
れ
に
対
す
る
人
間
の
無
知
・

無
力
を
感
じ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
人
間
に
生
ま
れ
た
幸
せ
へ
の
感
謝
の
念
も
生

じ
た
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
こ
れ
ら
淡
窓
の
感
想
も
、
晩
年
の
福
沢
諭
吉
が
『
福
翁
百
話
』
で
素

直
な
感
想
を
述
べ
た
ご
と
く
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
宇
宙
を
主
宰
す
る
何
ら
か

の
存
在
を
、
中
国
の
聖
人
が
確
認
し
て
い
る
こ
と
を
学
び
、
そ
の
存
在
が
人
間
の
倫
理
の
根
源

で
も
あ
る
と
確
信
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
天
」
の
存
在
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
カ

ン
ト
の
『
実
践
理
性
批
判
』
の
結
語
中
に
あ
る
有
名
な
一
句
「
常
に
い
や
増
す
新
た
な
感
嘆
と

畏
敬
と
を
以
て
我
々
の
心
に
満
ち
溢
れ
て
く
る
二
つ
の
も
の
が
あ
る
。
即
ち
、
我
が
頭
上
に
き
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ら
め
く
星
座
と
我
が
内
な
る
道
徳
律
と
で
あ
る
」
に
述
べ
て
い
る
の
も
、
宇
宙
の
不
思
議
と
そ

れ
を
宰
ど
る
存
在
に
基
づ
く
人
間
の
倫
理
と
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

淡
窓
は
、人
間
の
あ
る
べ
き
生
き
方
と
し
て
、「
天
」
を
畏
敬
す
る
こ
と
は
、す
な
わ
ち
「
天
」

の
教
え
る
と
こ
ろ
の
善
の
行
為
の
実
践
で
あ
る
こ
と
を
説
き
、
そ
の
善
の
修
養
の
た
ゆ
ま
ぬ
努

力
を
行
う
こ
と
が
「
天
に
事
え
る
」
こ
と
で
あ
る
と
説
く
。「
天
に
事
え
る
」
と
い
う
「
天
」

へ
の
絶
対
随
順
の
態
度
は
、
自
分
を
捨
て
去
っ
て
、
大
き
な
も
の
「
大
我
」
に
委
ね
る
と
い
っ

た
も
の
で
、
夏
目
漱
石
の
言
う
「
則
天
去
私
」
の
態
度
を
思
わ
せ
る
。
そ
し
て
、
淡
窓
が
天
命

を
詳
し
く
説
明
し
た
よ
う
に
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
「
宿
命
」
を
持
ち
な
が
ら
、
正
し
い
善
の

行
為
の
実
践
で
よ
い
運
命
の
報
い
・
天
の
祐
け
を
受
け
る
「
正
命
」
に
努
力
し
、
そ
れ
以
上
は

天
に
委
ね
る
「
随
命
」
だ
と
捉
え
、「
人
事
を
尽
く
し
て
天
命
を
待
つ
」
と
い
う
態
度
で
、
究

極
的
に
は
「
敬
天
の
旨
、
天
命
を
楽
し
む
を
以
て
主
と
な
す
」
と
い
う
よ
う
に
天
命
に
安
じ
る

の
で
あ
る
。

⑦
「
敬
天
」
の
現
代
的
意
義

　
「
天
」
の
思
想
、
そ
の
「
天
」
を
畏
敬
す
る
「
敬
天
思
想
」
は
、
現
代
に
お
い
て
ど
う
い
う

意
味
が
あ
る
の
か
考
え
て
み
た
い
。
す
で
に
古
び
た
過
去
の
思
想
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
の
倫
理

的
根
拠
と
し
て
、
人
間
の
智
恵
を
超
え
た
不
可
知
な
存
在
に
対
す
る
敬
虔
な
態
度
な
い
し
謙
虚

な
態
度
は
、
今
日
も
う
一
度
見
直
さ
れ
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
有
限
で
微
小
な
存
在
の
人
間

が
、
大
き
な
も
の
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
自
覚
は
必
要
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
の
も

の
が
人
間
の
理
性
に
よ
っ
て
解
明
で
き
る
と
い
う
傲
り
や
思
い
あ
が
り
、
人
間
の
た
め
に
自
然

を
利
用
し
て
い
く
と
い
っ
た
科
学
万
能
の
姿
勢
を
止
め
る
た
め
に
、
人
間
を
超
え
る
大
き
な
存

在
を
知
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
と
く
に
、
自
然
破
壊
な
ど
の
環
境
問
題
、
ク
ロ
ー
ン
な
ど
の

生
命
倫
理
の
問
題
は
、
人
類
す
べ
て
に
と
っ
て
深
刻
な
問
題
だ
と
思
え
る
。
昔
か
ら
あ
る
「
天

道
恐
る
べ
し
」
と
い
っ
た
偉
大
な
力
を
畏
怖
す
る
謙
虚
な
心
を
持
つ
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意

味
で
、
今
日
で
も
淡
窓
の
「
敬
天
思
想
」
は
よ
く
味
わ
っ
て
み
る
価
値
が
あ
る
も
の
と
思
う
。

お
わ
り
に

　

結
論
か
ら
言
え
ば
、
淡
窓
の
「
敬
天
思
想
」
は
、
中
国
・
日
本
の
諸
思
想
・
学
説
を
超
え
て
、

そ
れ
ら
の
思
想
の
底
流
に
あ
る
も
の
を
、
人
間
を
超
え
た
超
越
的
主
宰
者
「
天
」
と
捉
え
、
そ

の
「
天
」
を
畏
敬
す
る
「
敬
天
」
の
実
践
、
つ
ま
り
善
行
の
実
践
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
い

わ
ば
「
敬
天
思
想
」
は
、
理
論
と
い
う
よ
り
実
践
道
徳
の
思
想
で
あ
る
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
田
市
咸
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員　

深
町
浩
一
郎
）

参
考
文
献

　

日
田
郡
教
育
会
編
『
増
補　

淡
窓
全
集
』　

思
文
閣

　

後
藤
三
郎
・
柳
町
達
也
編
『
細
井
平
洲
・
廣
瀬
淡
窓
集
』　

玉
川
大
学
出
版
部

　

工
藤
豊
彦
『
日
本
の
思
想
家　

広
瀬
淡
窓
・
広
瀬
旭
荘
』　

明
徳
出
版
社

　

井
上
義
巳
『
人
物
叢
書　

広
瀬
淡
窓
』　

吉
川
弘
文
館

　

森
三
樹
三
郎
『
中
国
思
想
史
』　

第
三
文
明
社

　

溝
口
雄
三
・
丸
山
松
幸
・
池
田
知
久
編
『
中
国
思
想
文
化
事
典
』　

東
京
大
学
出
版
会

　

金
谷
治
『
中
国
古
代
の
自
然
観
と
人
間
観　

金
谷
治
中
国
思
想
論
集　

上
巻
』
平
河
出
版
社

　

金
谷
治
『
中
国
思
想
を
考
え
る
―
未
来
を
開
く
伝
統
』　

中
央
公
論
社

　

金
谷
治
『
死
と
運
命
ー
中
国
古
代
の
思
索
』　

法
蔵
館

　

金
谷
治
『
人
類
の
知
的
遺
産　

孔
子
』　

講
談
社

　

金
谷
治
『
論
語
の
世
界
』　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版

　

岩
波
講
座
『
中
国
宗
教
思
想　

東
洋
思
想
第
13
巻
・
第
14
巻
』　

岩
波
書
店

　

土
田
健
次
郎
『
儒
教
入
門
』　

東
京
大
学
出
版
会　

　

平
石
直
昭
『
一
語
の
辞
典　

天
』　

三
省
堂

　

溝
口
雄
三
『
中
国
思
想
の
エ
ッ
セ
ン
ス　

異
と
同
の
あ
い
だ
』　

岩
波
書
店

　

池
田
秀
三
『
自
然
宗
教
の
力
ー
儒
教
を
中
心
に
』　

岩
波
書
店

　

相
良
亨
『
日
本
の
思
想　

理
・
自
然
・
道
・
天
・
心
・
伝
統
』　

ぺ
り
か
ん
社

　

小
堀
桂
一
郎
『
日
本
に
お
け
る
理
性
の
傳
統
』　

中
央
公
論
社

　

源
了
圓
『
徳
川
思
想
小
史
』　

中
央
公
論
社

　

小
島
康
敬
『
徂
徠
学
と
反
徂
徠
』　

ぺ
り
か
ん
社

　

金
谷
治
編
著
『
日
本
の
思
想　

荻
生
徂
徠
』　

筑
摩
書
房

　

木
村
英
一
編
著
『
日
本
の
思
想　

伊
藤
仁
斎
』　

筑
摩
書
房

　

黒
住
真
『
複
数
性
の
日
本
思
想
』　

ぺ
り
か
ん
社

　

松
本
三
之
介
『
近
世
日
本
の
思
想
像
―
歴
史
的
考
察
』　

研
文
出
版

　

平
川
祐
弘
『
天
ハ
自
ラ
助
ス
ク
ル
モ
ノ
ヲ
助
ク
―
中
村
正
直
と
「
西
国
立
志
編
」』

名
古
屋
大
学
出
版
会
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古
谷
道
庵
と
大
坂
咸
宜
園
関
係
史
料
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

溝
田　

直
己 　

　
　
　

は
じ
め
に

　

古
谷
道
庵
は
、文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
二
月
一
日
、長
府
藩
領
西
豊
浦
郡
宇
賀
本
郷
村
（
現
・

山
口
県
下
関
市
豊
浦
町
）
の
古
谷
恵
仲
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
古
谷
家
は
、
そ
の
祖
を
寿

仙
と
い
い
恵
仲
・
道
庵
・
鵬
亮
と
つ
づ
き
、
四
代
に
わ
た
っ
て
宇
賀
本
郷
で
医
者
（
地
下
医
）

を
務
め
た
家
で
あ
る
と
い
う
（
１
）。

　

道
庵
は
、
名
は
幾
、
百
姓
名
は
幾
太
郎
、
字
は
士
先
、
号
は
道
庵
の
ほ
か
に
柳
村
、
望
洋
楼

主
人
、
環
翠
堂
主
人
な
ど
が
あ
り
、
通
称
は
良
平
・
秀
（
修
）
平
を
用
い
て
い
る
。

道
庵
は
十
二
歳
の
時
、
咸
宜
園
で
学
ん
だ
二
見
（
下
関
市
豊
北
町
）
出
身
の
佐
々
木
発
平
に
読

を
受
け
て
い
る
。
十
四
歳
で
師
に
従
っ
て
萩
に
出
て
松
村
玄
機
の
門
に
入
り
、
医
学
を
学
ぶ
と

と
も
に
、
木
村
藤
太
に
入
門
し
て
『
小
学
』
を
学
ん
だ
。

　

そ
し
て
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
三
月
三
日
、
十
八
歳
の
道
庵
は
、
西
島
哲
平
の
紹
介
で
日

田
・
咸
宜
園
に
入
門
し
た
。
入
門
簿
に
は
、
出
身
地
は
た
だ
「
長
州
」
と
の
み
記
さ
れ
る
の
み

で
あ
る
が
、
廣
瀬
淡
窓
の
自
叙
伝
（
回
顧
録
）
で
あ
る
『
懐
旧
楼
筆
記
』
天
保
六
年
の
箇
所
に

入
門
の
記
述
が
あ
り
、「
幾
太
郎
後
ニ
秀
平
ト
称
ス
」
と
あ
る
（
２
）。
こ
の
時
、
咸
宜
園
の
塾

政
は
淡
窓
の
弟
の
旭
荘
（
謙
吉
）
の
譲
ら
れ
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。

咸
宜
園
に
お
い
て
、
古
谷
幾
太
郎
・
秀
平
・
良
平
と
名
乗
っ
た
道
庵
は
、
日
田
の
咸
宜
園
で
学

ん
だ
の
ち
、
咸
宜
園
の
第
二
代
塾
主
で
大
坂
で
開
塾
し
た
廣
瀬
旭
荘
の
塾
運
営
を
手
伝
っ
て
い

る
。

　

ま
た
道
庵
は
、
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
～
明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
ま
で
に
及
ぶ
日
記

全
一
一
八
冊
を
残
し
て
い
る
。
こ
の
日
記
に
は
咸
宜
園
在
塾
時
の
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

旭
荘
の
下
で
大
坂
咸
宜
園
の
運
営
に
携
わ
っ
て
い
る
時
期
の
こ
と
も
書
か
れ
て
い
る
。
咸
宜
園

に
と
っ
て
は
、
塾
主
以
外
の
目
線
か
ら
咸
宜
園
の
こ
と
を
伝
え
て
く
れ
る
日
記
で
あ
り
、
大
変

貴
重
な
も
の
で
あ
る
。

　

日
記
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
『
山
口
県
史
』
史
料
編
幕
末
維
新
７
の
中
で
、
日
記
全
体
の
概

要
と
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
ま
で
を
読
み
下
し
文
で
紹
介
し
て
お
り
、
本
稿
に
お
い
て
も
大

い
に
参
考
に
し
た
（
３
）。

　

現
在
、
日
田
市
教
育
庁
咸
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
、
全
国
に
所
在
す
る
廣
瀬
淡
窓
に

関
わ
る
史
料
の
所
在
調
査
及
び
確
認
調
査
を
福
岡
大
学
人
文
学
部
の
教
授
で
、
咸
宜
園
教
育
研

究
セ
ン
タ
ー
専
門
委
員
会
委
員
で
あ
る
高
橋
昌
彦
先
生
と
共
に
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

平
成
二
十
六
年
度
か
ら
は
、
山
口
県
下
関
市
烏
山
民
俗
資
料
館
（
旧
豊
浦
郡
豊
浦
町
大
字
宇
賀

本
郷
）
が
所
蔵
す
る
古
谷
道
庵
関
係
史
料
の
調
査
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
、
現
在
ま
で
に

咸
宜
園
関
係
の
貴
重
な
史
料
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。

　

本
稿
は
、
日
田
咸
宜
園
・
大
坂
咸
宜
園
の
門
下
生
で
あ
っ
た
古
谷
道
庵
に
つ
い
て
、
ま
た
古

谷
家
に
伝
わ
っ
た
大
坂
咸
宜
園
関
係
史
料
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
、
紹
介
す
る
も
の
で

あ
る
。

　
　
　

１　

日
田
・
咸
宜
園
入
塾
の
経
緯

　

道
庵
は
「
古
谷
道
庵
日
乗
」
の
冒
頭
に
自
身
の
教
育
歴
を
記
し
て
お
り
、
十
二
歳
の
時
に
咸

宜
園
で
学
び
地
元
で
開
業
し
て
い
た
佐
々
木
発
平
（
舜
蔵
）
の
元
で
学
ん
で
い
る
。
ま
た
豊
浦

郡
地
域
で
は
、道
庵
の
咸
宜
園
入
門
以
前
か
ら
多
く
の
門
下
生
が
咸
宜
園
に
入
門
し
て
い
る
が
、

地
元
で
刊
行
さ
れ
た
『
豊
浦
町
史
』（
４
）
で
は
、
宇
賀
上
畑
の
河
田
健
明
と
い
う
碩
儒
の
影

響
が
大
き
い
と
い
う
が
、
実
は
こ
の
河
田
健
明
と
い
う
人
物
も
、
河
田
圭
吉
と
い
う
名
で
文
政

七
年
（
一
八
二
四
）
に
咸
宜
園
で
学
ん
だ
人
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
（
５
）。

　

佐
々
木
舜
蔵
に
学
ん
だ
道
庵
は
、
十
四
歳
で
萩
の
松
村
玄
機
に
医
術
を
学
び
、
ま
た
木
村
藤

太
に
も
入
門
し
て
、『
小
学
』
を
学
ん
で
い
た
。
そ
し
て
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
三
月
三
日
、

十
八
歳
の
古
谷
幾
太
郎
は
、
西
嶋
哲
平
の
紹
介
で
日
田
・
咸
宜
園
に
入
門
す
る
。
淡
窓
は
そ
の

入
門
に
つ
い
て
、「
懐
旧
楼
筆
記
」
の
天
保
六
年
の
条
で
「
古
谷
幾
太
郎 

長
州
人
」、
ま
た
「
幾

太
郎
後
ニ
秀
平
ト
稱
ス
」
と
あ
る
。

谷
古
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三
八

　

道
庵
の
入
門
簿
の
紹
介
者
欄
に
名
前
が
見
え
る
西
嶋

鉄
（
哲
）
平
は
、
佐
々
木
発
平
の
紹
介
で
天
保
二
年
五

月
二
十
七
日
に
咸
宜
園
に
入
門
し
て
い
る
人
物
で
あ
る

（
６
）。
道
庵
と
の
直
接
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
管
見
の

限
り
判
然
と
し
な
い
が
、「
道
庵
日
乗
」
の
中
に
「
西
島
兄
」

や
「
義
兄
」
と
表
記
さ
れ
る
西
嶋
孫
七
が
い
る
。
ま
た
入

門
簿
は
現
存
し
て
い
な
い
が
、
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
二
月
十
四
日
に
西
嶋
鉄
平
と
古
谷
幾

太
郎
の
紹
介
で
、
西
嶋
慶
蔵
と
い
う
人
物
が
入
門
し
て
お
り
（
７
）、
こ
の
人
物
は
道
庵
の
日

記
に
「
姪
」（
甥
）
で
あ
る
と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
道
庵
の
姉
の
婿
が
西
嶋
孫
七
で

あ
り
、
そ
の
子
供
が
慶
蔵
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
西
嶋
鉄
平
も
そ
の
周
辺
の
縁
者
で
あ
る
と
推
察

さ
れ
る
。

入
塾
当
時
の
咸
宜
園
の
様
子

　

道
庵
の
入
塾
は
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
三
月
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
の
咸
宜
園
は
、
二
つ

の
大
き
な
問
題
を
抱
え
て
い
た
。

　

一
つ
は
い
わ
ゆ
る
「
官
府
の
難
」
の
最
末
期
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
文
政
十
三
年

＝
天
保
元
年
（
一
八
三
〇
）
閏
三
月
五
日
、
子
供
の
い
な
か
っ
た
淡
窓
は
、
末
弟
の
廣
瀬
旭
荘

に
塾
を
譲
り
、淡
窓
自
身
は
自
己
の
修
学
に
努
め
よ
う
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
「
遊
方
の
志
」

が
あ
っ
た
旭
荘
は
そ
れ
ま
で
、
塾
主
就
任
の
承
諾
を
中
々
し
な
か
っ
た
が
、
こ
の
時
は
つ
い
に

折
れ
、
翌
年
の
天
保
二
年
正
月
か
ら
正
式
に
旭
荘
が
新
塾
主
と
し
て
の
咸
宜
園
の
運
営
が
行
わ

れ
た
（
８
）。

　

と
こ
ろ
が
、
突
然
の
塾
主
交
代
に
つ
い
て
、
快
く
思
わ
な
か
っ
た
当
時
の
日
田
代
官
・
塩
谷

大
四
郎
正
義
は
、「
今
謙
吉
若
年
ナ
ル
ニ
。
塾
生
ヲ
託
シ
テ
。
己
レ
ハ
閑
居
ス
ル
コ
ト
。
一
身

ノ
安
逸
ヲ
謀
ツ
テ
。
子
孫
ノ
為
ニ
ス
ル
ノ
慮
ナ
キ
ニ
似
タ
リ
。
サ
モ
ア
ラ
バ
ア
レ
。
我
謙
吉
ヲ

導
イ
テ
。
塾
を
治
メ
シ
メ
。
彼
ヲ
シ
テ
父
ニ
越
ユ
ル
称
ア
ラ
シ
メ
ン
ト
テ
。
乃
チ
僚
属
及
市
中

ノ
官
ニ
出
入
ス
ル
者
ニ
命
ア
リ
。
以
後
謙
吉
ヲ
視
ル
コ
ト
。
求
馬
同
様
ニ
ス
ベ
シ
。
若
シ
之
ヲ

軽
ス
ル
者
ア
ラ
ハ
。
曲
事
タ
ル
ヘ
シ
ト
。」（
９
）
と
あ
り
、半
ば
怒
っ
た
よ
う
な
物
言
い
を
し
、

新
塾
主
の
旭
荘
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
か
の
よ
う
な
宣
言
を
し
て
い
る
が
、
こ
れ
以
降
、
塩
谷

代
官
に
よ
る
塾
政
干
渉
が
始
ま
っ
た
。

　

こ
の
干
渉
は
、
天
保
二
年
四
月
二
十
八
日
か
ら
始
ま
り
、
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
八
月
に

幕
命
に
よ
り
、
塩
谷
代
官
が
東
上
す
る
ま
で
断
続
的
に
続
い
た
も
の
で
、
淡
窓
は
こ
れ
を
「
官

府
の
難
」
と
呼
ん
だ
（
10
）。

　

ち
ょ
う
ど
道
庵
が
入
門
し
た
時
期
に
起
こ
っ
た
「
官
府
の
難
」
に
関
連
す
る
出
来
事
と
し
て

は
、都
講
の
人
選
に
関
し
て
介
入
す
る
事
件
が
起
こ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、都
講
が
空
席
に
な
っ

て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
塩
谷
代
官
が
、
前
年
度
末
に
在
塾
八
年
、
七
級
下
で
大
帰
し
て
故
郷
の

芸
州
へ
帰
っ
て
い
た
僧
来
真
を
都
講
と
し
て
招
聘
す
る
よ
う
に
命
じ
た
こ
と
で
あ
る
（
11
）。

来
真
に
つ
い
て
、
大
帰
の
際
の
淡
窓
に
よ
る
人
物
月
旦
に
よ
る
と
、
世
事
を
処
理
さ
せ
る
と
抜

群
の
才
を
み
せ
る
が
、
学
問
に
は
そ
れ
ほ
ど
優
れ
て
い
な
い
と
い
う
評
価
を
し
て
い
る
。
塩
谷

代
官
に
と
っ
て
は
、
才
気
煥
発
、
社
交
性
に
富
ん
だ
点
が
気
に
入
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
、

海
原
氏
の
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
12
）。

　

代
官
の
命
令
で
あ
る
た
め
、
こ
の
人
選
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
淡
窓
は
、「
懐
旧

楼
筆
記
」
の
中
で
、「
予
塾
ヲ
開
キ
シ
ヨ
リ
三
十
年
。
未
タ
嘗
テ
人
ヲ
地
方
ヨ
リ
招
キ
ヨ
セ
テ
。

塾
ヲ
治
メ
シ
メ
タ
ル
コ
ト
ナ
シ
。
且
彼
人
得
カ
タ
キ
ノ
才
器
ア
ニ
モ
ア
ラ
ス
。
是
全
ク
府
君
愛

憎
ノ
私
ヨ
リ
出
タ
ル
コ
ト
ナ
リ
。」
と
不
満
を
爆
発
さ
せ
て
い
る
。

　

意
気
揚
々
と
日
田
・
咸
宜
園
で
の
勉
学
に
大
志
を
抱
い
て
、
入
門
し
た
で
あ
ろ
う
十
八
歳
の

道
庵
青
年
が
い
き
な
り
目
の
当
た
り
に
し
た
の
は
、「
官
府
の
難
」
が
吹
き
荒
れ
る
咸
宜
園
で

あ
っ
た
。
咸
宜
園
教
育
の
一
つ
の
キ
モ
と
も
考
え
ら
れ
る
職
任
制
度
へ
の
介
入
、
そ
れ
も
最
も

肝
要
な
人
選
で
あ
る
都
講
に
対
し
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
入
門
早
々
の
道
庵
に
と
っ
て

も
多
少
は
影
響
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、「
官
府
の
難
」
に
つ
い
て
、
道
庵
は
一
切
記
録
を

残
し
て
い
な
い
。

　

も
う
一
つ
の
問
題
は
、第
二
代
塾
主
で
あ
る
旭
荘
の
去
就
で
あ
る
。
天
保
二
年（
一
八
三
一
）、

塾
主
に
就
任
す
る
以
前
か
ら
、
旭
荘
に
は
「
遊
方
の
志
」
が
あ
っ
て
塾
主
就
任
が
ス
ム
ー
ズ
に

進
ま
な
か
っ
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
日
田
代
官
・
塩
谷
大
四
郎
に
よ
る

古谷幾太郎（道庵）入門簿
（公益財団廣瀬資料館蔵）

廣瀬旭荘肖像画
西嶋青浦画長三洲筆

（公益財団法人廣瀬資料館蔵）



三
九

「
官
府
の
難
」
は
、
単
に
塾
政
へ
の
介
入
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
新
塾
主
・
旭
荘
へ
の
個
人
攻

撃
と
も
と
れ
る
よ
う
な
言
動
な
ど
も
あ
っ
た
。

　

淡
窓
・
旭
荘
に
と
っ
て
は
実
家
の
廣
瀬
家
が
塩
谷
代
官
に
よ
っ
て
取
り
立
て
ら
れ
て
い
る
状

況
も
あ
り
、
塩
谷
代
官
の
意
向
を
で
き
る
だ
け
汲
む
べ
く
、
妥
協
を
図
っ
て
き
た
が
、
旭
荘
個

人
の
性
格
も
あ
り
、
塩
谷
代
官
と
旭
荘
の
関
係
は
決
し
て
良
好
な
も
の
と
は
呼
べ
る
も
の
で
は

な
か
っ
た
。

　

そ
の
よ
う
な
中
、
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
二
月
十
四
日
か
ら
三
月
二
十
六
日
ま
で
の
間
、

旭
荘
は
旅
に
出
た
。
こ
の
時
の
行
程
は
、
筑
前
で
師
で
あ
る
亀
井
昭
陽
に
面
会
、
肥
前
田
代
を

経
由
し
て
佐
賀
に
入
り
、
古
賀
穀
堂
に
面
会
、
多
久
で
は
草
場
珮
川
に
謁
し
、
聖
廟
を
訪
れ
、

長
崎
に
入
っ
て
い
る
。
長
崎
で
は
高
島
秋
帆
や
木
下
逸
雲
ら
を
訪
ね
る
と
と
も
に
唐
船
や
唐
蘭

館
を
見
て
い
る
（
13
）。

　

と
こ
ろ
が
、
日
田
の
塩
谷
代
官
は
、
旭
荘
が
江
戸
に
向
か
っ
た
と
い
う
讒
言
を
真
に
受
け

て
、
日
田
に
旭
荘
を
連
れ
戻
す
よ
う
に
淡
窓
ら
に
命
じ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う

に
、
旭
荘
は
塩
谷
代
官
の
も
と
で
は
、
短
期
間
の
旅
行
で
さ
え
も
ま
ま
な
ら
な
い
状
態
で
あ
っ

た
（
14
）。

　

旭
荘
が
留
守
中
の
咸
宜
園
で
は
、
淡
窓
が
塾
政
を
預
か
っ
て
お
り
、
同
年
三
月
三
日
に
入
門

し
た
道
庵
と
塾
主
・
旭
荘
の
面
会
は
、
三
月
二
十
八
日
に
な
っ
て
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
（
15
）。

旭
荘
が
旅
か
ら
帰
っ
て
き
た
後
は
、
旭
荘
の
日
記
を
見
る
限
り
は
、
講
義
や
月
旦
評
の
作
成
に

携
わ
る
な
ど
、
塾
の
運
営
に
服
し
て
い
た
様
子
が
伺
え
る
。

　

そ
の
よ
う
な
中
、
転
機
と
な
っ
た
の
が
、
塩
谷
大
四
郎
の
東
上
で
あ
る
。
天
保
六
年
八
月

二
十
日
、
塩
谷
郡
代
が
手
が
け
た
豊
前
新
田
開
発
な
ど
の
事
業
で
負
担
を
強
い
ら
れ
た
農
民

の
一
部
が
、
大
坂
や
江
戸
で
訴
え
を
起
こ
し
た
た
め
、
江
戸
へ
召
喚
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
16
）

　

こ
の
こ
と
に
よ
り
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
の
塾
主
就
任
以
来
、「
官
府
の
難
」
で
何
か
と

悩
ま
さ
れ
て
き
た
塩
谷
代
官
が
い
な
く
な
っ
た
こ
と
で
、
か
ね
て
よ
り
「
遊
方
の
志
」
が
あ
っ

た
旭
荘
を
制
す
る
も
の
が
な
く
な
っ
た
。
そ
し
て
翌
年
の
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
四
月
、
塾

政
を
淡
窓
に
戻
し
（
17
）、
咸
宜
園
出
身
者
で
堺
に
お
い
て
開
業
し
て
い
た
医
者
・
小
林
安
石

を
頼
り
、
念
願
の
上
方
へ
の
遊
学
＝
東
遊
に
至
っ
た
。

　

道
庵
の
日
記
の
冒
頭
部
分
に
は
「
豊
後
日
田
に
遊
ぶ
。
淡
窓
先
生
の
門
に
入
り
、
之
を
少
く

し
て
又
旭
荘
先
生
の
塾
に
入
る
。
時
に
塾
生
、
百
五
十
人
有
り
。
年
十
九
、
猶
日
田
に
在
り
。

夏
四
月
二
十
二
日
、
旭
荘
先
生
を
送
り
て
石
阪
に
至
る
。
初
の
東
遊
な
り
。
帰
塾
せ
る
は
黄
昏

な
り
。」
と
あ
り
（
18
）、
道
庵
は
中
津
経
由
で
堺
へ
向
か
う
旭
荘
を
塾
生
ら
と
共
に
見
送
り
に

行
っ
て
い
る
様
子
が
日
記
か
ら
わ
か
る
。
そ
し
て
こ
の
日
の
夜
、
咸
宜
園
の
道
庵
の
元
に
父
・

恵
仲
の
危
篤
を
知
ら
せ
る
使
者
が
来
訪
し
、
道
庵
と
そ
の
甥
（
姪
）
で
あ
る
西
嶋
慶
蔵
は
翌
日

の
二
十
三
日
に
一
時
帰
国
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
19
）。

　

以
上
、
道
庵
が
入
塾
し
た
頃
の
咸
宜
園
の
状
況
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
道
庵
が
入
門
し

た
頃
は
、
も
う
す
で
に
淡
窓
の
弟
旭
荘
に
塾
政
を
譲
っ
て
お
り
、
日
田
代
官
・
塩
谷
大
四
郎
に

よ
る
「
官
府
の
難
」
と
呼
ば
れ
る
塾
政
へ
の
介
入
が
見
ら
れ
る
時
期
で
も
あ
っ
た
。
入
門
当
初
、

旭
荘
が
旅
行
中
で
不
在
で
あ
っ
た
た
め
、
道
庵
は
、
ま
ず
淡
窓
に
入
門
し
て
の
ち
、
旭
荘
の
塾

に
入
っ
た
と
記
述
し
て
い
る
。

　

ま
た
塾
主
就
任
以
前
か
ら
、「
遊
方
の
志
」
が
あ
っ
た
第
二
代
塾
主
の
旭
荘
は
、
塩
谷
代
官

の
罷
免
を
契
機
と
し
て
、
咸
宜
園
門
下
生
で
あ
っ
た
小
林
安
石
な
ど
の
勧
誘
も
あ
り
、
堺
へ
の

「
東
遊
」を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
。
道
庵
は
旭
荘
が
東
遊
す
る
際
に
石
坂
ま
で
見
送
り
に
い
っ

て
お
り
、「
官
府
の
難
」
や
旭
荘
の
「
東
遊
」
な
ど
咸
宜
園
に
と
っ
て
、
大
き
な
出
来
事
が
起
っ

た
時
期
に
、
古
谷
道
庵
は
咸
宜
園
に
入
門
し
て
い
た
。

咸
宜
園
に
お
け
る
月
旦
の
昇
級

　

咸
宜
園
入
門
後
の
道
庵
の
動
静
に
つ
い
て
は
、
道
庵
の
日
記
の
記
述
が
天
保
七
年
四
月
二
十

日
か
ら
し
か
な
い
こ
と
や
内
容
が
簡
潔
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、詳
細
は
追
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

だ
が
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
、
淡
窓
や
旭
荘
の
日
記
に
垣
間
見
え
る
道
庵
の
月
旦
評
の
進
級
に
よ

り
、
咸
宜
園
に
お
い
て
熱
心
に
勉
学
に
励
ん
で
い
る
様
子
が
伺
え
る
。

　

天
保
六
年
三
月
三
日
に
入
門
し
た
道
庵
は
そ
の
月
に
作
成
さ
れ
た
月
旦
評
に
入
席
し
て
い
る

（
20
）。
そ
の
二
ヶ
月
後
の
五
月
二
十
六
日
の
月
旦
で
は
、
一
級
下
に
序
さ
れ
て
い
る
（
21
）。

一
級
上
に
は
閏
七
月
二
十
六
日
に
昇
級
し
て
い
る
（
22
）。
こ
の
間
、
道
庵
の
名
前
の
表
記
は

一
貫
し
て
「
幾
太
郎
」
で
あ
っ
た
が
、
天
保
七
年
三
月
二
十
七
日
の
月
旦
で
二
級
下
に
昇
級
し

た
際
に
は
、「
良
平
」
と
な
っ
て
い
る
（
23
）。
塾
の
日
常
生
活
な
ど
の
記
述
の
中
で
、
天
保
七

年
二
月
十
四
日
ま
で
は
「
幾
太
郎
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
（
24
）、
二
月
十
四
日
か

ら
二
級
下
に
昇
級
し
た
三
月
二
十
七
日
の
間
で
、
道
庵
は
咸
宜
園
内
に
お
い
て
、「
幾
太
郎
」

か
ら
「
良
平
」
に
改
名
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

咸
宜
園
在
塾
期
間
の
内
、
天
保
七
年
四
月
二
十
三
日
、
実
家
の
豊
浦
か
ら
父
・
恵
仲
が
危
篤

で
あ
る
と
の
報
を
受
け
、甥
（
姪
）
で
あ
る
西
嶋
慶
蔵
と
と
も
に
下
関
へ
一
時
帰
国
（
25
）
し
、
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同
年
五
月
七
日
に
父
が
亡
く
な
り
、
諸
事
を
終
え
た
同
年
九
月
六
日
に
は
再
び
、
慶
蔵
と
と
も

に
再
入
塾
し
て
い
る
（
26
）。

　

古
谷
道
庵
が
戻
っ
て
き
た
こ
の
九
月
に
は
、
児
玉
主
一
郎
の
代
わ
り
に
「
常
侍
史
」
と
な
る

と
共
に
（
27
）、
同
月
二
十
五
日
の
月
旦
で
は
、
二
級
上
に
進
級
し
て
い
る
（
28
）。

最
終
的
に
道
庵
が
日
田
・
咸
宜
園
を
大
帰
し
た
の
は
、
天
保
七
年
十
二
月
五
日
の
こ
と
で
、
甥

の
西
島
慶
蔵
と
共
に
下
関
へ
帰
っ
て
い
っ
た
（
29
）。
咸
宜
園
で
学
ん
だ
期
間
は
、
実
質
一
年

半
で
あ
っ
た
。

　

咸
宜
園
に
お
け
る
昇
級
ス
ピ
ー
ド
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
が
十
分
で
は
な
い
た
め
道
庵
の
月

旦
評
の
動
き
に
つ
い
て
、
早
い
・
遅
い
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
道
庵
は
咸
宜
園
門
下

生
出
身
者
で
あ
る
佐
々
木
発
平
（
国
崎
舜
蔵
）
の
塾
や
松
村
玄
機
や
木
村
藤
太
に
学
ぶ
な
ど
、

咸
宜
園
以
前
に
も
よ
く
教
育
を
受
け
て
き
た
門
下
生
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
よ
う
な
学
歴
が

あ
る
門
下
生
に
と
っ
て
も
、
咸
宜
園
に
お
け
る
月
旦
は
一
朝
一
夕
に
進
級
し
て
い
く
も
の
で
は

な
い
こ
と
が
、
古
谷
道
庵
の
月
旦
の
動
き
か
ら
わ
か
る
。

道
庵
日
乗
に
見
え
る
咸
宜
園
の
日
常

　

道
庵
が
書
き
残
し
た
咸
宜
園
に
お
け
る
日
常
の
記
録
で
は
、
天
保
七
年
一
十
月
十
一
日
、
米

価
が
高
騰
し
て
い
る
た
め
、
塾
の
ご
飯
が
雑
水
飯
に
な
っ
た
と
あ
り
（
30
）、
ま
た
同
月
十
五

日
に
は
、「
席
を
新
塾
に
移
す
」
と
あ
る
（
31
）。

　

こ
れ
は
同
日
の
淡
窓
の
日
記
に
も
記
述
が
あ
り
、
そ
れ
ま
で
東
塾
に
い
た
塾
生
を
新
楼
に
移

し
、
空
い
た
東
塾
は
専
ら
講
業
す
る
場
所
と
す
る
た
め
で
あ
っ
た
（
31
）。「
懐
旧
楼
筆
記
」
に

も
こ
の
こ
と
に
関
す
る
記
述
が
あ
り
（
32
）、
こ
れ
ま
で
塾
生
の
数
が
十
四
～
五
年
来
、
三
十

人
を
下
回
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、在
塾
生
が
二
十
八
人
と
少
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、

塾
生
を
新
楼
に
移
動
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
塾
生
が
減
じ
た
理
由
と
し
て
、
淡
窓
は
病
の
た
め

講
義
で
き
ず
、
弟
の
旭
荘
も
東
遊
し
た
た
め
咸
宜
園
に
は
指
導
者
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

と
い
う
流
言
と
大
凶
の
年
で
あ
る
た
め
で
あ
る
と
、
淡
窓
は
分
析
し
て
い
る
（
33
）。

　

ま
た
咸
宜
園
は
全
て
の
塾
生
に
対
し
て
、
何
ら
か
の
職
任
が
与
え
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
塾
内
に

お
け
る
役
割
が
あ
っ
た
が
、
天
保
七
年
一
一
月
二
十
日
条
の
記
録
に
よ
れ
ば
、「
凡
そ
塾
生
三

級
以
下
、
交
番
に
て
炊
汲
こ
と
を
助
く
る
者
二
人
。
余
、
今
日
、
之
に
当
る
。」
と
あ
り
、
月

旦
評
が
三
級
以
下
の
塾
生
が
交
代
で
炊
汲
事
を
助
け
る
者
二
人
が
あ
た
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
（
34
）。

　
　
　

２　

大
坂
出
遊

　

日
田
・
咸
宜
園
を
大
帰
し
た
の
ち
の
道
庵
は
そ
の
日
記
を
見
る
限
り
、
父
・
恵
仲
が
亡
く
な
っ

て
後
の
身
辺
整
理
や
田
畑
の
管
理
を
行
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
天
保
八
年（
一
八
三
七
）

八
月
十
四
日
か
ら
は
、
長
府
侯
の
命
に
よ
り
、
香
取
文
圭
（
分
渓
）・
国
島
の
門
人
と
な
り
、

医
術
の
修
行
に
励
ん
で
い
る
様
子
が
伺
え
る
（
35
）。

　

そ
の
よ
う
な
中
、
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
四
月
一
日
、
下
関
の
河
野
氏
（
河
野
藤
右
衛
門
・

亀
太
郎
親
子
）
の
元
に
旭
荘
が
滞
在
し
て
い
る
と
の
報
を
受
け
、
道
庵
は
旭
荘
を
訪
ね
て
い
る

（
36
）。
こ
の
時
、
道
庵
は
旭
荘
に
東
遊
の
約
束
を
し
て
い
る
。
実
際
に
こ
の
約
束
が
果
た
さ
れ

る
の
は
翌
年
の
天
保
十
年
四
月
末
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
ま
で
の
間
、
道
庵
は
長
府
侯
の
若

君
に
素
読
を
授
け
た
り
（
37
）、
香
取
氏
の
元
に
出
か
け
て
は
医
術
の
修
行
に
励
む
な
ど
し
て

い
た
よ
う
だ
（
38
）。
ま
た
地
域
の
人
々
か
ら
も
読
を
請
わ
れ
て
お
り
、
毎
日
の
よ
う
に
教
授

し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
日
常
の
日
課
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
詳
細
な
記
録
を
残
し

て
い
な
い
（
39
）。

大
坂
咸
宜
園
入
塾

　

天
保
九
年
四
月
の
旭
荘
と
の
約
束
の
と
お
り
、
道
庵
は
、
天
保
十
年
四
月
末
に
大
坂
へ
向
け

て
旅
立
ち
（
40
）、
五
月
十
三
日
に
は
、
旭
荘
の
僑
居
を
訪
ね
て
い
る
（
41
）。

　

旭
荘
は
天
保
七
年
七
月
に
堺
で
開
塾
し（
42
）、大
坂
に
は
天
保
九
年（
一
八
三
八
）五
月
よ
り
、

居
を
大
坂
へ
移
し
、
開
塾
し
て
い
る
。
初
め
は
西
横
堀
七
郎
右
衛
門
町
の
「
月
近
亭
」
に
居
を

構
え
て
い
た
（
43
）。
道
庵
が
東
遊
し
て
き
た
こ
の
時
期
は
、
呉
服
橋
東
南
京
町
橋
北
苫
屋
巷

に
移
っ
て
い
た
が
、
塾
生
は
変
わ
ら
ず
「
月
近
亭
」
に
い
た
よ
う
で
あ
る
（
44
）。

　

道
庵
の
日
記
に
「
道
修
の
巷
に
至
り
、
横
堀
に
旭
荘
先
生
の
僑
居
を
訪
ぬ
。
文
紀
に
見
え
、

先
生
の
存
否
を
問
ふ
。
曰
く
、『
去
月
、
赤
馬
関
に
下
り
、
淡
窓
先
生
・
師
夫
人
を
迎
へ
、
上

坂
は
近
き
に
在
り
』」
と
あ
り
（
45
）、
こ
の
時
道
庵
が
訪
ね
た
の
は
、
門
下
生
た
ち
が
残
っ
て

い
た
「
月
近
亭
」
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
旭
荘
は
、
日
田
に
い
る
妻
・
マ
ツ
と
長
男
の
孝
之
助

（
の
ち
の
廣
瀬
林
外
）を
大
坂
に
迎
え
る
た
め
に
下
関
ま
で
出
向
い
て
い
た
。
道
庵
が「
月
近
亭
」

を
訪
ね
た
際
に
留
守
を
預
か
っ
て
い
た
文
紀
と
は
、天
保
四
年
二
月
十
五
日
に
十
三
歳
で
日
田
・

咸
宜
園
に
入
門
し
た
近
藤
繁
の
こ
と
で
あ
ろ
う
（
46
）。

　

近
藤
文
紀
を
始
め
と
し
て
、
こ
の
時
塾
に
い
た
門
下
生
ら
は
、
璧
圓
寺
東
景
・
鳩
理
（
利
）

三
郎
（
四
郎
）・
真
島
連
蔵
・
甲
斐
原
宗
迪
（
宗
都
）・
吉
永
昌
庵 （
周
之
介
）・
光
明
寺
海
雲
（
景

雲
カ
）・
藤
田
章
（
璋
）
二
・
青
木
益
太
郎
・
秦
主
殿
・
永
井
元
厚
ら
が
い
た
こ
と
が
道
庵
の
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日
記
か
ら
わ
か
る
（
47
）。

　

下
関
よ
り
旭
荘
が
妻
子
と
淡
窓
の
妻
・
ナ
ナ
を
連
れ
て
大
坂
へ
戻
っ
て
き
た
の
は
、
道
庵
が

旭
荘
の
僑
居
を
訪
ね
た
四
日
後
の
天
保
十
年
五
月
十
七
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
48
）。
旭
荘
が

留
守
に
し
て
い
た
間
に
大
坂
咸
宜
園
に
入
門
し
た
藤
田
章
二
と
共
に
道
庵
が
再
入
門
し
た
こ
と

が
五
月
十
七
日
の
旭
荘
の
日
記
に
記
し
て
あ
る
（
49
）。

　

藤
田
章
二
の
入
門
簿
は
旭
荘
出
遊
時
代
の
入
門
簿
で
あ
る
「
亦
楽
」
の
中
に
存
在
す
る
が
、

道
庵
に
つ
い
て
は
そ
の
記
述
が
見
え
な
い
。
道
庵
は
天
保
六
年
の
旭
荘
が
第
二
代
塾
主
時
代
の

日
田
・
咸
宜
園
の
入
門
簿
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
改
め
て
入
門
簿
に
記
載
す
る
必
要
は
な
い
と
の

判
断
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
旭
荘
の
留
守
中
に
塾
に
い
た
門
下
生
の
中
に
い
た
藤
田

章
二
や
青
木
益
太
郎
は
、
大
坂
咸
宜
園
の
後
に
日
田
・
咸
宜
園
に
も
入
塾
し
て
い
る
人
物
で
あ

る
が
、
咸
宜
園
の
入
門
簿
は
存
在
し
な
い
。
た
だ
藤
田
章
二
の
弟
の
鼎
三
（
蔵
）
は
、
天
保

十
一
年
一
月
十
日
に
大
坂
咸
宜
園
に
入
門
し
、
そ
の
後
、
兄
と
共
に
日
田
・
咸
宜
園
に
も
入
門

し
て
お
り
、
両
方
の
入
門
簿
に
そ
の
名
前
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
大
坂
咸
宜
園

と
日
田
・
咸
宜
園
に
お
け
る
入
門
者
の
取
扱
に
つ
い
て
は
厳
密
な
決
ま
り
が
あ
っ
た
わ
け
で
は

な
い
よ
う
で
あ
る
。

大
坂
咸
宜
園
に
お
け
る
古
谷
道
庵
に
つ
い
て

　

下
関
よ
り
戻
っ
て
、
四
日
後
で
あ
る
天
保
十
年
五
月
二
十
一
日
よ
り
講
を
再
び
始
め
た
旭
荘

　

日
田
・
大
坂
咸
宜
園
に
お
け
る
道
庵
の
月
旦
評
と
職
任
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
が
表
１
で

あ
る
。
旭
荘
や
道
庵
の
日
記
か
ら
塾
に
お
け
る
指
導
や
運
営
に
携
わ
っ
て
い
る
様
子
が
う
か
が

え
る
が
、
天
保
十
二
年
九
月
七
日
の
道
庵
の
日
記
に
は
、「
先
生
、
始
め
て
役
席
の
序
を
作
る
。

余
は
一
等
に
在
り
、
塾
長
、
講
師
、
会
頭
、
素
読
監
た
り
」
と
あ
る
（
54
）。
道
庵
は
大
坂
咸

宜
園
の
役
席
（
職
任
と
同
義
か
）
の
一
等
に
あ
り
、
一
人
で
塾
長
（
都
講
）・
講
師
・
会
頭
・

素
読
監
を
務
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
大
坂
咸
宜
園
の
運
営
に
道
庵
が
大

き
く
関
与
し
て
お
り
、
道
庵
の
よ
う
に
実
力
の
あ
る
塾
生
が
旭
荘
の
補
佐
を
し
な
が
ら
、
塾
が

運
営
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

度
々
、
旭
荘
は
大
坂
咸
宜
園
を
留
守
に
し
て
、
遊
山
し
た
り
、
日
田
に
帰
省
す
る
な
ど
し
て

い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
は
、
塾
主
が
留
守
で
も
道
庵
の
よ
う
な
塾
長
ク

ラ
ス
の
門
下
生
が
塾
を
運
営
し
、
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

儒
・
医
の
葛
藤
と
大
坂
咸
宜
園
大
帰

　

天
保
十
年
五
月
の
大
坂
咸
宜
園
入
塾
か
ら
、
天
保
十
二
年
九
月
の
「
役
席
の
序
」
で
は
一
等

に
あ
っ
た
道
庵
は
、
旭
荘
と
大
坂
咸
宜
園
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
人
物
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
道
庵
に
は
実
家
の
豊
浦
郡
宇
賀
本
郷
村
に
年
老
い
た
母
を
残
し
た
ま
ま
で
の
遊
学

で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
、
天
保
十
一
年
四
月
十
日
に
は
、
帰
郷
を
促
す
義
兄
西
嶋
孫
七
か

ら
の
手
紙
を
受
け
取
り
苦
悩
す
る
道
庵
の
姿
が
み
え
る
（
55
）。
ま
た
十
八
日
の
日
記
で
は
、

義
兄
か
ら
の
手
紙
を
受
け
て
医
家
に
な
る
こ
と
を
決
心
し
た
も
の
の
、
そ
れ
を
中
々
旭
荘
に
言

い
出
せ
て
い
な
い
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
（
56
）。
そ
の
後
も
郷
里
か
ら
は
帰
郷
を
促
す
手
紙

が
度
々
送
ら
れ
て
き
た
よ
う
で
、
道
庵
の
中
で
葛
藤
が
続
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

天
保
十
二
年
八
月
二
十
二
日
の
道
庵
の
日
記
に
旭
荘
の
言
葉
と
し
て
、「
足
下
、
医
と
為
る

と
雖
も
、
儒
学
は
医
の
本
な
り
。
固
よ
り
本
は
則
ち
枝
葉
の
遂
暢
せ
る
な
り
。
足
下
須
く
東
坡

の
『
稼
説
』
を
読
む
べ
し
」
と
あ
り
、
こ
の
頃
に
は
医
家
に
な
る
こ
と
を
旭
荘
に
打
ち
明
け
た

よ
う
だ
（
57
）。
た
だ
そ
れ
か
ら
数
日
し
て
後
の
九
月
三
日
に
母
か
ら
の
手
紙
が
届
き
、
道
庵

の
帰
り
を
心
待
ち
に
し
て
い
る
も
の
の
、
学
業
半
ば
に
し
て
の
帰
郷
を
戒
め
る
も
の
で
あ
っ
た

（
58
）。

　

天
保
十
三
年
正
月
、
道
庵
は
郷
里
へ
一
度
帰
る
こ
と
を
旭
荘
に
相
談
し
て
、
そ
の
許
可
を
得

て
い
る
（
59
）。
そ
し
て
道
庵
の
帰
郷
に
伴
う
措
置
で
あ
ろ
う
か
、
都
講
を
道
庵
に
代
わ
り
真

島
譲
平
（
連
蔵
）
に
そ
の
役
を
任
じ
て
い
る
（
60
）。

表１　「日記」などにみる道庵の昇級および職任
年　月　日 事　項

日田・咸宜園
天保　６年　３月　３日 古谷幾太郎咸宜園入門。
　　　　　　３月２５日 古谷幾太郎入席。
　　　　　　５月２６日 古谷幾太郎一級下。
　　　　閏　７月２６日 古谷幾太郎一級上。
天保　７年　３月２７日 古谷良平二級下。
　　　　　　４月２３日 古谷良平、一時帰国（父・恵仲危篤のため）。
　　　　　　９月　６日 古谷良平、入塾（復帰）。
　　　　　　９月２２日 常侍史となる。

　　９月２５日・２７日 古谷良平二級上（「醒齋日暦」巻十二上・「古谷道
庵日乗」）。

　　　　　１２月　５日 西島慶蔵と共に下関へ帰る（咸宜園退塾）。
大坂・咸宜園
天保１０年　５月１５日 大坂咸宜園に寄塾。
　　　　　　５月２７日 古谷秀平 3 級上。
　　　　　　６月　６日 塾監を命じられる。
　　　　　　８月２０日 侍史。
　　　　　　９月２７日 5 級下。
天保１１年１２月２１日 6 級下。
天保１２年　１月２８日 6 級上。
　　　　　　４月２７日 7 級下。

　　　　　　９月　７日 旭荘先生、始めて役席の序をつくる。余は一等に
在り、塾長、講師、会頭、素読監たり。

　　　　　１０月２７日 7 級上。
天保１３年１０月２８日 8 級下。

大帰（退塾）

の
も
と
（
50
）
で
学
び
始

め
た
道
庵
は
、
早
速
五
月

二
十
七
日
の
月
旦
評
に
お

い
て
三
級
上
に
進
ん
で
い

る
（
51
）。
翌
月
の
六
月

に
は
、
旭
荘
よ
り
塾
生
を

監
督
す
る
よ
う
に
命
じ
ら

れ
（
52
）、
八
月
二
十
日

の
道
庵
の
日
記
に
は
侍
史

と
あ
り
（
53
）、
咸
宜
園

と
同
じ
よ
う
に
職
任
制
が

導
入
さ
れ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
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結
局
、
道
庵
の
帰
省
は
天
保
十
三
年
の
四
月
、
旭
荘
の
日
田
・
大
村
・
長
崎
へ
の
西
遊
に
合

わ
せ
て
行
わ
れ
る
こ
と
な
り
、
旭
荘
ら
と
筑
紫
で
別
れ
て
郷
里
へ
帰
っ
た
（
61
）。
そ
し
て
大

村
で
再
び
旭
荘
ら
と
合
流
し
て
い
る
（
62
）。
大
村
で
は
、
旭
荘
が
大
村
侯
に
謁
し
た
り
、
藩

校
五
教
館
を
度
々
訪
れ
る
な
ど
し
て
お
り
（
63
）、
道
庵
も
そ
の
補
佐
を
し
て
、
付
き
従
っ
て

い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
64
）。

　

こ
の
西
遊
が
思
い
の
ほ
か
長
く
、
三
月
二
十
九
日
の
出
遊
か
ら
、
大
村
侯
の
上
京
に
同
行
し

て
大
坂
へ
帰
っ
て
き
た
の
が
十
月
十
九
日
で
あ
っ
た
（
65
）。

　

そ
し
て
道
庵
は
十
月
二
十
八
日
の
席
叙
で
八
級
下
に
至
り
、
旭
荘
よ
り
金
三
百
匹
・
縞
木
綿

一
端
を
贈
ら
れ
、「
足
下
随
意
に
帰
省
せ
よ
」
と
の
言
を
受
け
、
こ
こ
に
お
い
て
古
谷
道
庵
は

大
坂
咸
宜
園
を
正
式
に
大
帰
（
退
塾
）
し
た
（
66
）。

　

こ
の
後
の
道
庵
は
、
郷
里
に
帰
っ
た
後
、
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
三
月
に
再
び
大
坂
を

訪
れ
（
67
）、
五
月
に
は
旭
荘
の
江
戸
行
き
に
同
行
し
て
い
る
（
６
８
）。
江
戸
に
お
い
て
は
、

蘭
医
・
坪
井
信
道
の
も
と
に
入
塾
し
（
69
）、
翌
年
の
弘
化
元
年
（
一
八
四
四
）
十
月
十
七
日

ま
で
学
ん
だ
（
70
）。
そ
し
て
、
帰
郷
を
旭
荘
に
告
げ
た
と
思
わ
れ
、
十
月
二
十
四
日
に
は
「
足

下
を
送
る
詩
成
れ
り
」
と
、「
冬
日
送
谷
士
先
」
と
い
う
漢
詩
を
贈
ら
れ
た
（
71
）。

　

十
月
二
十
七
日
に
は
別
れ
を
旭
荘
に
告
げ
、旭
荘
の
も
と
で
学
ん
で
い
た
西
嶋
孫
吉
（
青
浦
）

と
と
も
に
豊
浦
へ
帰
郷
し
た
（
72
）。

　

郷
里
へ
帰
っ
た
道
庵
は
医
者
と
し
て
開
業
す
る
と
共
に
地
元
の
子
弟
た
ち
の
求
め
に
応
じ
て

教
授
を
行
っ
て
い
る
（
73
）。

道
庵
の
通
称
の
変
化
と
号
に
つ
い
て

　

道
庵
は
咸
宜
園
に
入
門
し
た
当
初
は
、
入
門
簿
に
も
そ
の
名
が
あ
る
よ
う
に
「
幾
太
郎
」
と

称
し
て
い
た
が
、天
保
七
年
二
月
十
四
日
～
三
月
二
十
七
日
の
間
に
「
幾
太
郎
」
か
ら
「
良
平
」

に
改
名
し
た
こ
と
が
、
月
旦
評
の
進
級
や
淡
窓
の
日
記
に
お
け
る
道
庵
の
呼
称
の
変
化
か
ら
わ

か
る
。

　

天
保
七
年
十
二
月
五
日
、
咸
宜
園
を
一
時
退
塾
し
て
下
関
に
帰
っ
た
後
の
翌
年
一
月
十
二
日

に
、
道
庵
は
長
府
邸
に
詣
で
た
際
に
、「
秀
平
」
に
改
名
す
る
こ
と
を
請
う
た
こ
と
が
日
記
に

書
か
れ
て
い
る
（
74
）。
し
か
し
、古
谷
家
に
伝
来
し
た
大
坂
咸
宜
園
の
月
旦
評
（
席
叙
）
の
内
、

天
保
十
一
年
七
月
・
天
保
十
二
年
七
月
の
い
ず
れ
も
道
庵
は
「
古
谷
良
平
」
と
い
う
名
で
掲
載

さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
自
身
の
呼
称
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
道
庵
は
天
保
十
二
年
十
一
月

二
十
四
日
の
日
記
の
中
で
、
左
記
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
初
め
余
、
長
府
に
在
り
て
良
平
と
改
名
せ
ん
と
請
ふ
に
、
戸
田
転
曰
く
、「
良
平
は
諱
む
所

あ
り
」
と
。
又
、
秀
平
と
改
め
ん
と
請
へ
ば
、
乃
ち
之
を
聴
さ
る
。
後
に
浪
華
に
来
る
に
、
余

は
日
田
に
在
り
し
時
良
平
と
称
せ
し
を
以
て
、
又
良
平
と
称
し
て
今
日
に
至
る
。
故
に
今
日
、

先
生
に
、
秀
平
と
改
め
ん
と
請
ふ
。」

と
あ
り
（
75
）、
こ
れ
ま
で
咸
宜
園
関
係
者
の
前
で
使
っ
て
い
た
「
良
平
」
を
や
め
て
、
天
保

八
年
に
改
名
し
た
「
秀
（
修
）
平
」
に
統
一
す
る
こ
と
を
旭
荘
に
伝
え
て
お
り
、
天
保
十
二
年

十
二
月
の
月
旦
評
に
は
、
道
庵
の
希
望
ど
お
り
、「
古
谷
秀
平
」
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
道
庵
が
、
改
名
を
藩
に
正
式
に
願
い
出
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
通
称
の
混
在

に
は
こ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
道
庵
の
号
の
一
つ
で
あ
る「
士
先
」に
つ
い
て
は
、天
保
十
一
年
二
月
二
十
七
日
条
に「
先

生
字
し
て
曰
く
、『
子
先
』」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
旭
荘
か
ら
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
（
76
）。

　
　
　

３　

咸
宜
園
門
下
生
紹
介
ル
ー
ト

　

咸
宜
園
に
お
け
る
塾
生
の
紹
介
方
法
は
、
原
則
的
に
在
塾
中
の
も
の
が
そ
の
紹
介
者
と
な
る

の
が
通
常
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
開
塾
早
々
の
頃
は
塾
主
の
友
人
知
己
な
ど
の
紹
介
も

あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
古
谷
道
庵
が
咸
宜
園
に
入
門
に
い
た
る
紹
介
ル
ー
ト
を
見
て
み
た
い

（
77
）。

　

公
益
財
団
法
人
廣
瀬
資
料
館
に
伝
わ
る
咸
宜
園
入
門
簿
に
よ
れ
ば
、天
保
六
年
（
一
八
三
五
）

三
月
三
日
、
道
庵
十
八
歳
の
時
で
、
紹
介
者
は
西
嶋
哲
平
と
あ
る
。
哲
（
鉄
）
平
は
、
道
庵
よ

り
先
行
す
る
こ
と
四
年
前
の
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
五
月
二
十
七
日
に
咸
宜
園
に
入
門
し
て

い
る
（
長
州
上
神
田
郡
二
見
村
）
人
物
で
道
庵
の
郷
里
で
あ
る
豊
浦
郡
宇
賀
村
の
近
く
の
出
身

で
あ
り
、
先
述
し
た
が
道
庵
の
親
族
と
考
え
ら
れ
る
。

　

道
庵
の
咸
宜
園
紹
介
に
至
る
流
れ
を
概
観
し
た
も
の
が
門
下
生
紹
介
ル
ー
ト
図
で
あ
る
。
こ

の
一
連
の
紹
介
者
ル
ー
ト
の
元
を
辿
れ
ば
、
川
田
圭
吉
か
ら
始
ま
る
こ
と
が
わ
か
る
。
文
政
七

年
六
月
二
十
日
の
淡
窓
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
川
田
圭
吉
は
「
長
門
医
生
河
田
圭
吉
入
門
」
と
あ

り
（
78
）、（
長
洲
前
大
津
（
先
大
津
）
郡
神
田
邑
）「
懐
旧
楼
筆
記
」
に
も
「
圭
吉
ハ
後
ニ
健

明
卜
改
ム
。
其
郷
ニ
在
ッ
テ
儒
醫
ヲ
業
ト
ス
」
と
あ
り
、
大
帰
後
は
地
下
医
を
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
（
79
）。

　

そ
の
河
田
健
明
の
紹
介
で
佐
々
木
舜
蔵
と
名
井
梅
太
郎
が
入
門
し
て
い
る
。佐
々
木
舜
蔵
は
、
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佐
々
木
発
平
の
名
で
、
文
政
十
年
三
月
二
十
三
日
に
入
門
し
て
い
る
。
淡
窓
の
記
録
に
よ
り
、

佐
々
木
舜
蔵
（
長
州
豊
浦
郡
宇
賀
村
）
は
後
に
国
崎
舜
蔵
と
改
名
し
、
長
府
侯
に
仕
え
、
儒
員

と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（
80
）。
道
庵
が
十
二
歳
の
時
に
読
を
受
け
た
の
が
こ
の
佐
々

木
舜
蔵
で
あ
り
、
五
人
の
門
下
生
を
咸
宜
園
に
紹
介
し
て
い
る
。
名
井
梅
太
郎
（
長
州
豊
浦
郡

宇
賀
下
畑
村
）
は
天
保
十
五
年
四
月
十
一
日
に
入
門
し
て
い
る
人
物
で
あ
る
（
81
）。

　

文
政
十
三
年
八
月
十
二
日
入
門
し
た
の
が
、川
田
亘
（
長
州
豊
浦
郡
宇
賀
村
）
で
あ
る
（
82
）。

亘
は
佐
々
木
舜
蔵
の
紹
介
者
で
あ
っ
た
河
田
健
明
の
弟
で
あ
る
が
、
淡
窓
が
「
懐
旧
楼
筆
記
」

を
記
し
た
時
点
で
は
も
う
亡
く
な
っ
て
い
た
（
83
）。

　

北
里
平
五
郎
（
肥
後
阿
蘇
郡
小
国
）
は
、
文
政
十
二
年
十
月
二
十
七
日
に
入
門
（
84
）、
ま

た
文
政
十
三
年
四
月
二
十
六
日
に
入
門
し
た
人
物
に
釋
淨
厳
（
長
州
豊
浦
郡
豊
田
郷
）
が
い
る

が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

　

天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
五
月
二
十
七
日
に
入
門
し
た
西
嶋
鉄
平
は
、
長
州
上
神
田
郡
二
見

村
の
出
身
で
、
古
谷
道
庵
や
道
庵
の
甥
に
あ
た
る
西
嶋
慶
蔵
を
紹
介
し
た
人
物
で
あ
り
、
道
庵

の
日
記
を
見
る
限
り
は
、
前
述
し
た
と
お
り
親
戚
で
あ
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

　

文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
四
月
十
三
日
、
長
州
豊
浦
郡
神
田
村
の
藤
岡
雄
哉
が
入
門
し
て

い
る
（
85
）。
雄
哉
は
、
萩
の
松
村
玄
機
に
学
ん
だ
人
物
で
、
そ
の
後
大
坂
で
医
業
を
開
い
た

人
物
で
あ
る
。
道
庵
は
同
郷
で
あ
り
、
ま
た
同
じ
咸
宜
園
出
身
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
名
前
は

以
前
か
ら
聞
い
た
こ
と
の
あ
る
人
物
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
天
保
十
年
（
一
八
三
九
）
に
道

庵
が
大
坂
の
旭
荘
の
下
に
来
た
際
、
藤
岡
氏
を
尋
ね
、
談
話
を
し
て
い
る
こ
と
が
、
道
庵
の
日

記
か
ら
伺
え
る
（
86
）。

　

以
上
、
古
谷
道
庵
が
咸
宜
園
入
門
に
至
る
紹
介
ル
ー
ト
を
確
認
し
た
が
、
道
庵
の
場
合
は
同

郷
の
咸
宜
園
出
身
者
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
り
、
紹
介
さ
れ
て
入
門
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
河
田
健

明
以
来
、
豊
浦
郡
に
お
け
る
咸
宜
園
門
下
生
の
紹
介
が
活
発
化
し
て
お
り
、
現
在
豊
浦
地
域
か

ら
入
門
し
て
い
る
咸
宜
園
の
入
門
者
は
、
約
五
〇
名
確
認
で
き
る
。

　
　
　

４　

古
谷
家
伝
来
の
大
坂
咸
宜
園
関
係
史
料
に
つ
い
て

　

現
在
、
下
関
市
の
ご
好
意
で
市
所
蔵
の
古
谷
家
伝
来
の
史
料
を
調
査
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い

る
。
そ
の
所
蔵
史
料
の
中
で
、一
番
注
目
さ
れ
る
べ
き
は
約
四
〇
年
間
に
及
ぶ
道
庵
の
日
記「
古

谷
道
庵
日
乗
」
で
は
あ
る
が
、
今
回
三
枚
の
月
旦
評
と
大
坂
咸
宜
園
に
お
け
る
一
日
の
予
定
表

と
思
わ
れ
る
「
時
刻
」
が
確
認
で
き
た
こ
と
は
非
常
に
大
き
な
成
果
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
史
料

に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
た
上
で
ご
紹
介
し
た
い
。

月
旦
評

　

月
旦
評
と
は
、『
後
漢
書
』（
許
劭
伝
）
に
所
収
さ
れ
る
人
物
評
論
の
故
事
に
ち
な
む
用
語
で

あ
る
。
許
劭
は
、
従
兄
の
許
靖
ら
と
と
も
に
、
毎
月
一
日
郷
里
の
人
物
の
批
評
を
行
い
、
そ
れ

を
「
月
旦
評
」
と
呼
ん
で
い
た
。

　

淡
窓
は
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
八
月
に
初
め
て
月
旦
評
を
作
成
し
た
。
当
時
の
塾
は
咸
宜

園
に
先
行
す
る
「
成
章
舎
」
時
代
で
あ
り
、
最
初
の
月
旦
評
に
は
十
五
名
の
塾
生
が
成
績
に
よ

咸宜園門下生紹介ルート図（古谷幾太郎（道庵）を中心に）

西嶋孫吉入門簿
（公益財団廣瀬資料館蔵）

西嶋鉄平入門簿
（公益財団廣瀬資料館蔵）

加峯 凌雲
（文政6年 (1823) 2月21日）

河田 圭吉（健明）
（文政7年 (1824) 6月20日）

石川 音平
（文政8年 (1825) 10月11日）

佐々木 舜蔵(発平)
（国崎 俊蔵）
（文政10年 (1827) 3月23日)

名井 梅太郎
（天保15年 (1844) 4月11日）

川田 亘（圭吉の弟）
（文政13年 (1830) 8月12日）

北里 平五郎
（文政12年 (1829) 10月27日）

釈 淨厳
（文政13年 (1830) 4月26日）

西嶋 鐡（哲）平
（天保2年 (1831) 5月27日）

藤岡 雄哉
（文政11年 (1828) 4月13日）

和田 順蔵
（天保2年 (1831) 6月8日）

日野 六良（郎）
（天保15年 (1844) 8月5日）

古谷 幾太郎
（ 天保6年 (1835) 3月3日 ）

西島 慶蔵
（天保7年 (1836) ）

川田 元貞
（天保15年 (1844) 10月3日）

釈 宜貫
）日42月21）6381（年7保天（ 

西島 孫吉（青浦）
（天保14年 (1843) 4月1日）

黒河 純介
（弘化3年 (1846) 10月4日）

福田 淳仙
（嘉永2年 (1849) 10月18日）

黑河 篤平
（嘉永4年 (1851) 4月21日）

吉富 恒蔵
（嘉永3年 (1850) 1月20日）

林 熊太郎
（嘉永3年 (1850) 3月20日）

釈 宗俊
（天保9年 (1838) 3月24日）

山根 寿庵
（天保9年 (1838) 4月1日 (閏月) ）

角 愿郁
（天保9年 (1838) 4月1日）

僧 楚宝
（天保12年 (1841) 1月15日）



四
四

り
四
等
級
に
分
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
「
懐
旧
楼
筆
記
」
に
記
さ
れ
て
い
る
（
87
）。

　

廣
瀬
淡
窓
の
実
家
で
あ
る
廣
瀬
家
は
、
現
在
、
公
益
財
団
法
人
廣
瀬
資
料
館
と
し
て
、
公
開

展
示
室
を
備
え
た
資
料
館
を
運
営
し
て
い
る
。
そ
の
資
料
館
に
現
在
、
月
旦
評
は
四
枚
所
蔵
さ

れ
て
い
る
。

　

淡
窓
時
代
の
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
六
月
、
第
四
代
塾
主
の
廣
瀬
林
外
時
代
の
慶
應
二

年
（
一
八
六
六
）
四
月
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
四
月
の
三
枚
と
、
あ
と
一
枚
は
淡
窓
が

出
張
講
義
に
出
か
け
た
際
に
大
村
藩
の
武
士
を
対
象
に
作
成
し
た
と
思
わ
れ
る
天
保
十
三
年

（
一
八
四
二
）
十
二
月
の
月
旦
評
で
あ
り
、直
接
咸
宜
園
と
関
わ
る
も
の
は
、三
枚
の
み
で
あ
る
。

そ
の
他
、
先
行
研
究
な
ど
に
お
い
て
、
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
正
月
（
88
）、
嘉
永
元
年

（
一
八
四
八
）
十
二
月
（
89
）、明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
十
一
月
（
90
）、明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）

七
月（
91
）な
ど
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、現
在
そ
の
い
ず
れ
の
月
旦
評
も
所
在
は
不
明
で
あ
る
。

　

下
関
市
が
所
蔵
す
る
古
谷
家
伝
来
の
月
旦
評
や
時
刻
に
つ
い
て
、『
豊
浦
町
史
』
に
お
い
て
、

古
谷
道
庵
の
咸
宜
園
遊
学
の
項
で
若
干
触
れ
ら
れ
て
い
る
。『
豊
浦
町
史
』
で
は
、
古
谷
道
庵

の
旧
称
で
あ
る
修
（
秀
）
平
と
良
平
を
兄
弟
と
認
識
し
て
記
述
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
月
旦
評

も
日
田
咸
宜
園
の
も
の
と
の
認
識
で
記
述
が
さ
れ
て
い
る
。

　

月
旦
評
に
つ
い
て
は
の
ち
に
詳
述
す
る
が
、
古
谷
家
旧
蔵
の
こ
の
「
叙
席
」
と
書
か
れ
た
月

旦
評
は
、
記
述
さ
れ
て
い
る
門
下
生
た
ち
を
見
て
み
る
と
、
淡
窓
の
実
弟
で
咸
宜
園
第
二
代
塾

主
を
務
め
た
の
ち
、
堺
・
大
坂
・
江
戸
で
開
塾
し
た
廣
瀬
旭
荘
の
大
坂
咸
宜
園
時
代
の
も
の
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
『
豊
浦
町
史
』
に
写
真
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
咸
宜
園
時
刻
表
」
な

る
史
料
も
恐
ら
く
、
大
坂
咸
宜
園
の
時
刻
と
推
察
さ
れ
、
こ
の
史
料
は
大
坂
咸
宜
園
に
お
け
る

一
日
の
時
間
割
と
塾
で
行
わ
れ
る
講
義
名
な
ど
が
書
か
れ
て
お
り
、大
変
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
確
認
し
た
よ
う
に
現
存
す
る
咸
宜
園
の
月
旦
評
は
現
在
三
枚
し
か
確
認
さ
れ
て
い
な

い
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
旭
荘
の
大
坂
咸
宜
園
の
月
旦
評
が
三
枚
も
確
認
さ
れ
た
こ
と
は
大
き

な
発
見
で
あ
る
。
で
は
こ
れ
ら
の
月
旦
評
に
つ
い
て
触
れ
て
い
き
た
い
。

叙
席
＝
月
旦
評

　

文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
八
月
に
初
め
て
月
旦
評
を
淡
窓
は
作
成
す
る
が
、
病
気
や
所
用
が

な
い
限
り
は
、
毎
月
月
末
に
は
「
改
月
旦
評
」
と
し
て
そ
の
日
記
に
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
大
坂

咸
宜
園
の
月
旦
評
は
い
ず
れ
も
「
叙
席
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
旭
荘
の
場
合
、
淡
窓
に
比
べ
て

月
旦
評
作
成
の
日
は
ほ
ぼ
決
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
咸
宜
園
の
第
二
代
塾
主
の
頃
か
ら
と
同
様

で
あ
る
。
旭
荘
の
日
記
の
毎
月
二
十
七
日
に
「
申
席
序
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
月
旦
評
の
昇
級

を
発
表
す
る
の
が
二
十
七
日
で
、
そ
れ
ま
で
に
は
、
月
旦
評
を
作
成
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

今
回
確
認
し
た
月
旦
評
は
、
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
七
月
、
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）

七
月
、
天
保
十
二
年
一
二
月
の
三
枚
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
一
枚
ず
つ
確
認
し
て
い
き
た
い
。

天
保
十
一
年
庚
子
七
月
叙
席

　

天
保
十
一
年
七
月
の
こ
の
月
旦
評
で
は
、
客
席
生
を
含
む
六
十
二
名
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
日
の
旭
荘
の
日
記
の
記
述
に
は
、「
申
席
序 

（
中
略
） 

是
日
塾
生
、
東
景
・
良
平
・
四
郎
・

海
雲
・
連
蔵
・
元
厚
・
茫
蔵
・
豊
太
郎
・
徳
三
郎
・
歡
蔵
・
玄
龍
・
禄
次
郎
凡
十
二
人
、
外
来

曎
眼
・
敬
證
・
惠
聞
・
了
悟
・
善
就
・
了
壽
・
松
軒
・
了
救
・
萩
（
荻
）
太
郎
・
了
賢
・
敲
月
・

徳
太
郎
・
指
月
・
大
治
・
熊
蔵
・
了
純
・
大
龍
・
佐
五
郎
・
淸
記
・
直
蔵
・
有
吉
・
祐
誠
・
秀

太
郎
・
大
吉 

二
十
四
人
」
と
あ
り
、
在
塾
生
十
二
人
、
外
来
生
と
し
て
通
う
も
の
が
二
十
四

人
い
た
こ
と
を
述
べ
て
お
り
（
92
）、
月
旦
評
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
塾
生
と
は
、
二
十
六
人
の

差
が
あ
る
。
こ
れ
は
客
席
生
や
塾
生
と
し
て
月
旦
評
に
掲
載
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
昇
級
発
表

の
際
に
は
、
塾
を
留
守
（
大
帰
・
一
時
退
塾
等
）
に
し
て
い
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
時
の
道
庵
は
五
級
下
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
五
級
下
に
道
庵
が
進
級
し
た
の
は
、
天
保

十
年
九
月
二
十
七
日
で
あ
る
た
め
、
一
年
近
く
同
じ
級
に
留
ま
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

で
は
他
の
塾
生
に
つ
い
て
、
上
級
の
門
下
生
か
ら
確
認
し
た
い
。
六
級
下
の
釋
東
景
は
、
摂

津
兎
原
郡
河
原
村
の
壁
圓
寺
の
僧
侶
で
あ
る
。
五
級
の
釋
龍
雲
も
摂
津
兎
原
郡
東
明
村
の
照
明

寺
の
僧
侶
で
あ
る
。
二
人
と
も
堺
咸
宜
園
の
開
塾
間
も
な
い
頃
の
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
七

月
三
十
日
に
最
勝
寺
恵
学
の
紹
介
で
入
門
し
て
い
る
こ
と
が
入
門
簿
か
ら
わ
か
り
、『
宜
園
百

家
詩
』
初
編
に
そ
の
漢
詩
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　

四
級
下
の
釋
海
雲
は
、
客
席
に
見
え
る
天
保
七
年
七
月
三
十
日
に
入
門
し
た
摂
津
兎
原
郡
石

屋
村
の
光
明
寺
法
景
の
弟
に
光
明
寺
景
雲
と
い
う
人
物
が
お
り
、
同
一
人
物
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。

　

三
級
下
の
井
口
柳
三
は
天
保
九
年
七
月
二
十
日
に
入
塾
し
た
摂
津
大
阪
高
麗
橋
出
身
で
、『
宜

園
百
家
詩
』
初
編
に
そ
の
漢
詩
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
藤
田
璋
（
章
）
次
は
天
保
十
年
五
月
十

日
に
入
門
し
た
摂
津
八
部
郡
兵
庫
津
魚
棚
町
出
身
で
あ
る
。
の
ち
に
旭
荘
の
元
に
入
塾
し
た
弟

の
鼎
三
（
蔵
）
を
咸
宜
園
に
入
門
さ
せ
る
た
め
に
日
田
に
同
行
し
た
際
、
璋
次
自
身
も
入
塾
し

た
こ
と
が｢
懐
旧
楼
筆
記｣

に
書
か
れ
て
い
る
。

　

二
級
上
の
秦
主
殿
は
、
天
保
十
年
三
月
十
二
日
に
入
門
し
た
出
雲
神
門
郡
塩
冶
村
出
身
で
、

『
宜
園
百
家
詩
』
第
三
編
に
秦
信
美
の
名
で
漢
詩
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
青
木 

益
（
増
）
太
郎



四
五

は
天
保
十
年
三
月
二
十
日
に
入
門
し
た
摂
津
八
部
郡
兵
庫
津
西
出
町
出
身
で
あ
る
。
天
保
十
五

年
（
弘
化
元
年
）
十
月
二
十
三
日
に
は
西
遊
し
て
、
咸
宜
園
に
入
門
し
て
都
講
に
ま
で
な
っ
て

い
る
。
藤
井 

半
（
茫
）
蔵
は
天
保
十
年
七
月
三
十
日
に
入
門
し
た
摂
津
豊
島
郡
紫
村
出
身
の

人
物
で
『
宜
園
百
家
詩
』
初
編
に
、藤
井
維
章
の
名
で
漢
詩
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
釋
了
救
は
、

天
保
九
年
七
月
二
十
日
に
入
門
し
た
摂
津
大
坂
内
本
町
長
久
寺
の
出
身
で
客
席
に
い
る
釋
恵
聞

（
の
ち
に
中
錫
に
改
名
）
の
弟
で
あ
る
。
平
方
玄
龍
は
天
保
十
年
十
月
十
八
日
に
入
門
し
た
肥

州
佐
賀
出
身
で
『
宜
園
百
家
詩
』
初
編
に
平
方
黙
の
名
で
漢
詩
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　

佐
々
木
於
義
（
荻
）
太
郎
は
天
保
十
年
九
月
十
一
日
に
入
門
し
た
摂
津
大
坂
堀
江
三
丁
目
の

出
身
で
、
後
に
日
田
咸
宜
園
に
も
学
ん
で
い
る
。

　

一
級
に
い
る
五
弓
豊
太
郎
は
、
天
保
十
年
十
一
月
二
十
四
日
に
入
門
し
た
備
後
葦
田
郡
府
中

の
出
身
で
の
ち
に
福
山
藩
藩
校
誠
志
館
の
教
授
や
家
塾
晩
香
館
を
開
い
た
五
弓
雪
窓
の
こ
と
で

あ
る
。
相
良
春
栄
は
天
保
十
年
十
月
十
八
日
に
入
門
し
た
肥
前
佐
賀
藩
出
身
で『
宜
園
百
家
詩
』

初
編
に
相
良
報
の
名
前
で
漢
詩
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
釋
了
賢
は
、
天
保
十
一
年
一
月
二
十
六

日
に
入
門
し
た
摂
津
大
坂
三
郷
北
組
常
磐
町
出
身
で
、『
宜
園
百
家
詩
』
三
編
に
竺
賢
了
と
し

て
掲
載
さ
れ
て
い
る
人
物
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
級
に
み
え
る
花
岡
直
蔵
と
徳
太
郎
は
天
保
十
一
年
七
月
二
十
日
に
入
門
し
た
摂
津
大
坂
中

之
島
山
崎
の
人
物
で
あ
る
。
直
蔵
は
華
岡
青
洲
の
弟
の
鹿
城
の
子
で
号
を
積
軒
と
い
い
、
の
ち

に
華
岡
南
洋
の
娘
婿
と
な
り
、
家
督
を
継
い
だ
人
物
で
あ
る
。
天
保
十
四
年
に
は
藤
澤
東
畡
の

泊
園
書
院
に
入
門
し
て
い
る
。
徳
太
郎
は
南
洋
の
子
で
青
洋
と
号
し
た
。
直
蔵
と
同
様
に
泊
園

書
院
に
入
門
し
て
い
る
。
両
者
と
も
華
岡
流
の
外
科
医
と
し
て
、
名
声
を
博
し
た
。

天
保
十
二
年
辛
丑
七
月
叙
席

　

天
保
十
二
年
七
月
の
こ
の
月
旦
評
に
は
八
十
一
名
の
塾
生
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
天
保
十
二

年
六
月
二
十
一
日
～
八
月
十
八
日
の
間
、
旭
荘
は
日
田
に
帰
省
し
て
お
り
、
こ
の
間
の
大
坂
咸

宜
園
は
道
庵
が
そ
の
留
守
を
預
か
っ
て
い
た
。そ
の
た
め
六
月
二
十
七
日
の
道
庵
の
日
記
に
は
、

「
先
生
に
代
り
て
席
序
を
申
ぶ
。
出
席
二
十
人
、
乃
ち
徳
太
郎
・
市
十
郎
を
二
級
に
進
め
、
敲
月
・

安
太
郎
・
半
次
・
慧
（
恵
）
助
を
二
級
下
に
進
め
、
績
太
及
び
屯
を
一
級
に
加
ふ
。
而
し
て
后
、

礼
謁
を
受
く
。」
と
あ
る
（
93
）。

　

そ
し
て
こ
の
古
谷
家
に
伝
来
し
た
月
旦
評
の
発
表
が
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
七
月
二
十
七
日
の

日
記
は
残
念
な
が
ら
そ
の
記
述
が
残
っ
て
い
な
い
が
、
六
月
の
状
況
か
ら
推
測
す
る
に
七
月
の

月
旦
評
も
道
庵
が
作
成
し
、
発
表
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

天保十一年庚子七月叙席（月旦評）
（下関市烏山民俗資料館蔵）

天保十一年庚子七月叙席（66名）

九級

八級

七級

六級下 釋　東景

五級 釋　龍雲 古谷良平

四級下 鳩　四郎 真嶋連蔵 釋　海雲

三級下 井口柳蔵 松尾艮蔵 藤田璋次 永井元厚

二級
釋　祐泰 関　八十一 秦　主殿 松尾乾蔵 青木益太郎 藤井茫蔵

釋　了救 阿部　圓書 平方玄龍 佐々木於義
（荻）太郎

一級

五弓豊太郎 村上代三郎 沖　歡蔵 釋　了純 重村佐五郎 釋　大龍

相良　春榮 釋　了賢 釋　淸記 釋　敲月 花岡直蔵 花岡徳太郎

律田六ニ郎 横山有吉 釋　指月 釋　祐誠 谷川大治 内藤熊蔵

日野秀太郎 安宅大吉 戸田元證 千頭元仲

無級
山口由蔵 釋　氷室 釋　良現 釋　歓成 藤田県蔵 小野賢蔵

岡本恵助 釋　知寂

客席

釋　曎眼 釋　楢（尚）丸 釋　敬證 釋　法景 山中勝次良 手塚又兵衛

釋　大圓 和田松軒 釋　惠聞 釋　了悟 釋　大龍 釋　覲潮

釋　善就 堀田誠二郎 釋　了壽 釋　宗隆
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天保十二年辛丑七月叙席（月旦評）
（下関市烏山民俗資料館蔵）

天保辛丑十二月叙席（月旦評）
（下関市烏山民俗資料館蔵）

天保十二年辛丑七月叙席（81名）

九級

八級

七級上

七級下 古谷良平

六級

五級上

五級下 眞島譲平 永井　元厚

四級上

四級下 釋　海（景）雲

三級上 松尾艮蔵 平方玄龍 藤田章次 青木益太郎 松尾乾蔵

三級下 藤井茫蔵 五弓豊太郎 釈　啓運

二級上
佐々木於義太郎 相良春栄 高妻寛平 藤田得三郎 華岡直蔵 釈　良現

華岡徳太郎 志田市十郎

二級下
冲尚隆 山口由蔵 釈　凌雲 高岡学郎 谷川屋大治郎 釈　敲月

荒川半次 妹背安太郎
岡本慧（恵）

助

一級

釈　大龍 藤田鼎蔵 釈　指月 立花與三郎 日野秀太郎 釈　清記

三宅績太 松崎玄龍 黒河齢次 横山有吉 林晋太郎 内藤屯

高橋文蔵 木庭養蔵 肥田嘉一郎 釈　大雄

無級
釈　了賢 飯田熊之介 安宅大吉 釈　了純 村上代三郎 釈　氷室

津田六二郎

客席

釈　曎眼 釈　祐泰 釈　祐誠 釈　敬證 釈　了救 間剛之助

釈　東景 井口龍眠 髙松濤亭 釈　凌雲 釈　猶丸 飯田春達

手塚又兵衛 釈　大聚 釈　牙龍 釈　惠聞 和田　惠軒 釈　意成

釈　大圓 原　菊麿 今北晋三郎 釈　了悟 内藤　熊蔵 釈　括権

釈　了壽 赤井恒齋 釈　力精

天保辛丑十二月叙席（78名）

九級

八級

七級上 古谷秀平

七級下

六級上 合原佐太郎 眞嶌譲平

六級下

五級上

五級下 永井　元厚

四級上 財津修造 釋　海（景）雲

四級下 松尾艮蔵 藤田章次 青木増（益）太郎

三級上 平方玄龍 松尾乾造（蔵） 釋　啓運

三級下 藤井茫造（蔵） 五弓豊太郎 花岡直造 藤田得三郎

二級上 相良春栄 高妻寛平 釋　良現 花岡徳太郎 志田市十郎 谷川大治

二級下
冲尚隆 山口由造（蔵） 釋　凌雲 高岡学郎 釋　敲月 荒川范次

妹背安太郎 岡本慧（恵）助 藤田鼎造（蔵） 三宅績太 黒川齢次

一級

日野秀太郎 横山有吉 釋　指月 前田禮治 三枝徳十郎 肥田嘉一郎

田原貞之進 間野百六 平野俊平 岸田昌平 岩田亮平 吉雄雄吉

塚江千太郎 林晋太郎 釋　清記

無級 水野清亮 松崎玄龍 内藤屯 高橋文造 釋　大龍

客席
釋　曎眼 釋　了就 釋　祐誠 釋　敬證 釋　祐泰 間剛之助

釋　東景 釋　了救 辰巳勝太郎 釋　龍雲 井口龍眠 釋　柯量

手塚又兵衛 釋　尚（猶）丸 釋　意誠 釋　惠門 釈　大聚 釋　大圓

行徳元慎 今北晋三郎 釋　了悟 原菊丸 髙木雄造 釋　善就

赤井恒齋
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七
月
の
発
表
に
出
席
し
た
塾
生
に
つ
い
て
は
史
料
が
な
く
判
然
と
し
な
い
が
、
八
月
二
十
一

日
の
旭
荘
の
日
記
に
、「
見
塾
生
十
九
人
、
良
平
・
佐
太
郎
・
譲
平
・
艮
蔵
・
章
次
・
益
太
郎
・

乾
蔵
・
得
三
郎
・
良
現
・
尚
隆
・
鼎
蔵
・
績
太
・
與
三
郎
・
玄
龍
・
市
十
郎
・
修
蔵
・
半
次
・

田
邉
玄
春
・
新
参
生
徳
十
郎
」
と
あ
り
（
94
）、
こ
の
時
残
っ
て
い
た
塾
生
で
七
月
二
十
七
日

ま
で
に
入
門
し
て
い
た
塾
生
が
中
心
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

天
保
辛
丑
十
二
月
叙
席

　

天
保
十
二
年
十
二
月
の
旭
荘
の
日
記
を
見
る
と
、
年
の
瀬
が
押
し
迫
っ
て
い
る
た
め
か
、
毎

月
二
十
七
日
に
月
旦
評
の
進
級
を
発
表
し
て
い
る
が
、
こ
の
月
は
二
十
一
日
に
行
っ
て
い
る
。

「
申
席
序　

自
是
日
放
学
」
と
あ
り
、
発
表
を
し
た
あ
と
後
、
休
講
に
し
て
年
末
の
休
み
に
入
っ

た
よ
う
で
あ
る
（
95
）。

　

六
級
上
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
合
原
佐
太
郎
は
、
旭
荘
の
妻
で
あ
る
合
原
マ
ツ
の
弟
で
あ
る
。

淡
窓
の｢

懐
旧
楼
筆
記｣

に
よ
れ
ば
、
旭
荘
の
仮
の
弟
と
し
て
、
廣
瀬
新
助
を
名
乗
っ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
が
、
天
保
十
二
年
十
一
月
二
十
六
日
に
病
没
し
た
人
物
で
あ
る
（
96
）。
同
じ

く
六
級
上
の
真
島
譲
平
は
天
保
十
年
三
月
二
十
日
に
入
門
し
た
摂
津
八
部
郡
兵
庫
津
細
辻
子
町

え
ら
れ
る
。

　

朝
六
時
に
起
き
て
朝
飯
ま
で
の
間
に
会
を
勤
め
、
朝
飯
後
か
ら
昼
ま
で
は
詩
、｢

世
説｣

講
、

次
い
で｢

世
説
註｣

、
同
時
に｢

蒙
求｣

講
、
次
い
で｢

論
語｣

講
、｢

左
伝｣

輪
読
、｢

礼
記｣

輪
読
を
行
う
と
あ
る
。

　

昼
の
後
は
線
香
一
本
半
の
間
に
素
読
を
行
い
、
八
時
（
八
つ
時
の
こ
と
か
）
よ
り
暮
れ
ま
で

詩
文
会
の
類
い
、
あ
る
い
は｢

世
説｣

輪
講
を
行
っ
た
よ
う
だ
。
そ
し
て
夜
は
黙
燈
（
消
灯
の

意
味
か
）
の
の
ち
は
無
言
と
あ
り
、
就
寝
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の｢

月
旦
評｣

（
叙
席
）
や｢

時
刻｣

が
古
谷
家
に
伝
来
し
た
経
緯
は
よ
く
わ
か
ら

な
い
が
、
三
枚
の
月
旦
評
と
も
道
庵
の
名
前
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
大
坂
咸
宜
園
の
記
念
に
退

塾
し
た
の
ち
も
大
事
に
持
っ
て
い
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
大
坂
咸
宜
園
に
お
い

て
道
庵
は
都
講
ま
で
務
め
て
お
り
、
塾
主
で
あ
る
旭
荘
が
留
守
の
間
は
塾
政
を
預
か
り
、
塾
の

運
営
か
ら
講
義
ま
で
行
っ
て
い
た
。実
際
に
天
保
十
二
年
七
月
に
お
い
て
は
月
旦
評
を
作
成
し
、

塾
生
に
対
し
て
発
表
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
都
講
の
実
務
と
し
て｢

月
旦
評｣

の
写
し
も
し
く

は
雛
形
、
ま
た
塾
に
お
け
る
日
課
表
等
が
必
要
だ
っ
た
た
め
所
持
し
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら

れ
る
。

　
　
　

お
わ
り
に

　

以
上
、
咸
宜
園
・
大
坂
咸
宜
園
で
学
ん
だ
古
谷
道
庵
の
概
要
と
古
谷
家
に
伝
来
し
た
史
料
に

つ
い
て
紹
介
し
て
き
た
。

　

今
回
は｢

古
谷
道
庵
日
乗｣

を
十
分
に
読
み
込
め
て
い
な
い
た
め
、表
面
的
な
概
要
に
留
ま
っ

た
感
が
否
め
な
い
が
、
淡
窓
や
旭
荘
が
そ
の
日
記
に
書
き
留
め
て
い
な
い
事
象
に
つ
い
て
、
塾

生
の
視
点
で
書
か
れ
て
お
り
咸
宜
園
研
究
に
と
っ
て
大
変
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。

　

大
坂
咸
宜
園
に
お
い
て
、
道
庵
が
都
講
と
し
て
果
た
し
た
役
割
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
本
稿

で
確
認
し
た
が
、今
後
は
大
坂
時
代
の
旭
荘
の
日
記
と
詳
細
に
突
き
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

大
坂
咸
宜
園
の
運
営
実
態
に
迫
れ
る
も
の
と
考
え
る
。さ
ら
に
は
道
庵
退
塾
後
に
お
け
る
日
田
・

大
坂
咸
宜
園
門
下
生
や
塾
主
で
あ
る
淡
窓
・
旭
荘
ら
と
の
交
流
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た

の
か
明
ら
か
に
す
る
べ
く
、
研
究
を
進
め
て
い
き
た
い
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
貴
重
な
史
料
の
閲
覧
・
撮
影
等
の
調
査
の
許
可
を
い
た
だ
き
、
ま
た

お
忙
し
い
中
ご
対
応
い
た
だ
い
た
下
関
市
教
育
委
員
会
並
び
に
職
員
の
皆
様
に
厚
く
御
礼
を
申

し
上
げ
ま
す
。

時
刻

一
、
朝
六
時
ヨ
リ
朝
飯
迄

　
　
　
　
　
　
　

勤
會

一
、
朝
飯
後
ヨ
リ
晝
迄

　
　
　

初
詩
世
説
講

　
　
　

次
世
説
註
講

　
　
　

同
時
蒙
求
講

　
　
　

次
論
語
講

　
　
　

次
左
傳
輪
讀

　
　
　

同
時
禮
記
輪
讀

一
、
晝
後
線
香
一
本
半

　
　
　
　
　
　

素
讀

一
、
八
時
ヨ
リ
暮
迄

　
　
　
　
　
　

凡
詩
文
會
類

　
　
　
　
　
　

或
世
説
輪
講

一
、
夜
黙
燈
後

　
　
　
　
　
　

無
言

「時刻」
（下関市烏山民俗資料館蔵）

の
人
物
で
、
天
保
十
三
年
正
月
、
古
谷
道
庵
が
郷
里
に
帰

る
た
め
、
道
庵
の
代
わ
り
に
都
講
に
な
っ
た
人
物
で
あ
る

（
97
）。

時
刻

　

｢

時
刻｣

と
書
か
れ
た
こ
の
史
料
は
旭
荘
の
大
坂
咸
宜

園
に
お
け
る
あ
る
時
期
の
時
間
割
表
の
よ
う
な
も
の
と
考
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参
考
文
献

『
幕
末
の
地
下
医 

古
谷
道
庵 

日
乗 

抜
粋
』
豊
浦
町
中
央
公
民
館
歴
史
講
座　

一
九
八
七
年

『
豊
浦
町
史
』　

豊
浦
町
役
場　

一
九
七
九
年

『
豊
浦
町
史
』
三
〔
民
俗
編
〕　

豊
浦
町
役
場　

一
九
九
五
年

『
廣
瀬
淡
窓
と
咸
宜
園
‐
近
世
日
本
の
教
育
遺
産
と
し
て
‐
』
日
田
市
教
育
委
員
会
、

二
〇
一
四
年

『
山
口
県
史
』
史
料
編
幕
末
維
新
７　

山
口
県　

二
〇
一
四
年

海
原
徹
『
広
瀬
淡
窓
と
咸
宜
園
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房　

二
〇
〇
八
年

井
上
敏
幸
監
修
・
髙
橋
昌
彦
編
著
『
廣
瀬
淡
窓
』
思
文
閣
出
版　

二
〇
一
六
年

註（
１
）
古
谷
道
庵
の
概
要
に
つ
い
て
は
「
１　

古
谷
道
庵
日
乗
（
抄
）」『
山
口
県
史
』
史
料

編
幕
末
維
新
７
（
山
口
県
二
〇
一
四
年
）
が
詳
し
い
。

（
２
）
日
田
市
教
育
委
員
会
編
『
増
補
淡
窓
全
集
』
上
巻
「
懐
旧
楼
筆
記
」
巻
二
十
三　

四
五
三
頁
（
思
文
閣
一
九
七
一
年
）

（
３
）
前
掲
（
１
）

（
４
）『
豊
浦
町
史
』
昭
和
五
四
年
（
一
九
七
九
）
十
二
月　

豊
浦
町
役
場

（
５
）
前
掲
（
２
）
上
巻
「
懐
旧
楼
筆
記
」
巻
二
十
三　

二
九
六
頁　
（
思
文
閣
一
九
七
一
年
）

「
圭
吉
ハ
後
ニ
健
明
ト
改
ム
。
其
郷
ニ
在
ッ
テ
儒
醫
ヲ
業
ト
ス
」
と
あ
る
。

（
６
）
前
掲
（
２
）
上
巻
「
懐
旧
楼
筆
記
」
巻
三
十　

三
八
六
頁　
（
思
文
閣
一
九
七
一
年
）

（
７
）
前
掲
（
２
）
上
巻
「
懐
旧
楼
筆
記
」
巻
三
十
六　

四
七
三
頁
及
び
下
巻
「
醒
齋
日
暦
」

巻
十
一 

五
九
八
頁　
（
思
文
閣
一
九
七
一
年
）

（
８
）
前
掲
（
２
）
上
巻
「
懐
旧
楼
筆
記
」
巻
二
十
九　

文
政
十
三
年
（
天
保
元
年
）
閏
三

月
五
日
条　

三
七
七
頁
、
中
巻｢

欽
齋
日
暦｣

巻
五　

文
政
十
三
年
（
天
保
元
年
）

閏
三
月
五
日
条　

四
三
六
頁
、下
巻
「
醒
齊
日
暦
」
巻
一　

文
政
十
四
年
（
天
保
二
年
）

正
月
元
日
条　

四
五
九
頁

（
９
）
前
掲
（
２
）
上
巻
「
懐
旧
楼
筆
記
」
巻
三
十　

三
九
〇
～
三
九
一
頁　
（
思
文
閣

一
九
七
一
年
）

（
10
）
前
掲
（
２
）
上
巻
「
懐
旧
楼
筆
記
」
巻
二
十
二　

三
九
〇
～
三
九
一
頁
、

巻
三
十
二　

四
二
三
頁
・
四
二
七
頁　
（
思
文
閣
一
九
七
一
年
）

（
11
）
前
掲
（
２
）
上
巻
「
懐
旧
楼
筆
記
」
巻
三
十
五　

四
五
六
～
四
五
七
頁
、

（
12
）
海
原
徹
『
広
瀬
淡
窓
と
咸
宜
園
』
二
五
四
頁　

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
八
年

（
13
）
廣
瀬
旭
荘
全
集
編
集
委
員
會
『
廣
瀬
旭
荘
全
集
』
日
記
編
一
（
思
文
閣
一
九
八
二
年
）

「
日
間
瑣
事
備
忘
」
天
保
六
年
二
月
十
四
日
～
三
月
二
十
六
日
条　

八
三
～
九
三
頁

（
14
）「
九
桂
草
堂
随
筆
」
巻
之
九
、『
廣
瀬
旭
荘
全
集
』
随
筆
編
（
思
文
閣
一
九
八
六
年
）

一
七
一
～
一
七
三
頁
。

（
15
）
前
掲
（
13
）　
「
日
間
瑣
事
備
忘
」
天
保
六
年
三
月
二
十
八
日
条　

九
三
頁

（
16
）
前
掲
（
２
）
上
巻
「
懐
旧
楼
筆
記
」
巻
三
十
五　

天
保
六
年
八
月
二
十
日
条

四
六
三
～
四
六
五
頁
及
び
下
巻
「
醒
齋
日
暦
」
巻
十
上　

五
八
三
頁

（
17
）
前
掲
（
２
）「
醒
齋
日
暦
」
巻
十
一　

天
保
七
年
四
月
朔
条　

六
〇
二
頁

（
18
）
前
掲
（
１
）「
古
谷
道
庵
日
乗
」
二
〇
頁
及
び
四
月
二
十
二
日
条　

二
一
頁

（
19
）
前
掲
（
１
）「
古
谷
道
庵
日
乗
」
天
保
七
年
四
月
二
十
三
日
条　

二
一
頁
及
び
「
醒
齋

日
暦
」
巻
十
一　

天
保
七
年
四
月
二
十
三
日
条　

六
〇
四
頁

（
20
）
前
掲
（
２
）
下
巻
「
醒
齋
日
暦
」
巻
九　

天
保
六
年
三
月
二
十
五
日
条　

五
六
八
頁

（
21
）
前
掲
（
２
）
下
巻
「
醒
齋
日
暦
」
巻
九　

天
保
六
年
五
月
二
十
六
日
条　

五
七
四
頁

（
22
）
前
掲
（
２
）
下
巻
「
醒
齋
日
暦
」
巻
十　

天
保
六
年
閏
七
月
二
十
六
日
条　

五
八
〇
頁

（
23
）
前
掲
（
２
）
下
巻
「
醒
齋
日
暦
」
巻
十
一　

天
保
七
年
三
月
二
十
七
日
条 

六
〇
二
頁

（
24
）
前
掲
（
２
）
下
巻
「
醒
齋
日
暦
」
巻
十
一　

天
保
七
年
二
月
十
四
日
条　

五
九
八
頁

（
25
） 

前
掲
（
19
）

（
26
）
前
掲
（
２
）
下
巻
「
醒
齋
日
暦
」
巻
十
二
上　

天
保
七
年
九
月
六
日
条　

六
一
六
頁

前
掲
（
１
）「
古
谷
道
庵
日
乗
」
天
保
七
年
四
月
二
十
三
日
条　

二
五
頁

（
27
）
前
掲
（
２
）
下
巻
「
醒
齋
日
暦
」
巻
十
二
上　

天
保
七
年
九
月
二
十
二
日
条　

六
一
七
頁

（
28
）
前
掲
（
２
）
下
巻
「
醒
齋
日
暦
」
巻
十
二
上　

天
保
七
年
九
月
二
十
五
日
条　

六
一
八

頁
及
び
前
掲
（
１
）「
古
谷
道
庵
日
乗
」
九
月
二
十
七
日
条　

二
六
頁

（
29
）
前
掲
（
１
）「
古
谷
道
庵
日
乗
」
天
保
七
年
十
二
月
五
日
条　

二
六
頁

（
30
）
前
掲
（
２
）
下
巻
「
古
谷
道
庵
日
乗
」
天
保
七
年
十
月
十
一
日
条　

二
六
頁

（
31
）
前
掲
（
２
）
下
巻
「
醒
齋
日
暦
」
巻
十
二
上　

天
保
七
年
十
月
十
五
日
条　

六
一
九
頁

（
32
）
前
掲
（
２
）「
懐
旧
楼
筆
記
」
巻
三
十
七　

天
保
七
年
十
月
十
五
日
条

四
八
九
～
四
九
〇
頁

「
諸
生
東
塾
ニ
留
マ
ル
者
。
盡
ク
之
ヲ
新
楼
新
塾
ニ
遷
ス 

東
塾
ヲ
空
シ
ウ
シ
テ
。
専

ラ
講
業
ノ
處
ト
ナ
ス
。
此
比
ヨ
リ
。
東
塾
ヲ
改
メ
テ
講
堂
ト
稱
シ
。
新
楼
新
塾
ヲ
東



四
九

楼
ト
稱
セ
リ
。
今
年
塾
生
大
ニ
減
ス
ル
ヲ
以
テ
。
此
ノ
如
ク
ニ
ス
。
其
後
塾
再
ヒ
盛

ナ
ル
ニ
及
ン
テ
。
講
堂
ノ
制
ハ
。
猶
此
時
ノ
法
ヲ
用
ヒ
タ
リ
。」

（
33
）
前
掲
（
２
）「
懐
旧
楼
筆
記
」
巻
三
十
六　

天
保
七
年
七
月
十
五
日
条　

四
八
三
頁

（
34
）
前
掲
（
１
）「
古
谷
道
庵
日
乗
」
天
保
七
年
十
一
月
二
十
日
条　

二
六
頁

（
35
）
前
掲
（
１
）「
古
谷
道
庵
日
乗
」
天
保
八
年
八
月
十
四
日
条　

二
九
頁

（
36
）
前
掲
（
１
）「
古
谷
道
庵
日
乗
」
天
保
九
年
四
月
朔
条　

二
九
頁

（
37
）
前
掲
（
１
）「
古
谷
道
庵
日
乗
」
天
保
九
年
四
月
十
五
日
条　

三
〇
頁

（
38
）
前
掲
（
１
）「
古
谷
道
庵
日
乗
」
天
保
九
年
四
月
十
七
日
条　

三
〇
頁

（
39
）
前
掲
（
１
）「
古
谷
道
庵
日
乗
」
天
保
九
年
六
月
朔
条　

三
〇
頁

（
40
）
前
掲
（
１
）「
古
谷
道
庵
日
乗
」
天
保
十
年
四
月
二
十
七
日
条　

三
一
頁

（
41
）
前
掲
（
１
）「
古
谷
道
庵
日
乗
」
天
保
十
年
五
月
十
三
日
条　

三
一
頁

（
42
）
前
掲
（
13
）「
日
間
瑣
事
備
忘
」
天
保
七
年
七
月
七
～
十
日
条　

一
五
九
頁　

（
43
）
前
掲
（
13
）「
日
間
瑣
事
備
忘
」
天
保
九
年
閏
四
月
二
十
八
日
・
五
月
七
・
八
日
条　

三
〇
四
～
三
〇
五
頁

（
44
）
前
掲
（
13
）「
日
間
瑣
事
備
忘
」
天
保
九
年
十
二
月
四
日
条 

三
六
三
頁 

及
び 

天
保
十

年
一
月
二
十
九
日
条 

三
七
六
頁

（
45
）
前
掲
（
41
）

（
46
）
近
藤
繁
は
、
筑
後
国
御
井
郡
阿
志
岐
村
出
身
で
天
保
四
年
二
月
十
五
日
に
咸
宜
園
に

入
門
し
た
人
物
で
あ
る
。
天
保
九
年
二
月
十
六
日
条
に
一
時
、
日
田
に
帰
郷
し
て
い

た
旭
荘
が
再
び
大
坂
へ
向
け
て
東
遊
す
る
際
に
旭
荘
に
随
行
し
た
旨
、「
懐
旧
楼
筆

記
」
に
書
か
れ
て
い
る
（
上
巻
「
懐
旧
楼
筆
記
」
巻
三
十
九　

五
一
六
頁
）。
旭
荘

の
日
記
「
日
間
瑣
事
備
忘
」
天
保
九
年
二
月
十
七
日
条
に
は
繁
か
ら
文
紀
に
改
名
し

た
こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
、
繁
と
文
紀
が
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
天
保

十
年
八
月
に
は
浪
華
に
遊
山
に
出
か
け
て
い
た
淡
窓
の
妻
・
ナ
ナ
ら
と
と
も
に
郷
里

へ
帰
っ
て
き
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
（
上
巻
「
懐
旧
楼
筆
記
」
巻
四
十
一　

天
保
十

年
八
月
二
十
四
日
条　

五
四
〇
頁
）。

（
47
）
前
掲
（
１
）「
古
谷
道
庵
日
乗
」
天
保
十
年
五
月
十
五
日
条　

三
二
頁

（
48
）
前
掲
（
１
）「
古
谷
道
庵
日
乗
」
天
保
十
年
五
月
十
七
日
条　

三
二
頁

（
49
）
前
掲
（
13
）「
日
間
瑣
事
備
忘
」
天
保
十
年
五
月
十
七
日
条　

四
一
三
頁

（
50
）
前
掲
（
13
）「
日
間
瑣
事
備
忘
」 

天
保
十
年
五
月
二
十
一
日
条　

四
一
四
頁

（
51
）
前
掲
（
13
）「
日
間
瑣
事
備
忘
」
天
保
十
年
五
月
二
十
七
日　

四
一
五
頁

（
52
）
前
掲
（
１
）「
古
谷
道
庵
日
乗
」
天
保
十
年
六
月
六
日
条　

三
三
頁

（
53
）
前
掲
（
１
）「
古
谷
道
庵
日
乗
」
天
保
十
年
八
月
二
十
日
条　

三
三
頁

（
54
）
前
掲
（
１
）「
古
谷
道
庵
日
乗
」
天
保
十
二
年
九
月
七
日
条　

四
六
頁

（
55
）
前
掲
（
１
）「
古
谷
道
庵
日
乗
」
天
保
十
一
年
四
月
十
日
条　

三
六
頁

（
56
）
前
掲
（
１
）「
古
谷
道
庵
日
乗
」
天
保
十
一
年
四
月
十
八
日
条　

三
七
頁

（
57
）
前
掲
（
１
）「
古
谷
道
庵
日
乗
」
天
保
十
二
年
八
月
二
十
二
日
条　

四
五
頁

（
58
）
前
掲
（
１
）「
古
谷
道
庵
日
乗
」
天
保
十
二
年
九
月
三
日
条　

四
五
頁
～
四
六
頁

（
59
）
前
掲
（
１
）「
古
谷
道
庵
日
乗
」
天
保
十
三
年
正
月
十
一
日
条　

四
九
頁

（
60
）
廣
瀬
旭
荘
全
集
編
集
委
員
會
『
廣
瀬
旭
荘
全
集
』日
記
編
二（
思
文
閣　

一
九
八
二
年
）

「
日
間
瑣
事
備
忘
録
」
天
保
十
三
年
三
月
九
日
条　

一
七
八
頁

（
61
）
前
掲
（
１
）「
古
谷
道
庵
日
乗
」
天
保
十
三
年
四
月
六
日
条　

五
〇
頁

（
62
）
前
掲
（
１
）「
古
谷
道
庵
日
乗
」
天
保
十
三
年
四
月
二
十
五
日
条　

五
〇
頁

（
63
）
前
掲
（
60
）「
日
間
瑣
事
備
忘
」
天
保
十
三
年
四
月
二
十
三
日
条　

一
九
五
頁
以
降
、

五
教
館
に
通
っ
て
い
る
。

（
64
）「
古
谷
道
庵
日
乗
」
天
保
十
三
年
五
月
十
一
日
条
で
、
官
蔵
の
『
日
本
史
』
を
読
ん
で

い
る
が
大
村
藩
も
し
く
は
藩
校
五
教
館
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
八
月
十
日
条
で
は

『
日
本
史
』
を
卒
業
し
、『
群
書
類
従
』
を
読
ん
で
い
る
。
道
庵
の
日
記
に
は
見
え
な

い
が
、
師
で
あ
る
旭
荘
の
補
佐
を
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
65
）
前
掲
（
60
）「
日
間
瑣
事
備
忘
」　

天
保
十
三
年
十
月
十
九
日
条　

二
七
一
頁
及
び
前

掲
（
１
）「
古
谷
道
庵
日
乗
」
天
保
十
三
年
十
月
十
九
日
条　

五
一
頁

（
66
）
前
掲
（
１
）「
古
谷
道
庵
日
乗
」
天
保
十
三
年
十
月
二
十
八
日
条　

五
一
頁

（
67
）
前
掲
（
１
）「
古
谷
道
庵
日
乗
」
天
保
十
四
年
三
月
二
十
八
日
条　

五
二
頁

（
68
）
前
掲
（
60
）「
日
間
瑣
事
備
忘
」
天
保
十
四
年
五
月
十
二
日
条　

三
五
一
頁

（
69
）
前
掲
（
１
）「
古
谷
道
庵
日
乗
」
天
保
十
四
年
七
月
十
六
日
条　

五
三
頁

（
70
）
前
掲
（
１
）「
古
谷
道
庵
日
乗
」
弘
化
元
年
十
月
十
七
日
条　

五
三
頁

（
71
）
前
掲
（
１
） 「
古
谷
道
庵
日
乗
」
弘
化
元
年
十
月
二
十
四
日
条　

五
三
～
五
五
頁

（
72
）
前
掲
（
１
）「
古
谷
道
庵
日
乗
」
弘
化
元
年
十
月
二
十
七
日
条　

五
五
頁

（
73
）
前
掲
（
１
） 「
古
谷
道
庵
日
乗
」
弘
化
二
年
正
月　

五
五
頁

（
74
）
前
掲
（
１
） 「
古
谷
道
庵
日
乗
」
天
保
八
年
一
月
十
二
日
条　

二
七
頁



五
〇

（
75
） 

前
掲
（
１
） 「
古
谷
道
庵
日
乗
」
天
保
十
二
年
十
一
月
二
十
四
日
条　

四
七
～
四
八
頁

（
76
） 
前
掲
（
１
） 「
古
谷
道
庵
日
乗
」
天
保
十
一
年
二
月
二
十
七
日
条　

三
六
頁

（
77
）
す
で
に
海
原
徹
『
広
瀬
淡
窓
と
咸
宜
園
』
一
四
一
～
一
四
二
頁
の
中
で
防
長
の
門
下

生
の
紹
介
ル
ー
ト
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。

（
78
）
前
掲
（
２
）
中
巻
「
遠
思
楼
日
記
」
巻
三　

文
政
七
年
六
月
二
十
日
条　

三
一
五
頁

（
79
）
前
掲
（
２
）
上
巻
「
懐
旧
楼
筆
記
」
巻
二
十
三　

二
九
六
頁

（
80
）
前
掲
（
２
）
上
巻
「
懐
旧
楼
筆
記
」
巻
二
十
六　

三
二
九
頁　

（
81
）
前
掲
（
２
）
下
巻
「
進
修
録
」
巻
七　

天
保
十
五
年
四
月
十
一
日
条　

八
七
九
頁

（
82
）
前
掲
（
２
）
中
巻｢

欽
齋
日
暦｣

巻
六　

文
政
十
三
年
八
月
十
二
日
条　

四
四
八
頁

（
83
）
前
掲
（
２
）
上
巻
「
懐
旧
楼
筆
記
」
巻
二
十
九　

三
七
六
頁　

（
84
）
前
掲
（
２
）
中
巻｢

欽
齋
日
暦｣
巻
四　

文
政
十
二
年
十
月
二
十
七
日
条　

四
二
四
頁

（
85
）
前
掲
（
２
）
中
巻｢

欽
齋
日
暦｣

巻
一　

文
政
十
一
年
四
月
十
三
日
条　

三
六
九
頁

（
86
）「
古
谷
道
庵
日
乗
」
天
保
十
年
五
月
十
二
日
条　

三
二
頁

（
87
）
前
掲
（
２
）
日
田
市
郡
教
育
会
編
『
増
補
淡
窓
全
集
』
上
巻｢

懐
旧
楼
筆
記｣

巻

十
一　

一
三
八
頁

（
88
）
佐
藤
誠
一
郎
「
月
旦
評
考
‐
そ
の
真
義
‐
」『
敬
天
』
第
二
十
九
号
（
淡
窓
会
、

二
〇
〇
一
年
）
に
「
文
政
十
一
年
正
月
之
月
旦
評
」
が
転
記
さ
れ
て
い
る
が
、
原
資

料
は
確
認
で
き
な
い
。

（
89
） 

大
塚
富
吉『
咸
宜
園
入
門
百
家
小
伝
』（
大
分
県
郷
土
文
化
研
究
会
、一
九
四
九
年
）「
嘉

永
戊
申
一
二
月
月
旦
」
と
し
て
転
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
原
資
料
は
確
認
で
き

な
い
。

（
90
）『
増
補
訂
正 

教
聖
・
廣
瀬
淡
窓
の
研
究
』
に
写
し
が
所
収
さ
れ
て
い
る
。

（
91
）
前
掲
（
89
）
に
「
明
治
三
年
庚
申
七
月
月
旦
」
と
し
て
転
記
さ
れ
た
第
四
代
塾
主
廣

瀬
林
外
時
代
の
月
旦
評
が
あ
る
が
、
原
資
料
は
確
認
で
き
な
い
。

（
92
）
前
掲
（
60
）「
日
間
瑣
事
備
忘
」
天
保
十
一
年
七
月
二
十
七
日
条　

九
頁　

（
93
）
前
掲
（
１
）「
古
谷
道
庵
日
乗
」
天
保
十
二
年
六
月
二
十
七
日
条　

四
四
頁

（
94
）
前
掲
（
60
）「
日
間
瑣
事
備
忘
」『
旭
荘
全
集
』
天
保
十
二
年
八
月
二
十
一
日
条　

一
一
四
頁

（
95
）
前
掲
（
60
）「
日
間
瑣
事
備
忘
」『
旭
荘
全
集
』
天
保
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日
条　

一
四
六
頁

（
96
）
前
掲
（
２
）
上
巻｢

懐
旧
楼
筆
記｣

巻
四
十
八　

天
保
十
二
年
十
二
月
十
日
条　

六
四
一
頁

（
97
）
前
掲
（
60
）
に
同
じ



五
一

凶
禮
記　

巻
二

（
表
紙
外
題
）
凶
禮
記　

巻
二

（
共
紙
内
表
紙
外
題
）
凶
禮
記　

巻
二

（
一
丁
表
）

　

端
靖
先
生
葬
時
賻
儀

　
　
　

官
府

一
金
百
疋 

　

池
田
明
府
ヽ 

一
金
弐
百
疋 

　

相
澤
時
之
進
ヽ

一
同
百
疋 

　

山
﨑
信
太
郎
ヽ 

一
同
百
疋 

　

紅
林
伊
九
郎
ヽ

一
同
五
十
疋 

　

紅
林
太
郎
ヽ 

一
同
五
十
疋 

　

吉
田
父
子
ヽ

一
同
五
十
疋 

　

飯
村
半
藏 

一
同
五
十
疋 

　

菊
池
半
之
丞

一
同
五
十
疋 

　

佐
藤
庸
造
ヽ 

一
銀
一
匁 

　

勝
田
儀
右
衛
門
ヽ

（
一
丁
裏
）

一
金
百
疋 

　

石
黒
枚
右
衛
門 

一
金
百
疋 

　

志
賀
甚
蔵
ヽ

（
二
丁
表
）

　
　
　

親
戚

一
金
二
千
疋 

△
旭
荘
公
ヽ 

一
金
五
百
疋
白
米
三
斗 

△
南
陔
公
ヽ

　

源
兵
衛
ヽ

一
金
百
疋
浅
草
苔

 

△
秋
雄
公
ヽ 

一
金
二
朱 

　

辛
島
政
右
衛
門
ヽ

一
同
一
朱
素
麵
線
香  

　

猪
三
郎
ヽ

松
兵
衛
ヽ 

一
金
百
疋
酒
一
斗

 

　

麻
生
常
太
郎

一
同
二
朱
酒
三
升

 

　

麻
生
豊
助 

一
同
二
朱
酒
三
升

 

　

溝
口
直
作

一
同
二
朱 

△
東
光
寺 

一
同
九
十
二
文
味
噌
一
重 

　

山
﨑
屋
卯
市

（
二
丁
裏
）

一
金
百
疋 
　

矢
野
徳
四
郎
ヽ 

一
金
二
朱
香 

　

久
保
慶
兵
衛
ヽ

一
同
二
朱
紫
金
苔
五 
　

田
島
要
右
衛
門
ヽ 

一
百
八
十
二
文 

　

魚
屋
長
八
ヽ

史
料
紹
介　

廣
瀬
家
所
蔵
の
「
凶
禮
記
」
に
つ
い
て
（
下
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
田　

博
嗣

園
田　
　

大

『
凶
禮
記
』　

写　
　

縦
二
七
・
八
糎
×
横
二
〇
・
〇
糎
他　

三
巻
三
冊

　

第
一
冊
「
凶
禮
記　

巻
一
」（
家
宝
文
書
一
九
・
五
・
一
）。

内
表
紙
一
丁
、
墨
付
三
六
丁
、
遊
紙
一
丁
。
全
三
八
丁
。

内
容　

廣
瀬
淡
窓
の
仏
事

註　

二
三
丁
裏
の
棺
の
側
面
図
と
二
四
丁
表
の
棺
の
正
面
図
は
貼
紙
。

　

第
二
冊
「
凶
禮
記　

巻
二
」（
家
宝
文
書
一
九
・
五
・
二
）。

　
　

内
表
紙
一
丁
、
墨
付
一
九
丁
、
遊
紙
三
丁
。
全
二
三
丁
。

　
　

内
容　

廣
瀬
淡
窓
の
仏
事

　

第
三
冊
「
凶
禮
記　

巻
三
」（
家
宝
文
書
一
九
・
五
・
三
）

内
表
紙
一
丁
、
墨
付
四
一
丁
。
全
四
二
丁
。

内
容　

淡
窓
の
仏
事
の
ほ
か
、
廣
瀬
範
治
の
妻
サ
ク
（
貞
閑
儒
人
）、
範
治
の
娘
カ
モ
（
桂

芳
童
女
）、淡
窓
の
弟
旭
荘（
文
敏
）、淡
窓
の
妻
ナ
ナ（
淳
徽
大
姉
）の
仏
事
を
記
載
。

〔
凡
例
〕
巻
二
・
巻
三
を
翻
刻
す
る
に
あ
た
っ
て
、
以
下
の
諸
点
に
つ
い
て
原
文
を
変
更
し
作

業
を
進
め
た
。

１　

史
料
に
つ
い
て
は
、
原
則
、
原
文
の
ま
ま
と
し
た
が
、
紙
幅
や
掲
載
の
都
合
上
、
余
白
の

調
整
な
ど
若
干
の
変
更
を
施
し
た
。

２　

原
文
で
は
文
字
の
大
き
さ
が
其
々
異
な
る
が
紙
面
の
都
合
上
適
宜
調
整
を
行
っ
た
。

３　

判
読
で
き
な
い
文
字
は
□
で
示
し
た
。

４　

文
中
に
は
必
要
に
応
じ
て
（　

）【　

】
で
補
足
し
た
箇
所
が
あ
る
。

５　

見
せ
消
ち
（
〇
、
△
、
―
、
レ
）
は
―
―
（
傍
線
）
で
統
一
し
た
。

６　

改
行
は
原
則
史
料
に
従
っ
た
が
、
九
丁
表
の
行
列
図
に
つ
い
て
は
上
下
２
分
さ
れ
て
い
た

も
の
を
便
宜
上
、
一
つ
に
ま
と
め
て
整
理
し
た
。

７　

原
文
に
は
人
名
の
上
下
に
圏
点
が
打
た
れ
て
い
る
が
、
人
名
下
に
は
朱
点
と
黒
点
が
重
複

し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
そ
こ
で
便
宜
上
、朱
点
は
そ
の
ま
ま
の
表
記
と
し
黒
点
は
「
×
」

に
変
更
し
て
表
記
し
た
。

〔
付
記
１
〕
史
料
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
公
益
財
団
法
人
廣
瀬
資
料
館
の
協
力
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。
ま
た
原
文
解
読
で
は
古
文
書
サ
ポ
ー
タ
ー
の
橋
本
千
和
子
さ
ん
、
松
井
公

男
さ
ん
、
藤
波
則
子
さ
ん
の
協
力
を
得
ま
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の
意
を
表

し
ま
す
。

〔
付
記
２
〕『
凶
禮
記
』
巻
一
に
つ
い
て
は
本
書
第
三
号
（
二
〇
一
四
）
に
掲
載
し
て
い
る
。



五
二

一
百
九
十
六
文 

　

魚
屋
栄
蔵
ヽ 

一
百
九
十
六
文 

　

魚
屋
弥
兵
衛
ヽ

一
百
九
十
二
文 

　

魚
屋
情
（
清
）助
ヽ 

一 

　

合
原
藝
州

一
七
百
六
十
文
黒
豆 

　

長
野
文
岱 

一
菓  

香 

　

用
松
雄
藏
ヽ

一
百
九
十
文 

　

俵
屋
藤
四
郎
ヽ 

一
銀
四
匁 

　

濱
田
屋
藤
助
ヽ

一
海
苔
一
包 
　

魚
屋
精
作
ヽ

（
三
丁
表
）

　
　
　
　

豆
隈

一
葛
一
袋 

　

中
村
豊
作 

一
饅
頭
七
厘
五
十
香 

　

三
松
寛
右
衛
門

一
金
一
朱
紫
金
苔
二 

　

草
野
忠
右
衛
門 

一
金
一
朱 

　

千
原
幸
右
衛
門

一
金
二
朱 

　

千
原
太
郎
兵
衛 
一
三
百
八
十
文 

　

田
邊
元
春

一
二
百
九
十
四
文 

　

財
津
修
三 
一
豆
腐
廿
丁 

　

高
田
屋
仙
平

一
豆
腐
丗
丁 

　

幡
屋
兵
右
衛
門 

一
銀
三
匁 

　

諫
山
東
作

一
饅
頭
二
分
丗
二 

　

油
屋
忠
三
郎 

一
饅
一
分
五
十 

　

松
本
屋
百
治
郎

（
三
丁
裏
）

一
饅
五
厘
六
十 

　

相
良
文
敬 

一
銀
三
匁 

　

枡
屋
源
吾

一
銀
五
匁 

　

伏
見
屋
孝
一　

三
上
卯
太
郎

 

一
菓
子
一
箱 

　

加
賀
屋
長
治
郎

一
銀
弐
匁 

　

富
島
元
岱 

一
金
一
朱 

　

伊
豫
屋
儀
七

一
銀
弐
匁 

　

諫
山
福
七
郎 

一
椎大
茸 

香 

　

千
原
欣
右
衛
門

一
銀
弐
朱 

　

酢
屋
佐
左
衛
門

酢
屋
助
五
郎

 

一
金
一
朱 

　

泉
屋
助
治
郎

一
銀
三
匁 

　

木
下
逸
雲 

一
饅
一
分
五
十 

　

油
屋
瀧
治
郎

一
金
一
朱 

　

刀
屋
國
助 

一
菓
子 

　

油
屋
忠
助

（
四
丁
表
）

一
金
弐
朱 

　

日
隈
彦
三
郎 

一
金
一
朱 

　

願
正
寺

一
同
弐
朱 

　

五
岳 

一
同
一
朱 

　

常
満
寺　

一
同
一
朱 

　

山
田
助
九
郎 

一
同
二
朱
紫
金
苔

五
ツ

 

　

山
田
笵
四
郎

一
同
弐
朱 

　

山
田
小
三
郎 

一
同
弐
朱 

　

山
田
作
兵
衛

一
同
弐
朱 

　

森
謙
助 

一
同
弐
朱 

　

塩
屋
平
右
衛
門

一
同
弐
朱 

　

山
田
為
右
衛
門 

一
銀
三
匁
大
唐
瓜

　

一
ツ 

　

熊
谷
良
明

一
銀
三
匁
葛　一
箱 

　

鍋
屋
和
兵
衛 

一
歌
一 

苔
五
香
二 

　

霞
城

（
四
丁
裏
）

一
金
百
疋 

　

草
野
元
秀 

一
金
弐
朱 

　

丸
屋
与
治
兵
衛

一
同
二
朱 

　

竹
田
治
郎
兵
衛 

一
同
一
朱
蠟
二
斤　

 

　

虎
屋
廣
吉

一
銀
三
匁 

　

菊
池
友
彦 

一
同
弐
朱 

　

森
藤
右
衛
門

一
金
弐
朱 

　

森
伊
左
衛
門 

一
同
弐
朱 

　

森
良
藏

一
香
葛 

　

濱
田
屋
彦
右
衛
門 

一
金
百
疋 

　

圓
暉

一
金
百
疋 

　

祥
雲 

一
砂
糖 

　

平
嶋
尚
綗

（
五
丁
表
）

　
　
　

諸
村

一
菓
子 

　

渡
里
源
平
ヽ 

一
七
十
銅 

　
タ
カ
セ 

平
七
ヽ

一
饅
六
厘
五
十
香 

　

上
手
訓
左
衛
門
ヽ 

一
百
九
十
銅
菓
子
柚

 

　

日
野
九
十
九

一
金
五
十
疋 

　

壇
㐂
八
郎
ヽ 

一
麸　

蕪 

　
（
原

健

策

ヽ

原

文

蔵

ヽ

一
軋
柿 

　
ホ
リ
タ 

嘉
三
ヽ 

一
白
米
二
斗
銀
二
匁

芹
一
杷 

　

蒲
池
護
一
ヽ

一
蕪 

　
ホ
リ
タ 

庄
三
郎
ヽ 

一
蕪
人
参 

　
チ
ク
コ
ヤ 

圓
藏
ヽ

一
香 

　

不
遠
寺 

一
蕪
麸 

　
ホ
リ
タ 

友
吉
ヽ

（
五
丁
裏
）

一
蕪
・ゴボ
ウ 

　
カ
チ
ヤ
五
郎
兵
衛
ヽ 

一
銀
四
匁 

　

稲
員
渙
度
ヽ

一
銀
三
匁 

　

園
田
茂
三
郎
ヽ 

一
銀
弐
匁
五
分 

　

井
上
徳
治

一
銀
弐
匁 

　

高
倉
槌
雄
ヽ 

一
銀
八
匁 

　

蒲
池
作
左
衛
門
ヽ

蒲
池
武
三
郎
ヽ

一
香 

　
才
田
タ
ヨ
ヽ 

一
蕷　

百
九
十

文

 

　

徳
正
寺

一
蕪 

　

寺
内
喜
右
衛
門
ヽ

（
六
丁
表
）

△
碑
遣
ス
シ
ル
シ　
　
　

遠
方
相
識
并

𦾔
門
人

一
金
百
疋
香 
△
恒
遠
頼
母 

一
金
百
疋 

△
村
上
慎
次　



五
三

一
金
百
疋 

　

長
南
梁 

一
同
百
疋 

△
園
田
保
ヽ

一
同
一
朱 

△
別
府
一
九
郎
ヽ 

一
同
百
疋 

△
劉
石
舟

一
同
百
疋 

△
吉
武
久
六 

一
同
二
朱
軋
瓢 

△
横
井
笑
峰
ヽ

一
同
百
疋
菓
子

　

 

△
辛
島
丈
庵 

一
同
二
朱 

　

妙
正
寺
香頂

一
同
一
朱 
　

大
妙
正
寺
珍 

一
同
二
朱
山
芋
香

 

　

右
田
文
太
郎
ヽ

（
六
丁
裏
）

一
銀
一
朱 

△
佐
野
東
庵
ヽ 

一
金
一
朱 

　

佐
筑
後
藤
周
次
ヽ

一
金
一
朱 

△
中
山
元
琳
ヽ 

一
同
一
朱 

　

松
浦
郁
治
郎
ヽ

一
同
一
朱 

　

江
上
興
太
郎
ヽ 

一
同
一
朱 

△
佐
野
文
同
ヽ

一
同
一
朱 

　

吉
松
基
ヽ 
一
同
二
朱 

　

弓
場
源
吾
ヽ

一
同
一
朱
香 

　

長
ク
ヾ
ミ
ヤ念
寺 
一
銀
六
匁 

　

内
山
謙
吾
ヽ

一
銀
十
ニ
匁 

　

武
ク
ス

石
道
一 

一
金
二
朱 

　

山
中
泰
造
ヽ

一
金
二
朱
香　
　
　

餅
四
重　

 

　

友
成
武
十
郎
ヽ 

一
同
二
朱 

　

水
築
小
相
ヽ

（
七
丁
表
）

一
菓
子 

△
豊
田
方
策
ヽ 

一
金
二
朱 

　

藤
野
啓
山
ヽ

一
金
二
朱
軋
瓢 

　

釘
屋
敬
作
ヽ 

一
高
野
腐　

香 

　

渡
邊
達
作
ヽ

一
銀
五
匁 

　

内
チ
ク
ゴ
山
田
元
節
ヽ 

一
金
二
朱
白
塩
一
包 

　
（
鹽
谷
善
五
郎
ヽ

讃
岐
屋
安
吉
ヽ

一
軋
瓢
如
山 

　

酢
府
内

屋
繁
太
郎
ヽ 

一
金
二
朱 

　

堀
銭
治
郎

一
金
二
朱 

　

渡
四
日
市
邊
修
齊
方
策
ヽ 

一
銀
五
匁 

　

荒
田
代

木
安
易

一
素
麵　

香 

　

平
島
宗
伯 

一
銀
三
匁
豆 

　

森
廣
次

一
線
香　

朱
欄 

△
重
富
鼎 

一
銀
一
匁
五
分 

　

浅
チ
ク
ゴ
井
八
郎

（
七
丁
裏
）

一
麸　

菓　

香 

△
玉
井
養
純 

一
銀
六
匁 

　

山
鹿
春
汀
ヽ
×

一
銀
五
匁 

△
倉
富
八
兵
衛
ヽ 

一
金
二
朱　
　
　

 

△
徳
光
善
寺
令

一
銀
三
匁 

　

石
松
俊
哲
ヽ

同　

春
策
ヽ
× 

一
同
一
朱　
　
　
　
　
　

臼
ブ
ゼ
ン
木
涛
右
衛
門
ヽ

一
銀
三
匁 

　

諫
山
雍
齊 

一
銀
三
匁 

△
孔
井
莱
三
ヽ
×

一
同
三
匁 

　

井
上
栄
ヽ 

一
同
三
匁 

△
秦
敬
之
ヽ

一
同
三
匁 

△
石
井
瀧
次
ヽ 

一
同
三
匁 

　

米
谷
辰
治
（
次
）郎

一
同
三
匁 

　

吉
富
亀
次
郎 

一
同
三
匁 

△
秋
吉
崎
太
郎
ヽ

（
八
丁
表
）

一
同
一
匁 

　

田
代
元
潤 

一
金
二
朱 

△
大
ク
ス
森
島
義
敬
ヽ

一
同
四
匁 

△
和
田
一
平 

一
金
二
朱 

　

吉
武
久
太
郎
ヽ

一
椎
茸
一
箱 

　

合
屋
七
左
衛
門 

一
生
姜
漬 

　

和
田
兼
吉
ヽ

一
菓
子 

　

日
野
周
助 

一
金
一
朱 

　

荒
木
九
郎
ヽ

一
索
麺 

△
青
木
文
蔵
ヽ
× 

一
菓
子 

　
門
司
金
十
郎　

荒
木
彦
次
ヽ

                                                 　
　
　
　
　

   　

一
菓
子 

　

神
宮
寺
浩
然 

一
菓
子 

　

緒
方
一
郎
ヽ

「
一
金
弐
朱
白
タ
ン 

　

 

一
軋
瓢 

　

酢
屋
董
太
郎
ヽ
×

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
八
丁
裏
）

一
麸
梨
香
奠　
　

一
匁
五
分 

　

桑
野
廉
成 

一
銭
二
匁
菓
子 

　

筑
紫
雷
平

一
銀
五
匁 

△
秦
春
甫 

一
金
二
朱 

　

權
藤
直
ヽ

一
五
色
煎
餅 

　

古
野
藤
太
郎 

一
金
百
疋 

　

吉
雄
祐
卓
ヽ

一
金
一
朱 

　

吉
雄
玄
章
ヽ 

一
同
一
朱 

　

西
玄
禮
ヽ

一
沈
香
饅
頭 

　

泉
東
作 

一
沈
香 

　

鎌
田
精
一
ヽ

一
銀
二
匁
石
棺 

　
　

勇
吉
流
圃 

一
金
二
朱 

△
熊
本
幼
桑

一
金
二
朱 

△
原
商
霖
ヽ 

一
金
二
朱 

△
秋
重
真
鄕
ヽ

（
九
丁
表
）

一
金
二
朱 

△
北
川
宗
信仙
ヽ 

一
金
一
朱 

　

小
野
屯
ヽ

一
銀
一
朱
椎　茸　

 

　

右
田
寛
造
ヽ 

一
金
二
朱 

　

二
宮
慎
斎

一
金
二
朱 

　

南
條
董
一
郎 

一
金
二
朱 

　

日
高
涼
臺

一
菓
子 

　

井
手
山
静 

一
菓
子 

　

合
原
玄
助　
　

一
金
三
朱 

　

僧
岳 

僧
麟 

長
郁
ヽ

道
馨 

精
一 

岱
璞
ヽ 

一
金
二
朱 

　

橋
本
仁
右
衛
門
ヽ

一
金
二
朱
香　
　

 

△
山
本
清
太
郎
ヽ

△
春　

禎
助
ヽ

 

一
金
一
朱 

△
渡
邊
轍
ヽ

荒
木
平
内　

荒
木
繁
右
衛
門
×

荒
木
孫
介

府
内

茶ザ
ホ
ン

讃
岐
屋
安
吉
ヽ

塩
屋
春
五
郎
ヽ
×
」



五
四

一
金
一
朱
詩 

△
中長
川
幹
二
ヽ 

一
金
一
朱 

△
上
野
彦
馬
ヽ

（
九
丁
裏
）

一
金
百
疋 
　

友
石
宗
左
衛
門
ヽ 

一
金
二
朱 

　

村
山
彦
左
衛
門
ヽ

一
金
二
朱 
　

小
林
七
郎
左
衛
門
ヽ
一
茶
二
包 

　

早
川
図
書
ヽ

一
素
麵 

　

法
雲
ヽ

橘
齋
ヽ 

一
金
二
朱 

　

児
玉
貞
齋
ヽ

一
金
百
疋 

△
中
尾
春
岱
ヽ

　

中
尾
真
亭
ヽ  

一
金
百
疋 

　

江
間
新
五
左
衛
門
　ヽ

同
剛
八
　ヽ
　
　
　
　

一
椎
茸 

　

毛
利
文
逸
ヽ 

一
金
二
朱 

　

佐
々
木
新
造

一
金
一
朱 

　

調
文
炳
ヽ 

一
金
二
朱 

　

古
谷
道
庵
ヽ

一
金
一
朱 

　

道
隆
ヽ

大
安
ヽ 
一
金
二
朱 

△
安
元
操

（
一
〇
丁
表
）

　
　
　
　

内
外
塾
生

一
金
一
朱 

　

板
野
儀
三 

一
金
一
朱 
　

加
来
健
之
助

一
同 

　

釈
徳
惠 

一
同 
　

水
築
務

一
同 

　

永
田
元
五
郎 

一
同 

　

熊
谷
卓
尓

一
同 

　

牛
島
和
達 

一
同 

　

釈
教
順

一
同 

　

池
田
謙
三 

一
同 

　

諫
山
蓮

一
同 

　

井
上
昌
平 

一
同 

　

藤
野
貞
司

（
一
〇
丁
裏
）

一
金
一
朱 

　

原
田
格
之
助 

一
金
一
朱 

　

河
邊
春
枯

一
同 

　

美
和
量
平 

一
同 

　

木
付
誠
甫

一
同 

　

中
垣
順
吾 

一
同 

　

山
口
太
仲

一
同 

　

美
和
省
吾 

一
同 

　

田
邊
咸
二

一
同 

　

坂
元
玄
英 

一
同 

　

相
沢
修
八
郎

一
同 

　

緒
方
三
郎 

一
同 

　

土
江
見
仲

一
同 

　

岡
野
善
作 

一
同 

　

秋
吉
来

（
一
一
丁
表
）

一
同 

二
宮
恭
造 

一
同 

上
野
仙
吾

一
同 

武
田
定
蔵 

一
同 

早
川
亘

一
同 

平
島
隆
三 

一
同 

小
林
栄
蔵

一
同 

釈
目
翁 

一
同 

熊
谷
禮
次
郎

一
同 

西
原
元
格 

一
同 

釈
唯
純

一
同 

野
口
貞
二
郎 

一
同 

井
上
簡
一

一
同 

木
下
清
純 

一
同 

原
田
文
策

（
一
一
丁
裏
）

一
金
一
朱 

日
隈
文
治 

一
金 

河
村
文
明

一
同 

弘
山
萱
治 

一
同 

鶴
田
文
哉

一
同 

釈
泰
然 

一
同 

石
橋
政
太
郎

一
同 

梅
野
助
次
郎 

一
同 

江
川
彦
四
郎

一
同 

橋
本
平
六 

一
同 

手
島
然
五
郎

一
同 

酒
井
茂
三 

一
同 

木
下
俊
三

一
同 

壇
芳
吉 

一
同 

藤
田
郷
之
助

（
一
二
丁
表
）

一
同 

袋
野
郁
太
郎 

一
同 

嘉
村
元
次

一
同 

小
森
猪
七
郎 

一
同 

安
住
見
岳

一
同 

戸
田
震
治 

一
同 

久
保
雄
蔵

一
同 

桜
木
五
郎 

一
同 

藤
田
元
龍

一
同 

千
田
静
冨 

一
同 

峯
為
之
進丞

一
銀
三
匁 

鶴釈
藏
龍 

一
銀
三
匁 

釈
玄
友

一
同 

蘭
畦 

一
銀
弐
匁 

釈
老
珉

 （
一
二
丁
裏
）

一
銀
弐
匁 

宮
崎
安
宅 

一
銀
弐
匁 

釈
宗
典

一
同 
釈
賢
譲 

一
同 

釈
祖
柏



五
五

一
同 

釈
真
龍 

一
同 

釈
覺
淵

一
同 

釈
惠
辨 

一
同 

釈
等
観

一
同 

釈
雲
洞 

一
同 

桑
原
祥
哉

一
同 

藤
原
右
橘 

一
同 

釈
宗
民

一
同 

釈
禪
達 

一
同 

釈
玉
峯

（
一
三
丁
表
）

一
同 

釈
墨
水 

一
同 

釈
文
章

一
同 

釈
法
雷 

一
同 

釈
素
梅

一
同 

釈
弘
宣 

一
同 

加
藤
与
五
助

一
同 

釈
倫
禮 
一
同 

釈
玄
圃

一
同 

釈
圓
順 
一
同 

釈
善
友

一
同 

岡
元
世
民 

一
同 

釈
猶
龍

一
同 

釈
麟
兮 

一
同 

奥
川
源
一
郎

（
一
三
丁
裏
）

一
銀
一
匁 

和
田
龍
哉 

一
銀
一
匁 
近
藤
賢
次

一
同 

加
藤
宗
吉 

一
同 

釈
笑
吟

一
同 

浅
井
端
吾 

一
同 

釈
禅
龍

一
同 

賀
来
雷
吉 

一
同 

渡
邊
春
杏

一
同 

渡
邊
道
元 

一
同
二
匁 

釈
等
嶽

一
金
一
朱 

釈
遺
法 

一
銀
四
匁 

福
田
岱
雲

一
銀
一
匁
五
分
麸
梨
橘　

 

桑
野
廉
成

同　

健
条　

 

一
三
百
八
十
銅
菓
子

　

 

筑
紫
雷
平

　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
一
四
丁
）【　

遊
紙　

】

（
一
五
丁
表
）

　
　
　
　

喪
中
贈

一
茶
飯 

　

城
内
利
右
衛
門 

一
茶
飯
米
一
斗
分

汁
大
鍋

 

　

本
家

一
茶
飯
米
一
斗

汁
大
鍋  

　

吾
八
郎 

一
五
色
糕
重
箱
三

 

（
中
山
玄
琳

牛
島
和
達

一
五
色
糕
一
重
ツ
ヽ 

（
石
橋
政
太
郎

野
口
定
次
郎 

一
茶
飯
汁
一
鍋

 

　

田
島
弾
助

一
饅白

四
重 

　

行
徳
元
逐 

一
金
二
朱　　

 

　

久
保
慶
兵
衛

一
酒
醤
各
一
斗 

　

千
原
太
郎
兵
衛 

一
菓
子 

　

壇
善
八
郎

一
温
飩 

　

油
屋
百
右
衛
門 

一
菓
子 

　

大
超
寺

（
一
五
丁
裏
）

一
芋
一
斗 

　

升
屋
茂
七 

一
茶
飯 

栗 

　

原
文
蔵

一
菓
子 

　

山
田
助
九
郎 

一
菓
子 

　

山
田
范
四
郎

一
蕎
麦 

　

松
兵
衞 

一
蕎
麦 

　

平
五
郎
妻

一
菓
子 

　

京
屋
文
治
郎 

一
茶
飯 

　

俵
屋
敬
四
郎

一
金
二
朱 

　

五
岳 

一
金
百
疋
味
林
酒

一
升

 

　

矢
野
徳
四
郎

一
菓
子 

　

渡
里
源
平 

一
橙
白
慈
姑 

　

米
谷
辰
二
郎

一
山
芋 

　

萬
屋
八
十
右
衞
門 

一
豆
腐
十
丁

　

 

　

常
作

（
一
六
丁
表
）

一
糕
四
重 

　

蒲
池
久
市 

一
饅
頭
四
重 

　

魚
屋
清
助

一
茶
飯 

　

筑
後
屋
圓
造 

一
白
玉
餅
四
重 

　

大
工
善
作

一
蕪 

　

鍛
冶
屋
甚
六 

一
蕎
麥 

　

魚
屋
弥
兵
衞

一
饅
頭
四
重 

　

お村
た
弥 

一
饅
頭
四
重 

　

村
喜
兵
衞

一
黒
豆 

　

劉
石
舟 

一
麥
粉 

　

村
お
時

一
銀
五
匁 

　

秦
春
甫 

一
蜜
柑 

　

紅
林
太
郎
菊

一
黄
豆 

　

孔
井
萊
蔵 

一
糕
米
五
升
青
豆
黒
豆 

　

秋
吉
元
立

（
一
六
丁
裏
）

一
山
芋 

　

魚
屋
榮
造 

一
山
芋 

　

橋
本
相
模

一
糕
二
重 

　

桑
野
養
山 

一
蕎
麦 

　

草
野
忠
右
衛
門

一
青
豆 
　

平
川
よ
志 

一
菓
子 

　

竹
田
次
郎
兵
衞

一
菓
子 
　

濱
田
屋
藤
助 

一
蕎
麦 

　

田
島
弾
助

モ
チ
四
重

香



五
六

一
蜜
柑 

　

お
吉 

一
山
芋 

　

矢
野
丑
之
助

一
茶
飯 

　

藤俵
屋
藤
作 

一
菓
子 

　

渙
度

一
菓
子 

　

寺
田
善
右
衛
門 

一
朱
欄 

　

勇
吉
流
圃

（
一
七
丁
表
）

一
蕎
麦 
　

伊
豫
屋
義
七 

一
五
色
餅 

　

日
隈
彦
二
郎

一
麩 

　

恒
遠
賴
母 

一
銀
六
匁 

　

草
野
元
秀

一
紫
金
苔
味
噌 

　
　

 

一
茶
飯　

煮
物 

　

太
郎
兵
衞

一
金
一
朱　

葛 

　
　
　
　

玄
海 

一
白
酒 

　

辛
嶋
丈
庵

一
川
苔
椎
茸 

　

山
田
小
三
郎 

一
椎
茸 

　

魚
屋
助
代

一
椎
茸
川
苔 

　

山
田
作
兵
衞 
一
蕎
麦 

　

お
や
す

一
炭
三
俵 

　

酢
屋
勘
五
郎 
一
椎
茸 

　

山
田
為
右
衛
門

（
一
七
丁
裏
）

一
金
一
朱　
　
　
　
　
　

祥
雲

（
一
八
丁
）【　

遊
紙　

】

（
一
九
丁
表
）

一
香
木 

　

小
関
道
庵
ヽ 

一
金
一
朱 

　

長
光
太
郎
ヽ

一
金
百
疋
菓
子

　

 

　

村
山
東
一
郎 

一
金
一
朱
豆 

　

渡
邊
孝
郎
ヽ

一
素
麵 

　

青
木
攵
蔵 

一
朝
日
香 

　

茶
屋
新
郎

（
一
九
丁
裏
）【　

白
紙　

】

（
二
〇
丁
表
）

　
　
　
　

府
内
賻
儀

一
金
三
百
疋
椎
茸
五
斤 

　

府
内
侯 

一
金
百
疋 

　

岡
本
大
夫

一
金
百
疋 

　

樋
口
大
夫 

一
金
百
疋 

△
増
澤
寛
郎
×

一
金
百
疋 

　

岡
本
安
宅 

一
金
百
疋 

△
阿
部
轍
蔵
×

一
乾
石
花
菜 

　

手
嶋
大
記 

一
金
一
朱 

　

樋
口
半
弥

一
金
一
朱 

　

山
田
武
助 

一
金
一
朱 

　

落
合
謙
太

一
金
一
朱 

　

桒
原
右
門 

一
金
二
朱 

△
後
藤
良
八
郎
×

（
二
〇
丁
裏
）

一
金
二
朱 

△
上
原
五
十
馬
× 

一
金
二
朱 

△
藤
田
董
二
郎
×

一
金
二
朱 

△
藤
田
權
平
× 

一
金
二
朱 

△
是
永
幸
平
×

一
金
二
朱 

△
堀

庸

造
× 

一
金
二
朱 

△
馬
場
武
三
郎
×

一
金
二
朱 

△
大
石
圓
平
× 

一
金
百
疋 

△
大
渡
周
作
×

一
金
二
朱 

　

藤
田
座
平

（
二
一
丁
表
）

　
　
　
　

府
御
見
舞

一
菓
子
千
蔵

糕

 

　

岡
本
大
夫 

一
金
五
十
疋 

　

増
澤
寛
一
郎

一
金
二
朱 

　

太
（
大
）渡
周
作 

一
銀
一
匁 

　

後
藤
良
八
郎

一
銀
一
匁 

　

上
原
五
十
馬 

一
銀
一
匁 

　

藤
田
董
二
郎

一
銀
一
匁 

　

藤
田
權
平 

一
銀
一
匁 

　

是
永
幸
平

一
銀
一
匁 

　

堀
庸
造 

一
銀
一
匁 

　

馬
場
武
三
郎

一
銀
一
匁 

　

大
石
圓
平 

一
金
百
疋 

　

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

 
 

　　

是
ハ
御
病
中
見
廻
之
由
ニ
而
辛
嶋
君　

送
リ
来
ル

（
二
一
丁
裏
）【　

白
紙　

】

（
後
共
紙
内
表
紙
裏
）

（
後
表
紙
裏
）

永
井
藤
助　
　
　

渡
邊
拝
右
衛
門

生
嶋
六
右
衛
門　

葛
城
拝
右
衛
門

（

森

謙

助

　

藤
右
衛
門



五
七

凶
禮
記　

巻
三

（
表
紙
外
題
）
凶
禮
記　

巻
三

（
共
紙
内
表
紙
外
題
）
凶
禮
記　

巻
三

（
一
丁
表
）

府
内
侯
よ
り
之
使
者
始
末

一
府
内
侯
御
代
香
と
し
て
岡
本
安
宅
○殿　
　

惣
家
中
弔
使
と
し
て
阿
部
轍
藏
殿
上
下
十
二
人

十
一
月
十
五
日
府
内
慶
駕
ニ
テ
十
七
日
魚
町
ニ
着
其
翌

十
八
日
源
兵
衛
案
内
ニ
テ
直
ニ
遠
思
樓　

霊
前
ニ
參
詣

燒
香
畢
而
春
秋
園
ニ
案
内
ス
此
時
式
臺
ニ
敬
一
拝
ス

春
秋
園
次
之
間
ニ
南
陔

公
逢迎
ゑ
奥
ニ
着
席

（
一
丁
裏
）

岡
本
ハ
北
向
阿
部
ハ
東
向
南
陔

公
禮
謝
畢
て

範
孝
次
之
間
ニ
拝
伏
ス
岡
本
再
三
此コ
チ
ラ方
へ
ト
挨

拶
ア
レ
□
固
く
辭
す
岡
本
閾
之
際
迄
出
浮
カ
レ

「
主
人
左
衛
門
尉
淡
窓
先
生
御
卒
去
承
及
絶
言
語

驚
入
候
御
一
同
愁
傷
之
程
察
入
従
而
爲
代
香
某

を
差
出
候
ト」
此
方　

難
有
ト
挨
拶
す
れ
ハ
原
席
ニ
着
ス

阿
部
進退
ニ
テ
次
ノ
間
ニ
出
テ
「
御
不
幸
之
儀
重
役
共
并

（
二
丁
表
）

家
中
承
及
爲
御
弔
某
を
差
出
候
」ト
既
而
元
席
ニ

着
ス
範
孝
退
ク

是
日
南
陔
公
前
以
被
出
浮
料
理
其
外
諸
事
指
圖

有
之
」
使
者
先
ツ
墓
參
ト
申
事
ニ
付
塾
生
ニ
一
人
前

沙
一
升
宛
爲
持
墓
地
洒
掃
塾
生
三
人
ニ
袴
を
爲
着

墓
前
送
迎
之
儀
を
習
ハ
し
置
候
處
雨
天
ニ
て

其
事
止
ミ
タ
リ
」
儀
三
羽
織
袴
ニ
て
門
前
ニ
出
浮

（
二
丁
裏
）

遠
思
樓
ニ
案
内
ス
樓
上
ニ
ハ
蘭
畦
應
對
し
て

靈
位
ニ
案
内
ス　

使
者
を
先
ツ
靈
前
ニ
案
内
ス
ル
事
ハ
源
兵
衛
不
知

一
大
渡
周
作
使
者
同
道
ニ
テ
來
弔
ス
乍
去
使
者
ト
申

　

ニ
ハ
無
之
ニ
付
鍛
冶
屋
ニ
止
宿
着
之
夜
來
弔
す
翌
三
日

　

南
陔
公　

使
者
ニ
伺
候
上
ニ
テ
相
招
ク
是
者
次
之
間
之

　

閾
際
ニ
東
向
ス
南
陔
公ハ
次
之
間ニ
南
向
ス

　
　
　

供
善
着
席
之
図

（
三
丁
表
）

槍
二

條
を

持
タ
セ

ル

　
　

故
也

供
膳
着
席
之
圖

春
秋
園

岡
本

南

北玄
関

阿部
大渡

隈 五 郎

定　 藏

西

東

棚
　
　
　
違

床
口
り
入

架
　
　
書

間　　佛臺　　式

大
夫
岡
本
主
米
殿　

嫡
子
近
習
筆
頭
也



五
八

（
三
丁
裏
）

（
四
丁
表
）

（
四
丁
裏
）

（
五
丁
表
）

一　

武
田
定
造
手
嶋
隈
五
郎
府
内
家
中
当
時
在
塾
生
ニ
付
本

　
　

膳
畢
テ
後
両
人
相
招
キ
酒
之
相
伴
相
頼

一　

従
者
八
人
者
心
遠
處
ニ
て
供
給
す
肴
両
種
膳
之
上

　
　

ニ
テ
酒
を
出
す
助
次
郎
主
人
名
代
ニ
テ
拶
レ
挨
す
引
物

　
　

七
届
錫
頭
五
ツ
宛
也　
献
立
ハ
一
汁
三
菜
也

一　

夜
中
板
野
儀
蔵
を
魚
町
ニ
遣
シ
今
日
之
皆
を
謝
す

　
　

翌
朝
も
同
人
を
遣
す
慶
賀
見
送
之
為
也
源
兵
衛
ト

（
五
丁
裏
）

　
　

同
道
ニ
テ
花
月
橋
迄
送
候
由
同
人
使
命
ス

一　

供
膳
之
日
九
ツ
時
使
者
来
リ
七
ツ
半
時
去
ル

一　

料
理
一
切
松
本
屋
百
次
郎
受
也

一
拾
遺

使
者
引
取
候
節
範
孝
ハ
国
迄
送
ル
敬
一
式
臺
ニ

　
　

拝
ス
儀
三
門
外
ニ
送
ル
源
兵
衛
迎
て
魚
町
ニ
帰
ル

一　

給
事
人
ハ
塾
生
三
人
を
用
ゆ
い
つ
れ
も
袴
を
着
ス

一　

供
給
前
後
之
周
施
者
袋
屋
丑
六
也

獻
立

一
　

煎
茶
折
鷹

二
　

膾
い
り
酒

　

あ
け
麩

　

と
さ
か
ね
り

　

白
髪
大
根

　

み
る
か
ん

　

岩
た
け

　

□
□
し

香
物
な
ら
漬

　

汁
生

椎

茸

ゆ
は
巻
豆
ふ

青　
　
　

ミ

一腰
髙
ノ
臺

　

菓
子

　
　

わ
さ
ひ

　

坪
う
す
ひ
つ

　

か
ふ
小
角

　

花
形
の
り

菊　

白
雪

唐
ナ
ツ

　

飯

三
　

酒　
井
丹
製

二
　

平

せ
ん
人
し
ん

平
芋

す
た
れ
麩

は
た
る
大
根

黒
く
わ
い

　

茶
碗
か
ん
あ
け

茶
わ
ん
松
茸

わ
う
り

　

皿

菊
水
蓮
根

竹
ノ
子
く
わ
い

と
さ
牛
房

飛
龍
頭

村
雲
小
芋

香　

茸

豆
ふ
か
ま
ほ
こ

三す
ま
し

一
吸
物
□
中
粉

　

う
ら
粉
の
り

　

全
茸

　
硯
蓋

面
取
蓮
根

せ
ん
き
く
ら
げ

き
せ
い
豆
ふ

同　

□
ん
巻

豆
ふ
こ
ん
ふ
ま
き

三
　
さ
し
ミ

鉢

三
　

丼

さ
ほ
ん

白
沙
糖

ふ
く
さ
し

一
吸
物

く
わ
ん
と
う
ふ

芋
は
ん
ぺ
ん

そ
う
め
ん
の
り

四
　

薄
茶　

菓
子
浪
華
羊
羹
二
斤

白
二
分
饅
頭
三
ツ

五
　

煎
茶　

菓
子
軋
菓
子
九
種

大
平

あ
ん
か
け

　

こ
ま
豆
ふ

　

と
う
ふ
く
わ
丸
ひ
き

　

か
ら
し

丼

山
芋
あ
ま
煮

か
ら
し
ミ
そ

　

と
さ
か
ね
り

　

石
目
豆
ふ

　

い
わ
の
り

　

春
き
く



五
九

（
六
丁
表
）

（
六
丁
裏
）

秀㐂
平
代五
郎 

五
郎
兵
衛 

圓
造 
嘉
蔵 

友
吉　
　
　
　

久
市

七
三
郎 

善
三
郎 

多
七 

乙
吉 

惣
七 

太
作　

甚
六 

茂
吉 

善大工
作 

常町
作 
伊
平 

正
二
郎

八田
町十
右
衛
門 

仙
助 

儀
平
妻 

お
道 
お
み
や 

阿
さ
い

お
い
せ 

お鍛
冶
屋ま
さ 

お
定 

お
七 

お
松 

お
吉

　
　
　

塾
生
使
於
他
方
者

貞
二
郎　
　
　
　

淳
吾　
　
　
　

元
格　
　
　
　

祖
柏　
　
　
　

源
一
郎　
　
　
　

格
之
助

（
七
丁
表
）

薫
次　
　
　

来　
　
　

正
甫

　
　

応
接
府
内
使
節
者

太
仲
・
恭
造

　
　

常
侍
史

務　
　
　

助
二
郎　
　
　

亘　
　
　

三
郎

（
七
丁
裏
）

　
　
　

廿
一
日
ヨ
リ
廿
六
日
ニ
至
ル
迠
供
膳

日
野
周
助　
　
　

合
屋
使　
　
　

劉
氏
使　
　
　

桑
野
廉
成　
　
　
同
上
僕

青
木
文
蔵　
　
　

同
僕　
　
　
　

筑
紫
雷
平　
　

神
宮
寺
浩
然

浩
然
伴
僧　
　
　

秦
春
甫

　
　

十
一
月
二
十
日
供
膳　

畫
於
遠
思
楼
供
之

大
超
寺
方
丈
曰
伴
僧

　
　

献
立　

　

同
夜　

於
春
秋
園
供
之

丑
六　

清
助　

弥
兵
衛　

利
右
衛
門　

丑
六
妻

　
　
　

村
人

酢
物

坪

平

慈
姑
の

葛
カ
ケ

汁飯
蕪豆

腐

山
芋　

椎
茸

水
菜　

蓮

牛
蒡

菓
子
白
あ
ん
饅
頭
四
ツ

千
歳
す
し
三

　
　

獻
立　

煮
染

酢
も
の

山
芋　

油
揚
も
の

軋
瓢　

蓮
根

蕪

平飯

山
芋　

椎
茸

豆
腐

饅
頭

味
噌
汁

大
小
五
ツ

（



六
〇

（
八
丁
表
）

　
　
　
　
　
　

貞
閑
儒
人
葬
儀

安
政
五
年
戊
午
二
月
九
日
卒
儒
人
昨
巳
九
月
末
痢
疾
ニ
て

危
篤
ニ
至
ル
既
而
快
方
ニ
赴
ク
十
一
月
廿
九
日
分
免
腫
氣
ニ
て
起

居
不
自
由
胸
動
甚
敷
食
氣
無
之
今
正
月
十
一
日　

袋
屋
ニ

引
取
他式
石
道
へ
相
沼
療
養
ヲ
か
へ
得
共
効
験
無
之
次
第
ニ

衰
弱
九
日の
ニ夕
至
り
俄
ニ
衝
心
頃
刻
ニ
て
卒
其
夜
和
粛
堂
の

南
室
ニ
還
す

（
九
丁
表
）

九
日
卒
葬
中
城
先
塋
側
年
二
十
六
法
號
曰
貞
閑

　

（
八
丁
裏
）

　
　

湯
棺灌
人
名

丑
六　
　

利
右
衛
門　
　

種
作　
　

お
と
み　
　

お
は
つ　
　

も
よ　
　

こ
と　

茂
平
う
め　
　

も
ん　
　

い
ち　
　

久
市　
　

太
心　
　

又
兵
衛

　
　

棺
中
の
装　

棺
ハ
缾
ヲ
用
ゆ　

白
灰
ニ
て
積
め
る

役
人　
　

肌
着　
　

額
衣　
　

帯　
　

褌　
　

脚
伴　
　

蒲
團　
　

韈　
　

水
晶
笄

　
　

墓
誌　
　

石
葢
ニ
切
り
付
ル

廣
瀬
範
治
妻
合
原氏
諱佐
玖
豐
後
日
田
人
安
政
戊
午
二
月

導
先　
　
　
　
　

餅　
　
　

香
几　
　
　

御
膳　
　
　

位
牌　
　
　
　
　

御
棺　
　
　

　
　
　

髙
張　
　
　
　

花　
　
　
　

司
儀

司
儀

禮
次
郎

俊
太

震
次

休
太
郎

石
次
郎

孫
之
丞

菊
之
助

勝
蔵

敬
一

孝
之
助

潤
吉

附
添
政
太
郎

棺
脇　

圓
藏　

桒
吉　

儀
平

棺
脇　

善
次
郎　

久
一
福
藏

刀
持　

簡
一

刀
持　

石
次
郎

護
一

司
儀
源
吾

芳
太

格
之
助

　
　
　

髙
張　
　
　
　

花　
　
　
　

司
儀

文
治

末
吉

辰
右
衛
門

護
後　
　
　
　
　

親
戚　
　
　

塾
僧　
　
　

塾
生　
　
　

會
葬　
　
　

司
儀

　
　
　

髙
張　
　
　
　

司　

助
次
郎

茂
藏

儀
藏

　
　
　

髙
張　
　
　
　

司　

薪

才
田
下
男

才
田
下
男

濟

行
列
図



六
一

（
一
〇
丁
表
）

　
　
　
　

仁
蔵

　
　
　

司
儀
焼
香

護
一　
　

儀
蔵　
　

蘭
畦　
　

新　
　

格
之
助　
　

濟　
　

源
吾

　
　
　

雜
録

髙
張

髙
張

棺　御

柩　霊

几　香

髙
張

髙
張

親 戚
婦 女

塾 生
官 府

導
師

諷経僧

塾僧
豆隈

司儀

膳
花

位
牌

餅
花

坐
席
図

棺
前
図

（
九
丁
裏
）

　
　
　

焼
香
順
次

菊
之
助　
　

孝
之
助　
　

勝
三
郎　
　

潤
吉　
　

敬
一　
　

丑
六　
　

利
右
衛
門

○
種
藤
四
郎作

一
葬
儀
ハ　

文
玄
公
ニ
倣
テ
省
略
□ア
リ□
□
○
湯
灌
之
節
ニ
結
髮
シ
テ
玉
笄
ヲ
か
□

（
一
〇
丁
裏
）

　
　
　

吊
客

田
嶋
銕
三
郎　
　

魚
屋
榮
造　
　
　

中
村
豊
作　
　
　
　

千
原
太
郎
兵
衛　

油
屋
忠
三
郎

紙
屋
宇
助　
　
　

草
野
忠
右
衛
門　

酢
屋
勘
五
郎　
　
　

酢
屋
勘
次　
　
　

紙
屋
平
右
衛
門

酢
屋
佐
左
衛
門　

山
田
小
三
郎　
　

山
田
範
四
郎　
　
　

山
田
作
兵
衛　
　

草
野
元
秀

財
津
湖
蔵　
　
　

油
屋
瀧
次
郎　
　

森
甚
左
衛
門　
　
　

森
藤
右
衛
門　
　

千
原
欣
右
衛
門

三
松
寛
右
衛
門　

渡
里
源
平　
　
　

伏
見
屋
嘉
左
衛
門　

伊
豫
屋
儀
七　
　

日
隈
彦
三
郎

日
隈
雄
蔵　
　
　

油
屋
忠
助　
　
　

泉
屋
助
次
郎　
　
　

丸
屋
與
次
兵
衛　

石
井
三
郎
兵
衛

御升
丈郡

代
様
御
使
者
東
冨
蔵
殿　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

馬
場
充
蔵　
　
　
　

吉
田
已
之
助

（
一
一
丁
表
）

菊
池
半
之
丞　
　

相
澤
修
八
郎　
　

紅
林
穂
太
郎

　
　
　

夜
伽

千
原
欣
右
衛
門　

三
松
寛
右
衛
門　

中
村
豊
作　
　
　
　

俵
屋
藤
作　
　
　

相
良
文
敬

草
野
宗
十
郎　
　

伊
豫
屋
傳
七　
　

田
嶋
銕
三
郎　
　
　

魚
屋
榮
蔵　
　
　

中
嶋
屋
忠
平

刀
屋
國
助　
　
　

児
玉
号
蔵　
　
　

魚
屋
弥
兵
衛　
　
　

升
屋
茂
七　
　
　

僧
五
岳

諫
山
東
作　
　
　

千
原
太
郎
兵
衛　

財
津
修
蔵　
　
　
　

蒲
池
護
一　
　
　

稻
員
渙
度

梅
野
源
吾　
　
　

木
下
逸
雲　
　
　

田
邉
元
春



六
二

　
　
　

村
中

儀
平
夫婦　

仙
助
夫婦　

新
助　

嘉
蔵
夫婦　

友
吉
夫
婦

并
姉　

圓
蔵
夫婦　

五
郎
兵
衛
善
次
郎

夫
婦
　

角
正

庄
三
郎　

多
七
父子　

喜
兵
衛
并弟　

宗
七　

七
三
郎

　
　
　

大
工

善
作
不来　

徳
次　

重
作
不来　

修
助　

増
蔵　

米
吉　

磯
二
郎　

廣
吉　

儀
市

十
七
吉

（
一
三
丁
表
）

　
　
　

輿
疾

重
吉　

喜
太
之
助　

常
作　

勘
一
不来　

貞
一　

德
太
郎　

甚
六　

作
一

　
　
　

加
勢

升
茂
代
桑
吉

　
　

　

長
作
妻　

幸
平
不来　

阿
梅
夫
婦
妹
　

桶
幸
夫婦　

弥
平
夕　

宗
七
小
迫

善
六
不来　

阿
雪
不来　

阿
簾　

阿
今　

八
百
伊　

辰
右
衛
門
夕　

末
吉
夕　

仙
助
久　

文
吉
夕

榮
作
久　

壹
姉　

久
一　

福
蔵　

仙
平　

表
右
衛
門

（
一
三
丁
裏
）

　
　
　

香
差
合
奠

一
茶
飯　

豆
腐
汁　
　

廣
瀬
源
兵
衛　
　
　
　
　

一
茶
飯  

煮
染  

豆　

博
多
屋
仁
蔵

一
茶
飯　

汁　
　
　
　

高
田
屋
利
右
衛
門　
　
　

一
茶
飯　

油
揚　
　
　

俵
屋
藤
四
郎

一
醤
油
一
斗　
　
　
　

千
原
太
郎
兵
衛　
　
　
　

一
豆
腐
百
丁　
　
　
　

蒲
池
護
一

一
豆
腐
百
丁　
　
　
　

寺
内
源
吾　
　
　
　
　
　

一
京
菘
二
度　
　
　
　

鍛
冶
屋
五
郎
兵
衛

（
一
四
丁
表
）

　
　
　

香
奠
并
見
舞

一
金
百
疋 

山
﨑
信
太
郎 

一
金
百
疋 

相
澤
修
八
郎 

一
金
一
朱 

馬
場
充
蔵

一
金
一
朱 

吉
田
已
之
助 

一
金
一
朱 

菊
池
半
之
丞 

一
金
二
百
疋 

廣
瀬
源
兵
衛

一
金
二
朱 
南
陔
公 

一
金
百
疋 

博
多
屋
仁
蔵 

一
金
二
朱 

麻
生
常
太
郎

一
金
一
朱 
麻
生
豐
助 

一
三
百
八
十
文 

梅
野
源
吾 

一
金
百
疋 

矢
野
徳
四
郎

（
一
一
丁
裏
）

　
　
　

十
三
日
供
膳　
　
　
　
　
　
　
　

大
超
寺
方
丈　
　

伴
僧　
　
　
　
　
　

　
　
　

親
戚　
　
　
　
　
　

本
家
上
方
不
残　

夕
同上　

上
町
同上　

袋
屋
同　

俵
屋
同　

利
右
衛
門
夫婦　

要
右
衛
門
代
銕
三
郎

　
　
　

長
八
他
出

　

　

榮
蔵　

弥
兵
衛　

高
田
屋
宗
兵
衛
不来　

阿
源
不来　

中
村
後
室
不来　

豊
助　

善
次

　
　
　

豆
隈

五
岳　

太
郎
兵
衛
不来　

東
作
代
福
七
郎

　
　
　

　

元
春　

文
敬　

修
蔵　

護
一　

武
三
郎　

渙
度

源
吾　

原
文
蔵　

児
玉
玄
龍
不来

（
一
二
丁
表
）

　
　
　

塾
僧

蘭
畦　

尭
民　

圓
海　

睦
洲　

凌
雲　

禪
龍　

弘
宣　

快
菴　

清
漖　

龍
暁　

正
益

真
浄　

桂
林　

大
言　

法
雨　

雲
海

　
　
　

塾
役
人

儀
蔵　

新　

春
堂　

和
達
帰省　

格
之
助　

濟　

禮
次
郎　

俊
太　

簡
一　

文
次

政
太
郎　

茂
造　

助
次
郎　

孫
之
丞　

休
太
郎　

震
次　

芳
太　

文
明　

石
次
郎

　
　
　

内
外
塾
生
并
外
来

俊
蔵　

榮
蔵　

定
造　

元
格　

源
一
郎　

謙
二　

廉
之
助　

弥
太
郎　

真
哉　

謙賢
誠

（
一
二
丁
裏
）

参
二　

佐
太
郎　

文
逸　

仁
平　

周
哉　

元
安　

那
須
造　

速
水　

宇
太
郎

玄
泰　

来
熊　

俊
次　

捨
元
遂
忰
蔵
主従　

牛
之
助　

惠
實　

惠
聞　

道
了
并
伴
僧

謙
承　

紙
證　

文
龍

　
　

獻
立　

皿坪
酢
も
の

か
き
あ
ゑ

　

香
の
物

イ
ト
コ

煮

汁飯

と
う
ふ

青
ミ

平

山
芋　

蓮
根

油
あ
げ

方
丈
ニ
ハ
、
平
五
品
ニ
て
、
引
菓
子
添
、
村
中
以
下
ハ
、
酒
ヲ
出
す
、



六
三

一
金
百
疋 

同
上
見
舞

　

 

一
金
二
朱 

臼
木
要
之
助 

一
三
百
八
十
文 

蒲
池
護
一

一
三
百
八
十
文 

財
津
修
蔵 

一
九
十
五
文 

純
潮 

一
酒
二
升 

俵
屋
藤
四
郎

一
百
十
四
文 
橋
本
来
熊 

一
二
百
二
十
八
文 

才
田
作
左
衛
門 

一
三
百
八
十
文 

才
田
武
三
郎

（
一
四
丁
裏
）

一
百
九
十
文 

冨
島
玄
泰 
一
百
九
十
文 

恵
聞 

一
百
九
十
文 

魚
屋
弥
兵
衛

一
豆
腐
二
十
丁 

嶋
屋
仙
平 
一
二
百
七
十
六
文 

田
邉
元
春 

一
二
百
二
十
八
文 

矢
野
丑
之
助

一
百
九
十
文 

相
良
善
次 

一
百
九
十
文 

魚
屋
長
八 

一
金
一
朱 

田
島
弾
助

一
百
九
十
文 

魚
屋
榮
藏 

一
豆
腐
二
十
丁 

博
多
屋
松
兵
衛 

一
百
九
十
文 

吉
雄
春
司

一
九
十
五
文 

顕
承 

一
金
二
朱 
五
岳 

一
百
九
十
文 

圓
德

一
三
百
八
十
文 

道
了 

一
百
六
文 
恵 
聞實 

一
豆
腐
二
十
丁 

博
多
屋
表
右
衛
門

一
百
九
十
文 

竹
内
那
須
造　

一
金
一
両
一
歩
一
朱　
儀
造　

蘭
畦　

新　

春
堂　

和
達　

格
之
助　

禮
次
郎　

俊
太　

陶
司　

簡
一　

完
造　

見
岳　

元
格　

文
治　

政
太
郎　

茂
造　

助
二
郎　

孫
之
丞

休
太
郎　

震
二　

源
一
郎　

清
漖　

石
次
郎　

廉
之
助　

弥
太
郎　

芳
太　

真
哉　

大
言　

法
雨

（
一
五
丁
表
）

尭
民　

賢
誠　

睦
洲　

凌
雲　

禅
龍　

弘
宣　

雷
吉　

灰
菴　

勇
吉　

謙
次　

真
浄　

竜
恭

正
益　

桂
林　

参
二　

佐
太
郎　

雲
海　

文
逸　

甚
平　

修
哉　

元
女　

覺
了

一
紫
金
苔　
　

丸
屋
阿
源　

一
金
一
朱　

渙
度　

一
豆
腐
二
十
丁　

㐂
兵
衛

秀
五
郎　

一
干
大
根　

友
吉

一
饅
頭
牛
蒡　

五
郎
兵
衛　

一
金
三
朱　

俊
次　

一
金
一
朱
砂
糖　

辰
次
郎

一
饅
頭　

升
茂　
　

一
饅
頭　

嘉
藏　

一
饅
頭　

新
助　

一
蕎
麦　

松
兵
衛

一
茶
飯　

筑
圓　

一
千
大
根
牛
蒡　

庄
三
郎　

一
白
饅
頭　

山
田
作
兵
衛　

一
白
饅
頭　

大
超
寺

一
饅
頭　

原
文
藏　
　

一
饅
頭　

熊
谷
良
明

（
一
五
丁
裏
）【　

白
紙　

】

（
一
六
丁
表
）

　
　
　
　

十
四
日
逮
夜　
　

獻
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

煮
染　

人
参　

焼
豆
腐　

蓮

昆
布　

木
耳　
　

　

坪　
豆
腐
の
醃
か
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

酢
も
の
大
根　

人
参 

饅
頭
五
添 

　
　
　

 

飯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

来
客

大
超
寺
小
僧　

節
山
海
道　

丑
六　

利
右
衛
門
夫婦　

潤
吉　

仁
藏　

友
次
郎
夫婦

儀
藏　

蘭
畦　

政
太
郎　

震
次　

茂
三
郎　

仙
助
妻　

儀
平
妻　

新
助
妻

嘉
藏
妻　

於
勝
乳
母　

圓
藏
母
夫
婦　

於
時
并
母　

鍛
冶
屋
母
并
阿
伊
勢

喜
兵
衛
母　

庄
三
郎
妻　

阿
梅　

阿
豐　

舊
婢
雪　

阿
事　

小
迫
嫗ノ
娘　

友
吉
妻

桒
吉　

久
一　

福
藏　

阿
攷　

茂
兵
衛　

於
伊
豫　

阿
安

（
一
六
丁
裏
）

　
　

襯

○
一
両
一
歩　

大
超
寺　
　

二
歩
一
朱　

諸
寺
院

　

銭
拾
匁　

中
城
庵
主

○
一
両
二
歩
ト
五
匁　

棺
代
大
工
重
助　

　
　

渡    

　
　

八
匁
堂
ノ
本　

　

二
日
賃

　

七
十
五
匁　

石
蓋　
　

二
朱
ト
十
八
匁
久
一
渡

　
　

○
壱
貫
壱
十
六
文  

蕎
麦
代　
　

三
貫
百
七
十
二
文　

餅
米
二
斗
六
升

代　
　
　
　

（
一
七
丁
表
）

　

一
貫
文  

砂
糖
八
斤
代

　
　
　
　

○
病
中
入
用　

埋
築
ニ
至
諸
雑
費
惣
高
百
丗
貫
六
百
八
十
五
文

○
賻
儀
到
来
惣
高金
八
両
一
歩
ト
一
貫
百
八
十
四
文

（
一
七
丁
裏
）【　

白
紙　

】

（
一
八
丁
）【　

遊
紙　

】

顕
造　

俊
藏　

濟　

圓
備　

文
明　

榮
造



六
四

　

提
灯　
菊
花
晃
太
郎　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

菊
之
助
代　

    

傳
三　
　
安
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　

香　
義
内　

霊
膳　
源
一
郎　

霊
牌　
休
太
郎　
　
　

霊
柩

　

提
灯　
　

花
芳
太　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

    　
　

圓
藏　
　
寿
藏

　
　
　
孝
之
助
六
郎　

親
戚　

 

婦
女　

 

塾
僧　

 

塾
生

小
提
灯　

健
太
郎

（
二
〇
丁
裏
）

大
超
寺
ハ
和
粛
堂
ニ
来
リ
定
法
謚
曰
桂
芳
童
女
直
ニ
剃
刀

ノ
像
ヲ
ナ
シ
長
生
園
ニ
赴
ク
極
テ
手
軽
ノ
事
ナ
レ
ハ
一
伴
僧
ヲ
従

ユ
ル
ノ
ミ
園
中
ニ
テ
引
導
之
儀
甚
丁
寧
ナ
リ
時
ニ
長
福
寺

ヨ
リ
諷
経
セ
リ

焼
香　
　

孝
之
助　
　

休
菊
之
助
代太

郎　
　

六
郎

一
雞
後
休
息
訖

　
　

瓦
棺
ハ
丑
六
ヨ
リ
世
話
シ
送
レ
リ
其
外
諸
具
ハ
三
右
衛
門
世
話
セ
シ

　
　

ナ
リ

金
貮
百
匹　

塾
生
ヨ
リ　

香
資　

七
日
ノ
朝

呈
上　

山
﨑
主
薄
ヨ
リ　

脱
（
窓
）ノ
月
卅
ヲ
送
ル

（
二
一
丁
表
）

相
澤
主
簿　

□
□
寒
晒
ヲ
送
ル

（
二
一
丁
裏
）

　
　

襯

金
百
疋　

大
超
寺
方
丈　

同
一
朱　

伴
僧

同
一
朱　

長
福
寺

（
二
二
丁
表
）

桂
芳
童
女
月
忌　

九
月
六
日

（
一
九
丁
表
）

　
　

桂
芳
童
女
喪
記

桂
芳
童
女
名　加
茂
七
月
廿
九
日
從
豊
前
歸
リ
五
日
昼
頃
下
利

両
行
有
之
夜
分
九
ツ
過

 

両
行
黎
明
ニ
吐
下
有
之
真
様

善
治
相
迎
間
も
な
く
父
曔
又
々
東
作
相
招
申
候
全
ク
手

足
厥
冷
吐
下
頻
々
有
之
薬
方
ラ
ー
ダ
液
十
五
滴

ホ
フ
マ
ン
十
滴

大
此
等

胡
鷓
鴣
湯薬
合
方
芥
子
湯
半
身
浴
焼
酒
摩
擦
等

前
後
不
断
相
用
又
刺
血
等
致
候
得
共
養
生
不
相
叶

九
ツ
時
死
去
生
年
八
歳
嘉
永
五
年
壬
子　

四
月
十
三
日
誕
生

（
一
九
丁
裏
）

　
　
　

御
届
奉
申
上
候
事
ヒ
ロ
カ
タ
半
枚　

上
包
半
紙
折
カ
ケ

私
娘
か
も
儀
従
昨
夜
相
煩
候
處
今
九
ツ
時

死
去
仕
候
此
段
御
届
奉
申
上
候
以
上

　
　
　
　

八
月
六
日　
　
　
　
　
　

廣
瀬
範
治
印

御
役
所

来
弔

源
兵
衛　

三
右
衛
門　

松
兵
衛　

丑
六　

藤
四
郎　

護
一

大
超
寺　

草
野
忠
右
衛
門

（
二
〇
丁
表
）

　

此
節
ハ
流
行
ノ
コ
レ
ラ
病
ナ
ル
故
戚
族
一
統
へ
殤
子
ナ
レ
ハ
一
切
出
入

　

周
旋
ヲ
固
辞
ス
邨
人
知
旧
又
然
塾
生
ヘ
モ
断
ル

　

手
傳
人
ハ
茂
兵
衛
う
め
壽
藏
圓
藏
鍜
善
茂
一

　

浴
ハ
も
ん
乳母
う
め
き
よ
安
右
衛
門
圓
藏
嘉
藏
蘭
畦
周
施
之

　

遷
安
霊
柩
于
和
粛
堂

　

夜
九
時
葬
于
長
生
園

衣
添



六
五

（
二
二
丁
裏
）

一
銀
三
匁　

山
芋　

唐
芋　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宗
家

一
銀　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
兵
衛

（
二
三
丁
表
）

　
　

十
二
月
十
七
日　

文
敏
先
生
佛
事

　

招
牌

明
後
十
七
日
文
敏
居
士
佛
事
相
勤
候
粗
斎
差
上
度
乍
御
苦
労

御
来
駕
可
被
下
候
以
上

　

本
家
夫
婦　

三
右
衛
門　

祖
母　

母　

松
兵
衛
夫
婦　

善
治
夫
婦

丑
六　

田
要　

魚
長　

田
栄　

魚
弥　

濱
藤　

島
善　

明
後
十
七
日
実
亡
父
文
敏
佛
事
相
務
候
粗
斎
差
上
度
乍
御
苦
労

御
来
駕
可
被
下
候
以
上

　

願
正
寺　

専
念
寺　

長
善
寺　

浄
満
寺　

親
蓮
坊　

夕
田

（
二
三
丁
裏
）

　

東
作　

千
原
安
右
衛
門　

元
秀　

元
春　

渙
度　

文
哉　

雪
庵

　

圓
吾　

武
三
郎

明
後
十
七
日
亡
父
佛
事
相
勤
候
粗
斎
進
度
御
来入
可
被
下
候
以
上

茂
八　

小
右
衛
門　

徳
次　

五
郎
兵
衛　

圓
蔵　

半
七　

儀
右
衛
門

久
一　

文
右
衛
門　

兵
右
衛
門　

幸
平　

茂
一　

お
梅

明
後
十
七
日
亡
父
文
敏
居
士
佛
事
相
勤
候
粗
斎
差
上
度一
同御
入
来

可
被
下
候
以
上

　

内
外
塾
生

明
後
十
七
日
亡
父
文
敏
居
士
佛
事
相
勤
候
粗
斎
差
上
度
乍
御
苦
労
御

来
駕
可
被
下
候
以
上

（
二
四
丁
表
）

　

吉
田
銀
次
郎 

三
郎　

関
根
祐
平　

飯
村　

菊
次
郎 

上
二
郎　

助
造

遠
方

　

吉
木　

吉
井
東
光
寺

山
﨑
屋　

養
純　

山
北　

俊
次　

行
徳　

玖
珠
麻
生
三
家

一
金
百
疋　
　
　

方
丈
布
施　
　
　
　
　

一
金
一
朱　
　
　

伴
僧
布
施

（
二
四
丁
裏
）

　
　

獻
立

皿　
　
　
　
　
　
　
　
　

汁

　
　
　
　
　
　
　

香
物

坪　
　
　
　
　
　
　
　
　

飯

　
　

平　
　
　
　
　
　
　
　
　

臺
引

　
　

茶
碗
シ
キ
ミ
ツ
　
　
　
　
　
　
　

茶
菓
子

　
　

猪
口

（
二
五
丁
表
）

　
　
　

諸
方
到
来

一
京
菘　

人
参　

椎
茸 

五
郎
兵
衛

一
砂
糖
二
斤　

香
典　

三
百
文 

長
八

一
百
合　

香
典　

金
百
疋 

鋹
次
郎

三
郎

一
菓
子 

鍋
屋
利
兵
衛

一
大
根　

香
典　

百
九
十
文 

圓
藏

一
「
香
典
」　

豆
腐
十
五
丁 

島
屋
喜
兵
衛

一
蕪
十
五 

 

　
　

徳
次

（
二
五
丁
裏
）

一
饅
頭　
　

三
十 

大
超
寺

一
饅
頭　
　

三
十 

濱
田
屋
藤
助

揚
麸　

ト
サ
ツ

大
根　

ミ
シ
マ

干
天

山
芋　

飛
龍
頭　

牛
蒡

人
参　

椎
茸　

青
ミ

蓮
根素

麵
海
苔

線　

生
姜

三
バ
イ
ス

銀
杏　

紫
金
苔

黒
ク
ワ
イ  

ユ
リ

饅
頭
三

羊
羹
一

桃
白
玉

唐
芋
ツ
ケ
ア
ケ

ユ
バ　

人
参

雁
ア
ゲ

蕪　

松
露

青
ミ



六
六

（
二
七
丁
表
）

一
金
一
朱　

芹 

才
田
作
左
衛
門

一
二
百
九
十
文 

魚
屋
栄
藏

一
金
二
朱 

諫
山
東
作

一
金
一
朱 

真
蓮
坊

一
三
百
文 

櫻
町
新
平

一
十
四
匁 

田 

代島
儀
右
衛
門

一
銀
壱
両 

森
山
助
造

一
六
匁 

北
向
久
一

（
二
七
丁
裏
）

一
金
二
朱 

関
根
祐
太
郎

一
卅
匁 

田
邉
元
春

一
豆
腐
二
十
丁 

兵
右
衛
門

一
八
匁 

刃
連
又
右
衛
門

一
饅
一
分

頭　

五
十 

千
原
安
右
衛
門

「
一
金
百
疋　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　

吉
田
銀
次
郎　

同　

三
郎　

」

一
金
一
朱 

長
禅
寺

一
十
匁 

今
泉
小
右
衛
門

（
二
八
丁
表
）

一
紫
金
苔 

田
島
弾
助

一
金
二
朱　

野
菜
料
三
百
文　

百
文 

吉
瀬

一
金
二
朱 

田
代
俊
次

一
十
匁 

中
島
茂
八

一
廿
目 

袋
屋
丑
六

一
十
ニ
匁 

恵
実

一
金
一
朱 

草
野
元
秀

一
金
一
朱 

浄
満
寺

一
饅
頭　

卅　
　

大
栗  

卅 

相
良
善
次

一
香
典　

金
二
朱 

畑
島
晋
十
郎

 

扇
覺
左
衛
門

一
野
菜
料　

金
二
朱　

高
野
豆
腐 

源
兵
衛

「
一
野
菜
料 

魚
屋
栄
蔵　

」

一
同
金
一
朱　

蕪 

三
右
衛
門

一
一
封　

金
三
朱 

（
二
六
丁
表
）

一
一
封　

金
一
朱 

松
兵
衛

一
一
封　

金
二
朱 
相
良
文
敬

一
一
封　

二
十
匁 
蒲
池
雪
度

一
一
封　

豆
腐
十
丁 

升
屋
茂
市

一
一
封　

豆
腐
十
丁 

若
野
屋
幸
平

一　

同　

金
一
朱 

願
正
寺

一　

同　

金
二
朱 

五
□
じ

一　

同　

御
醤
油
券

五
升　

　

金
百
疋 

 

千
原
藤
右
衛
門

（
二
六
丁
裏
）

一
香
奠　

一
朱　

素
麵　

蜜
柑 

合
原
齊

一
同
八
匁 

刃
連
半
七

一
金
一
朱 

稻
員
渙
度

一
廿
匁 

寺
内
立
吾

一
豆
腐
十
五
丁 

う
め

一
金
二
朱 

麻
生
春
畦

一
金
一
朱 

麻
生
豊
助

一
金
一
朱 

溝
口
泰
助 　

麻
生
猶
作　

飯
村
宣
太
郎

同　

菊
次
郎

同　

六
三
郎



六
七

（
二
八
丁
裏
）

一
三
百
文 

魚
屋
弥
兵
衛

一
金
一
朱 

辛
島
正
庵

一
金
二
両
三
朱 

塾
生

一
金
二
朱 

和
気
慶
業

一
金
一
朱 

山
﨑
屋
卯 

与市

一
金
二
朱 

吉
瀬

一
三
百
文 

桂
嵓

一
金
二
朱 

東
光
寺

（
二
九
丁
表
）

一
金
二
朱 
井
上
管
一

一
金
一
朱 
土
屋
矢
之
助

一
金
二
朱 

長
南
梁

長
太
郎

一
金
二
朱 

関
根
祐
太
郎

一
金
一
朱 

土
師
俊
太
郎

一
金
二
朱 

望
月
忠
三
郎

一
香 

市
来
慎
四
郎

一
金
百
疋 

飯
村 

飯半
蔵

（
二
九
丁
裏
）

一
金
百
疋 

銀
次
郎　

三
郎　

一
金
三
百
疋 

府
内
侯

　
　
　
　

一
金
七
両
一
歩

　
　
　
　

一
札
四
貫
四
百
九
十
二
文

（
三
〇
丁
表
）

　
　

見
舞

一
葛
一
箱 

吉
田
隣
助

一
葛
一
袋 

森
山
助
造

一
重
一
包 

渡
辺
修
齋

一
葛　

醤
油 

千
原
藤
右
衛
門

一
山
芋 

五
岳

一
菓
子 

千
原
幸
右
衛
門

一　

同 

草
野
忠
右
衛
門

（
三
〇
丁
裏
）

一
菓
子 

山
田
范
四
郎

一　

同 

伊
豫
屋
儀
七

一　

同 

森
謙
助

一
同
酒
二
升 

田
島
弾
助

一
胡
麻 

山
﨑
屋
卯
一

一
素
麵 

東
光
寺

一
蓮
根　

羊
羹 

行
徳
元
遂

菊
四
郎

六
三
郎



六
八

森
甚
左
衛
門　
　
　

同　

藤
右
衞
門　
　

同　

文
右
衞
門　
　

山
田
范
四
郎

同　

小
三
郎　
　
　

同　

作
兵
衞　
　
　

同　

為
右
衞
門　
　

同　

壽
三
郎

千
原
欣
右
衛
門　
　

池
田
順
兵
衞　
　
　

右
田
寛
藏　
　
　
　

用
松
雄
藏

（
三
二
丁
裏
）

　
　
　

夜
伽　

自
二
日
至
四
日
○
毎
夕
来
此
ハ
○
ヲ
加
フ

　

三
松
寛
右
衛
門 

　

丸
屋
幸
衛
門 

　

田
邉
元
春 

　

諫
山
東
作

　

中
村
平
大
夫 

　

草
野
宗
十
郎 

　

刀
屋
國
助 

○
蒲
池
雪
菴

○
袋
屋
丑
六 

○
久
右
衛
門 

○
三右
衛
門 

○
松
兵
衞

○
相
良
善
次 

○
丑
六
内　
　

○
松
兵
衞
内　
　

藤
四
郎　
　
　
　
　
　

同
内

○
利
右
衛
門 

○
久
右
衛
門
母 

○
同
内　

○
雄
藏
妻　
　
　
　
　
　

中
村
母

　

喜
兵
衞
内 

○
タ
祖
母 

　

同
母　

○
同
内　
　
　

ト
ヨ　
　

イ
チ

　

セ
イ　

圓
藏 

　

五
郎
兵
衛 

　

田
島
要
右
衛
門 　
　
　

同
弾
助

　

枡
屋
丈
兵
衛
門 

　

稻
員
渙
度 

　

千
原
勝
太
郎 

　

魚
屋
寅
之
助

（
三
三
丁
表
）

春
畦　
　
　

忠
藏　
　
　

宗
之
助　
　
　

省
軒　
　
　

七
三
郎　
　
　

濱
田
屋
内

阿
元　
　
　

善
次
妻

　
　
五
日
葬
儀

第
一　
　

霊
柩
ヲ
心
遠
處
ヨ
リ
和
粛
堂
ニ
移
ス
事

第
二　
　

柩
前
読
経
之
事

第
三　
　

八
ツ
時
霊
柩
出
門
之
事　

但
途
上
導
師
先
導
鳴
物　
　
　

不
用 　
　
　
　
　
　

           

第
四　
　

大
超
寺
ニ
於
て
葬
儀
取
行
之
事　
但
七
ツ
時
畢

第
五　
　

長
生
園
ニ
埋
葬
之
事

（
三
一
丁
表
）

　
　
　

淳
徽
大
姉
葬
儀

大
姉
三
年
前
よ
り
起
臥
御
不
自
由
ニ
被
爲
在
候
處
去
子
十
一
月
末

津
液
枯
渇　

飲
食
咽
喉
ニ
易
滞
次
第
御
衰
弱
候
得
共
今
春
ニ

至
リ
少
々
御
快
方
候
處
九
日　

復
々
食
物
進
兼
衰
弱
御
甚
敷

二
月
二
日
ニ
至
リ
易
簀
玉
ヘ
リ
但
御
精
神
ハ
前
日
迄
少
も

不
被
爲
替
如
能
逝
玉
ヘ
リ

　
　
　

湯
灌

範
治　

孝
之
助　

丑
六　

利
右
衛
門　

能
婦　

登
久　

邦

富　

丑
六
妻　

雪
庵　

徳
次　

ヨ
シ　

イ
チ　

ト
ヨ　

ウ
メ

（
三
一
丁
裏
）

　
　
　

殉
具

襦
袢　

綿
入　

帯　

褌　

襪　

綿
布
団　

珠
数

　
　
　

訃
音

老
母
儀
去
冬　

病
氣
之
處
養
生
不
相
叶
今
晩
六
半
時
死
去
仕
候

此
段
御
届
奉
申
上
候
以
上

　
　
　

二
月
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

廣
瀬
孝
之
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

廣
瀬
範
治

　
　

御
役
所

　
　
　

遠
方
訃
音

（
三
二
丁
表
）

南
陔
公　

秋
雄
公　

辛
島
政
右
衛
門　

麻
生　

合
原　

東
光
寺

吉
瀬　

矢
野

　
　
　

豆
隈
弔
客
録
著
姓

　
　

草
野
忠
右
衛
門　
　

丸
屋
幸
右
衛
門　
　

酢
屋
佐
左
衛
門　
　

同　

勘
治

油
屋
百
右
衛
門　
　

三
松
寛
右
衛
門　
　

中
村
平
大
夫　
　
　

田
嶋
要
右
衛
門



六
九

導
先　
　
　

素
燈　
　

素
花　
　
　

素
供

素
燈

涌
太
郎

村
人

村
人

執
剣
米
太
郎

護
後
林
平

寺又
三
郎

松
兵
衛

雪
菴

前
善
兵
衛

三
右
衛
門

範
治

素
燈
村
人

執
剣
浦
太
郎

護
後
侘
助

後
孝
之
助

丑
六

久
右
衛
門

三
省

真
次

導
先　
　
　

素
燈　
　

素
花　
　
　

素
供

寛
次
郎

村
人 導

師　
　
　
　
　

香
几　
　
　
　

霊
膳　
　
　
　

神
位　
　
　
　

霊
柩　
　
　

親
戚　
　
　

塾
生　
　
　

司　

従
僧
五
人

従
僕
七
人

正
吉

仁
四
郎

菊
之
助

副 

辰
之
丞

義
成

春
堂

（
三
三
丁
裏
）

　
　
　

墓
碣

文
玄
廣
瀬
先
生
配
合
原
氏
諱
奈
々
元
治
二
年
9

9

乙
丑
二
月

二
日
卒
年
七
十
六
法
謚
曰
淳
徽
大
姉

　
　
　

位
牌

清
風
院
淳
徽
大
姉
之
位

（
三
四
丁
表
）

　
　
　

行
列
之
図



七
〇

（
三
五
丁
表
）

　
　
　

焼
香
順
次

孝
之
助　
　

範
治　
　

菊
之
助　
　

仁
四
郎　
　

正
吉　
　

龍
吉　
　

丑
六

久
右
衛
門　
　

三
右
衛
門　
　

松
兵
衞
門　
　

七
三
郎　
　

利
右
衛
門　
　

藤
四
郎

勝
次
郎　
　
　

善
次　
　
　
　

豐
助　
　
　
　

春
畦　
　
　

忠
藏　
　
　
　

仲
之
助

友
右
衛
門　
　

雪
菴

（
三
五
丁
裏
）

　
　
　

六
日
供
膳

　
　
　
　
　
　

皿
カ
キ
ア
ヘ　
　

汁
豆
腐　

椎
茸

青
ミ　
　

　
　
　
　

獻
立　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
山

　
　
　
　
　
　

坪
イ
ト
コ
ン　
　

飯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

饅
頭
一
分
三
宛

方
丈　

 　

伴
僧
五
人　

 

丑
六　

 

久
右
衛
門　

    

三
右
衛
門　

 

松
兵
衞　

 

七
三
郎　

 

春
畦

忠
藏　

 　

雪
菴　

 　
　

漁
度　

 

勝
三
郎　

 　

   

範
治　

 　
　

孝
之
助　

 

甚
四
郎　

 

菊
之
助

タ
祖
母　

 

同
母　
　
　

 

同
妻　

 

久
右
衛
門
母　

同
内　

 　

松
兵
衞
内　

 

丑
六
内　

 

雄
藏
内

藤
四
郎
内　

ク
ニ　
　

  

フ
ミ　

 

テ
イ　
　
　
　

ア
リ　
　
　
　

カ
ツ　

   

善
治
女　

同
下
女

善
治　

正
吉　

同
母　

俵
屋
幸
六　

魚
屋
長
八　

魚
屋
帍
之
助　

濱
田
屋
藤
四
郎　

千
原
勝
太
郎

用
松
雄
藏　

同
僕　

 　

幸
平　

 

魚
屋
弥
八　

 

田
辺
元
春　

 

行
徳
元
載　

 

東
作　

 

利
右
衛
門

（
三
六
丁
表
）

徳
治　
　
　

ウ
メ　
　
　

シ
ナ　
　
　

ト
ヨ　
　

小
迫
婆
　々

キ
サ　
　
　

ミ
チ　
　

セ
イ

フ
ク　
　
　

タ
メ　
　
　

ハ
ツ　
　
　

サ
ツ　
　

筑
与
婆
　々

嘉
藏
女　
　

イ
チ　
　

ミ
ス

徳
治
忰　
　

嘉
藏
伜　
　

ハ
ツ　
　
　

カ
メ　
　

幸
助
内　
　

俵
新　
　
　

小
三
郎　

角
正

桶
方　
　
　

善
次
郎　
　

儀
平　
　
　

直
作　
　

嘉
藏　
　
　

安
五
郎　
　

伊
六　
　

多
作

又
兵
衞　
　

圓
藏　
　
　

七
三
郎　
　

弥
助　
　

新
平　
　
　

龍
吉　
　
　

ノ
フ　
　

ト
ク

富
藏　
　
　

吉
太
郎　
　

ヨ
シ　
　
　

ワ
カ　
　

中
洲
婢　
　

吉
木
僕　
　

仲
之
助　

同
僕

豊
助　
　
　

園
田
茂
三
郎　

省
軒　
　

小
右
衛
門　
　

右
合  

百
人

内
外
塾
并
外
来　
　

八
十
一
人

　

合
〆　

百
八
十
一
人

山
芋　

蓮
根

ハ
ヤ
ニ
ヱ
昆
布

油
揚　

青
ミ

雪菴
松兵
衛

霊
柩

親 戚
婦 女

塾生

豆
司　

隈
塾
僧

岳
林
寺

導
師龍

川
寺

願
正
寺

長
善
寺

親
蓮
坊

照
蓮
寺

長
福
寺

中
城
菴

渡
里
菴

（
三
四
丁
裏
）

　
　
　

大
超
寺
座
席
之
図



七
一

（
三
六
丁
裏
）

　
　
　
　

香
儀

　
　
　
　

一
金
百
疋 

廣
瀬
源
兵
衞 

一
金
百
疋 

志
賀
末
吉

　
　
　
　
　

一
金
百
疋 
　
　

 

五  

岳 

一
金
一
朱 

左　
　

門

一
金
貮
朱 
麻
生
春
畦 

一
金
一
朱 

麻
生
豐
助

一
金
百
疋 

矢
野
敬
一
郎 

一
金
二
朱 

蠣
瀬
仲
之
助

一
金
一
朱 

僧

圓

亮 

一
銭
十
匁 

僧

義

雄

一
金
一
朱 

西

光

寺 

一
金
三
朱 

東

光

寺

一
金
一
朱 

山
﨑
屋
夘
一 
一
金
貮
朱
大
栗

　

 

博
多
屋
松
兵
衞

（
三
七
丁
表
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
麸色
大
酒
井
重 

一 

合
原
安
藝
守 

一
金
貮
朱 

廣
瀬
三
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
豆
腐
三
十
丁 

島
屋
喜
兵
衞 

一
金
一
朱 
稻
員
渙
度

一
金
二
朱　

□
□
□　
　
　

著
百
人
前　

合
原
丑
六 

一
銭
廾
匁 

高
倉
槌
雄

　
　
　
　
　

一
名
酒
一
升
サ
ボ
ン
三

　
　
　

 

中
村
甲
斐
藏 

一
卅銭
匁 

醤
油
三
升
余

　
　
　
　

 

蒲
池
雪
菴

一
饅
頭
五
十
但
一
分

　
　

 

博
多
屋
兵
右
衛
門 

一
十銭
匁 

村
儀
兵
衞

一
線
香 

小
迫
婆
々 

一
豆
腐
十
五
丁 

綿
屋
新
助

一
金
千
疋 

内
外
塾
生 

一
花
桶
一 

桶
方

一
豆
腐
十
丁 

鍛
五 

一
金
三
朱 

長
禅
寺 

中
将
潤
海

（
三
十
七
丁
裏
）

一
饅
頭
百 

安
岡
市
作 

利
六 

一
銭
三
十
匁 

千
原
勝
太

一
紫
金
苔　

五 

田
島
弾
介 

一
金
一
朱 

魚
屋
寅
之
助

一
金
一
朱 

魚
屋
長
八 

一
銭
十
六
匁 

僧
雲
涯

一
銭
十
六
匁 

荒
川
仙
藏 

一
銭
十
一
匁 

僧
健
洲

一
銀
三
匁 

濱
田
屋
藤
介 

一
銭
十
六
匁 

井
上
真
人

一
銭
十
六
匁 

黒
木
澄
吉 

一
三
百
文 

閑
相
寺

一
銭
十
匁 

僧
澄
海 

一
一
朱 

草
野
秀
之
丞

一
金
一
朱 

僧
霊
暁 

一
銭
廾
匁 

僧
賢
城

（
三
八
丁
表
）

一
饅
頭
百 

村
喜
兵
衞 

一
金
一
朱 

僧
雅
樂
丸

一
金
一
朱 

僧
法
忍 

一
紫
金
苔　

五 

京
屋
兵
次
郎

一
金
一
朱
□
冬

　

 

用
松
雄
藏 

一
豆
腐
廾
丁 

園
田
茂
三
郎

一
銀
五
匁 

諫
山
東
作 

一
線
香 

吹
上
長
福
寺

一
金
一
朱
豆
腐
卅
丁

　
　
　

 

相
良
善
次 

一
豆
腐
十
五
丁 

筑
後
屋
圓
藏

一
銭
八
匁 

角　
　

正 

一
金
一
朱 

亀
谷
行
藏

一
金
百
疋
醤
油
五
升
添

　
　
　
　

 

千
原
藤
右
衛
門 

一
金
百
疋 

千
原
藤
一
郎

一
三
百
八
十
文 

諫
山
悌
季 

一
銭
廾
匁 

富
永
潤
一

（
三
八
丁
裏
）

一
銭
廾
匁 

富
永
宗
一 

一
銀
三
匁 

相
良
宗
之
助

一
銀
三
匁 

魚
屋
弥
八 

一
饅五厘
頭  

百 

行
徳
元
遂

一
銭
貮
十
匁 

田
邉
元
春 

一
白
砂
糖
一
曲 

南
陔
公

一
饅一分
頭  

五
十 

大
超
寺 

一
銭
貮
十
匁　

 

寺
内
玄
吾

一
金
二
朱 

辛
島
政
右
衛
門 

一
金
一
朱　

茶 

山
本
枩
弥

一
金
一
朱 

蓑
田
司
馬 

一
秋
月
海
苔
五 

戸
原
震
次

一
金
一
朱 

財
津
又
玄

（
三
九
丁
表
）

　
　
　
　
　

忌
中
見
舞

一
金
百
疋
ザ
ボ
ン
二

　
　
　

 

南
陔
公 

一
金
貮
百
疋　

茶
飯
煮
染 

廣
瀬
源
兵
衞

一
金
百
疋
茶
飯　
味
噌
汁 

廣
瀬
三
右
衛
門 

一
握
飯　

大
坂
井
重 

一　

葛　

椎
茸　
　
　

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

煮

□
□

染　

同
上 

吉
瀬
岸
右
衛
門

大
根
十
一
本

丸
干
七
十
五

京
菜
二
把

干
大
根

味
噌

京
菜



七
二

　
　

三
十
目 

 

卅
目 

卅
目　
　

　
　

十
六
匁 

 

十
五
匁 

廾
目　
　

　
　

八
匁 

 

十
匁　
　
　

一
百
拾
貫
八
百
五
十
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

諸
買
物
拂

　

此
譯

　
　

廾
七
貫
三
百
六
十
文　
　

米
二
石 

十
七
貫
五
百
八
十
文　
　
　

木
綿
類

（
四
一
丁
表
）

　
　

十
二
貫
四
百
八
十八
文　
　
　

野
菜
類

　
　

 

十
一
貫
八
百
五
十
二
文　
　

酒
類

　

　
　

十
一
貫
六
百
九
十
一
文　

棺
類

　

 

五
貫
四
百
八
十
一
文　
　
　

豆
腐
類

　
　

　
　

四
貫
百
廾
文　
　
　
　
　

蠟
類

　

 

四
貫
六
百
九
十
文　
　
　
　

饅
頭
類

　
　

　
　

一
貫
八
百
六
十
文　
　
　

蕎
麦
類

　
　

 

五
貫
三
百
廾
八
文　
　
　
　

雜

　
　

四
貫
九
百
四
十
文　
　
　

付
落

　

 

三
貫
五
百
廾
三
文　
　
　
　

薪

　
　
　

〆

四
口
〆

　
　

百
八
十
五
貫
六
十
文　

此
金
廾
七
両
ト
三
百
八
十
四
文

（
四
一
丁
裏
）【　

白
紙　

】

（
後
共
紙
内
表
紙
裏
）

（
後
表
紙
裏
）

公
益
財
団
法
人
廣
瀬
資
料
館　

園
田　
　

大　

咸
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー　

吉
田　

博
嗣　

小
右
衛
門

　

九
日

庄
手
三
人　

 

　

六
日

幸
平

　

三
日

村
蔵

　

五
日

松
助

　

三
日

サ
ワ

　

二
日

サ
ツ

　

二
日

新
平　

飛
脚　

　

二
日　

小
三
郎

　

二
日

ト
ヨ

　

五
日

キ
サ

　

四
日

亀
吉

　

三
日

タ
ツ

　

三
日

ハ
ツ

　

二
日

一
茶
飯　
煮
豆

蕎
麦
五
十
膳 

廣
瀬
松
兵
衞 

一
飯
一
斗
三
升
余
汁　漬
物 

合
原
丑
六

一
茶
飯　

油
揚
卅
丁 

高
田
屋
利
右
衛
門 

一
三
斗
豆　

餅
一
組

　

 

麻
生
春
畦

一
三
斗
豆
一
袋 

麻
生
豊
助 

一
干
柿 

東
光
寺

一
菓
子 

山
﨑
屋
卯
一 

一
金
二
朱 

五
岳

一
蕎
麦
三
十
膳 
俵
屋
隱
居 

一
饅
頭
一
組 

濱
田
屋
藤
助

（
三
九
丁
裏
）

一
菓
子
箱 

草
野
忠
右
衛
門 

一
菓
子
箱 

田
島
弾
助

一
菓
子
箱 

手
嶋
儀
七

（
四
〇
丁
表
）

　
　
　

諸
雑
費

一
金
三
両
三
歩
二
朱　

此
銭
廿
六
貫
五
百
五
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

醫
師
薬
禮

　
　
　

此
譯
金
千
疋　

蒲
池
雪
菴　
　

金
百
疋　

諫
山
東
作　
　

金
一
両　

相
良
善
次　
　
　

　
　

　

金
二
朱　

相
良
文
敬　
　

一
金
二
両
一
歩
二
朱
ト
銭
六
十
目　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

諸
寺
院
布
施

　
　

此
譯

　
　

金
一
両    

大
超
寺

　
　

 

　
　
　

金
一
歩 

院
伴
僧

　
　

 

金
二
朱 

院
代

　

 

二
朱 
龍
川
寺

　
　

　
　
　

白
無
垢
打
覆
添

　
　

二
朱 

永
陽
寺

　
　

 

二
朱 

岳
林
寺

　
　

 

二
朱 

願
正
寺

　
　

 

二
朱 

親
蓮
坊

　
　

 

二
朱 

照
蓮
寺

　
　

　
　

一
朱 

長
福
寺

代
僧

 

一
朱 

虚
無
僧

　
　

 

廾
目 

照
蓮
寺

前
寺

 

廾
目 

薬
師
庵

　
　
　

 

廾
目 

渡
里
庵

　
　
　

（
四
〇
丁
裏
）

一
壹
貫
五
百
九
十
六
匁　

此
銭
卅
貫
三
百
廾
四
文 

　

諸
雇
人
賃
銭

　

此
譯

　
　

六
百
廾
七
匁 

大
工
廾
一
人  　

　
　
　
　
　
　

 

百
八
十
目 

 

二
百
目 

　
　

百
三
十
目 

　

 

九
十
目 

六
十
目 　
　
　
　

  

　
　

四
十
目 

 

四
十
目 

七
十
目 

坎
掘
四
人

　

二
日

梅
七
日

　

料
理

此
銭
十
七
貫
三
百

　
　

八
十
五
文

（

）



七
三

咸
宜
園
門
下
生
略
伝
（
四
）

池
上　

秦
川
（
い
け
の
う
え
・
し
ん
せ
ん
）　

本
名　

池
上　

誼
三
（
い
け
の
う
え
・
ぎ
ぞ
う
）〔
旧
姓　

板
野
〕

諱
は
淳
、
字
は
真
卿
、
通
称
は
儀
策
・
義
三
・
儀
蔵
・
儀
造
・
一
郎
、
号
は
秦
川

生
没
年　

天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
八
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

～
明
治
四
四
年
（
一
九
一
一
）
八
月
二
一
日

出
生
地　

備
中
国
下
道
郡
秦
下
村
（
岡
山
県
総
社
市
）

◆
入
門
簿　

な
し

　

入
門
簿
は
不
詳
で
あ
る
が
廣
瀬
旭
荘
（
１
）の
日
記
に
関
連
記
事
あ
り

　

入
門
日　

嘉
永
三
年
一
一
月
二
七
日

　

出
身
地　

備
中
岡
田
人

　

紹
介
者　

安
田
七
郎
左
衛
門

◆
師
事
者　

廣
瀬
旭
荘
→
廣
瀬
淡
窓
→
廣
瀬
青
村
→
廣
瀬
林
外

◆
月
旦
評
（
一
九
等
級
制
）　

九
級
下

◆
職
任
制　

都
講

◆
大
帰
日
（
退
塾
）　

安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
二
月
二
三
日

◆
大
帰
後
の
職
業　

漢
学
者
（
浅
尾
藩
校
集
義
館
教
授
）・
官
僚

池上秦川肖像（画：土屋嶺雪
（２）

）

◇
池
上
秦
川
の
略
年
譜

　
　
　
　

以
下
、
廣
瀬
淡
窓
日
記
→
（
淡
）、
旭
荘
日
記
→
（
旭
）、
林
外
日
記
→
（
林
）
と
略
す

天
保　

四
年
（
一
八
三
三
）
八
月
備
中
国
下
道
郡
秦
下
村
福
谷
に
生
ま
れ
る

嘉
永　

三
年
（
一
八
五
〇
）
一
八
才
（
板
野
儀
策
）

一
一
月
二
七
日　
　

板
野
儀
策
と
し
て
大
坂
の
廣
瀬
旭
荘
の
塾
に
入
門
す
る
（
旭
）

嘉
永　

四
年
（
一
八
五
一
）
一
九
才
（
板
野
儀
作
→
儀
三
・
儀
蔵
）

　

八
月
一
二
日　
　

旭
荘
の
帰
郷
に
随
行
し
て
日
田
を
訪
問
（
淡
）

　

八
月
一
三
日　
　

淡
窓
の
咸
宜
園
で
学
び
始
め
る
。「
入
塾
（
３
）（
寮
）」
し
た
。（
淡
）

　

八
月
二
五
日　
　

月
旦
評
に
儀
三
の
名
で
「
入
席

（
４
）
」（
淡
）

一
一
月
二
五
日　
　

儀
蔵
の
名
で
「
二
権
四
級
上
」
に
昇
級
（
淡
）

嘉
永　

五
年
（
一
八
五
二
）
二
〇
才
（
儀
蔵
）

　

一
月
二
五
日　
　

月
旦
評
で
「
二
権
五
級
下
」
に
昇
級
（
淡
）

閏
二
月
二
五
日　
　

月
旦
評
で
「
三
権
五
級
上
」
に
昇
級
（
淡
）

一
〇
月
二
五
日　
　

月
旦
評
で
「
二
権
六
級
下
」
に
昇
級
（
淡
）

一
一
月
二
六
日　
　

淡
窓
の
指
示
で
弥
仲
・
三
折
ら
と
入
門
簿
の
検
査
を
し
た
。（
林
）

嘉
永　

六
年
（
一
八
五
三
）
二
一
才
（
儀
蔵
）

　

一
月
二
五
日　
　

月
旦
評
で
「
二
権
六
級
上
」
に
昇
級
（
淡
）

　

四
月
二
五
日　
　

月
旦
評
で
「
三
権
七
級
下
」
に
昇
級
（
淡
）

　

五
月
二
六
日　
　

林
外
と
儀
蔵
は
東
家
（
秋
風
庵
）
の
蔵
書
を
点
検
し
た
。（
林
）

　

七
月
一
四
日　
　

林
外
と
儀
蔵
、（
赤
松
）
連
城
が
西
家
で
囲
碁
を
し
た
。（
林
）

　

七
月
二
五
日　
　

月
旦
評
で
「
三
権
七
級
上
」
に
昇
級
（
淡
）

　

九
月
二
五
日　
　

月
旦
評
で
「
四
権
八
級
下
」
に
昇
級
（
淡
）

十
一
月
二
五
日　
　

月
旦
評
上
で
職
任
（
５
）の
「
斎
長
」
と
な
る
（
淡
）

安
政
元
年
（
一
八
五
四
）
二
二
才
（
儀
蔵
）

　

二
月　

晦
日　
　

淡
窓
・
範
治
・
孝
之
助
・
儀
蔵
と
黑
男
祠
ま
で
散
歩
し
た
。（
淡
）

　

三
月　

一
日　
　

儀
蔵
を
「
常
侍
史
」
に
任
命
し
た
。（
林
）

　

五
月
一
三
日　
　

儀
蔵
が
東
塾
の
「
舎
長
」
に
な
る
。（
林
）

　

六
月
二
五
日　
　

林
外
と
（
米
谷
）
辰
次
郎
、
儀
蔵
が
月
旦
評
を
作
っ
た
。（
林
）

閏
七
月
二
五
日　
　

月
旦
評
で
「
四
権
八
級
上
」
に
昇
級
（
淡
）

九
月
二
一
日　
　

淡
窓
・
青
邨
・
林
外
と
一
緒
に「
龍
馬
の
森（
若
八
幡
宮
）」に
行
っ
た
。（
林
）

安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
二
三
才
（
真
卿
と
改
名
（
６
））

　

一
月
二
四
日　
　

林
外
と
真
卿
が
職
任
（
塾
内
で
の
役
職
）
を
作
っ
た
。（
林
）

　

三
月　

二
日　
　

真
卿
・
玄
節
・
連
城
去
る
。
林
外
が
濠
梁
ま
で
見
送
る
。（
林
）

　

五
月
一
六
日　
　

真
卿
が
備
中
か
ら
戻
っ
た
。（
林
）　

儀
三
が
来
た
。（
淡
）

　

五
月
一
七
日　
　

真
卿
が
入
塾
（
７
）し
、
再
び
東
塾
長
と
な
る
。（
林
）

　

八
月
二
五
日　
　
「
舎
長
」
に
任
じ
ら
れ
る
。（
淡
）

九
月　

七
日　
　
『
淡
窓
小
品
』
を
会
読
し
た
。
真
卿
に
は
講
堂
で
五
級
生
の
会
頭
を
、
林

外
は
心
遠
処
（
８
）で
六
級
生
以
上
の
会
頭
を
し
た
。（
林
）
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一
二
月
三
日　
　

咸
宜
園
の
中
で
塾
生
の
厚
造
が
酔
っ
て
抜
刀
し
た
と
の
報
告
を
受
け
、

林
外
が
真
卿
に
命
じ
て
止
め
に
行
か
せ
た
。（
林
）

安
政　

三
年
（
一
八
五
六
）
二
四
才
（
真
卿
）

一
月
二
七
日　
　

巳
牌
、
如
清
・
真
卿
・
孟
玉
・
桂
造
・（
上
野
）
彦
馬
・
敬
一
と
亀
山

に
遊
び
に
行
く
。（
林
） 

　

二
月
一
一
日　
　

真
卿
に
塾
政
（
都
講
）
を
託
し
た
。（
林
）

安
政　

四
年
（
一
八
五
七
）
二
五
才
（
真
卿
と
儀
蔵
の
名
が
混
在
）

　

七
月　

二
日　
　

林
外
と
青
邨
は
儀
蔵
を
九
級
下
に
昇
級
さ
せ
る
こ
と
を
決
め
た
。

　

八
月
一
五
日　
　

儀
蔵
の
代
理
で
蘭
畦
が
都
講
を
務
め
る
。（
林
）

　

八
月
二
五
日　
　

真
卿
が
塾
を
去
り
長
崎
へ
行
く
。（
林
）

一
一
月
一
六
日　
　

真
卿
が
長
崎
か
ら
塾
に
帰
る
。（
林
）

安
政　

五
年
（
一
八
五
八
）
二
六
才
（
真
卿
）

　

二
月　

二
日　
　

塾
生
が
真
卿
の
た
め
に
亀
陰
で
餞
別
会
を
開
く
。（
林
）

　

二
月
二
三
日　
　

真
卿
が
大
帰
（
退
塾
）
す
る
。
濠
梁
ま
で
送
る
。（
林
）

　

月
日
不
明　
　
　

池
上
梅
野
と
結
婚
し
、
池
上
と
改
姓
す
る
。

文
久　

二
年
（
一
八
六
二
）
三
〇
才　

倉
敷
の
森
田
節
斎
に
師
事

明
治　

元
年
（
一
八
六
八
）
三
六
才　

浅
尾
藩
郡
奉
行
に
就
任

明
治　

二
年
（
一
八
六
九
）
三
七
才　

浅
尾
藩
集
義
館
の
文
学
教
授
と
な
る
。

明
治　

八
年
（
一
八
七
五
）
二
月　

四
三
才
で
大
蔵
省
に
出
仕

明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
）
長
三
洲
が
主
宰
す
る
「
玉
川
吟
社
」（
東
京
）
に
入
る
。

明
治
一
九
年
（
一
八
八
六
）
三
月　

五
四
才
で
大
蔵
省
を
辞
め
て
帰
郷

明
治
四
四
年
（
一
九
一
一
）
八
月
二
一
日　

逝
去
（
享
年
七
九
才
）

大
正
一
五
年
（
一
九
二
六
）
養
嗣
子
の
池
上
勢
平
が
『
秦
川
詩
鈔
』
を
刊
行

◆
池
上
秦
川
の
事
績

　

秦
川
は
天
保
四
（
一
八
三
三
）
年
、
備
中
国
下
道
郡
秦
下
村
福
谷
（
現
総
社
市
）
に
板
野
知
義
の

三
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。幼
少
期
は
岡
田
藩
の
儒
者
佐
野
元
綱
に
句
読
を
学
び
、嘉
永
三（
一
八
五
〇
）

年
、
一
八
才
の
時
に
大
坂
へ
遊
学
し
て
廣
瀬
旭
荘
の
塾
に
入
門
し
た
。
当
時
の
旭
荘
の
日
記
に
は
板

野
義
策
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
翌
年
、
旭
荘
が
日
田
に
帰
郷
す
る
際
、
儀
策
（
秦
川
）
も
同
行
し
た

こ
と
が
旭
荘
日
記
や
淡
窓
の
日
記
に
見
え
る
。
淡
窓
の
咸
宜
園
で
は
嘉
永
四
年
八
月
か
ら
安
政
五

（
一
八
五
八
）
年
二
月
ま
で
の
約
六
年
半
在
塾
し
た
。
在
塾
中
は
淡
窓
や
林
外
な
ど
廣
瀬
家
と
深
く

交
流
を
図
っ
た
様
子
が
先
の
日
記
類
で
知
ら
れ
る
ほ
か
、
塾
生
同
士
で
市
内
の
景
勝
地
に
出
か
け
る

な
ど
塾
内
で
の
交
友
関
係
も
広
か
っ
た
。
そ
の
中
に
は
近
代
写
真
術
の
祖
と
さ
れ
る
上
野
彦
馬
（
長

崎
出
身
）
や
真
宗
僧
侶
と
し
て
著
名
な
赤
松
連
城
（
石
川
金
沢
出
身
）
な
ど
が
い
た
。

　

咸
宜
園
で
の
秦
川
は
塾
の
運
営
に
大
き
く
貢
献
し
た
こ
と
が
先
の
日
記
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
成

績
も
頗
る
優
秀
で
月
旦
評
（
咸
宜
園
の
成
績
表
・
最
上
級
は
九
級
上
）
で
は
九
級
下
ま
で
進
み
、
都

講
（
塾
の
最
高
責
任
者
）
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
。

　

安
政
三
年
一
一
月
に
淡
窓
が
逝
去
し
た
折
は
「
都
講
板
野
儀
造
」
の
名
前
で
全
国
各
地
の
咸
宜
園

出
身
者
約
一
四
〇
名
に
訃
報
を
知
ら
せ
て
い
る
（
９
）。
ま
た
咸
宜
園
の
大
帰
（
退
塾
）
に
つ
い
て
は
、
林

外
日
記
の
安
政
五
年
二
月
二
三
日
の
条
に
記
録
が
あ
る
。

　

大
帰
し
た
秦
川
は
、
帰
郷
後
に
地
元
の
谷
田
部
村
（
総
社
市
惣
社
）
の
豪
商
井
出
屋
の
池
上
安
右

衛
門
の
長
女
梅
野
と
結
婚
し
、
姓
も
板
野
か
ら
池
上
へ
と
変
わ
っ
た
。
現
在
の
秦
川
旧
宅
が
在
る
浅

尾
に
分
家
し
て
「
西
池
上
」
の
初
代
と
な
っ
て
い
る
。　

　

幕
末
維
新
期
に
は
浅
尾
藩
で
権
大
属
や
藩
校
集
義
館
の
文
学
教
授
と
し
て
従
事
し
、
明
治
八
年
に

大
蔵
省
に
出
仕
し
て
か
ら
は
『
大
日
本
租
税
誌
』（
明
治
一
五
年
）
の
編
纂
に
関
わ
り
、
編
輯
員
と

し
て
「
大
蔵
四
等
属 

池
上
誼
三
」
の
名
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
は
、
三
等
主
税
属
、
大
蔵

三
等
属
へ
と
進
ん
だ
。

　

秦
川
は
漢
詩
人
と
し
て
の
才
能
も
高
く
、『
宜
園
百
家
詩
）
（1
（

』
の
中
に
も
漢
詩
二
首
が
「
板
野
淳
」

の
名
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
上
京
し
て
大
蔵
省
に
出
仕
し
て
い
る
間
も
岡
山
県
出
身
の
三
島
中

洲
や
川
田
甕
江
ら
と
交
流
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

咸
宜
園
出
身
者
が
主
宰
し
た
漢
詩
結
社
「
玉
川
吟
社
」
に
も
明
治
一
二
年
か
ら
参
加
し
て
い
る
が
、

吟
社
で
の
作
品
は
『
玉
川
吟
社
小
稿
』
第
一
集
（
明
治
一
三
年
刊
）
や
『
玉
川
吟
社
小
稿
』
第
二
集
（
明

治
一
八
年
刊
）
に
収
載
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
ま
た
秦
川
が
社
友
ら
と
撮
影
し
た
集
合
写
真
が
石
川
県
の
本

誓
寺
に
残
さ
れ
て
い
た）

（1
（

。
明
治
一
九
年
に
大
蔵
省
を
退
職
し
帰
郷
し
た
後
は
、
神
野
種
子
と
再
婚
し

て
余
生
を
過
ご
し
、
明
治
四
四
年
八
月
二
一
日
に
享
年
七
九
才
で
逝
去
し
た
。
戒
名
は
「
顕
徳
院
秦

川
純
光
居
士
」、
墓
碑
の
背
面
に
は
「
秦
川
池
上
翁
墓
銘
」
が
あ
り
、
撰
文
は
三
嶋
毅
（
中
洲
）、
書

は
東
福
寺
派
管
長
の
井
山
九
峰）

（1
（

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
没
後
一
五
年
が
経
っ
た
大
正
一
五
年
に
は
秦

川
の
養
嗣
子
で
池
上
勢
平
（
元
総
社
町
長
）
に
よ
り
秦
川
の
漢
詩
を
集
め
た
『
秦
川
詩
鈔
』
が
刊
行

さ
れ
た
。

◆
咸
宜
園
と
池
上
秦
川

　

廣
瀬
旭
荘
（
咸
宜
園
第
二
代
塾
主
）
の
日
記
『
日
間
瑣
事
備
忘
』
の
嘉
永
三
年
一
一
月
二
六
日
の

条
に
「
備
中
岡
田
人　

板
野
義
策
携
安
田
七
郎
左
衛
門
柬　

来
請
受
教
不
値
」
と
あ
り
、
ま
た
翌
日

の
二
七
日
の
条
に
は
「
板
野
義
策
来
見
入
塾
」
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
旭
荘
塾
で
の

学
習
内
容
や
月
旦
評
の
進
級
過
程
な
ど
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。

　

秦
川
の
咸
宜
園
で
の
生
活
ぶ
り
は
、
淡
窓
日
記
の
ほ
か
、
廣
瀬
青
村
（
咸
宜
園
三
代
塾
主
）
や
林

外
（
四
代
塾
主
）
の
日
記
に
詳
し
い
。
特
に
林
外
と
は
年
齢
も
近
く
、
林
外
が
都
講
を
務
め
て
い
た

頃
は
月
旦
評
や
職
任
に
係
る
作
業
の
面
で
塾
の
運
営
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
。　
　

　

咸
宜
園
史
料
に
お
け
る
秦
川
の
初
見
は
、
淡
窓
の
日
記
『
再
修
録
』
の
嘉
永
四
年
八
月
一
三
日
の

条
に
「
謙
吉
門
生
板
野
義
作
入
塾
（
寮
に
入
る
の
意
）」
と
あ
る
。
前
日
の
記
事
に
は
名
前
は
無
い

が
帰
郷
し
た
旭
荘
に
同
行
し
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　

淡
窓
の
咸
宜
園
で
学
び
始
め
て
か
ら
三
ヶ
月
が
経
過
し
た
嘉
永
四
年
一
一
月
の
月
旦
評
）
で
は
二

権
四
級
上
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
本
来
は
咸
宜
園
に
入
門
す
る
と
月
旦
評
（
席
序
）
に
「
入
席
」
と

な
り
、
ま
ず
は
無
級
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
次
に
、
毎
月
行
わ
れ
る
試
験
結
果
を
受
け
て
一
級
、
二

級
へ
と
昇
級
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
秦
川
の
例
は
入
席
後
に
無
級
と
し
た
形
跡
が
な
く
、
最
初
の

月
旦
評
で
四
級
上
と
さ
れ
た）

（1
（

。
大
坂
の
旭
荘
塾
は
咸
宜
園
の
教
育
内
容
や
制
度
に
準
じ
た
分
校
的
存
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在
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
当
然
な
が
ら
月
旦
評
の
制
度
も
採
用
し
て
い
た
。
咸
宜
園
に
お
け
る
秦
川

の
取
扱
い
を
見
る
限
り
旭
荘
塾
で
の
等
級
を
保
持
し
た
ま
ま
で
日
田
咸
宜
園
に
編
入
し
た
と
見
な
す

こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
日
田
咸
宜
園
で
の
入
門
手
続
き
（
入
門
簿
の
作
成
）
も
省
略
し
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
咸
宜
園
で
の
昇
級
の
推
移
と
職
任
に
関
し
て
、
嘉
永
四
年
一
一
月
に
四
級
上
と
な
っ
た
二
年

後
の
同
六
年
九
月
に
は
八
級
下
と
な
り
、斎
長
の
役
を
任
じ
ら
れ
、安
政
元
年
三
月
に
は
常
侍
史
（
淡

窓
の
秘
書
係
）
を
務
め
た
。
翌
二
年
八
月
に
は
舎
長
（
寮
長
）
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
が
淡
窓
や
林
外

の
日
記
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
同
三
年
二
月
一
一
日
の
林
外
日
記
に
は
都
講
に
就
任
し
た
と

思
わ
れ
る
箇
所
が
あ
り
、
同
四
年
七
月
二
日
の
条
で
は
林
外
と
青
邨
が
相
議
し
て
儀
蔵
（
秦
川
）
を

九
級
下
に
す
る
こ
と
を
決
め
た
と
す
る
大
変
興
味
深
い
記
事
も
あ
る
。
実
力
主
義
を
貫
く
咸
宜
園
に

お
い
て
今
回
の
昇
級
は
塾
の
経
営
に
功
績
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
そ
の
理
由
を
説
明
し
、
こ
れ
ま
で
に

定
め
ら
れ
た
小
点
（
昇
級
に
必
要
な
点
数
）
に
達
し
な
い
で
昇
級
す
る
の
は
初
め
て
で
あ
る
と
記
し

て
い
る
。

　

現
在
、
咸
宜
園
史
料
に
お
け
る
秦
川
の
記
事
は
確
認
さ
れ
る
だ
け
で
も
三
〇
〇
箇
所
に
及
ん
で
い

る
が
、
咸
宜
園
や
廣
瀬
家
と
の
関
わ
り
の
深
さ
を
示
す
何
よ
り
の
証
拠
で
あ
る
。

【
付
記
】
本
稿
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
池
上
眞
平
氏
、
川
邉
雄
大
氏
、
松
任
本
誓
寺
、
加
古
川
市

立
松
風
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
皆
さ
ま
に
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
ま

す
。

【
註
】

（
１
）
廣
瀬
旭
荘
は
淡
窓
の
弟
で
咸
宜
園
第
二
代
塾
主
。
堺
や
大
坂
、
江
戸
な
ど
で
塾
を
主
宰
し
た
。

長
男
に
は
後
に
淡
窓
の
養
嗣
子
と
な
っ
た
林
外
（
孝
之
助
）
が
い
る
。

（
２
）
土
屋
嶺
雪
（
一
八
八
一
～
一
九
六
五
）
は
埼
玉
県
川
越
出
身
の
画
家
で
、本
名
は
時
造
で
あ
る
。

後
に
東
京
に
転
居
し
、
大
正
時
代
初
期
に
は
兵
庫
県
明
石
市
に
住
ん
で
い
た
。
画
は
橋
本
関

雪
に
師
事
し
た
と
さ
れ
る
が
不
詳
で
あ
る
。
画
号
と
し
て
「
錦
江
城
南
荘
」
が
伝
わ
る
。（『
播

磨
ゆ
か
り
の
日
本
画
家
三
人
展
』
よ
り
）

（
３
）
淡
窓
日
記
に
は
塾
生
に
関
し
て
入
門
、
入
席
、
入
塾
、
大
帰
、
除
名
と
い
う
一
連
の
動
き
が

記
述
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
主
な
門
人
以
外
の
詳
細
な
記
事
は
少
な
い
。

（
４
）（
３
）
を
参
照

（
５
）
職
任
（
制
）
は
規
約
の
一
部
で
あ
り
、
ま
た
月
旦
評
と
連
動
し
た
咸
宜
園
内
で
の
役
職
の
こ

と
で
あ
る
。
咸
宜
園
は
塾
生
に
よ
る
自
治
運
営
を
行
う
た
め
、
様
々
な
役
割
を
塾
生
に
与
え

る
と
と
も
に
社
会
に
有
用
な
人
材
の
育
成
に
通
じ
る
実
践
的
手
法
の
一
つ
と
も
考
え
ら
れ
て

い
る
。
塾
内
の
最
高
責
任
者
を
「
都
講
」
と
呼
び
、
寄
宿
舎
の
長
で
あ
る
「
舎
長
」
や
会
計

係
の
「
主
簿
」
な
ど
二
〇
余
り
の
役
職
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
こ
こ
で
の
「
斎
長
」
は
明
確

な
役
割
が
未
だ
不
明
で
あ
る
。

（
６
）
安
政
二
年
以
降
、
林
外
日
記
に
見
え
る
名
前
が
「
儀
蔵
か
ら
真
卿
」
に
変
化
し
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
淡
窓
日
記
で
は
そ
の
変
化
は
見
当
た
ら
な
い
。
以
前
の
ま
ま
「
儀
蔵
」
が
使
用
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
塾
生
の
間
で
通
用
す
る
名
前
を
変
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
と
同

時
に
、
光
太
郎
が
世
章
（
長
三
洲
）
に
、
辰
次
郎
が
季
和
（
米
谷
春
里
）
に
変
え
る
な
ど
幾

人
か
の
塾
生
に
つ
い
て
変
名
し
た
事
実
が
林
外
日
記
に
見
え
る
。

（
７
）
咸
宜
園
に
お
け
る
入
塾
と
は
「
塾
（
寮
）
に
入
る
」
こ
と
で
、「
東
塾
」
は
咸
宜
園
の
東
家
側

に
あ
っ
た
寄
宿
舎
の
名
称
で
あ
り
、
秦
川
は
そ
の
寮
長
で
あ
っ
た
。

（
８
）
心
遠
処
は
淡
窓
の
居
宅
「
招
隠
洞
」
の
一
室
で
あ
る
。
林
外
日
記
の
記
事
で
は
淡
窓
は
こ
の

会
読
の
学
習
を
見
て
い
た
と
続
い
て
い
る
。

（
９
）
淡
窓
の
葬
儀
一
式
に
係
る
史
料
「
凶
禮
記
」
全
三
巻
が
廣
瀬
家
に
残
っ
て
い
る
。

（
10
）『
宜
園
百
家
詩
』
は
全
三
巻
で
咸
宜
園
出
身
者
や
そ
の
関
係
者
の
漢
詩
で
編
ま
れ
た
詩
集
で
あ

る
が
、
秦
川
の
作
品
は
第
二
編
の
巻
五
に
漢
詩
二
首
が
収
載
さ
れ
、
そ
の
人
物
に
つ
い
て
は

「
板
野
淳
。
字
真
鄕
。
號
秦
川
。
稱
誼
三
。
備
中
福
渓
人
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
11
）「
玉
川
吟
社
」
は
明
治
四
年
に
咸
宜
園
出
身
の
長
梅
外
や
秋
月
橘
門
ら
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た

詩
社
の
名
称
で
、
東
京
神
田
神
保
町
の
書
道
用
品
を
扱
う
玉
月
堂
の
貸
席
で
活
動
し
て
い
た
。

な
お
吟
社
と
咸
宜
園
出
身
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
川
邉
雄
大
・
町
泉
寿
郎
の
「
松
本
白
華
と

玉
川
吟
社
の
人
々
」
に
詳
し
い
記
事
が
あ
る
。

（
12
）
石
川
県
白
山
市
の
本
誓
寺
所
蔵
の
写
真
に
「
池
上
一
郎
」
の
名
前
が
あ
る
。
こ
の
写
真
は
漢

詩
結
社
「
玉
川
吟
社
」
の
同
人
た
ち
と
写
っ
た
写
真
で
、
旭
荘
門
下
の
松
本
白
華
（
本
誓
寺

住
職
）
が
所
蔵
し
て
い
た
も
の
。

（
13
）
井
山
九
峰
と
は
京
都
東
福
寺
派
第
七
代
管
長
の
九
峰
一
精
（
一
八
三
三
‐
一
九
一
六
）
と
考

え
ら
れ
る
。

（
14
）
月
旦
評
で
は
飛
び
級
が
あ
り
、「
超
遷
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
秦
川
の
例
は
こ
れ
に
当
た
ら
な
い
。

【
参
考
文
献
】

林
外
自
筆
「
林
外
日
記
」（
自
嘉
永
二
年
正
月
至
明
治
四
年
一
一
月
、
公
益
財
団
法
人
廣
瀬
資
料

館
蔵
）

『
宜
園
百
家
詩
二
編
』
巻
五
（
一
八
五
四
）

日
田
郡
教
育
会
編
「
淡
窓
日
記
」『
増
補
淡
窓
全
集
』
下
巻
（
思
文
閣
、
一
九
七
一
）

中
村
幸
彦
・
岡
村
繁
ほ
か
編 

「
日
間
瑣
事
備
忘
」『
廣
瀬
旭
荘
全
集
』
日
記
編
一
～
九
（
思
文
閣
、

一
九
八
二
～
一
九
九
四
）

大
月
雄
三
郎
『
総
社
市
人
物
風
土
記
』（
一
九
八
三
）

大
月
雄
三
郎
『
総
社
市
人
物
風
土
記 

其
の
二
』（
一
九
八
三
）

総
社
市
史
編
さ
ん
委
員
会
『
総
社
市
史 

通
史
編
』（
総
社
市
、
一
九
九
八
）

山
本
佐
貫
「
咸
宜
園
門
人
た
ち
の
詩
社
「
玉
川
吟
社
」
に
関
す
る
考
察
」『
大
分
県
地
方
史
』（
大

分
県
地
方
史
研
究
会
、
二
〇
〇
〇
）

川
邉
雄
大
・
町 
泉
寿
郎
〔
研
究
ノ
ー
ト
〕「
松
本
白
華
と
玉
川
吟
社
の
人
々
」『
日
本
漢
文
学
研
究
』

第
２
号
（
二
松
学
舎
大
学
、
二
〇
〇
七
）

『
播
磨
ゆ
か
り
の
日
本
画
家
三
人
展
』（
加
古
川
市
立
松
風
ギ
ャ
ラ
リ
ー
、
二
〇
一
六
）



七
六

池上秦川墓碑

池上秦川肖像（画：土屋嶺雪　賛：水谷弓夫）

玉川吟社集合写真（部分）〔池上一郎→泰川〕　　　本誓寺所蔵

池上秦川肖像（部分）賛：水谷弓夫

池上泰川旧宅（岡山県総社市）



七
七

咸
宜
園
門
下
生
略
伝
（
四
）

菊
池　

祐
義
（
き
く
ち
・
ゆ
う
ぎ
）

本
名　

祐
音
（
ゆ
う
お
ん
）

諱
は
祐
義
、
号
は
萍
華
、
法
名
は
広
徳

生
没
年　

文
化
一
二
（
一
八
一
五
）
年
一
一
月
二
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

～
明
治
一
五
（
一
八
八
二
）
年
一
月
一
四
日

出
生
地　

陸
奥
国
津
軽
郡
黒
石 
感
随
寺
（
現
青
森
県
黒
石
市
）

◆
入
門
簿　

あ
り

◆
入
門
簿
情
報　

　

入
門
年
月
日　

天
保
一
四
（
一
八
四
三
）
年
一
二
月
六
日

　

入
門
名　

釈　

祐
音

　

年
齢　

二
五
才
（
実
年
齢
は
二
九
才
ヵ
）

　

身
分
・
職
業　

僧
侶

　

住
所　

奥
州
津
軽
郡
黒
石

　

紹
介
者　

釈　

泰
音
（
１
）

◆
師
事
者　

廣
瀬
淡
窓

◆
月
旦
評
（
一
九
等
級
制
）　

六
級
上

◆
職
任
制　

不
詳

◆
大
帰
日(

退
塾)　

天
保
一
六
年
四
月
頃
（
天
保
一
六
年
五
月
一
日
付
け
除
名
）

◆
大
帰
後
の
職
業　

慶
応
寺
住
職
・
私
塾
「
時
習
学
舎
」
主
宰
・
教
育
家

菊池祐義肖像

咸宜園入門簿

◇
菊
池
祐
義
の
略
年
譜

以
下
、
廣
瀬
淡
窓
日
記
→
（
淡
）
と
略
す

文
化
一
二
年
（
一
八
一
五
）
陸
奥
国
津
軽
郡
黒
石
の
感
随
寺
（
浄
土
真
宗
）
に
生
ま
れ
る
。

天
保　

三
年
（
一
八
三
二
）
一
八
才　

京
都
の
高
倉
学
寮
に
学
ぶ
。

天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
）
二
九
才

一
二
月　

六
日　

奥
州
の
僧 

祐
音
が
入
門
。
長
福
寺
に
居
住
す
る
（
２
）。（
淡
）

一
二
月
二
二
日　

月
旦
評
に
祐
音
が
「
入
席
（
３
）」
し
、「
権
一
級
下
」
と
な
る
。（
淡
）

一
二
月
二
九
日　

外
塾
（
塾
外
の
寮
舎
）
の
鍛
冶
屋
で
年
を
越
す
。（
淡
）

天
保
一
五
年
・
弘
化
元
年
（
一
八
四
四
）
三
〇
才

　

一
月
一
四
日　

祐
音
が
外
塾
か
ら
塾
内
の
寮
舎
に
入
る
。（
淡
）

　

一
月
二
五
日　

月
旦
評
で
「
権
々
々
々
二
級
上
」
に
昇
級
（
淡
）

　

一
月
二
九
日　

寮
舎
を
出
て
外
泊
す
る
。（
淡
）

　

二
月　

六
日　

祐
音
が
寮
舎
に
も
ど
る
。（
淡
）

　

二
月
二
五
日　

月
旦
評
で
「
権
々
三
級
上
」
に
昇
級
（
淡
）

　

三
月
二
五
日　

月
旦
評
で
「
権
四
級
下
」
に
昇
級
（
淡
）

　

四
月
二
三
日　

祐
音
が
筑
後
に
行
く
。（
淡
）

　

四
月
二
八
日　

祐
音
が
筑
後
か
ら
戻
っ
て
き
た
。（
淡
）

　

五
月
二
六
日　

月
旦
評
で
「
二
権
五
級
下
」
に
超
遷(

飛
び
級)

で
昇
級
（
淡
）

　

七
月
二
五
日　

月
旦
評
で
「
三
権
五
級
上
」
に
昇
級
（
淡
）

一
〇
月
一
三
日　

月
旦
評
で
「
三
権
六
級
下
」
に
昇
級
（
淡
）

一
一
月
二
二
日　

祐
音
と
泰
音
が
寮
舎
を
出
た
。（
淡
）

一
一
月
二
五
日　

月
旦
評
で
「
四
権
六
級
上
」
に
昇
級
（
淡
）

一
二
月
三
一
日　

諸
生
（
祐
音
を
含
む
）
三
〇
人
が
寮
舎
で
年
を
越
す
。（
淡
）

天
保
一
六
年
・
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
三
一
才

　

一
月　

八
日　

淡
窓
が
祐
音
の
願
い
で
夜
に
杜
詩
を
講
じ
た
。（
淡
）

　

一
月
二
三
日　

良
蔵
・
祐
音
・
亨
・
宗
順
が
寮
舎
を
出
る
。（
淡
）

　

三
月　

三
日　

良
蔵
と
雄
音
（
祐
音
の
誤
記
ヵ
）
が
西
遊
よ
り
戻
る
。（
淡
）

　

五
月　

一
日　

祐
音
と
泰
音
が
除
名
と
な
る
（
４
）。（
淡
）

弘
化　

三
年
（
一
八
四
六
）
三
二
才　

慶
応
寺
境
内
に
僧
侶
養
成
の
真
宗
共
立
教
校
を
開
設　

嘉
永　

元
年
（
一
八
四
八
）
三
四
才　

境
内
に
私
塾
「
時
習
学
舎
」
を
創
設

明
治　

六
年
（
一
八
七
三
）
五
九
才

七
月
二
三
日　
「
時
習
学
舎
」
を
仮
校
舎
と
し
て
「
木
作
（
木
造
）
小
学
校
（
５
）」
を
開
設
。

祐
義
は
首
座
教
員
と
な
る
。



七
八

明
治
一
五
年
（
一
八
八
二
）
祐
義
逝
去
（
享
年
六
八
才
）

明
治
一
九
年
（
一
八
八
六
）
祐
義
の
顕
彰
碑
「
萍
華
上
人
碑
（
６
）」
が
松
原
公
園
に
建
立
（
現
在
は
慶
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寺
境
内
に
あ
る
）

◇
菊
池
祐
義
の
事
績
と
咸
宜
園
と
の
関
係

　

文
化
一
二
（
一
八
一
五
）
年
一
一
月
、
祐
義
は
陸
奥
国
津
軽
郡
黒
石
の
感
随
寺
、
穴
水
智
休
和
尚

の
第
八
子
と
し
て
誕
生
し
た
。
幼
少
か
ら
勉
学
を
好
み
、
一
八
才
で
京
都
の
高
倉
学
寮
（
現
大
谷
大

学
）
に
学
ん
だ
と
さ
れ
る
。

　

天
保
一
四
（
一
八
四
三
）
年
一
二
月
六
日
祐
義
二
五
才
の
と
き
に
廣
瀬
淡
窓
の
咸
宜
園
に
入
門
し

た
。
淡
窓
は
『
懐
旧
楼
筆
記
（
７
）』
で
「
泰
音
・
祐
音
皆
一
向
宗
ノ
僧
ナ
リ
。
津
軽
ヨ
リ
五
六
百
里
ヲ
ヘ

テ
来
ル
コ
ト
。
諸
生
中
ノ
尤
遠
来
ナ
ル
者
ナ
リ
。」
と
詳
述
し
て
い
る
。

　

咸
宜
園
に
入
門
す
る
に
は
紹
介
者
が
必
要
で
、
入
門
簿
に
は
紹
介
者
の
名
前
が
載
っ
て
い
る
。
祐

義
の
紹
介
者
は
同
郷
の
津
軽
（
現
鶴
田
町
）
の
人
で
「
釈
泰
音
」
と
云
っ
た
。
泰
音
は
祐
義
に
先
ん

じ
て
入
門
し
た
在
塾
生
で
あ
り
、
在
塾
中
に
祐
音
を
紹
介
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

祐
義
の
入
門
時
の
年
齢
に
つ
い
て
は
少
し
疑
義
が
生
じ
て
い
る
。
入
門
簿
に
は
二
五
才
と
書
か
れ

て
い
る
が
、
現
在
慶
応
寺
に
建
つ
「
萍
華
上
人
碑
」
の
銘
に
は
明
治
一
五
（
一
八
八
二
）
年
に
「
享

年
六
十
有
八
」
で
病
没
し
た
と
あ
り
、
こ
の
数
字
を
も
と
に
計
算
す
る
と
入
門
時
の
年
齢
は
二
九
才

と
な
る
。
如
何
な
る
理
由
が
あ
っ
た
か
は
分
か
ら
な
い
が
入
門
時
の
年
齢
が
実
年
齢
と
異
な
っ
て
い

た
事
実
が
あ
る
。

　

二
九
才
で
の
入
門
は
他
の
塾
生
と
比
べ
て
決
し
て
若
い
と
は
言
え
な
い
が
、
高
倉
学
寮
で
研
鑽
を

積
ん
だ
経
験
を
生
か
し
、
月
旦
評
で
は
超
遷
（
飛
び
級
）
を
得
る
な
ど
昇
級
の
速
さ
に
は
目
を
見
張

る
も
の
が
あ
っ
た
。
大
帰
す
る
前
の
月
旦
評
で
は
六
級
上
ま
で
進
ん
だ
記
事
が
見
え
る
。
上
等
生
と

し
て
の
優
秀
な
成
績
を
修
め
て
い
る
。

　

咸
宜
園
で
の
学
問
は
一
年
三
ヶ
月
余
り
と
短
期
間
で
あ
っ
た
が
、
淡
窓
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
祐
音

と
泰
音
は
同
時
に
除
名
と
な
っ
て
お
り
、
退
塾
し
た
時
期
も
両
者
は
同
じ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

な
お
同
期
の
入
門
者
に
は
廣
瀬
林
外
（
四
代
塾
主
）
や
大
村
益
次
郎
（
兵
学
者
）
な
ど
が
い
た
。

退
塾
後
は
、
京
都
で
再
び
学
問
を
修
め
て
三
二
才
で
帰
郷
し
、
慶
応
寺
の
九
代
目
住
職
に
就
い
た
。

に
は
境
内
で
真
宗
共
立
教
校
を
開
設
し
て
僧
侶
養
成
に
尽
力
し
、
続
け
て
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）

に
は
敷
地
内
に
私
塾
「
時
習
学
舎
」
を
創
設
し
て
一
般
民
衆
の
子
弟
教
育
を
始
め
て
い
る
。

　

そ
の
後
、学
制
発
布
を
受
け
て
明
治
六
年
に
「
時
習
学
舎
」
は
「
木
造
小
学
校
」
に
移
り
変
わ
り
、

菊
池
祐
義
は
首
座
教
員
（
後
の
校
長
）
と
し
て
明
治
一
五
年
ま
で
務
め
た
。
江
戸
か
ら
明
治
へ
と
時

代
が
変
遷
す
る
中
で
地
域
の
教
育
の
発
展
に
大
き
く
貢
献
し
た
教
育
者
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
祐
義
は
文
人
と
し
て
も
優
れ
て
お
り
、
漢
詩
や
和
歌
、
俳
諧
に
も
長
じ
て
い
た
と
さ
れ
る
。

歌
会
な
ど
地
方
文
化
の
発
展
に
寄
与
し
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
。

◆
菊
池
祐
義
の
教
育
と
木
造
小
学
校

　

弘
化
二
年
に
咸
宜
園
を
退
塾
し
た
後
、
慶
応
寺
の
住
職
と
な
っ
た
祐
義
は
同
三
年
に
境
内
で
僧
侶

養
成
の
た
め
の
真
宗
共
立
教
校
（
後
の
勧
学
所
）
を
開
設
し
、
さ
ら
に
そ
の
二
年
後
の
嘉
永
元
年
に

は
私
塾
「
時
習
学
舎
」
を
設
け
て
い
る
。

　

こ
の
塾
で
は
経
書
・
史
伝
・
詩
文
を
主
に
教
授
し
、
学
則
は
祐
義
が
学
ん
だ
咸
宜
園
に
則
し
た
も

の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
境
内
で
起
き
た
度
重
な
る
火
災
に
よ
り
貴
重
な
資
料
が
失
わ
れ
た
と
さ
れ

る
（
８
）。
塾
生
は
津
軽
各
地
や
他
藩
か
ら
も
集
ま
り
、
入
門
者
の
年
齢
は
一
〇
歳
か
ら
成
人
に
ま
で
及
ん

だ
と
伝
わ
る
。
塾
の
出
身
者
に
は
市
田
兵
七
（
木
造
両
盛
銀
行
初
代
頭
取
、
衆
議
院
議
員
）
や
谷
山

成
章
（
青
森
師
範
学
校
書
道
教
師
）
な
ど
が
い
る
（
９
）。

　

明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
、
政
府
の
学
制
発
布
を
受
け
て
、
同
六
年
七
月
二
三
日
に
「
時
習
学
舎
」

は
「
木
造
小
学
校
」
と
し
て
新
た
に
開
校
し
た
。
祐
義
は
首
座
教
員
と
し
て
教
育
を
推
進
し
た
。
同

七
年
に
は
旧
弘
前
藩
御
仮
屋
の
倉
庫
に
学
校
を
移
し
て
校
舎
と
し
た
が
、
翌
年
、
火
災
に
遭
い
再
び

慶
応
寺
境
内
を
利
用
し
て
教
育
は
続
け
ら
れ
た
。
明
治
一
三
年
慶
応
寺
の
隣
接
地
に
新
校
舎
を
建
設

す
る
が
同
一
八
年
に
再
び
火
災
で
消
失
し
た）

（1
（

。

　

祐
義
は
開
校
か
ら
同
一
五
年
ま
で
校
長
を
務
め
て
い
た
が
、
木
造
小
学
校
の
教
員
に
は
祐
義
の
子

で
祐
介
や
孫
の
祐
章
、
玄
孫
の
祐
欣
な
ど
の
名
前
が
名
簿
に
残
っ
て
い
る
。

　
『
青
森
県
の
教
育
史
』（
葛
西
富
夫
著
）
に
は
明
治
四
一
年
二
月
一
八
日
付
『
東
奥
日
報
』
の
記
事

が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

慶応寺本堂

萍華上人碑（慶応寺境内）



七
九

「
四
十
年
前
、
当
町
の
人
菊
池
萍
華
（
注
、
祐
義
の
号
）
先
生
の
家
塾
を
開
く
に
当
り
て
や
全

津
軽
の
子
弟
中
両
郡
（
注
、
西
北
両
津
軽
郡
）
子
弟
の
成
績
最
も
著
し
く
名
声
籍
甚
南
部
、
秋

田
、
仙
台
の
子
弟
遠
く
笈
を
負
ふ
て
来
遊
し
た
る
は
本
県
教
育
家
の
熟
知
す
る
所
其
門
下
佐
藤

公
使
（
注
、
佐
藤
愛
麿
の
こ
と
か
）
を
始
め
衆
議
院
議
員
新
旧
県
会
議
員
及
各
種
官
公
使
を
輩

出
し
現
に
中
央
に
於
て
著
名
の
人
物
亦
鮮
少
し
と
せ
ず
当
町
の
県
教
育
に
関
係
鮮
少
か
ら
ざ
る

以
て
看
る
べ
き
也）

（（
（

」

　

葛
西
氏
は
前
述
の
著
書
の
中
で
「
菊
池
祐
義
塾
は
人
物
を
育
て
る
私
塾
で
あ
っ
た
」
と
評
し
て
い

る
。
現
在
も
向
陽
小
学
校
の
校
歌
の
二
番
に
は
「
八
千
代
か
れ
せ
ぬ　

菊
の
池
の
清
き
流
れ
の
す
え

受
け
て　

向
か
う
朝
陽
を
・
・
・
」
の
歌
詞
が
あ
る
が
「
菊
の
池
」
の
件
は
在
り
し
日
の
祐
義
の
遺

徳
を
偲
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

【
付
記
】
小
稿
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
福
士
光
俊
氏,
、
慶
応
寺
、
向
陽
小
学
校
の
ご
協
力
を
得

ま
し
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
ま
す
。

【
註
】

（
１
）
泰
音
は
陸
奥
国
津
軽
郡
鶴
田
村
の
教
願
寺
の
出
身
で
後
に
岡
部
泰
音
と
称
し
た
。
天
保
一
四

（
一
八
四
三
）
年
一
月
一
〇
日
に
二
七
才
で
咸
宜
園
に
入
門
。
紹
介
者
は
日
田
郡
豆
田
町
の
長

福
寺
住
職
の
一
位
で
あ
っ
た
。
教
願
寺
と
長
福
寺
の
両
寺
は
同
じ
浄
土
真
宗
で
あ
っ
た
こ
と

が
縁
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
一
一
ヵ
月
が
経
過
し
た
後
、
同
郷
の
祐
音
が
入
門

す
る
こ
と
に
な
り
在
塾
中
の
泰
音
が
紹
介
者
と
な
っ
て
い
る
。
咸
宜
園
で
の
泰
音
は
六
級
下

ま
で
昇
級
し
た
優
秀
な
上
等
生
で
、
帰
郷
後
は
教
願
寺
の
住
職
を
務
め
る
と
と
も
に
寺
子
屋

を
開
い
て
い
た
。

（
２
）
入
門
当
時
は
咸
宜
園
に
近
い
豆
田
町
の
長
福
寺
に
寄
宿
し
て
い
た
。
長
福
寺
は
祐
音
の
出
身

寺
と
同
宗
の
寺
院
で
も
あ
り
、
最
初
の
寄
宿
先
と
な
っ
た
の
は
、
先
に
入
門
し
た
泰
音
や
高

倉
学
寮
と
の
関
係
が
深
か
っ
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
３
）
淡
窓
日
記
に
は
塾
生
に
関
す
る
記
述
と
し
て
入
門
、
入
席
、
入
塾
（
寮
）、
大
帰
、
客
席
、
除

名
と
い
う
一
連
の
行
動
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
一
人
の
塾
生
に
つ
い
て
全
て
の
項
目

が
揃
う
の
は
主
な
門
人
だ
け
に
限
ら
れ
る
。

（
４
）
こ
こ
で
の
除
名
は
月
旦
評
か
ら
名
前
を
取
り
除
く
と
い
う
意
味
で
、
通
例
は
大
帰
（
退
塾
）

後
の
次
の
月
旦
評
で
除
名
と
な
り
、
正
式
に
咸
宜
園
の
塾
生
で
は
無
く
な
る
が
、
一
部
の
門

人
の
場
合
は
、
し
ば
ら
く
の
間
、
客
席
に
転
じ
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
場
合
は
大
帰
か
ら
除

名
ま
で
の
期
間
が
一
年
以
上
に
及
ぶ
こ
と
も
あ
る
。

（
５
）
木
作
（
木
造
）
小
学
校
は
現
在
の
つ
が
る
市
立
向
陽
小
学
校
の
前
身
で
、
設
立
当
時
は
青
森

県
内
で
二
一
校
の
小
学
校
が
同
時
期
に
誕
生
し
た
。

（
６
）
明
治
一
九
年
七
月
一
四
日
の
銘
が
在
る
上
人
碑
は
、
当
初
、
松
原
公
園
内
に
顕
彰
碑
と
し
て

設
置
さ
れ
て
い
た
が
、
昭
和
一
九
年
、
慶
応
寺
の
境
内
に
移
設
さ
れ
て
現
在
に
至
る
。
撰
文

は
廣
瀬
青
村
（
咸
宜
園
三
代
塾
主
）、
篆
額
は
長
三
洲
（
咸
宜
園
出
身
の
文
部
官
僚
）、
書
は

津
軽
出
身
の
書
家
で
高
山
如
禅
静
に
よ
る
も
の
。

（
７
）
廣
瀬
淡
窓
の
自
叙
伝
。『
増
補
淡
窓
全
集
』
に
所
収
さ
れ
る
。

（
８
）
向
陽
小
学
校
記
念
誌
編
集
委
員
会
『
向
陽 

百
年
記
念
誌
』
及
び
福
士
光
俊
氏
の
ご
助
言
に
よ
る
。

（
９
）
福
士
光
俊
氏
の
ご
助
言
と
同
氏
の
「
木
造
町
の
先
達 

菊
池
祐
義
と
咸
宜
園
」（『
北
奥
文
化
』）

に
よ
る
。

（
10
）
向
陽
小
学
校
『
向
陽
小
学
校
九
〇
周
年
』
よ
り
作
成
。

（
11
）『
東
奥
日
報
』
は
実
見
し
て
い
な
い
が
記
事
中
の
（　

）
は
葛
西
氏
の
補
注
か

【
参
考
文
献
】

向
陽
小
学
校
『
向
陽
小
学
校
九
〇
周
年
』（
創
立
九
〇
年
記
念
事
業
協
賛
金
、
一
九
六
五
）

日
田
郡
教
育
会
編
『
増
補
淡
窓
全
集
』（
思
文
閣
、
一
九
七
一
）

向
陽
小
学
校
記
念
誌
編
集
委
員
会
『
向
陽 

百
年
記
念
誌
』（
創
立
百
年
祭
記
念
事
業
協
賛
会
、

一
九
七
三
）

葛
西
富
夫
『
青
森
県
の
教
育
史
』（
思
文
閣
、
一
九
八
五
）

元
兼
正
浩
「
明
治
期
に
お
け
る
小
学
校
長
の
法
的
地
位
の
変
遷
に
関
す
る
一
考
察
」『
教
育
経
営

教
育
行
政
学
研
究
紀
要
』
第
一
号
（
九
州
大
学
、
一
九
九
四
）

福
士
光
俊
「
木
造
町
の
先
達 

菊
池
祐
義
と
咸
宜
園
」『
北
奥
文
化
』（
北
奥
文
化
研
究
会
、

二
〇
〇
三
）

『
つ
が
る
市
（
木
造
新
田
）
合
併
記
録
誌
』（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
つ
が
る
野
文
庫
の
会
、
二
〇
一
三
）



八
〇

萍
華
上
人
碑

上
人
諱
祐
義
法
名
廣
徳
號
萍
華
陸
奥
木
造
人
穴
水
某
第
八
子
出
為
慶
応
寺

第
八
世
祐
意
嗣
読
書
敏
甚
上
人
甞
列
郷
人
某
講
席
某
曰
汝
亦
読
書
乎
乃
示

以
大
学
曰
汝
辨
三
綱
領
乎
上
人
乃
俯
読
数
百
遍
有
所
通
暁
與
某
議
論
飈
発

果
歡
服
時
年
甫
十
四
兄
祐
杖
曰
我
子
弟
数
人
皆
駑
駘
致
遠
者
独
有
祐
義
耳

既
而
兄
逝
上
人
服
膺
遺
訓
手
不
釋
巻
大
和
僧
某
来
曰
凡
為
僧
者
宗
乗
不
可

一
日
闕
然
宗
租
初
在
天
台
学
法
相
且
博
渉
和
漢
聖
教
是
不
可
不
知
也
衣
食

佛
門
而
不
知
釋
教
之
所
淵
源
可
乎
上
人
於
是
感
悟
十
八
歳
将
遠
游
就
釋
儒

二
師
親
戚
以
年
凶
学
資
不
給
止
之
請
明
年
更
議
上
人
曰
日
月
不
待
人
遂
西

上
亰
停
錫
於
高
倉
学
宗
餘
乗
有
年
嚢
底
一
空
有
絶
食
之
日
而
学
業
大
進
矣

於
是
負
笈
西
到
豊
後
入
先
人
淡
窓
之
門
居
一
季
学
業
文
辞
並
進
東
帰
孝
羪

二
親
無
所
不
至
整
理
寺
務
教
導
生
徒
未
甞
見
倦
怠
之
色
受
業
者
以
百
数
皆

有
所
成
所
著
價
典
鮮
義
数
部
詩
文
数
巻
明
治
十
五
年
十
月
十
四
日
病
没
莝

于
柗
岡
享
年
六
十
有
八
上
人
躯
榦
豊
肥
胸
襟
脘
灑
甞
語
人
曰
世
人
愛
蓮
而

身
染
汚
泥
愛
菊
而
不
能
隠
逸
余
独
愛
萍
華
萍
華
淡
泊
隨
水
揺
曳
無
所
留
着

囙
以
自
號
没
前
一
日
賦
詩
曰
月
下
之
詩
花
下
杯
游
情
不
易
盡
歓
来
文
園
他

日
如
思
我
佳
句
須
懸
墓
畔
梅
臨
終
盥
嗽
念
佛
而
喧
其
所
得
于
平
生
可
以
想

也
門
人
等
撰
上
人
行
状
叙
述
極
詳
悉
無
以
尚
爲
余
與
上
人
相
識
於
咸
宜
園

距
今
四
十
年
聞
訃
悵
然
乃
就
行
状
録
其
概
畧
以
誌
其
墓
銘
曰

　
　
　

精
研
梵
典　

胸
没
黙
座　

瀏
覧
漢
籍　

眼
空
千
春

　
　
　

楳
蕋
高
潔　

如
覩
其
人　

萍
華
淡
泊　

廼
接
厥
祅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

篆
額　

豊
後
三
州　

士
長　

炗

明
治
十
九
年
七
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

撰
文　

南
豊
青
村
居
士
廣
瀬
範

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
山
如
禅
静
敬
書

萍
華
上
人
碑

上
人
、
諱
は
祐
義
、
法
名
は
廣
徳
、
號
は
萍
華
、
陸
奥
木
造
の
人
な
り
。
穴
水
某
の
第
八
子
、
出
で

て
慶
応
寺
の
第
八
世
祐
意
の
嗣
と
為
る
。
書
を
読
む
こ
と
敏
に
し
て
甚
だ
し
。
上
人
、
嘗
て
郷
人
某

の
講
席
に
列
す
。
某
曰
く
、「
汝
、
亦
た
書
を
読
む
か
」
乃
ち
『
大
学
』
を
以
て
示
し
て
曰
く
「
汝
、

三
綱
領
を
弁
ず
る
か
」
と
。
上
人
乃
ち
、
俯
読
す
る
こ
と
数
百
遍
、
通
暁
す
る
所
有
り
。
某
と
議
論

颷
発
し
て
、
果
し
て
歎
服
せ
し
む
。
時
に
年
甫
め
て
十
四
な
り
。
兄
祐
杖
曰
く
、「
我
が
子
弟
数
人
、

皆
な
駑
駘
な
り
。
遠
き
を
致
す
者
は
独
り
祐
義
有
る
の
み
」
と
。
既
に
し
て
、
兄
逝
く
。
上
人
、
遺

訓
を
服
庸
し
、
手
に
巻
を
釋
て
ず
。
大
和
僧
某
来
り
て
曰
く
、「
凡
そ
僧
と
為
る
に
は
、
宗
乗
、
一

日
と
し
て
闕
く
可
か
ら
ず
、
然
る
に
、
宗
祖
初
め
天
台
に
在
り
て
、
法
相
を
学
び
、
且
つ
博
く
和
漢

の
聖
教
に
渉
る
。
是
れ
知
ら
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
佛
門
に
衣
食
し
て
、
釋
教
の
淵
源
す
る
所
を

知
ら
ず
し
て
可
な
る
や
」
と
。
上
人
是
に
於
い
て
感
悟
し
、
十
八
歳
、
将
に
遠
游
し
て
釋
儒
二
師
に

就
か
ん
と
す
。
親
戚
、
年
の
凶
を
以
て
、
学
資
給
せ
ざ
れ
ば
、
之
れ
を
請
ふ
を
止
む
。
明
年
更
に
議

し
、
上
人
曰
く
、「
日
月
、
人
を
待
た
ず
」
と
。
遂
に
西
し
、
京
に
上
り
、
高
倉
に
錫
を
停
む
。
宗

を
学
び
、
乗
を
餘
し
、
年
有
り
て
、
嚢
底
は
一
に
空
し
く
、
絶
食
の
日
有
り
て
、
学
業
大
い
に
進
む
。

是
に
於
い
て
笈
を
負
ひ
、
西
し
て
豊
後
に
到
り
、
先
人
淡
窓
の
門
に
入
る
。
居
る
こ
と
一
季
、
学
業
、

文
辞
並
び
進
む
。
東
帰
し
、
二
親
に
孝
羪
し
て
至
ら
ざ
る
所
無
し
。
寺
務
を
整
理
し
、
生
徒
を
教
導

し
、
未
だ
嘗
て
、
倦
怠
の
色
を
見
ず
。
業
を
受
く
る
者
、
百
を
以
て
数
ふ
。
皆
な
成
す
所
有
り
。
著

す
所
は
價
典
觧
義
数
部
、
詩
文
数
巻
。
明
治
十
五
年
十
月
十
四
日
、
病
没
す
。
柗
岡
に
莝
す
。
享
年

六
十
有
八
。
上
人
躯
幹
は
豊
肥
、
胸
襟
は
脘
と
し
て
灑
し
。
嘗
て
、
人
に
語
り
て
曰
く
「
世
人
、
蓮

を
愛
し
て
身
は
汚
泥
に
染
む
。
菊
を
愛
し
て
隠
逸
す
る
能
は
ず
。
余
、
独
り
萍
華
を
愛
す
。
萍
華
は

淡
泊
に
し
て
水
の
揺
曳
に
随
ひ
て
留
着
す
る
所
無
し
。
囙
り
て
、以
て
自
ら
號
す
」
と
。
没
す
る
前
、

一
日
詩
を
賦
す
。
曰
く
、「
月
下
の
詩
、
花
下
の
杯
。
游
情
は
易
ら
ず
、
歎
を
盡
し
て
来
れ
。
文
園
、

他
日
、
我
れ
を
思
ふ
如
く
。
佳
句
、
須
ら
く
墓
畔
の
梅
に
懸
け
る
べ
し
」
と
。
終
り
に
臨
み
、
盥
嗽

し
念
佛
し
て
、
其
の
平
生
得
る
所
を
喧
か
に
す
。
以
て
思
ふ
可
き
な
り
。
門
人
等
、
上
人
の
行
状
を

撰
し
て
、
叙
述
す
。
極
め
て
詳
悉
に
し
て
、
以
て
尚
ほ
為
す
無
し
。
余
と
上
人
と
咸
宜
園
に
於
い
て

相
い
識
る
。
今
を
距
た
る
こ
と
四
十
年
、
訃
を
聞
く
。
悵
然
と
し
て
、
乃
ち
行
状
に
就
き
、
其
の
概

畧
を
録
し
、
以
て
其
の
墓
に
誌
す
。

銘
に
曰
く
、

　
　

梵
典
を
精
研
し
、
胸
を
黙
座
に
没
し
、

　
　

漢
籍
を
瀏
覧
し
て
、
眼
は
千
春
を
空
ず
。

　
　

楳
蕋
は
髙
潔
に
し
て
、
其
の
人
を
観
る
が
如
く
、

　
　

萍
華
は
淡
泊
に
し
て
、
廼
ち
厥
の
祆
に
接
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

篆
額　

豊
後
三
州
居
士
長　

炗

明
治
十
九
年
七
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

撰
文　

南
豊
青
村
居
士
廣
瀬
範

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

髙
山
如
禅
静
敬
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
書
き
下
し
文　

深
町
浩
一
郎
）

萍華上人碑（碑文のみ）



咸 宜 園 教 育 研 究 セ ン タ ー 年 報 （ 平 成 2 6 年 度 ）

 1 . 展 示 事 業

Ⅰ . 教 育 普 及 事 業

1

（1）常設展

会　期：平成 26 年   4 月 1 日（火）～   9 月 30 日（火）
　　　　平成 26 年 10 月 2 日（木）～   平成 27 年 2 月 17 日（火）
内　容：廣瀬淡窓と咸宜園をテーマに日田市が所蔵する咸宜園関係

史料を中心に展示した。 
協　力：公益財団法人廣瀬資料館、光善寺、善教寺ほか

会　期：平成 27 年 2 月 20 日（金）～ 3 月 31 日（火）
内　容： 旧行徳家が所蔵した資料の内、日田市に寄贈さ

れたものから一部を展示した。

（2）特別展：「漢詩人 廣瀬淡窓」

会期：平成 26 年 9 月 1 日（月）～ 9 月 30 日（火）
内容：漢詩人としての廣瀬淡窓について着目し、文人との
　　　交流や咸宜園において漢詩がどのように活かされ
　　　ていたかがわかるように展示した。
　　　はじめに　淡窓を育んだ廣瀬家
　　　第一章　漢詩人 廣瀬淡窓の誕生
　　　第二章　文人との交流
　　　第三章　咸宜園教育における詩作～遠思楼詩鈔と
　　　　　　　宜園百家詩～
展示品：『銭塘詩集』（和本）

『懐旧楼筆記』（和本）
『御風主人觴予珂川上賦贈』（掛軸）
『菅茶山肖像画』（掛軸 複製）
『黄葉夕陽村舎詩』（和本）
『頼山陽肖像画』（掛軸）
『謁加藤侯廟二首』（掛軸）
『耶馬溪図巻』（巻子）
『廣瀬淡窓肖像画』（掛軸　複製）
『遠思楼詩鈔』（和本）
『遠思楼詩集』（和本）
『遠思楼詩草』（和本）
『宜園百家詩』（和本）
『文政十七家絶句』（和本）
『天保三十六家絶句』（和本）
『嘉永二十五家絶句』（和本）
『摂西六家詩鈔』（和本）
『安政三十二家絶句』（和本）　　　他

協力：公益財団法人廣瀬資料館
　　　公益財団法人亀陽文庫能古博物館
　　　公益財団法人頼山陽記念文化財団
　　　頼山陽史跡資料館
　　　一般財団法人頼山陽旧跡保存会
　　　京都大学総合博物館
　　　大阪府
　　　広島県立歴史博物館
　　　大分県立先哲史料館
　　　光善寺
　　　住吉神社
　　　英彦山神宮
　　　高住神社
　　　廣瀬貞雄

　　　原田俊隆
　　　廣瀬洋一
　　　園田大
　　　大野雅之
　　　久下実
　　　西村直城
　　　花本哲志
　　　木屋陽子
　　　櫻井みどり
　　　白石博子
　　　椋本知佳　　（敬称略）

（3）企画展：「咸宜園教育研究センター新収蔵品展」



 2 . 講 座 ・ 講 演 会 ・ イ ベ ン ト 等

講　座 開 催 日 講 師 と 演 題　　　　　 場　所 参 加 者

第 1 回   9 月 11 日（木）
講義「世界遺産の制度と日本の文化財保護」
咸宜園教育研究センター名誉館長
後藤　宗俊氏

日田市中央公民館
ホール

41 名

第 2 回 10 月 16 日（木）
講義「廣瀬淡窓時代の日田祇園」
咸宜園平成門下生之会会員
梅山　秀人氏

パトリア日田
スタジオ 1

29 名

第 3 回 11 月  8 日（土）
教育遺産世界遺産登録推進国際シンポジウム 2014

「江戸と学びの文化」（公開講座）への参加
パトリア日田

大ホール
620 名

第 4 回
平成 27 年
  1 月 25 日（日）

現地視察研修「明治日本の産業革命遺産群－九州山
口とその関連地域－」（三池炭鉱　宮原坑・万田坑）

福岡県大牟田市
・熊本県荒尾市

38 名

第 5 回   3 月  8 日（日）

世界遺産登録推進講演会
「市民が支え市民が育つ世界文化遺産」～教育遺産
世界遺産登録推進活動へ寄せて～
九州大学大学院教授　　　藤原　惠洋氏

パトリア日田
スタジオ 1

58 名

第 1 回　講義「世界遺産の制度と日本の文化財保護」
後藤　宗俊氏

第 2 回　講義「廣瀬淡窓時代の日田祇園」　梅山　秀人氏

第 4 回　現地研修「明治日本の産業革命遺産群」

第 5 回　講演会「市民が支え市民が育つ世界文化遺
藤原　惠洋氏

第 4 回　現地研修「明治日本の産業革命遺産群－九州
山口とその関連地域－」　（三池炭鉱　宮原坑・万田坑）

2

■講座

①咸宜園平成門下生講座（年 5 回）対象：咸宜園平成門下生之会（現在、会員数約 186 名）参加者数 延べ 786 名



講　座 開 催 日 講 師 と 演 題 場　所 参 加 者

第 1 回 8 月 28 日（木）
「廣瀬淡窓の博多旅情」
神戸女子大学名誉教授　　　　　　林田　愼之助　氏

パトリア日田
スタジオ１

56 名

第 2 回 9 月   4 日（木）
「廣瀬淡窓と菅茶山－二人の漢詩人・教育者の接点－」
広島県立歴史博物館主任学芸員　　西村　直城　氏

パトリア日田
スタジオ１

53 名

第 3 回 9 月 25 日（木）
「頼山陽の日田来訪について」
広島大学名誉教授　頼山陽史跡資料館館長　
　　　　　　　　　　　　　　　　頼　祺一　氏

パトリア日田
スタジオ１

55 名

第 4 回 10 月   9 日（木）
「廣瀬淡窓と菅茶山の詩風について」
明治大学専任講師　　　　　　　　小財　陽平　氏

パトリア日田
スタジオ１

46 名

第 5 回 10 月 23 日（土）
「淡窓の詩－その風景を歩く－」
別府大学名誉教授
咸宜園教育研究センター名誉館長　　後藤　宗俊　氏

パトリア日田
スタジオ１

47 名

第 2 回「廣瀬淡窓と菅茶山－二人の漢詩人・教育者の接点－」
西村直城氏

第 1 回「廣瀬淡窓の博多旅情」　林田愼之介氏

第 4 回「廣瀬淡窓と菅茶山の詩風について」　小財陽平氏第 3 回「頼山陽の日田来訪について」　頼祺一氏

3

■講座　史跡咸宜園跡史跡等総合活用支援推進事業

②咸宜園教育研究センター定期講座（年 5 回）定員 80 名 参加者数 延べ 257 名



■交流・教育普及事業

講　座 開 催 日 講 師 と 演 題　　　　　 参 加 者

第 1 回   6 月 19 日（木） 小迫辻原遺跡の世界～　「比多」のクニの首長の原像 40 名

第 2 回 6 月 26 日（木） 川と野山と温泉の伝承～　「豊後国風土記」の考古学 34 名

第 3 回   7 月 17 日（木）
源平の争乱と豊後国武士団の動向
～豊後の磨崖仏郡と慈眼山永興寺の仏たち

35 名

第 4 回  7 月 31 日（木）
黒田官兵衛の「中津城」と豊後の近世城郭
～城を活かした町づくりの現況と課題

39 名

第 5 回   8 月  7 日（木） ふるさと演歌の時代　流行歌に時代を読む 36 名

咸宜小学校が歓迎の挨拶と詩吟を
披露（休道の詩）

三隈川（日田市）の河川敷を歩く
山鹿市の小学生

炎天下のため、テント下で話を聞く山鹿小学校生

市長の見送りを受けながら帰りのバスへ

毎年恒例の秋風庵（淡窓の居宅）前での記念撮影

4

■講座

③名誉館長講座（定員 30 名）　講師：咸宜園教育研究センター　名誉館長 後藤宗俊 氏（別府大学名誉教授）

　場所　咸宜園教育研究センター研修室　受講者数 延べ 184 名

①第 14 回「立志の道を歩こう」
　　　　　　（熊本県山鹿市が主催する日田市との交流事業）
◇内　　容： 山鹿市（旧鹿本町）の小学生により地元出身の咸宜園門下生・清浦奎吾（元内閣総理大臣）が咸宜園まで歩い
　　　　　　た道のりを辿る取組み。また、日田市内の咸宜小学校や桂林小学校６年生との交流会をおこなった。
◇日　　時：平成 26 年 7 月 24 日（木）   午前 11 時～午後１時
◇参加団体：山鹿市 71 名、日田市 18 名（数字は小学生のみ）
◇協力団体：淡窓会・主要地方道日田鹿本線改修促進期成会
　　　　　　JA 大分ひたスイカ部会
◇記  念  品：日田市より
　　　　　　　①「淡窓先生ものがたり」
　　　　　　　②「はがき・しおりと淡窓さんシールセット」



 3 . 刊 行 事 業

職員から史跡の説明を受ける 中島龍磨先生の講義
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（1）　咸宜園教育研究センター研究紀要第 4 号

◇研究紀要

「廣瀬淡窓時代の日田祇園」        　　　　　　　　　　　　　　   梅山　秀人

「中島子玉の日本史」「若き日の松下松陰」　　　 　　 　　　   佐藤　　巧

「咸宜園の教えを道徳教育に取り入れ、豊かな心を培う

　　　　　　　～淡窓教育の学校教育・社会教育への転用～」   　中島　龍磨

高野長英の咸宜園在塾についての考察　　　　　　　　　　   深町浩一郎

資料紹介　西村天囚 著

　『亀門の二廣』について（下）　廣瀬旭荘編　　　　　　　   溝田　直己

咸宜園門下生略伝（三）　　　　　　　　　　　　　  　　　       深町浩一郎　

◇咸宜園教育研究センター年報（平成 26 年度）

◇咸宜園教育研究センター要覧

②夏休みは、咸宜園で学ぼう！ 
◇目　的：自由研究等で咸宜園について学ぶことで、咸宜園教育について関心を持ってもらう機会を提供すると同時に、
　　　　　咸宜園を訪れてもらうきっかけとする。
◇期　間：平成 26 年 7 月 29 日（火）
◇内　容 ：咸宜公民館と共同で「咸宜園ペーパークラフト」の作成を行った。
◇会　場：咸宜園教育研究センター研修室ほか

「咸宜園ペーパークラフト」を作成する小学生 「咸宜園ペーパークラフト」を作成する小学生



 5 . そ の 他 の 取 り 組 み

 4 . 訪 問 講 座

日　付 内　容 申 込 団 体 人　数

平成 26 年 　5 月 11 日 　「廣瀬淡窓と咸宜園」 日田市西有田婦人会 10 人

        〃          5 月 23 日 　「廣瀬淡窓と咸宜園」 慶尚大学（韓国） 30 人

        〃          5 月 24 日 　「廣瀬淡窓と咸宜園について」 小野清流会 13 人

        〃 　　  6 月 23 日 　「廣瀬淡窓について」 日田市立東渓中学校 85 人

        〃 　  　7 月 31 日 　「咸宜園と有田郷との関わりについて」 日田市東有田公民館 20 人

        〃 　  　8 月 23 日 　「廣瀬淡窓と咸宜園・世界遺産登録を目指して」 北部九州河川利用協会 29 人

        〃  　 　9 月 17 日 　「廣瀬淡窓と咸宜園」 日田市西有田婦人会 10 人

        〃  　 　9 月 17 日 　「廣瀬淡窓－その人と思想－」 日田ロータリークラブ 50 人

        〃 　    10 月  2 日 　「咸宜園　世界遺産登録事業について」 ひたマチづくり研究所 17 人

        〃 　    10 月  3 日 　「廣瀬淡窓ゆかりの地」 日田市立東渓中学校 20 人

        〃 　    10 月  3 日 　「咸宜園の世界遺産登録に向けて」　 ＣＨＫ翔友会 30 人

        〃        10 月 12 日 　「大分の記念物～国指定史跡！廣瀬淡窓旧宅～」 大分県立社会教育総合センター 18 人

        〃        10 月 26 日 　「廣瀬淡窓の学問と思想について」 福岡県朝倉教育クラブ 50 人

        〃        11 月 23 日 　「廣瀬淡窓について」 日田市天瀬公民館 27 人

平成 27 年    1 月 16 日 　「世界遺産登録にむけた取り組みについて」 日田市咸宜公民館 31 人

       〃          2 月 21 日 　「筑後川上流域エクスカーション」 日田市市民環境部環境課 10 人

       〃　       2 月 26 日 　「日田のすてき発表会」開催（質疑応答） 日田市立日隈小学校 37 人

      〃　       2 月 26 日 　「廣瀬淡窓・廣瀬旭荘・長三洲」 日田市天瀬公民館 120 人

      〃　       3 月 11 日 　「咸宜園教育と大明中校区ゆかりの門下生たち」 日田市立大明中学校 17 人

※計 19 回　624 名

淡 窓 祭 （ 淡 窓 の 命 日 ） で の 供 養 淡窓伝光霊流日田詩道会（吟詠）
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（1）第 18 回　平成淡窓祭

　淡窓先生の遺徳をしのぶ平成淡窓祭が第 18 回目を迎えた。主催の淡　窓会は廣瀬淡窓を顕彰するため、昭和 27 年にその

前身となる組織を発足。現在の会員数は約 350 名を数える。11 月 1 日は淡窓先生の命日。

　日時：平成 26 年 11 月 1 日（土）　午前 10 時～正午

　会場：史跡咸宜園跡（秋風庵にて）

　主催：淡窓会

（2）「郷土の誇り！『豊後三賢』を語る～今こそ生かそう！三賢の思想～」

　コーディネーター　：　大分県立先哲史料館館長　　　　　　　佐藤　晃洋　氏

　シ ン  ポ  ジ ス ト　：　国東市三浦梅園資料館研究員　　　　　濱田　　晃　氏

　　　　　　　　　　　　大分県立国東高等学校双国校教諭　　　田本　政宏　氏

　　　　　　　　　　　　咸宜園教育研究センター研究員　　　　深町　浩一郎氏

　日時：平成 27 年 3 月 8 日（日）　午前 10 時 30 分～正午

　会場：大分県立社会教育総合センター

　主催：大分県教育委員会　とよのまなびコンソーシアおおいた



 調 査 研 究 に つ い て

Ⅱ . 調 査 研 究 事 業
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広慈院（滋賀県彦根市）

咸宜園教育研究センターでは、咸宜園や廣瀬淡窓等に関

する調査研究及び関係資料の収集を行っている。以下に

その概要を報告する。

（１）廣瀬淡窓著述史料に基づく調査研究

　　廣瀬淡窓の「淡窓日記」等を市民団体と協働で翻刻

　　作業を行っている。平成 24 年度からの継続事業。

　　実施内容：「淡窓日記」嘉永 3（1850）年正月から

　　　　　　　嘉永 3（1850）年 12 月まで作業終了

　　委託団体：漢文日記を読む会（代表：野田高巳氏）

　　担当職員：深町浩一郎

（２）門下生に関する情報の収集

１．清浦奎吾（門下生名：普寂）

　　場　所：熊本県山鹿市（清浦記念館・鹿本商工高校）

　　期　日：10 月 21 日（火）

　　調査者：吉田博嗣・原田弘徳

　　内　容：清浦奎吾は旧肥後国鹿本郡来民村の明照寺

の出身で第３代塾主廣瀬林外の頃に咸宜園

に入門した。林外日記によれば在塾中に名

前を普寂から奎吾に変えている。咸宜園で

の月旦評（成績表）は 8 級上まで進級した

ことが確認できるが清浦の自伝ではその後

9 級に上がったと記録されている。大帰後

は司法官僚として活躍し、大正 13 年に熊

本県初の内閣総理大臣となった。今回の調

査では清浦家から関係資料が寄贈された清

浦記念館と鹿本商工高校（清浦文庫）を訪

問し、展示品及び収蔵品の確認作業を行っ

た。記念館には生活用品などの所持品や

咸宜園に関する資料が収蔵され、清浦文庫

には蔵書類が主に収まっていた。また清浦

文庫についてはすでに収蔵品目録が刊行さ

れており整理が進んでいる。今後は当セン

ターの門下生略伝にて詳しく報告する予定

である。　

２．長崎宜園派に関する調査

　　場　所：長崎県長崎市（長崎県立図書館、長崎市立シー

ボルト記念館）

　　期　日：12 月 18 日（木）～ 19 日（金）

　　調査者：工藤聖二・溝田直己

　　内　容：「長崎宜園派」と呼ばれる長崎出身者門下生

のネットワークがあったことが指摘されて

おり、長崎県内の自治体史等で咸宜園門下

生の著述箇所等を把握するべく、長崎県立

図書館を中心に調査を行った。日田市が把

握していない咸宜園関係史料について言及

しているものあり、今後も自治体史等の継

続調査及び現地調査を行う予定である。

３．園田鷹城（門下生名：園田肩吾）と彦根市内の門下

生調査

　　場　所：滋賀県彦根市（市立図書館・広慈院・江國寺）

　　期　日：3 月 27 日（金）

　　調査者：吉田博嗣

　　内　容：当初の調査目的は第 6 代塾主園田鷹城の追

跡調査であった。鷹城は豊後国玖珠郡出身

の門下生で弘化４（1847）年に咸宜園に

入門した。大帰後の足取りは詳細が伝わら

ず、明治 12 年に咸宜園の塾主となったが

当時の資料は現在のところ確認されていな

い。また歴代塾主の中で最も関係資料に乏

しい人物の一人である。そこで明治 20 年

から 23 年まで彦根中学校（現在の彦根東

高校）で漢学講師として勤務していた情報

を入手したのを機に地元に残る資料の確認

調査を実施した。しかしながら今回の調

査で新たな関係資料を発見するには至らな

かったが、鷹城の子孫につながる情報を新

たに入手し、今後あらためて調査を実施す

る予定である。また彦根出身の入門者はこ

れまで 5 名が確認されているが、その内、

広慈院（黄檗宗寺院で戦前までは広慈庵と

称した）の泰山（弘化 3 年に 23 歳で入門）

と江國寺（臨済宗妙心寺派）の梁適（嘉永

元年に 19 歳で入門）の 2 人の僧侶につい

て現地調査を行った。まず泰山は寺院が幕

末頃に被災し資料が消失しているため詳し

い内容は分からなかったが現住職の話では

六世の「泰嶺安大和尚」の可能性が高いと

のことであった。次に梁適（僧名は要津）

は咸宜園で学んだ後、江國寺に戻り「蔵主

（禅寺の経蔵を管理する僧職）」を務めてい

たが嘉永 4 年 22 歳で死去したことが寺の

資料に残っていた。



8

（３）教育遺産の調査（私塾を中心に資料を収集）

１．毛利空桑「知来館」

　　「毛利空桑旧宅及び塾跡」（大分県指定史跡）

　　場　所：大分市

　　期　日：平成 26 年 5 月 31 日（土）

　　調査者：吉田博嗣・原田弘徳

　　内　容：毛利空桑が開いた私塾「知来館」の跡で江

戸期の居宅や塾舎などの建造物が現存す

る。また隣接して「毛利空桑記念館」が建つ。

２．筑後地方の私塾

　　場　所：福岡県柳川市（柳川古文書館）

　　期　日：平成 26 年 10 月 21 日（火）

　　調査者：吉田博嗣・原田弘徳

　　内　容：館蔵の図書から福岡県内の市町村史や地方

　　　　　　医学史等を確認し、咸宜園門下生の記事や

　　　　　　私塾に関する情報を記録した。

３．熊本県下の私塾

　　場　所：熊本市（熊本県立図書館）

　　調査者：吉田博嗣・原田弘徳

　　期　日：平成 26 年 10 月 22 日（水）

　　内　容：館蔵の図書から熊本県内の市町村史や地方

　　　　　　医学史等を確認し、咸宜園門下生の記事や

　　　　　　私塾に関する情報を記録した。

４．鈴木文臺「長善館」

　　場　所：新潟県燕市（長善館史料館）

　　調査者：吉田博嗣

　　期　日：平成 27 年 3 月 24 日（火）

　　内　容：長善館は天保 4（1833）年に鈴木文臺が粟

生津村に創設した私塾。文臺の後も娘婿の

惕軒、柿園、彦嶽の 3 人の館主によって引

き継がれ、明治 45（1912）年の閉塾まで

に入門した門人数は 1000 人を超えるとさ

れる。館員より資料の説明を受けた。　 

（４）外部研究機関との共同調査

１．福岡大学（高橋昌彦教授）

　　業務名：「廣瀬淡窓に関わる史料の所在調査及び確認

調査」

　調査先：山口県下関市（下関市立人類学ミュージア

ム）、東京都千代田区（国立国会図書館）

　　調査目的：廣瀬淡窓や咸宜園の歴代塾主、またその

門人等に関する書簡や書幅等の史料のう

ち、日田市が把握していない大学等の調査

研究機関の所蔵資料を当センター専門委員

会委員で、近世文学が専門の高橋昌彦教授

（福岡大学）に調査を委託した。この調査

を通じて、咸宜園教育の調査研究や展示公

開に活かし、広く咸宜園のことを周知する

基礎とするため。

　　調査成果：これまで当市が把握していなかった多く

の史料所在の確認と写真データの提供を受

けた。今回の調査により、下関市立人類学

ミュージアムでは、咸宜園の塾生でのちに

大阪の旭荘塾にも学んだ古谷道庵の日記 全

118 冊（天保 7 年～明治 11 年 5 月 14 日

迄）の確認・写真撮影を完了した。また古

谷家旧蔵本の整理を行った。作業途中では

あるが、咸宜園関係では「淡窓先生詩話語

録」、「九桂草堂随筆巻一」、「塗説」、「雞肋集・

梅墩集」、「迂言」、「日記余事」、「老子講義」、

「遠思楼詩鈔」（唐本仕立て）等であり、古

谷道庵に関係する史料群に関しては今後も

継続して調査する必要がある。

　　　　　　国立国会図書館では細目のない江戸時代の

漢学に関わる書簡について、調査を行った

が、咸宜園に関するものを見出すことはで

きなかった。

今後も咸宜園歴代塾主や門下生の関係史料

の収集に努める。

　　研究期間：平成 26 年 8 月 1 日～ 3 月 31 日

◆平成 26 年 8 月 19 日～ 21 日

　人類学ミュージアム（山口県下関市）

◆平成 27 年 3 月 8 日～ 10 日　

　人類学ミュージアム（山口県下関市）

◆平成 27 年 2 月 27 日～ 3 月 1 日

　国立国会図書館（東京都千代田区）

私塾知来館の塾舎

燕市長善館史料館 福岡大学の調査風景（人類学ミュージアム）
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2．別府大学文化財研究所（中山昭則教授）

業務名：平成 26 年度　廣瀬旭荘日記『日間瑣事備忘』

　　　　に関する歴史地理的研究

　調査目的：全国各地を遊歴した旭荘の事績を明らかに

し、今後、出版物とする計画である（平成

30 年度を予定）。現地調査は、主に旭荘の

日記「日間瑣事備忘」から旅の記事を抜き

出して旅程の確認と整理をおこない、旅先

での主な出来事を選び出した。また現地で

の写真撮影や旭荘の足跡に関して情報を収

集し、今後予定する刊行物の材料とするこ

とを検討した。

（概　要）

　本事業の実施は平成 24 年度から始まり本年が３年

目である。昨年度は、廣瀬旭荘の日記『日間瑣事備忘』

の記事に基づき現代語訳された「東上紀行」や「西下

紀行」を参考とし、山口県から岡山県及び香川県に至

る海路の現地踏査を行い、近世における瀬戸内ルート

の検証を行ったところである。

　今年度については瀬戸内ルートの出発点で、かつ終

着点でもあった赤間関（山口県下関市）や昨年から継

続して調査する瀬戸内ルートの調査と山陽道（岡山県

東部から大阪府まで）の現地踏査を実施した。

①下関市　実施日：平成 26 年 9 月 10 日

②瀬戸内ルート　実施日：平成 27 年 2 月 12 日～ 14 日

（調査成果）

①下関市の足跡確認及び調査結果

調査日：平成 26 年 9 月 10 日

調査地：下関市

参加者：中山昭則教授、学生 2 名、市職員 2 名

　この調査では、日記「日間瑣事備忘」に見える「東

上紀行」や「西下紀行」を中心に日田と大坂を往来す

る旭荘の動きを概観する。当時、九州を出発して上方

へ向う際は現在の北九州市小倉常盤橋（旭荘は小倉大

橋と記した）付近から瀬戸内へ出発する行程と現在の

門司付近で旧大里地区から赤間関（現下関市）へ渡り、

その後に瀬戸内へ航海する行程が主であった。

　ここでは赤間関の現地調査について概略を報告す

る。赤間関の港湾施設は大きく 2 箇所に分かれていた

が、最初の調査地は江戸時代に「阿弥陀寺」と呼ばれ

ていた場所で、現在の「赤間神宮」前の船着場跡であ

る。阿弥陀寺は旭荘日記にも度々登場するが、当時は

寺院の前に街道（現在の国道９号線）が通り、人や物

資が往来する最も賑やかな地区の一つで多くの船宿が

連なっていた。

　現在の船着場跡は旭荘も見たであろう石燈篭と石段

が残るだけで往時を偲ぶことはできない。旭荘は阿弥

陀寺境内で安徳天皇陵や平家一門の墓を見ているが、

その場所は今も変わらず残っている。また境内から西

に向う古道を引接寺まで辿る道のりは現在も当時のま

まである。

　次に、もう一つの港は亀山八幡宮下にあったとされ

る。一見すると、八幡宮は独立した丘陵上に立地して

いるように見えるが、古絵図に描かれた八幡宮の直下

は海であり、多くの船が停泊している様子をうかがい

知ることができる。

　以前は朝鮮通信使の船も停泊するなど、阿弥陀寺下

の港に比べて大きな港湾であったことがわかる。現在

は唐戸市場などの開発によって往時を偲ぶことはでき

ない。下関市の中心部は新たな港湾整備などで沿岸部

の改変が著しい。しかしながら内陸部は寺社仏閣など

名所旧跡が数多く残り、近世の景観を十分に感じ取る

ことができる。

　以下、調査で訪問した旭荘ゆかりの場所や交流関係

を示す場所を紹介する。

・赤間神宮（阿弥陀寺）　旭荘日記に頻出する場所

・安徳天皇陵と平家一門之墓（旭荘訪問地）

・引接寺　この寺に纏わる龍の話が日記に出ている

・亀山八幡宮（旭荘訪問地）

・永福寺　現存しないが当時は鎌倉時代創建の観音堂

（昭和20年焼失）があり旭荘が訪問した。

・大里地区の港（対岸）

　当時は大里（門司）と赤間関の間には多くの舟が往

来したが、現地に立つとその位置関係と距離の近さを

認識する。

②瀬戸内ルートの確認と調査結果

調査日：平成 27 年 2 月 12 日～ 14 日

調査地：岡山県岡山市・瀬戸内市・備前市

　　　　兵庫県赤穂市・たつの市・太子町・高砂市・

　　　　明石市・神戸市

　　　　大阪市

参加者：中山昭則、内梨　翔・田内里奈（以上、学部生）、

市職員 2 名

　旭荘日記によれば、「東上紀行（日田→大坂）」や「西

下紀行（大坂→日田）」などの記録から主な旅程は山陽

道の陸路より瀬戸内海を通過する海路を利用したこと

が明らかである。昨年は山口県から岡山県の間に所在

する寄港地を中心に調査したが、ほとんどの場所が中

世以降に使用されてきた潮待ち・風待ちの港町と同じ

場所であることが確認された。

　前回の調査結果も踏まえて、今回の調査では一部山

陽道の宿駅も調査地に含み、海と陸とを併用した旭荘

紀行の確認作業を進めることにした。調査方法は、事

前に漢文日記から整理した行程表を作成し、現在の道

路地図と旧版地図を用いて現地を確認した。また必要

に応じて在地の門下生との交友関係についても調査し

た。

（１）岡山県岡山市・瀬戸内市・備前市

　ここでは 1842（天保 13）年の「東上紀行」を参

考とした。岡山城下を出発した旭荘は山陽道を東に向

かい最初の駅「藤井駅」に宿泊した。県内における山

陽道は国道 2 号線の北側を並走しており、旧道の残り
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具合も非常に良い。藤井駅は駅の入口で 2 本の道路に

分かれる。本陣跡の土塀などが残る道が本線で、幕末

には新往来と称する道が本線北側の山すそを通ってい

る。旭荘がどちらのルートを通ったかは定かではない

が時期的には本線沿いを通った可能性が高い。宿泊場

所については記事が無いため特定は困難であった。次

に長船町（瀬戸内市）である。南北に流れる吉井川は

旭荘も「40 丈もある山陽道随一の大川」と言うほど、

水量も多く当時は瀬渡しが盛んな場所で宿場が広が

り、定期的に市も開かれていた。旭荘の日記にも舟で

渡ったことが記録されている。現在は車道が架橋され

ているが当時の船着場跡の確認ができた。蛇足だが長

船町は福岡の地名を持つところで黒田官兵衛の祖父ゆ

かりの土地でもあり、後に筑前福岡藩と名乗る由縁の

土地である。

　続いて、旭荘日記には山陽道の地名として「加賀戸

村」があったと記しているが、現在の地名で「香登」

がその場所のようだ。今も残る香登一里塚と街道沿い

の大内神社は旭荘が通った頃の様子を伝えている。次

は伊部村、片上村（備前市）と呼ばれた備前焼の窯元

が並ぶ集落である。旭荘も伊部村を通過した感想を日

記に残しているが、全ての家が備前焼を販売していた

と記している。片上を過ぎると徐々に坂を上っていく、

一旦下ると閑谷学校に進む北行の道と山陽道が分かれ

る分岐点がある。それからは一気に坂を上り峠を越す。

このあたりは村に関する記述も希薄で坂のことしか書

いていないほどの難所であったようだ。先の藤井駅か

ら次の宿泊先となったのがこの峠の先にあった播磨国

の有年駅（兵庫県赤穂市）である。

（２）兵庫県赤穂市・たつの市・太子町・高砂市・明石市・

神戸市

　山陽道の有年駅は有年川の右岸に建設された宿駅で

中央に本陣が置かれていた。現在は街並みの北側に国

道 2 号線が並走する。街道を抜けると有年川の船着き

場があり、旭荘もこれを利用した。

　次に山陽道を離れて南下し、海路の寄港地・室津港

（たつの市）を訪問した。この港も旭荘が何度も利用し

た町である。街路や街並みが良好に保存されていたが、

時間の都合上、訪問先の一つである賀茂神社の調査に

留まった。海岸部は一部埋め立てされていたが、当時

の町の様子が色濃く残っている点から旭荘が記録した

史料と合わせて詳細な現地調査を行えば、旭荘の港内

での足取りを具体的に証明できると思われる。

　この後、室津から北上し、太子町に向かった。山陽

道の近くで聖徳太子ゆかりの斑鳩寺や太子神社があ

る。夕方近くで雨天でもあり、詳細な調査は出来なかっ

たが旭荘日記には寺社に関する詳細な記述が残る。

　旭荘はその後、太子町から姫路に向かう途中の記録

として姫路城の櫓を遠くに望みながら城下へ入ってい

く様子を伝えている。姫路から先の記事としては、現

在の高砂市周辺に関するものが色濃く残っていた。ま

ずは、曽根駅の側で旭荘が立寄った曽根天満宮である。

老松とそれに関わる伝説に興味を持ったのか、日記で

は紙数を割いて説明をしている。現在、旭荘が実見し

た伝説の老松は枯れており覆屋の中にあった。天満宮

の門前には東西方向に街道が通っていたが、門前に今

も残る 1831（天保 2）年の道標は旭荘も見たであろう。

この後、旭荘は生石神社に立ち寄り、当代きっての奇

岩（「石乃宝殿」）に驚いている。

　高砂市から明石市の間も山陽道の残り具合は非常に

良く、旭荘が歩いた道のりを現在も辿ることができる。

都市部である明石市内においても旧街道に並行して近

代以後の町割りが出来ていることがわかった。

神戸市に入ると須磨区から兵庫区に関する記事が多く

あるが、舟からも眺めることができたであろう平敦盛

の墓は陸路を通った際に実見している。また須磨寺や

清盛塚なども陸路でなければ立寄ることが出来ない貴

重な機会と捉えて見学したものと思われる。

（３）大阪市

　大阪市内では居住していた中央区北浜周辺と海路

（瀬戸内ルート）の終着点として何度も利用した天保

山付近の港を確認した。また北浜周辺の地区について

も旭荘の居住地付近を中心に旭荘の日記に基づき現地

踏査した。北浜周辺は当時も中心街の一つであったが、

現在でも大手の保険会社や銀行などが集まる金融街と

なっている。

　

　以上、今回の調査で旭荘の記録からその足跡をたど

ることができた個所について簡単に報告した。旭荘が

日田と大坂を往復する際は海路が多く利用されたため、

寄港地に関する情報は多いがそれ以外の記事は少ない。

しかしながら、陸路を経過した紀行の場合は名所旧跡

を巡りながら旅した結果、土地の風土や景観、地名や

各駅間の距離など詳細な情報を記録しており、各地域

の郷土史料として旭荘の日記は今後貴重な存在になり

得るだろう。これから制作する刊行物が旭荘日記の史

料的価値をさらに高めることになると思われる。

　今回のような県外調査は、既存の文書等の史料や情

報だけでは把握することが難しい当時の様子を明らか

にすることができる有効な手段である。今後の作業に

おいても有益な情報について大いに得ることが出来

た。あらためて実査する必要性の高さを認識した。

　特に、日記での記事が充実する下関や大阪などでは

当時の記録のままに町歩きができる発見があり、また

山陽道においては訪問先での詳細な記事（情報）は現

代におけるガイドブック的な存在とも言える。

　これまでの調査で得た地域の情報からも旭荘という

人物の具体的イメージが見えてきた。当然ながら人物

像の理解も同様に深まり、当初の調査目的であった足

跡を辿るだけではない成果を数多く上げる事が出来

た。今後の刊行物作成にあたり基礎資料として整理し

ていきたい。
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藤井駅の本陣跡（岡山市）

斑鳩寺（兵庫県太子町）

有年宿跡（兵庫県赤穂市）香登一里塚（岡山県備前市）

生石神社「石乃宝殿」（兵庫県高砂市）

天保山付近の眺め（大阪市）

曽根天満宮（兵庫県高砂市）

平敦盛塚（神戸市）

旧阿弥陀寺前の船着場跡（山口県下関市）

寄港地 室津（兵庫県たつの市）



霖雨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　葉室麟
茶の湯と筑前　　　　　　　　　　　　　　　松岡博和
南方録と茶の心　　　　　　　　　　　　　　松岡博和
小幡小吉小伝　　　　　　　　　　　　　　　松岡博和
南方録と立花実山　　　　　　　　　　　　　松岡博和
江戸時代　人づくり風土記 44　大分　
　　　　　　　　　　　　　　公益財団法人廣瀬資料館
九州に残った豊臣氏　　　　　　　　　　　　　日出町
大分県立歴史博物館　総合案内　　大分県立歴史博物館
足利學校　　　　　　　　　　　　史跡足利学校事務所
お父さん・お母さんといっしょに読む論語　
　　　　　　　　　　　　　　　　史跡足利学校事務所
月曜ゼミナール　第 5 号　　　　　　　　　佐志原圭子
絵のように　明治文学と美術　　　　　　　　　白水社
大阪大學總合學術博物館年報　2013　
　　　　　　　　　　　　　　大阪大学総合学術博物館
風韻　2014 第 15 巻 第 2 号  夏
　　　　　　　　　　　　　　　　公益財団法人清風苑
南一郎平の世界　－疏流の父 100 年の夢－　
　　　　　　　　　　　　　　公益財団法人廣瀬資料館
久住山の歌　　　　　　　　　　　　　　　嚶鳴協議会
閑谷学校研究　第 18 号　2014.5　
　　　　　公益財団法人特別史跡旧閑谷学校顕彰保存会
夢物語　鳥の鳴聲（和寿禮かた美）　蛮社遭厄小記　
　　　　　　　　　　　　　　奥州市立高野長英記念館
奎堂文庫　和漢書総目録　　熊本県立鹿本商工高等学校
廣瀬淡窓とその周邊　　　　　　　　　　　　諌元幹夫
南筑後の歴史　　　　　　　　　　　　　　大城美知信
西鉄沿線謎解き散歩　　　　　　　　　　　　吉田洋一

大正揆丑蘭亭会百周年記念　－近代日本における翰墨の
盛典－　　　　　　　　　　　　　　　　　　関西大学
知の巨人　藤澤東畡展～没後百五十年記念～　関西大学
泊園書院関係碑文調査報告書　　　　　　　　関西大学
日田の石人小考　－石人銘の検討を通じて－　秋月立雄
早稲田大学図書館紀要　第 61 号　　　　　　　岡修爾
豐後國山香郷の調査　資料編 2　　大分県立歴史博物館
海　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　井上敏幸
市場直次郎コレクション目録　　　　　　　　井上敏幸

「西海の記」と中村西国　　　　　　　　　　  中村弘平
平成 25 年度　一般財団法人北海道開拓の村年報　
　　　　　　　　　　　一般財団法人　北海道開拓の村
土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム　研究紀要　第 9 号
　　　　　　　　　土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム
アーカイブズ講座　報告書Ⅰ　福沢旧居襖下張文書　
　　　　　　　　　　　　　　　　　中津市教育委員会
秋山玉山から　藩校　時習館への道　
　　　　　　　　　　　ふれあい・いきいき漢学サロン
大分県先哲叢書　廣瀬淡窓　　　　大分県立先哲史料館
季論 21　第 24 号　　　　　　　　　　　　　原　千里
収蔵史料目録　7　　　　　　　　大分県立先哲史料館
史料館研究紀要　第 18 号　　　　大分県立先哲史料館
竹田市立歴史資料館研究報告書　　竹田市立歴史資料館
日田市合宿研修に関する実施報告書　
　　　　　　　　　　　　　　　大分大学　川田菜穂子
略伝 玉井忠田翁　（改訂版）　　　　　　　　　　　個人
渡邉拈華　 ‐ 岡藩の絵師たちⅡ ‐ 　
　　　　　　　　　　　　　　　　竹田市立歴史史料館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

　 １ . 寄 贈 図 書

　 ２ . 咸 宜 園 関 係 参 考 文 献

Ⅲ . 史 料 収 集 事 業
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・『淡窓の申聞書 旭荘の御請書』廣瀬貞治 1923

・『贈従五位廣瀬旭荘先生小傳』 廣瀬貞治 1924

・『池田人物誌 』下 稲束 猛、吉田鋭雄 太陽日報社 1924

・広瀬淡窓と広瀬旭荘『西南文運史論』武藤長平 岡書院

1926

・『廣懶家一門の光彩－淡窓先生を中心として－』 大分

縣日田郡教育會1934

・教賢広瀬淡窓『教育学研究』3巻8－10 乙竹岩造 日本

教育学会 1935

・淡窓先生と陰隲録『改修和語陰隲録』袁了凡 四方文吉

1935

・教育家としての広瀬淡窓 『日本諸学振興委員会研究報

告』 第1篇 小西重直 文部省教学局 内閣印刷局 1937

・蛍雪事業鈔『伝記』5-1 森銑三 伝記学会 1938

・広瀬淡窓を繰り返す 『教育学論集』第3輯 小西重直

　日本教育学会 新紀元社 1944

・「廣瀬旭荘の講學と尊皇思想」『大阪の先賢と史蹟』

　第三輯 長 壽吉 大阪出版堂 1944

・広瀬淡窓における敬天説の成立『人文社会科学研究報

告』 1 井上源吾 長崎大学学芸学部 1951

・広瀬淡窓に於ける内省と実践について 『西日本史学』

11 井上源吾 西日本史学会 1952

・遠思楼詩鈔〔広瀬淡窓〕－近世詩抄その1『 学苑』

　152 吉田澄夫 昭和女子大学近代文化研究所 1953

・広瀬淡窓の思想についての諸説批判 『人文社会科学研

究報告』3 井上源吾 長崎大学学芸学部 1953

・広瀬淡窓の教育意見 『人文社会科学研究報告』3 

　井上源吾 長崎大学学芸学部 1953

・広瀬淡窓の教育意見 『人文社会科学研究報告』4 

　井上源吾 長崎大学学芸学部 1954
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・広瀬淡窓の教育思想、とくに訓育とその方法について

『人文社会科学研究報告』 4 井上源吾 

　長崎大学学芸学部 1954

・広瀬淡窓の教育管見、とくに教授の方法について

　『人文社会科学研究報告』4 井上源吾 

　長崎大学学芸学部 1954

・広瀬淡窓の経済思想 『經濟學論究』8-3 東晋太郎 

　関西学院大学 1954

・広瀬淡窓の禍福応報論について『支那学研究』12 

　工藤豊彦 広島支那学会 1955

・広瀬淡窓の老荘学について『大分大学学芸学部研究紀

要』4 工藤豊彦 大分大学学芸学部 1955

・日向と咸宜園『宮崎大学学芸学部研究時報 』第1巻 

　第3号 黒江一郎 宮崎大学学芸学部 1957

・黒江一郎「「日間瑣事備忘録」に見える旭荘の詩名と

二三の日向人」『宮崎大学学芸学部紀要 』第4号

　宮崎大学学芸学部 1958

・武谷祐之著「南柯一夢」『九州文化史研究所紀要』10 

　井上忠 九州大学付属図書館付設記録資料館九州文化史

　資料部門 1963

・「迂言」小考－その学制を中心として 

　『弘前大学人文社会』 第28号 教育・心理学篇 前野喜

代治 弘前大学人文社会学会 1963

・広瀬淡窓の教育精神 『芸文』 第4巻 第1号 大久保勇市 

　近畿大学文科学会 1963

・『教聖廣瀬淡窓と廣瀬八賢』廣瀬八賢顕彰会 1965

・大谷篤蔵「広瀬旭荘の「追思録」」『文学』34巻3号　

　岩波書店 1966

・広瀬淡窓の詩論 『和歌山大学教育学部紀要 人文科学』 

　17 松下忠 和歌山大学教育学部 1967

・咸宜園覚書－九州紀行より 『斯文』 47 新田大作 欺文会

1967

・広瀬淡窓の老子観（人間性研究の一環として）-1-『芸文』 

第7巻 2号 大久保勇市 近畿大学文科学会 1967

・広瀬淡窓の老子観（人間性研究の一環として）-2-『芸文』 

　第8巻 1号 大久保勇市 近畿大学文科学会 1967

・広瀬淡窓の老子観（人間性研究の一環として）-3-『芸文』 

　第8巻2号 大久保勇市 近畿大学文科学会 1968

・広瀬淡窓と高野長英『教育学雑誌』2号 松月秀雄 

　日本大学教育学会 1968

・萬善簿 広瀬淡窓先生の修練ぶり『先覚と共に』 第1集 

　青木繁 農林叢書刊行会 1968

・淡窓・長英をかばう『日田文化』第11号 中島市三郎 

　日田市教育委員会 1968

・広瀬淡窓門下萍華上人の話 『日田文化』 第12号 

　古川克己 日田市教育委員会 1969

・塩谷大四郎正義公の生誕二百年を迎えて 『日田文化』 

　第12号 中島市三郎 日田市教育委員会1969

・広瀬淡窓の易理観－人間性研究の一環として〔付「義府

（放言）」（天保12年稿）翻刻〕『近畿大学教養部研

究紀要』1号 大久保勇市 近畿大学教養部 1969

・小倉落城〔慶応2年〕と日田・咸宜園－「林外日記」を

中心として『九州大学教育学部紀要 教育学部門』 15  

　井上義巳 九州大学教育学部 1969

・広瀬淡窓の思想と教育 『日本歴史』 第264号 青野春水 

　吉川弘文館 1970

・咸宜園をめぐる政治情勢－咸宜園と日田代官府との関係

（近世日田とその周辺地域の総合的研究） 『九州文化

史研究所紀要』　15 井上義巳 九州大学付属図書館付設

記録資料館九州文化史資料部門 1970

・咸宜園最後の講師勝屋明浜先生『大分県地方史』

　第56号 高倉芳男 大分県地方史研究会 1970

・広瀬淡窓と咸宜園 『歴史残花』 第4 広瀬正雄他　

　時事通信社 1971

・豊後日田の広瀬家史料の調査によせて（研究余録）

　『日本歴史』　第272号 杉本勲 吉川弘文館 1971

・咸宜園の財政－塾主の会計記録より見た 『日本歴史 』 

　第276号 井上義巳 吉川弘文館 1971

・幕末経済論の一研究－経世家としての広瀬淡窓

　『三田学会雑誌』 64巻8号 島崎隆夫 慶応義塾大学経済

学会 1971

・井上義巳「咸宜園の財政」『日本歴史』5月号 

　第276号 吉川弘文館 1971

・幕末経済論の一研究－経世家としての広瀬淡窓

　『三田学会雑誌』 64巻8号 島崎隆夫 慶応義塾大学経済

学会 1971

・咸宜園と洋学 『史淵』第105・106合輯 杉本勲 

　九州大学大学院人文科学研究院 1971

・井上義巳「咸宜園の財政」『日本歴史』5月号 

　第276号 吉川弘文館 1971

・巻端淳印「広瀬旭荘の来越と越中咸宜園の流れ」『富山

商船高等専門学校研究集録』4　富山商船高等専門学校 

1971

・広瀬淡窓の儒林評とその道統 『近畿大学教養部研究

紀』 4巻3号 大久保勇市 近畿大学教養部 1973

・万善簿のねらい〔広瀬淡窓〕『近畿大学教養部研究紀要』 

5巻2号 大久保勇市 近畿大学教養部 1973

・咸宜園入門者についての研究 （青山学院創立100周年

記念論文集） 『青山学院大学文学部紀要』 16号 

　井上義巳 青山学院大学文学部 1974

・田中佩刀「詩人廣瀨旭莊論」『明治大学教養論集84号』 

　明治大学教養論集刊行会 1974

・杉本 勲「広瀬旭荘の海外認識と海防思想」『対外関係と

政治文化』 第三 政治文化 近世・近代編 森克己博士古稀

　記念会編 吉川弘文館 1974

・適材適育－広瀬淡窓とその教育思想 『日本及日本人』 

　1548号 松井康秀J&Jコーポレーション1978

・広瀬淡窓について 『東洋研究』 49号（講演）広瀬正雄 

　大東文化大学東洋研究所 1978

・小石元瑞と広瀬淡窓の書簡 『混沌』 第5号 平野翆 中尾

　松泉堂書店 1978

・近世教育思想研究-3-広瀬淡窓の教育思想 『大分大学教
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育学部研究紀要 教育科学』 5巻4号 鹿毛基生 大分大学

教育学部 1979

・幕末私塾の学規の研究－咸宜園を中心として 『教育研

究』 23 関山邦宏 青山学院大学教育学会 1979

・近世私塾の就学形態－淡窓日録の分析を中心に『人文』 

27 海原徹 京都大学教養部 1981

・広瀬淡窓の敬天説とその教育方法理論 『IBU四天王寺

　国際仏教大学文学部紀要』14号 井内嘉美 四天王寺国際

仏教大学 1981

・『日本人の道徳思想』[内容]：福沢以前の「天」の思想

について（広瀬淡窓）壺井秀生 文化総合出版 1981

・広瀬淡窓の不安－その自己と超越的なるもの『季刊日本

思想史』19号 髙橋文博 ぺりかん社 1983

・『約言』の思想について『季刊日本思想史』19号 

　工藤豊彦 ぺりかん社 1983

・広瀬淡窓の教育思想『季刊日本思想史』19号 

　関山邦宏 ぺりかん社 1983

・教育理念としての｢敬天｣－『約言』『約言或問』をめぐっ

て『季刊日本思想史』19号 田中加代 ぺりかん社 1983

・天命と人情－広瀬淡窓の敬天論をめぐって 『季刊日本

思想史 19号 藤本雅彦 ぺりかん社 1983

・広瀬淡窓の教育観－｢教育｣の語を中心に 『季刊日本思

想史』19号 藤原敬子 ぺりかん社 1983

・『万善簿』と『陰隲録』 『季刊日本思想史』19号 

　古川哲史 ぺりかん社 1983

・広瀬淡窓の倫理思想 『倫理学紀要』 1輯 黒住真 

　東京大学文学部 1984

・広瀬淡窓の生涯とその時代区分 『日本女子大学紀要 文

学部』 34 田中加代 日本女子大学 1984

・近世塾の近代化過程の研究－咸宜園と慶応義塾を例と

して -前- 近世塾の諸問題 『論叢』（玉川大学文学部紀

要） 25 多田建次 玉川大学 1984

・梅溪 昇『緒方洪庵と適塾生』

　－「日間瑣事備忘」にみえる－ 思文閣 1984

・近世塾の近代化過程の研究－咸宜園と慶応義塾を例と

して -後- 家塾から義塾へ 『論叢』（玉川大学文学部紀

要）26 多田建次 玉川大学 1985

・広瀬淡窓研究史試論 『国学院雑誌』 第86巻第5号 

　三澤勝己 国學院大學綜合企画部 1985

・広瀬淡窓の社会思想－『迂言』を中心に－ 『邂逅』

　3号 山崎謹哉 岡山大学倫理学会 1985

・近世広島における私塾教育の研究－咸宜園の系譜－（1）

　『芸備地方史研究』150・151号 鈴木理恵 

　芸備地方史研究会 1985

・近世広島における私塾教育の研究－咸宜園の系譜－（2）

　『芸備地方史研究』152号 鈴木理恵 

　芸備地方史研究会 1985・広瀬淡窓の府内紀行『大分県

地方史』 第120号 

　甲斐素純 大分県地方史研究会 1985

・咸宜園の教育（伝統を活かした学校教育）『学校教育研

究所年報』29 鹿毛基生 学校教育研究所 1985

・日本教師論-6-広瀬淡窓とその師道論 

　『東北福祉大学紀要』10 小野禎一 東北福祉大学 1985

・日本教師論-7-広瀬淡窓とその師導観 

　『東北福祉大学紀要』11 小野禎一 東北福祉大学 1986

・広瀬淡窓「読大学」について『東洋文化』復刊第56号 

三澤勝己 無窮会 1986

・広瀬淡窓の学統と「読論語」『国史学』129 三澤勝己 

国史学会 1986

・広瀬淡窓と九州の儒者 緒論－同時代の交流について－ 

『大倉山論集』 21 三澤勝己 大倉精神文化研究所 1987

・広瀬旭荘「日間瑣事備忘録」考－諸儒との交遊を中心と

して-1- 『大倉山論集』22 三澤勝己 大倉精神文化研究

所 1987

・広瀬淡窓の学問と思想について『天領日田』 第7号 

　深町浩一郎 天領日田を見直す会 1987

・日本教師論-8-広瀬淡窓とその師道観 『東北福祉大学紀

要』12 小野禎一 東北福祉大学 1987

・亀井昭陽の教育思想における｢運命観｣および｢天命観｣に

ついて『日本女子大学紀要』 38 田中加代 

　日本女子大学 1988

・広瀬淡窓・旭荘の漢詩指導例－松永顕徳甫著「草稿」に

ついて－『近世文芸』 49 市場直次郎 

　日本近世文学会 1988

・｢広瀬淡窓｣井上義巳 『國學院雜誌』 89巻8号 

　三澤勝己 国學院大學綜合企画部 1988

・晨霜如雪－広瀬淡窓「休道」詩の成立について－ 

　『皇学館論叢』 21巻1号 鬼頭有一 皇学館大学人文学会 

　1988

・広瀬淡窓｢万善簿｣について 『亜細亜大学教養部紀要』 

37 栗田充治 亜細亜大学教養部 1988

・市場直次郎「廣瀬淡窓・旭荘の漢詩指導例」『近世文芸

49』－松永顯徳甫著『草稿』について－　

　日本近世文学会 1988

・衣笠安喜編「江戸の学問―よみ・かき・そろばんまで」

　『週刊朝日　百科日本の歴史九一近世から近代へ㊂』

　朝日新聞社 1988

・日本教育史学の確立過程下における広瀬淡窓関係記事

　－明治期,師範学校用教育史教科書を中心に－『人間研

究』 26 天野晴子 日本女子大学教育学科の会 1990

・遠山荷塘と広瀬淡窓 『明治大学教養論集』 232徳田武 

　明治大学教養論集刊行会 1990

・三沢勝己「広瀬旭荘「日間瑣事備忘録」考（二）」

　－諸儒との交遊を中心として－『大倉山論集二二号』　

　大倉精神文化研究所 1990

・三沢勝己「広瀬旭荘「日間瑣事備忘録」考（三）」

　－諸儒との交遊を中心として－『大倉山論集二二号』　

　大倉精神文化研究所 1990

・徳田 武「広瀬旭荘の耶馬溪行」詩人 広瀬旭荘伝一 

　『江戸文学』 6 ぺりかん社 1991

・徳田 武「亀井昭陽塾再入門」詩人 廣瀬旭荘伝 

　『江戸文学』 7 ぺりかん社 1991
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・徳田 武「広瀬旭荘の亀井昭陽塾入門」『明治大学教養

論集 』242号 明治大学教養論集刊行会 1991・岡村 繁

『広瀬淡窓・広瀬旭荘』 江戸詩人選集九 

　岩波書店 1991

・徳田 武「追補 広瀬旭荘と遠山荷塘また旭荘と原采蘋」

詩人 廣瀬旭荘伝 『江戸文学』 8 ぺりかん社 1992

・徳田 武「「論詩」の成立」詩人 廣瀬旭荘伝 

　『江戸文学』 9 ぺりかん社 1992

・広瀬淡窓私新抄-1- 『帝塚山大学教養学部紀要』 35 

　木南卓一 帝塚山大学教養学部 1993

・広瀬淡窓私新抄（2） 『帝塚山大学教養学部紀要』 36 

　木南卓一 帝塚山大学教養学部 1993

・徳田 武「昭陽塾退塾」詩人 廣瀬旭荘伝 

　『江戸文学』 10 ぺりかん社 1993

・徳田 武 「樺島石梁訪問」詩人 廣瀬旭荘伝　

　『江戸文学』 11 ぺりかん社 1993

・福島理子「儒者の怪奇趣味－広瀬旭荘『丑時咀』をめぐっ

て－」『江戸小説と漢文学』和漢比較文学叢書第十七巻

　和漢比較文学会編  汲古書院 1993

・三沢勝己「広瀬淡窓・広瀬旭荘と洋学 序論」『明治聖

徳記念学会紀要』 復刊八号　明治聖徳記念学会 1993

・広瀬淡窓私新抄（3） 『帝塚山大学教養学部紀要』 38 

木南卓一 帝塚山大学教養学部 1994

・広瀬淡窓私新抄（4） 『帝塚山大学教養学部紀要』 39 

木南卓一 帝塚山大学教養学部 1994

・広瀬淡窓と｢徒然草｣ 『大倉山論集』 第36輯 三澤勝己 

　大倉精神文化研究所 1994

・咸宜園－広瀬淡窓の私塾教育が今日に与える意味－

　『家庭科学』61巻3号《特集》21世紀の教育制度を考え

る -1- 田中加代 日本女子社会教育会家庭科学研究所 1994

・徳田 武「「旭荘」の命名」詩人 廣瀬旭荘伝　

　『江戸文学』12　ぺりかん社 1994

・徳田 武「「廉塾」行」詩人 廣瀬旭荘伝　

　『江戸文学』13　ぺりかん社 1994

・徳田 武「未紹介広瀬旭荘詩文解読（一）」『明治大学

教養論集』268号　明治大学教養論集刊行会 1994

・小堀一正「幕末大阪文人社会の動向―広瀬旭荘と藤井

　藍田・河野鉄兜らを中心として」『大阪の歴史と文化』 

和泉書院 1994

・廣瀬尚美『廣瀬資料館図録 天領日田の掛屋』 

　源流社 1994

・新井白石と広瀬淡窓 『季刊日本思想史』46《特集》新

井白石 三澤勝己 日本思想史懇話会 ぺりかん社 1995

・山陽手批淡窓詩稿 『日田文化』第38号 

　田中晃 日田市教育委員会 1995

・広瀬淡窓の自然観について 『中国哲学論集』 21杜栄 

　九州大学中国哲学研究会 1995

・徳田 武「「廉塾」行 （二）」詩人 廣瀬旭荘伝　

　『江戸文学』 14 ぺりかん社 1995

・徳田 武「未紹介広瀬旭荘詩文解読（二）」『明治大学

教養論集』279号　 明治大学教養論集刊行会 1995

・中村幸彦、井上敏幸『広瀬先賢文庫目録』　

　廣瀬先賢文庫1995

・三沢勝己「広瀬旭荘「日間瑣事備忘録」考（四）

　－諸儒との交遊を中心として－」『大倉山論集』三七号

　大倉精神文化研究所 1995

・寛政の教化政策と地方儒学 『東洋研究』 121 

　西江錦史郎 大東文化大学東洋研究所 1996

・徳田 武「 「廉塾」行 （三）」詩人広瀬旭荘伝　

　『江戸文学』 15 ぺりかん社 1996

・徳田 武「未紹介広瀬旭荘書牘・資料紹介－文久三年

四、五月－」『明治大学教養論集』286号 明治大学教

養論集刊行会 1996

・徳田 武「「廉塾」行 （四）」詩人広瀬旭荘伝 

 『江戸文学』 17 ぺりかん社 1997

・西江錦史郎「広瀬旭荘研究（1）系譜と活動」『東洋研

究』126号大東文化大学 東洋研究所 1997

・岡村 繁「広瀬旭荘の遺稿とその推敲課程〔含略年

譜〕」先儒祭記念公演『斯文』 106号 斯文会1997

・広瀬淡窗と袁枚 『学林』 28・29 肥田明啓 

　中国芸文研究会 1998

・淡窓詩話の文章 （特集 中世・近世） 『解釈』 44巻3号 

　大木正義 解釈学会 1998

・三沢勝己「広瀬旭荘「日間瑣事備忘録」考（五）－

　儒との交遊を中心として－」『大倉山論集』四二号

　大倉精神文化研究所 1998

・田中加代著｢広瀬淡窓の研究｣ 『大倉山論集』 44

　三沢勝己 大蔵精神文化研究所 1999

・広瀬淡窓の詩論とその源流－清代前期の詩論の受容を中

心として－ 『学林』 30 肥田明啓 中国芸文研究所1999

・咸宜園における漢詩講釈の展開 『教育学研究紀要』 45

　巻1号 山本佐貴 中国四国教育学会 1999

・私塾 本立書院（東宜園） （特集 明治十年代の江戸） 

　『江戸文学』 21 宮崎修多 ぺりかん社 1999

・江戸時代の学習機会-その2- 『九州共立大学・九州女子

大学・九州女子短期大学生涯学習研究センター紀要』 

　4 Nazario Bustos 九州共立大学・九州女子大学・九州女

子短期大学生涯学習研究センター 1999

・｢松下筑陰伝攷（上）｣『語文研究』86・87号 高橋昌彦 

九州大学国語国文学会 1999

・徳田 武「未紹介広瀬旭荘詩文解読（三）」

　『明治大学教養論集』322号　明治大学教養論集刊行会 

1999

・大野修作『広瀬旭荘』日本漢詩人選集16　研文出版 

1999

・咸宜園門人たちの詩社「玉川吟社」に関する考察 『大

分県地方史』 179号 山本佐貴 大分県地方史研究会 

2000

・広瀬淡窓と老子思想 『中国哲学論集』26杜 栄九州大学

中国哲学研究会 2000

・廣瀬淡窗の詩論と咸宜園教育との關連 『立命館文學』 

563号 肥田明啓 立命館大学人文学会 2000
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・女流漢詩人を探す 『機』 No109 高橋昌彦 藤原書店 

2000

・大野修作「『東瀛詩選』の成立と広瀬旭荘」『女子大國

文』第百二十七号　京都女子大学国文学会 2000

・広瀬淡窓の経世論小考 『日本経済思想史研究』（1） 

　三澤 勝己 日本経済思想史研究会 2001

・月野文子「広瀬旭荘の「夜過二二州橋一書二矚目一」

　詩：成立事情とその推敲の態度をめぐって」

　『文芸と思想』 65 福岡女子大学文学部 2001年

・月野文子「広瀬旭荘の題画詩「題春川釣魚図」の手法：

楽府詩「枯魚過河泣」と『荘子』寓喩」『文芸と思想』

66福岡女子大学文学部 2002

・西村富美子「〈論文〉広瀬旭荘生涯と作品：波華大阪の

地」『紀要 言語・文学編』34 愛知県立大学外国語学部 

2002

・大野修作「広瀬旭荘と山梨稲川－『東瀛詩選』中の詩人

たち－」 『女子大國文 第百三十一号』

　京都女子大学国文学会 2002

・近世末期芸州の漢学塾を介した書籍貸借－ 一塾生を中

心に 『長崎大学教育学部社会科学論叢』63号 鈴木理恵 

　長崎大学教育学部 2003

・日本の経済発展と学校教育（1） 『鹿児島大学教育学部

教育実践センター研究紀要論文』 13神田嘉延 

　鹿児島大学教育学部 2003

・徳田 武「広瀬旭荘の善通寺参詣」『明治大学教養論

集』 362号　明治大学教養論集刊行会 2003

・月野文子「広瀬旭荘の天保十五年正月詩の周辺：「粛

舎」 取得と江戸開塾」『文芸と思想』67

　福岡女子大学文学部 2003

・広瀬淡窓（1782-1856）による漢詩教育のあり方1

　－江戸詩壇史における位置づけ（１）『茨城大学教育学

部紀要』53号 向野康江 茨城大学教育学部 2004

・広瀬淡窓（1782-1856）による漢詩教育のあり方1

　－江戸詩壇史における位置づけ（2）『茨城大学教育学

部紀要』 53号 向野康江 茨城大学教育学部 2004

・日本漢詩人紀行（1）淡窓の筑遊 『創文』 469号 

　林田愼之助 創文社 2004

・丹波における明治維新前後 広瀬淡窓の思想『丹波』6号

《特集》 幕末維新を馳せた丹波の人々 奥村覚 丹波史談会

2004

・咸宜園の漢籍収集と塾生の閲覧『漢籍』12号 三澤勝己 

漢籍研究会 2004

・亀田一邦「嘉永4年広瀬旭荘の長府娶嫁及び藩儒招聘に

関する一考察」『山口県地方史研究』91 山口県地方史

学会 2004

・『堺市博物館 書の世界－山下是臣コレクション－』

　堺市博物館 2004

・広瀬淡窓「歳暮」による授業実践報告 『漢文教育』 30 

尾本優輝 広島漢文教育研究会 中国中世文学会 2005

・漢文教材としての広瀬淡窓－『桂林荘雑詠示諸生』

　教材化の背景－ 『二松学舎大学人文論叢』 75号 

　小金澤豊 二松学舎大学人文学会 2005

・近世都市における｢知｣の空間と場－豊後国日田咸宜園を

中心に－ 『年報都市史研究』 13号 岩本 馨 山川出版社

2005

・淡窓漢文日記・懐舊楼筆記にみる 天保の大飢饉

　『日田文化』 第47号 野田高巳 日田市教育委員会 2005

・  島岡成治「9286　広瀬旭荘における住まいと都市の

場所について（建築論・場所、建築歴史・意匠）」

　『学術講演梗概集』  日本建築学会 2005

・  亀田一邦「広瀬旭荘晩年の赤関厄難について『日間瑣

事備忘録』に見る婚家当主清水麻之丞との粉擾顛末」

　『地域文化研究』20梅光学院大学地域文化研究所 2005

・広瀬淡窓の「教育ノ術」礼楽刑政による解釈〔含 論評〕

『日本教育史研究』 25号 齋藤尚志 日本教育史研究会

2006

・廣瀬淡窓と陶淵明『松浦友久博士追悼記念中國古典文學

論集』林田愼之助 松浦友久博士追悼記念中國古典文學

論集刊行會 2006

・島岡成治「813　広瀬旭荘の大阪の住まいと都市へのま

なざし（歴史・意匠）」『日本建築学会研究報告』

　日本建築学会 2006

・郭穎「『東瀛詩選』における兪樾の修改－広瀬旭荘の

『梅墩詩鈔』との比較を通して－」『中国学研究論集 』 

　第十六号 　広島中国文学会 2006

・咸宜園と白鹿洞書院－日中私塾の比較研究－『國學院大

学大学院紀要』 39号 朱 玲莉 國學院大学大学院 2008

・広瀬淡窓、李白への挑戦「月下独酌」論 『文学』 10巻

3号 小財陽平 岩波書店 2009

・｢幕末明治期の咸宜園と真宗僧｣ 『淡窓研究会会報』 

　川邉雄大 淡窓研究会 2009

・日向薬事始め（その5）日向出身の緒方洪庵・適塾と広

瀬淡窓・咸宜園に学んだ人々 『九州保健福祉大学研究

紀要』10号 山本郁男・井本真澄・宇佐見則行ほか 九州

保健福祉大学研究紀要委員会 九州保健福祉大学 2009

・広瀬淡窓における学校と社会 『日本文化論叢』 17号 

　前田勉 愛知教育大学日本文化研究室 2009

・休道詩鑑賞への一考 『敬天』 第37号 岩沢光夫 

　淡窓会2009

・『近世文芸研究と評論』 75号 [内容]：広瀬淡窓と頼山

陽 文化五年の交流を通して 黒川桃子 近世文芸研究と評

論の会 早稲田大学文学部 2009

・広瀬淡窓の教育 『杵築史談会』 藤井準一郎 久米忠臣 

杵築史談会 2009

・大野雅之「大給府内藩と廣瀬家 近説と旭荘の関係を中

心に」『資料館研究紀要』 14大分県立先哲資料館 2009

・亀田一邦「高杉晋作の主治医 石田精一について－変革

期草医の「雅」と「侠」－」『日本医史学雑誌 』

　第55巻 第4号 日本医史学会 2009

・梅溪 昇「広瀬旭荘と池田」『池田郷土研究』11号

　池田郷土史学会 2009

・『託明寺縁起略伝記』　託明寺 2009
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・『続池田学講座－人物編－新たに知る池田 改めて出会

う池田－』池田市、池田市教育委員会 2009

・廣瀬淡窓の詩風について―その日本化の一側面を中心に

― 『アジア文化交流研究』 第5号別冊 《特集》幕末明

治期における日本文学・歴史・思想・藝術の諸相 朱 秋

而 関西大学アジア文化交流研究センター 2010

・広瀬淡窓と陸游詩―淡窓詩の一源流― 『江戸風雅』 

　第2号 黒川桃子 江戸風雅の会 2010

・広瀬旭荘の足利学校行 『江戸風雅』 第3号 徳田武 

　江戸風雅の会 2010

・苔を二広の墓碑と合原松子の墓とに掃ふ 『江戸風雅』 

　第3号 池澤一郎 江戸風雅の会 2010

・広瀬旭荘と『水滸伝』 『江戸風雅』 第3号 

　徳田武・土屋和之 江戸風雅の会 2010

・大野雅之「「淡窓先生手書克己篇」にみる廣瀬淡窓の苦

悩 末弟旭荘のこと」『史料館研究紀要』15 大分県先哲

資料館 2010

・川崎理恵「近世社会における暦占の実態 広瀬旭荘と古

谷道庵を素材に」『京都女子大学大学院文学研究科研究

紀要 史学編9』京都女子大学大学院文学研究科史学専攻

2010

・亀田一邦『幕末防長儒医の研究』 知泉書館 2010

・神戸輝夫「旭荘の漢文日記」『潮 一月号』

　潮出版社 2011・合山林太郎「幕末京摂の漢詩壇 広瀬

旭荘・河野鉄兜・ 柴秋村を中心に（特集 近世韻文の

力）」『日本文学 』 60巻 10号 日本文学協会 2011

・黒川桃子「亀井少琹小伝－父昭陽の詩文を通して－

（上）」『江戸風雅 第五号』江戸風雅の会 2011

・徳田 武「囲記事 広瀬林外と川路聖謨・安井息軒・大沼

枕山」『江戸風雅』 第五号　江戸風雅の会 2011

・鈴木理恵『近世近代移行期の地域文化人』塙書房2012

・『廣瀬淡窓の生家－廣瀬家の歴史と業績－』

　日田市教育委員会 2012

・『吹田市立博物館　大庄屋　中西家名品展』

　吹田市教育委員会 2012

・展示解説書『廣瀬旭荘ー東遊　大坂 池田－』咸宜園教

育研究センター2012

・展示図録『廣瀬旭荘と池田・大坂』池田市立歴史民俗資

料館2012

・徳田　武「広瀬旭荘と江戸」『江戸風雅』 第七号  江戸

風雅の会 2013

・『廣瀬淡窓と咸宜園－近世日本の教育遺産として－』

　日田市教育委員会2013

・『廣瀬淡窓と咸宜園－近世日本の教育遺産として－資料

編』別府大学文化財研究所・日田市教育委員会2013

・～文化財指定記念～国史跡「廣瀬淡窓旧宅及び墓」ガイ

ドブック 廣瀬本家2013

・平成25年度特別展『九州の私塾と教育～咸宜園とその

周辺～』展示解説書 咸宜園教育研究センター2013

・徳田武・長田和也・山形彩美「増訂 西村天囚著『亀門

の二広』広瀬旭荘」『江戸風雅』第九号 江戸風雅の会

2014.6

・徳田武「広瀬旭荘略年譜」『江戸風雅』第九号 江戸風

雅の会2014.6

・徳田武「広瀬旭荘と春日載陽」『江戸風雅』第九号 江

戸風雅の会2014.6

・平成26年度特別展『漢詩人 廣瀬淡窓』咸宜園教育研究

センター2014

・徳田武「廣瀬旭荘『日間瑣事備忘』の顕彰－亀谷省軒・

牧野藻洲・西村天囚に於ける－」『江戸風雅』第十号 

江戸風雅の会2014.11

・今村孝次著・徳田武増訂「中嶋子玉」『江戸風雅』第十

号 江戸風雅の会2014.11

・「江戸の学びと文化」実施報告書（教育遺産世界遺産登

録推進国際シンポジウム2014）日田市教育庁世界遺産

推進室2015



 咸 宜 園 教 育 顕 彰 事 業

Ⅳ . 教 育 顕 彰 事 業

記念講演「廣瀬淡窓の文筆」
　　　　　　福岡大学教授　高橋　昌彦　氏

学術研究部門　優秀賞　田本　政宏　氏

「咸宜園の日」記念事業 オープニング
　　　日隈保育園児による「休道之詩」の朗誦

特別発表　作文コンクール受賞者
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（１）「咸宜園の日」記念事業及び咸宜園教育顕彰事業
　内　　容：記念講演・表彰式・研究発表など
　日　　時：平成 27 年 2 月 22 日（日）
　　　　　　午後 1 時半から４時まで
①記念講演：「廣瀬淡窓の文筆」
　　　　　　福岡大学教授　高橋　昌彦　氏
②咸宜園教育顕彰事業 表彰式
　事業概要：廣瀬淡窓や咸宜園教育に関して、学術研
　　　　　究部門（調査研究の論文等が対象）及び教
　　　　　育文化部門（個人、団体、学校などが制作
　　　　　した作品や文化活動などが対象）を設け、
　　　　　毎年公募し、優秀な作品等を表彰するもの。
　募集期間：平成 26 年 6 月 1 日から 11 月 1 日
③咸宜園教育顕彰事業 研究発表
　学術研究部門　優秀賞受賞者　１名

④特別発表
　「咸宜園世界遺産登録推進作文コンクール」
　　受賞者（小学生）　５名

　　主　催：豆田地区振興協議会
　　対　象：市内小学生
　　作文テーマ：　①咸宜園と廣瀬淡窓に関すること
　　　　　　　　　②咸宜園で学んだこと
　　応募件数：142 件
　　最優秀賞：「咸宜小で学んだこと」
　　　　　　　　　　南  有理沙   さん（咸宜小学校）
　　優 秀 賞：   「淡窓先生について」
                          　　　川原 和将   さん（桂林小学校）
                         「淡窓先生と自分を重ねて」
　　　　　　　　　　後藤 未来    さん（桂林小学校）
                         「廣瀬淡窓先生の教え」
                         　　　宮崎 ひなの さん（咸宜小学校）
　　　　　　　「淡窓先生の考えを生かす」
　　　　　　　　　　坂本 梨心    さん（桂林小学校）

■顕彰事業（「咸宜園の日」記念事業）

【学術研究部門】優秀賞　１名

賞 名 名 前 所 属 論 文 名

優秀賞 田　本　　政　宏
た も と　　まさ ひろ

大分県立国東高等学校
双国校教諭 「廣瀬淡窓とシーボルト事件」

評　価

本論考は、さまざまな史料を駆使しながら冷静かつ克明に論述している。問題視角、新史料の
収集と分析、所論の構成と展開の点でもまとまりがある。特にシーボルト事件に関連して、咸
宜園門下生でシーボルトの門人でもあった岡研介との関係について先学の研究の誤りを指摘し
た点や廣瀬淡窓の『遠思楼詩鈔』刊行への影響などについて関係資料を用いて詳述した点など
が評価された。



学校の取組み　パトリア日田（ギャラリー） 学校の取組み　パトリア日田（ギャラリー）

学校の取組み　パトリア日田（ギャラリー）学校の取組み　パトリア日田（ギャラリー）

特別発表　作文コンクール受賞者

特別発表　作文コンクール受賞者 特別発表　作文コンクール受賞者
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（２）淡窓先生に学ぶ～学校の取組み～

　学校の取組みを広く市民等に知ってもらうことを目的とし、咸宜園や咸宜園教育等について関心をもってもらうきっかけ

とする。

◇期　　間：平成 27 年 2 月 17 日（火）～ 2 月 28 日（土）

◇展示場所：パトリア日田（ギャラリー）

◇参  加  校：小学校 10 校　咸宜小学校、桂林小学校、日隈小学校、

　　　　　　　　　　　　 光岡小学校、朝日小学校、三和小学校、

　　　　　　　　　　　　 有田小学校

　　　　　　 中学校３校　東部中学校、三隈中学校、大山中学校

特別発表　作文コンクール受賞者



１ ． 世 界 遺 産 と は

２ ． 事 業 の 概 要

Ⅴ . 世 界 文 化 遺 産 登 録 推 進 の 取 り 組 み
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世界遺産とは、地球の生成と人類の歴史によって生み出され、過去から引き継がれた貴重なものである。世界遺産にはさ

まざまな国や地域に住む人びとが誇る文化財や自然環境などがあり、人類の残酷な歴史を刻むものや戦争や自然災害、環

境汚染などにより危機にさらされているものも含まれている。それらは国際協力を通じた保護のもと、国境を越え世界の

すべての人びとが共有し、次の世代に受け継いでいくべきものである。

○世界遺産リストに記載されるまで

①条約締約国の推薦：締約国の政府が国内の世界遺産候補の中から、条件の揃ったものを世界遺産委員会に推薦。（各

　国の世界遺産暫定一覧表記載の資産から推薦される。）世界遺産委員会の事務局としての機能はユネスコ世界遺産

　センターが担っている。

②専門機関による調査：世界遺産委員会の依頼により、文化遺産は ICOMOS、自然遺産は IUCN が候補地の評価調　

　査を行う。

③世界遺産委員会での審議：ICOMOS や IUCN などによる評価調査報告を受け、毎年 1 回開催される世界遺産委員　

　会において、世界遺産リストへの記載物件の可否を決定する。

　日田市では平成 22 年度に世界遺産推進室を開設し、茨城県水戸市の弘道館及び偕楽園、栃木県足利市の足利学校と連

携し、「近世日本の教育遺産群」という主題で咸宜園の世界文化遺産登録を目指して取組んでおり、平成 27 年 2 月には、

新たに岡山藩の日本最古の郷学（校）・閑谷学校の所在する岡山県備前市も共に参画することが表明された。

　世界文化遺産として登録されるには、ユネスコが定めた基準である「顕著で普遍的な価値」を証明する必要がある。そ

こで、「近世日本の教育遺産群」が持つ「顕著で普遍的な価値」を証明するために、世界遺産推進室では日田市世界遺産

登録検討委員会の指導のもと、咸宜園に関する学術的な調査研究を「咸宜園教育研究センター」と両輪となって作業を進

めている。また、この取り組みは行政のみで進められるものではなく、市民の機運の醸成と協力が必要となってくる。市

民と行政とが一体となって取り組むことが重要となることから、調査研究の結果を公表しその情報を共有することで普及

啓発につなげ、一人でも多くの市民の協力を得ることができるように取り組まなければならない。

　また、国が新たに創設し、国内外からの観光誘客や地域活性化に役立てる仕組みである「日本遺産」の認定に向け、岡

山県備前市を加えた 4 市で申請の準備を進めた。

○調査研究

　世界遺産登録検討委員会を開催し、検討委員や日本イコモス国内委員会委員などから意見をいただき、世界文化遺産

に登録されるための評価基準や、日本遺産認定に向けた取り組みを進めた。また、教育遺産世界遺産登録推進協議会に

よる国際シンポジウムが日田市で開催されることを受け、シンポジウムのテーマなどについても検討委員からの助言を

受けた。

○普及啓発

①国際シンポジウムの開催

　平成 24 年度の水戸市、平成 25 年度の足利市に続き、日田市で国際シンポジウムを開催した。「江戸の学びと文化」

をテーマに、東京大学大学院教授のロバート キャンベル教授を記念講演講師に迎えた。日田市からは後藤宗俊委員がパ

ネルディスカッションのコーディネーターとして登壇していただき、江戸時代の豊かな文化の背景には庶民まで読み書

きが出来る高い教育水準とそれを支えた教育遺産の重要性を再確認する機会となった。

この国際シンポジウムは国内外及び文化庁への PR につながり、継続していく事業と位置づけている。

　なお、この事業は、「宝くじ」の社会貢献広報事業として一般財団法人自治総合センターのコミュニテイ助成事業助

成金、公益財団法人日本教育公務員弘済会大分支部の教育文化事業助成金を受けて実施した。



ロ ビ ー 展 示ロ ビ ー 展 示
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【シンポジウム開催趣旨】

　今、茨城県水戸市の弘道館と偕楽園、栃木県足利市の足利学校、大分県日田市の咸宜園と豆田町を「近世日本の教育

遺産群」として世界遺産登録を目指す取り組みが進んでいます。

　江戸時代、わが国には絵画、文学、学問、芸能など多様な分野にわたって優れた文化が華開きました。葛飾北斎や歌

川広重に代表される浮世絵などが、世界的にも高く評価されているのは周知のとおりです。これらの文化は、はじめ京・

大坂、そして江戸へと展開し、やがて全国に広がり、多くの庶民がこれを享受していました。

　このような文化の隆盛の背景には、藩校・私塾・寺子屋などからなる日本独自の多様な教育のかたちがありました。

私塾咸宜園を生んだ天領日田の地でも、早くから俳諧や絵画など優れた文化が育まれていました。九州の一地方の町に、

日本最大規模の私塾が出現したこと自体、江戸の文化と教育力の高さとその広がりを象徴するものといえるでしょう。

　このシンポジウムでは、咸宜園を生んだ日田の地を会場として、江戸時代の文化の隆盛の諸相と、その支えとなった

教育との関わりについて、地域・国家を越えた国際的な視野から多角的に考えてまいります。

日　　時：平成 27 年 11 月 8 日（土曜日）午後 1 時～午後 4 時 30 分
会　　場：日田市民文化会館（パトリア日田）大ホール
タイトル：「江戸の学びと文化」
プログラム
　・歓迎アトラクション　淡窓伝光霊流日田詩道会（吟詠）
　・開会　　司会　米谷 奈津子 氏
　・主催者あいさつ（午後 1 時～ 1 時 20 分）
　・記念講演（午後 1 時 20 分～午後 2 時 20 分） 
　　　演題「学びから創り出される人々の結びつきとその特長」
　　　　　　－江戸時代の藩校と私塾をふり返り、今を考えるために－
　　　講師　ロバート キャンベル 氏（東京大学大学院教授）
　・基調講演　（午後 2 時 20 分～午後 2 時 50 分）
　　　演題「江戸の文化と教育力」－「平和」と「文明化」265 年の基盤－
　　　講師　大石 学 氏 
　・パネルディスカッション　（午後 3 時 00 分～午後 4 時 30 分）
　　　テーマ「江戸の学びと文化」－その国際性と地域性－ 
　　　パネリスト：樺山 紘一 氏（印刷博物館館長・東京大学名誉教授）、大石 学 氏（東京学芸大学教授）、
　　　　　　　　　橋本 昭彦 氏（国立教育政策研究所総括研究官）
　　　コメンテーター：藤原 惠洋 氏（九州大学大学院教授・文化庁世界文化遺産特別委員会委員）
　　　　　　　　　　　ロバート キャンベル 氏（東京大学大学院教授）
　　　コーディネーター：後藤 宗俊 氏（咸宜園教育研究センター名誉館長・別府大学名誉教授）
　　　参加者数　620 人

　本シンポジウムの開催に合わせ、市民応援団「咸宜園平成門下生之会」の有志による参加関係者の咸宜園・豆田町
の案内を実施した。前日の夜には、各市関係者を「日田千年あかり」に案内したほか、当日は、シンポジウムに参加
した別府大学・九州大学の学生等に対するガイドを実施した。

シ ン ポ ジ ウ ム の 様 子



淡窓伝光霊流日田詩道会 淡窓伝光霊流日田詩道会

パネルディスカッション主 催 者 等 あ い さ つ

パネリスト　大石　学　氏パネリスト　樺山　紘一　氏

コメンテーター　藤原　惠洋　氏パネリスト　橋本　昭彦　氏
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会 場 内 の 様 子会 場 内 の 様 子

コーディネーター　後藤　宗俊　氏コメンテーター　ロバート キャンベル　氏

講 演 会 の 様 子
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②世界遺産登録推進講演会

　市民の理解と協力、機運の醸成を図るため 1 回の講座を

開催した。講師に藤原惠洋氏（九州大学大学院教授・文化

庁世界文化遺産特別委員会委員）を招き、世界遺産登録の

仕組みや取組の効果などについてご講演いただいた。

日　時：平成 27 年 3 月 8 日（金）　14：00 開演

会　場：パトリア日田　スタジオ 1

講　師：藤原 惠洋 氏

演　題：「市民が支え市民が育つ世界文化遺産」

参加者：58 名

③市民協同の取組み（咸宜園平成門下生之会の活動）

　世界遺産登録を目指す取り組みは市民と行政とが一体となって取組むことが重要となることから、市民による応援団

体「咸宜園平成門下生之会」が平成 23 年度に発足し、この団体は廣瀬淡窓や咸宜園について学習すると同時に、世界

遺産登録の取組みを市民の側から支援する活動を中心とする。今年度は咸宜園に関する講座や国内の暫定リスト一覧表

記載資産等の視察研修を中心に活動した。（2 ページ参照）

④情報発信

　市ホームページの更新や広報誌の活用、「日田川開き観光祭」のパレードに参加するなどの啓発活動を行った。



３ ． 教 育 遺 産 世 界 遺 産 登 録 推 進 協 議 会
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①協議会

　「近世日本の教育遺産群」として、咸宜園とともに世界遺産登録を目指す茨城県水戸市の水戸藩藩校「弘道館」と栃木県

足利市の「足利学校」。また、関係三市は、相互の連絡調整の円滑化及び一体的な事業の展開を図ることを目的として、平

成 24 年 11 月に「教育遺産世界遺産登録推進協議会」を設立した。協議会は、市長と教育委員会教育長、学識経験者（商

工会議所会頭、専門家、県の担当課長、市民団体代表）を委員とし、国内外の教育遺産に係る調査研究、教育遺産を活用

した普及啓発に関することなどを所掌する。

②会議

○幹事会 平成 26 年 7 月 30 日（都内）

　１　平成 25 年度教育遺産世界遺産登録推進協議会事業報告について

　２　平成 25 年度教育遺産世界遺産登録推進協議会決算について

　３　平成 26 年度教育遺産世界遺産登録推進協議会事業計画・予算（案）について

　４　教育遺産世界遺産登録推進国際シンポジウム 2014 について

○協議会 平成 27 年 2 月 21 日（都内）

　報告第 1 号　平成 25 年度教育遺産世界遺産登録推進協議会事業報告について

　認定第 1 号　平成 25 年度教育遺産世界遺産登録推進協議会歳入歳出決算について

　認定第 2 号　平成 26 年度教育遺産世界遺産登録推進協議会事業計画・予算について

　協議第 1 号　今後の世界遺産登録・日本遺産認定に向けた取組について

○第 1 回教育遺産世界遺産登録推進国際シンポジウム実行委員会 平成 26 年 8 月 27 日（都内）

　議案第 1 号　委員長及び副委員長の選出について

　議案第 2 号　教育遺産世界遺産登録推進国際シンポジウム実行委員会事業実施計画・事業収支予算について

○第 2 回教育遺産世界遺産登録推進国際シンポジウム実行委員会 平成 27 年 3 月 30 日（都内）

　議案第 1 号　教育遺産世界遺産登録推進国際シンポジウム 2014 の実施結果について

　認定第 1 号　教育遺産世界遺産登録推進国際シンポジウム実行委員会予算収支決算について

③専門部会の開催

　これまで関係自治体による合同学術会議で検討されてきた世界遺産登録に向けた調査・研究等については、専門部会Ａ

（登録推進戦略の検討）、専門部会Ｂ（国内外の教育遺産の評価）、専門部会Ｃ（保存管理方策の検討）に分かれ、各専門部

会による検討・協議を重ねており、平成 26 年度は A・B・C 合同の学術会議を開催した。

○第 1 回専門部会 A　平成 26 年 8 月 27 日（都内）

　（1）　世界遺産登録に向けた今後の進め方等について

○第 1 回専門部会 B　平成 26 年 10 月 14 日（都内）

　（1）　これまでの意見を受けての修正（案）について

　（2）　教育遺産の価値付けの整理（案）について

○第 1 回 A・B・C 合同会議　平成 27 年 1 月 28 日（都内）

　（1）　世界遺産登録推進に関する諸事業の経緯と意見について

　（2）　日本遺産認定申請への取組と課題について

④事務連絡会議の開催

○平成 26 年 8 月 27 日（都内）

　協議内容

　（1）　平成 27 年度教育遺産世界遺産登録推進協議会事業計画・予算（案）について

　（2）　教育遺産世界遺産登録推進国際シンポジウム 2014 について 



４ ． 経 過

日　程 内　　　容

  7 月 30 日 　幹事会開催

  8 月 27 日 　専門部会 A 会議・事務連絡会議・第 1 回国際シンポジウム実行委員会開催

10 月 14 日 　専門部会 B 会議・事務連絡会議開催

10 月 20 日 　第 1 回日田市世界遺産登録検討委員会開催

11 月   5 日 　事務連絡会議開催

11 月   8 日 　日田市にて国際シンポジウム開催

11 月 20 日 　事務連絡会議・文化庁との意見交換会開催

12 月 19 日 　事務連絡会議・文化庁との意見交換会開催

1 月 28 日 　専門部会 A・B・C 合同会議・事務連絡会議開催

2 月 21 日 　協議会開催

3 月   8 日 　日田市世界遺産登録推進講演会開催（講師：藤原惠洋氏）・
　第 2 回日田市世界遺産登録検討委員会開催

3 月 20 日 　事務連絡会議開催

3 月 30 日 　事務連絡会議・第 2 回国際シンポジウム実行委員会開催　
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　日田市においては、日田市における国際シンポジウムの内容や評価基準の適合等について、検討委員から意見をいた

だいた。また、連携している茨城県水戸市・栃木県足利市との間においては、協議会会議のほか、有識者による専門部

会や国が創設する「日本遺産」認定に向けた事務連絡会議等を重ねた。

　（3）　平成 26 年度教育遺産世界遺産登録推進協議会事業計画・予算について

　（4）　日本遺産について

以下、岡山県備前市含む

　（5）　世界遺産登録に向けた取組の現況と今後の進め方等について

○平成 26 年 10 月 14 日（都内）

　協議内容

　（1）　平成 27 年度教育遺産世界遺産登録推進協議会事業計画・予算（案）について

○平成 26 年 11 月 5 日（都内）

　協議内容

　（1）　日本遺産認定に向けた取組について

○平成 26 年 11 月 20 日（都内）

　協議内容

　（1）　日本遺産認定に向けた取組について　その後、文化庁との意見交換会を開催

○平成 26 年 12 月 19 日（都内）

　協議内容

　（1）日本遺産認定に向けた取組について

　（2） 事業計画（案）について　その後、文化庁との意見交換会を開催

○平成 27 年 1 月 28 日（都内）

　協議内容

　（1）　日本遺産認定に向けた取組について

○平成 27 年 3 月 20 日（都内）　※岡山県備前市含む

　協議内容　

　（1）　平成 27 年度日本遺産の申請について

　（2）　教育遺産世界遺産登録推進協議会規約の改正（案）について

○平成 27 年 3 月 30 日（都内）　※岡山県備前市含む

　（1）　平成 27 年度事業計画・予算（案）について



１ ． 利 用 状 況 （ 平 成 2 6 年 4 月 1 日 ～ 平 成 2 7 年 3 月 3 1 日 ）

２ ． 日 誌 抄

Ⅵ . 利 用 状 況 ・ 日 誌 抄

月 H26 年度 市内小中学校 その他団体 一般・個人

4 856 名 0 団体  　0 名 8 団体    186 名 670 名

5 1,725 名 2 団体 141 名 23 団体    540 名 1,044 名

6 1,213 名 1 団体   87 名 19 団体    373 名 753 名

7 977 名 0 団体     0 名 11 団体    396 名 581 名

8 1,059 名 0 団体     0 名 8 団体    159 名 900 名

9 1,368 名 1 団体 108 名 15 団体    367 名 893 名

10 2,090 名 7 団体 213 名 34 団体    879 名 998 名

11 3,028 名 6 団体 250 名 34 団体 1,185 名 1,593 名

12 2,278 名 2 団体 115 名 30 団体 1,470 名 693 名

1 1,058 名 4 団体 218 名 10 団体    237 名 603 名

2 1,778 名 5 団体 137 名 21 団体    629 名 1,012 名

3 2,099 名 2 団体 107 名 26 団体    740 名 1,252 名

計 19,529 名 30 団体 1,376 名 239 団体 7,161 名 10,992 名

※上記の他、パトリアでの開催事業（記念事業の講演会やシンポジウム、定期講座等）
　の参加人数は約 1,800 名を数える。
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2014. 4.  1 常設展示（～ 9.30）

                                                 咸宜園教育研究センター

 4.10 「咸宜園研修」（東明中学校 1 年生）

　　　　　　   史跡咸宜園跡・咸宜園教育研究センター

 6.19  名誉館長講座（年 5 回）（～ 8. 7）

　　　　　　　　　　　　　   咸宜園教育研究センター

 7.23 第 1 回咸宜園教育研究センター運営委員会

咸宜園教育研究センター

 7.24 第 14 回「立志の道を歩こう」（山鹿市主催）

　　　　　　　　　　　　　   　　　　　史跡咸宜園跡

 7.29 夏休みは、咸宜園で学ぼう！

　　　　　　　　　　　　   咸宜園教育研究センター他   

 8.28 定期講座（年 5 回）（～ 10.23）

　　　　　　　　　　　　　  パトリア日田スタジオ１

 9.  1 特別展「漢詩人　廣瀬淡窓」（～ 9.30）

　　　　　　　　　　　　　  咸宜園教育研究センター

 9.11 咸宜園平成門下生講座（年 5 回）

　　　　　　　　（～ 3. 8）パトリア日田スタジオ 1 他

 10.  2 常設展示（～ 2.17）

                                                 咸宜園教育研究センター

 11.  8 国際シンポジウム「江戸の学びと文化」開催

　　　　　　　　　　　　　　　　パトリア大ホール

 11.13 第１回咸宜園教育研究センター

                      専門委員会          咸宜園教育研究センター

2015. 1.23 第 2 回咸宜園教育研究センター運営委員会

　    　　　　　　　　             咸宜園教育研究センター

 1.24 第 2 回咸宜園教育研究センター専門委員会

咸宜園教育研究センター

 2.17 淡窓先生に学ぶ～学校の取組み～

パトリア日田（ギャラリー）（～ 2.28）

 2.20 企画展「咸宜園教育研究センター新収蔵品展」

（～ 3.31）　　　咸宜園教育研究センター

  2.22 咸宜園教育顕彰事業（「咸宜園の日」）

パトリア日田（小ホール）

 3.  1 「咸宜園子どもガイド」開催（全 2 回）

実施日：3.1、3.15



Ⅶ . 各 種 委 員 委 員 会 ・ 職 員 名 簿
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 ４． 職員名簿

咸宜園教育研究センター

世界遺産推進室

 １．咸宜園教育研究センター運営委員会委員名簿

任期：平成 28 年 5 月 31 日まで

選出資格 氏 名 所 属

学識経験者
大 神 信 證 日田市文化財保護審議会委員
後 藤 宗 俊 別府大学名誉教授
廣 瀬 貞 雄 公益財団法人廣瀬資料館理事長

文化団体
佐 藤 誠一郎 淡窓会顧問
三 宅 多加子 日田書道協会

まちづくり 武 内 眞 司 社団法人日田市観光協会理事

生涯教育 松 尾 俊 明

（一財）日田市公民館運営事業
団公民館館長会会長、東有田公民
館館長（～平成 27 年３月 31 日ま
で）

行政関係 三 笘 眞治郎 日田市教育委員会教育長

職 名 氏 名
名 誉 館 長 後 藤 宗 俊

（平成 26 年 4 月 1 日現在）

職 名 氏 名
所 　 　 長 池 田 寿 生

係 　 　 長 工 藤 聖 二

副  主  幹 吉 田 博 嗣

主 　 　 任 原 田 弘 徳

主 　 　 任 溝 田 直 己

研  究  員 深 町 浩一郎
（平成 26 年 4 月 1 日現在）

 ２．咸宜園教育研究センター専門委員会委員名簿

任期：平成 28 年 5 月 31 日まで

選出資格 氏 名 所 属

学識経験者

海 原 　 徹 京都大学名誉教授
後 藤 宗 俊 別府大学名誉教授
豊 田 寛 三 別府大学学長
高 橋 昌 彦 福岡大学人文学部教授
鈴　木　理　恵 広島大学大学院敎授
大 野 雅 之 大分県立先哲史料館主幹研究員
中 島 三 夫 日田市文化財保護員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（50 音順）

 ３. 世界遺産登録検討委員会委員名簿

任期：平成 28 年 5 月 31 日まで

選出資格 氏 名 所 属

学識経験者

吾 妻 重 二 関西大学教授
海 原 　 徹 京都大学名誉教授
江 面 嗣 人 岡山理科大学教授
後 藤 宗 俊 別府大学名誉教授
豊 田 寛 三 別府大学学長

（50 音順）

職 名 氏 名
室 　 　 長 池 田 寿 生

係 　 　 長 工 藤 聖 二

副  主  幹 吉 田 博 嗣

主 　 　 任 金 子 洋 介

主 　 　 任

主 　 　 任

原 田 弘 徳

溝 田 直 己

主 　 　 事 坂 本 裕 也
（平成 26 年 4 月 1 日現在）
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Ⅰ . 沿 　 革
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明治 30 年
明治 46 年

大正 5 年
大正 8 年
昭和 7 年
昭和 23 年
昭和 30 年
平成 2 年

平成 4 年

平成 5 年

平成 6 年

平成 7 年

平成 9 年

平成 15 年

平成 17 年

平成 19 年

平成 20 年

平成 21 年

平成 22 年

平成 23 年

平成 24 年

平成 25 年

平成 26 年

平成 27 年

（1897）
（1913）

（1916）
（1919）
（1932）
（1948）
（1955）
（1990）

（1992）

（1993）

（1994）

（1995）

（1997）

（2003）

（2005）

（2007）

（2008）

（2009）

（2010）

（2011）

（2012）

（2013）

（2014）

（2015）

9 月

7 月

11 月
3 月

2 月

3 月

1 月

3 月

1 月

11 月

9 月

1 月

3 月

10 月

12 月
10 月

11 月

3 月

8 月

11 月

2 月

3 月

10 月

２月

2 月

咸宜園閉塾
淡窓先生頌徳祭

（生誕 130 年祭）開催
淡窓図書館建設
休道の詩碑建立

「咸宜園跡」が国指定史跡に指定
「広瀬淡窓墓」が国指定史跡に指定
淡窓百年祭（100 回忌）の開催

『第 3 次日田市総合計画』で咸宜園
跡の保存整備を計画
史跡咸宜園跡保存整備構想検討委
員会発足
史跡咸宜園跡保存整備構想の策定

秋風庵等保存修理事業実施
　　　　　　　　（～平成 8 年）
史跡咸宜園跡内秋風庵等保存修理
委員会発足　　　（～平成 12 年度）
遠思楼復元修理事業
　　　　　　　　（～平成 12 年度）
史跡咸宜園跡保存整備委員会発足
　　　　　　　　（～平成 25 年度）
史跡咸宜園跡保存整備実施設計
淡窓先生 150 年祭（150 回忌）開催
史跡咸宜園ガイダンス棟実施設計
後の咸宜園教育研究センターの基
本設計となる
咸宜園教育研究センター建設（国
土交通省所管のまちづくり交付金
事業を導入）　（～平成 22 年 3 月）
咸宜園教育研究センター運営検討
会議開催

咸宜園教育研究センター運営検
討会議開催
咸宜園教育研究センター運営検
討会議開催
咸宜園教育研究センター開館
記念式典、記念事業実施

「咸宜園門下生子孫の集い」開催
　（日田市制 70 周年記念事業）
咸宜園平成門下生之会発足
平成 23 年度特別展

「近世の私塾－西日本を中心とし
て－」開催
開館一周年記念事業「私塾フォー
ラム」開催
第 1 回咸宜園教育顕彰事業（「咸
宜園の日」）実施
廣瀬旭荘没後 150 年記念事業（特
別展・講演会・鼎談）実施
教育遺産世界遺産登録推進協議
会発足・世界遺産登録推進国際
シンポジウム開催（水戸市）
第 2 回咸宜園教育顕彰事業（「咸
宜園の日」）実施
国史跡「廣瀬淡窓旧宅及び墓」（国
史跡「廣瀬淡窓墓」の追加指定
及び指定名称の変更）
世界遺産登録推進国際シンポジ
ウム開催（足利市）
第 3 回咸宜園教育顕彰事業（「咸
宜園の日」）実施
第 4 回咸宜園教育顕彰事業（「咸
宜園の日」）実施

咸宜園教育研究センター及び史跡咸宜園跡位置図

初桜之句碑
東塾跡

講堂

休道之詩碑

乗降場

書蔵庫

井戸

遠思楼

東家

西家
史跡指定範囲

碑

至豆田町
至隈町

H

梅花塢跡

井戸

咸宜園教育研究センター

便所風呂

秋風庵

管理事務所

招隠洞跡

（推定地）



Ⅱ.  施 設 の 概 要 ・ 組 織

咸宜園教育研究センター平面図
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（1）設 置 目 的

（2）設置年月日

（3）設 置 場 所
（4）設置の概要

①構造・規模

②開 館 時 間
③休 館 日

④主要な施設

　咸宜園や廣瀬淡窓等に関する調査研究及び関係資
料の収集、公開等を行うことにより、その理解を深め、
宜風の浸透を図ることをもって、教育、学術や文化
の向上に寄与する。

平成 22 年 4 月 1 日
（平成 22 年 10 月 2 日開館）
日田市淡窓 2 丁目 2 番 18 号
公開展示室・研修室・研究室を備え
た「史跡咸宜園跡」のガイダンス施設。

木造平屋造　建物延べ面積
約 373㎡（専有面積）
午前 9 時から午後 5 時
・水曜日
 （水曜日が国民の祝日または振替休日
   に当るときはその翌日）
・年末年始（12 月 29 日～ 1 月 3 日）

◇公開展示室　（約 108㎡）
　　常設展示
　　企画展示
　　特別展示
◇研修室　（約 73㎡）
　咸宜園入門ぼっくすの体験や各種研修に利用

（5）主 な 業 務

（6） 組 　 　 織

◇研究室（約 61㎡）
　図書コーナーやパソコン閲覧コーナーを設け、廣
瀬淡窓や咸宜園のことなどについて、自由に調べる
ことが可能。ただし、図書の貸し出しは行わない
◇収蔵庫（約 44㎡）

①咸宜園、廣瀬淡窓、門下生等に関する研究調査並
　びに関係資料の収集、整理及び保管
②上記①の研究や調査成果の展示公開、情報発信等
　による活用
③咸宜園に関する体験学習、講座、講演会等による
　普及啓発
④史跡咸宜園跡の公開

①咸宜園教育研究センター
　名誉館長（非常勤）
　所　長

②世界遺産推進室
　室　長

係　長　1
副主幹　1
主　任　2
嘱　託　１（研究員）
臨時職員　3
　（内、学芸員資格者 3）　

係　長　1
副主幹　1
主　任　3
主　事　1
　（内、学芸員資格者３）　

収蔵庫

研修室研究室

トイレ
受
付

正面入口

現在地

公開展示室
咸宜園に関する展示
やガイダンス映像を見
ることができます。

咸宜園に関する
体験学習や研修
室として利用する
ことができます。

咸宜園に関する図書を閲覧
したりパソコンで情報を検索
することができます。

ガイダンス映像

展示ケースパソコン閲覧コーナー図
書
コ
ー
ナ
ー

展
示
ケ
ー
ス

事務室

Ｎ



Ⅲ . 利 用 案 内
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（1）開 館 時 間 （1）交 　 　 通

■公開展示室：午前 9 時から午後 5 時

■研　修　室：午前 9 時から午後 5 時

■研　究　室：午前 9 時から午後 5 時

　（入館時間は、午後 9 時から午後 4 時 30 分）

■休館日：・水曜日（水曜日が国民の祝日または振替

　　　　　　　　　　休日に当るときはその翌日）

・年末年始（12 月 29 日～ 1 月 3 日）

■ JR 久大本線：「日田駅」下車徒歩約 10 分

■高速バス ：「市役所前」下車徒歩約 7 分

■車 ：大分自動車道「日田 IC」から約 5 分

　　　　　　   ・専用駐車場には 10 台駐車可能

　　　　　　   ・乗降場は大型バス 3 台まで乗降可能



 1.　咸宜園教育研究センターの設置及び管理に関する条例

Ⅳ . 条 例 ・ 規 則
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平成 22 年 3 月 24 日
条例第 9 号

し、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、
損害賠償義務の全部又は一部を免除することができ
る。

（研修室の利用の許可）
第 8 条　研修室の利用（体験学習の利用を除く。以下

同じ。）をしようとする者は、あらかじめ、教育委員
会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項
を変更しようとするときも、同様とする。

2　教育委員会は、前項の許可をするに当たっては、管
理上必要な条件を付することができる。

（利用許可の制限）
第 9 条　教育委員会は、その利用が次の各号のいずれ

かに該当すると認めるときは、研修室の利用の許可（以
下「利用許可」という。）をしないことができる。
（1）　公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあ

るとき。
（2）　研修室の建物、設備、展示物等を汚損し、損

傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
（3）　その他研修室の管理上支障があるとき。

（利用許可の取消し等）
第 10 条　教育委員会は、利用許可を受けた者（以下「利

用者」という。）が次の各号のいずれかに該当すると
認めるときは、利用許可を取り消し、又は研修室の利
用を停止し、若しくは制限することができる。

（1）　利用許可の条件に違反したとき。
（2）　偽りその他不正な手段により利用許可を受けた

ことが明らかになったとき。
（3）　この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則

の規定に違反したとき。
（4）　その他研修室の管理上支障があるとき。

2　教育委員会は、前項の規定による利用許可の取消し
等によって利用者が損害を受けても、その賠償の責め
を負わないものとする。

（目的外利用又は権利譲渡の禁止）
第 11 条　利用者は、研修室を利用許可を受けた目的以

外に利用し、又はその利用する権利を他の者に譲渡し、
若しくは転貸してはならない。

（使用料）
第 12 条　利用者は、別表に定める額を使用料として前

納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の
事情があると認めるときは、使用料を後納することが
できる。

（使用料の減免）
第 13 条　教育委員会は、前条の規定にかかわらず、次

の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、
又は免除することができる。

（1）　市及び市の執行機関が市の行政上のために利用
するとき。

（2）　市長又は教育委員会が特に必要と認める者が第

（設置）
第 1 条　咸宜園や廣瀬淡窓等に関する調査研究及び関

係資料の収集、公開等を行うことにより、その理解を
深め、宜風の浸透を図ることをもって、教育、学術や
文化の向上に寄与することを目的として咸宜園教育研
究センター（以下「センター」という。）を設置する。

（名称及び位置）
第 2 条　センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称　咸宜園教育研究センター
位置　日田市淡窓 2 丁目 2 番 18 号

（業務）
第 3 条　センターの業務は、次のとおりとする。
（1）　咸宜園、廣瀬淡窓、門下生等に関する研究並び

に関係資料の調査、収集、整理及び保管
（2）　前号の研究や調査成果の展示公開、情報発信等

による活用
（3）　咸宜園に関する体験学習、講座、講演会等によ

る普及啓発
（4）　史跡咸宜園跡の公開
（5）　前各号に掲げるもののほか、センターの運営に

関する事務のうち、教育委員会が必要と認める業
務

（開館時間及び休館日）
第 4 条　センターの開館時間は、午前 9 時から午後 5

時まで（入館時間については、午前 9 時から午後 4
時 30 分まで）とする。ただし、教育委員会が必要と
認めるときは、開館時間を変更することができる。

2　センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、
教育委員会が必要と認めるときは、休館日を変更し、
又は臨時に休館日を定めることができる。

（1）　水曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭
和 23 年法律第 178 号）に規定する休日に当たる
ときは、当該休日以後の直近の休日でない日）

（2）　12 月 29 日から翌年 1 月 3 日まで
（入館料）
第 5 条　センターの入館料は、無料とする。

（入館の制限）
第 6 条　教育委員会は、センターの入館者が次の各号の

いずれかに該当すると認めるときは、入館を拒み、又
は退館を命ずることができる。

（1）　公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある
とき。

（2）　センターの建物、設備、展示物等を汚損し、損
傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

（3）　その他センターの管理上支障があるとき。
（原状回復義務又は損害賠償）
第 7 条　故意又は過失によりセンターの建物、設備、展

示物等を損傷又は滅失した者は、直ちにこれを原状に
復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただ



 2.　咸宜園教育研究センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成 22 年 3 月 25 日

教委規則第 2 号

区分 単位 金額 備　　　考

研修室
1 時間
につき

320 円

1　常設電灯以外の電気を利
用するときは、1 回につき
410 円を加算する。

2　冷暖房を利用するときは、
1 時間につき 200 円を加算
する。

　備考　1 日の利用時間は、原則として 3 時間を限度とする。
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（3）　利用を終了したときは、研修室内を整理整とん
すること。

（4）　その他職員の指示に従うこと。
（利用許可の変更等）
第 5 条　利用者は、利用許可の変更又は取消しを求めよ

うとするときは、咸宜園教育研究センター研修室利用
許可変更・取消申請書（様式第 3 号）に利用許可証を
添えて教育委員会に提出しなければならない。

2　教育委員会は、前項の利用許可の変更又は取消しを
許可したときは、咸宜園教育研究センター研修室利用
許可変更・取消許可証（様式第 4 号）を利用者に交付
するものとする。

3　利用者は、前項の規定による利用許可の変更の許可
を受けた場合において、既納の使用料の額が変更後の
使用料の額に対して不足額を生じるときは、直ちに、
当該不足額を納付しなければならない。

（使用料の減免）
第 6 条　条例第 13 条の規定による使用料の減額又は免

除（以下「使用料の減免」という。）ができる場合及
び減免の率は、別表第 1 に定めるとおりとする。

（使用料の減免の申請）
第 7 条　使用料の減免を受けようとする利用者は、咸宜

園教育研究センター研修室使用料減免申請書（様式第
5 号）に利用許可申請書を添えて教育委員会に提出し、

（趣旨）
第 1 条　この規則は、咸宜園教育研究センターの設置及

び管理に関する条例（平成 22 年条例第 9 号。以下「条
例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるも
のとする。

（利用申請）
第 2 条　条例第 8 条第 1 項の許可を受けようとする者（以

下「申請者」という。）は、咸宜園教育研究センター
研修室利用許可申請書（様式第 1 号。以下「利用許可
申請書」という。）を教育委員会に提出しなければな
らない。

（利用許可）
第 3 条　教育委員会は、研修室の利用の許可（以下「利

用許可」という。）をしたときは、咸宜園教育研究セ
ンター研修室利用許可証（様式第 2 号。以下「利用許
可証」という。）を申請者に交付するものとする。

（利用者の遵守事項）
第 4 条　利用許可を受けた者（以下「利用者」という。）

は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
（1）　他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品

又は動物を持ち込まないこと。
（2）　研修室内において、許可を受けずに物品の販売

若しくは陳列をし、又は看板その他の広告物の掲
示若しくは配布をしないこと。

1 条に規定する設置目的に沿って利用するとき。
（使用料の不還付）
第 14 条　既に納入された使用料は、還付しない。ただし、

次の各号のいずれかに該当する事由に基づいて利用を
中止したときは、既納の使用料の全部又は一部を還付
することができる。

（1）　研修室の管理上必要があるため、その利用許可
を取り消したとき。

（2）　利用者が自己の都合により 2 日前に利用許可の
取消しを申し出たとき。

（3）　災害その他やむを得ない事情により利用するこ
とができなくなったとき。

（咸宜園教育研究センター運営委員会の設置）
第 15 条　センターの適正かつ効果的な運営を図るため、

咸宜園教育研究センター運営委員会（以下「運営委員
会」という。）を置く。

2　運営委員会の所掌事務、組織その他必要な事項は、
教育委員会規則で定める。

（委任）
第 16 条　この条例の施行に関し必要な事項は、教育委

員会規則で定める。

附　則
（施行期日）
1　この条例は、公布の日から起算して 7 月を超えない

範囲内において教育委員会規則で定める日から施行す
る。ただし、第 15 条及び次項の規定並びに附則第 3
項の改正は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。

（平成 22 年教委規則第 11 号で平成 22 年 10 月 2 日か
ら施行）

（準備行為）
2　教育委員会は、施行の日前においても、この条例に

規定する事務の実施について必要な準備行為をするこ
とができる。

（日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償
に関する条例の一部改正）

3　日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁
償に関する条例（昭和 31 年条例第 167 号）の一部を
次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表（第 12 条関係）
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明する書類を添えて教育委員会に提出し、その旨の書
き換えを受けなければならない。

12　寄託者は、預かり証を汚損し、損傷し、又は滅失し
たときは、速やかにその事実を証明する書類又は当該
預かり証を教育委員会に提出し、再交付を受けなけれ
ばならない。

（資料の館外貸出し）
第 12 条　収蔵品等の資料は、館外貸出しを行わないも

のとする。ただし、教育委員会が、博物館、図書館、
学校等において学術上の調査研究又は教育普及の目的
で使用され、かつ、取扱い上安全性が確保されると認
めるときは、この限りでない。

2　前項の館外貸出しを受けようとする者（以下「貸出
し申請者」という。）は、咸宜園資料貸出し許可申請
書（様式第 13 号）を教育委員会に提出しなければな
らない。

3　教育委員会は、前項の館外貸出しを許可したときは、
咸宜園資料貸出し許可書（様式第 14 号）を貸出し申
請者に交付するものとする。

（撮影、複写等の許可）
第 13 条　収蔵品等の資料を学術上の調査研究等の目的

で撮影し、若しくは複写し、出版物等への掲載をしよ
うとする者又は模写、模造等をしようとする者（以下

「撮影等申請者」という。）は、咸宜園資料撮影等許可
申請書（様式第 15 号）を教育委員会に提出しなけれ
ばならない。

2　教育委員会は、前項の規定による撮影等を許可した
ときは、咸宜園資料撮影等許可書（様式第 16 号）を
撮影等申請者に交付するものとする。

（運営委員会の所掌事務）
第 14 条　条例第 15 条に規定する咸宜園教育研究セン

ター運営委員会（以下「運営委員会」という。）は、
教育委員会の諮問に応じ、条例第 3 条各号に掲げる業
務に関する事項について審議し、及びこれらの事項に
ついて教育委員会に建議する。

2　運営委員会は、前項に定める事項のほか、センター
の運営に関する事項について、教育委員会に意見を述
べることができる。

（運営委員会の組織等）
第 15 条　運営委員会は、委員 10 名以内で組織する。
2　委員は、学識経験者等のうちから、教育委員会が委

嘱する。
3　委員の任期は、2 年とし、再任を妨げない。ただし、

委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者
の残任期間とする。

4　運営委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選に
より定める。

5　会長は、会務を総理する。
6　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又

は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
7　運営委員会の会議（以下「会議」という。）は、会長

が招集し、会長がその議長となる。
8　会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開き、

議決をすることができない。
9　会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、

可否同数のときは、議長の決するところによる。
10　運営委員会に、専門の事項について審議する必要が

承認を受けなければならない。
（使用料の還付）
第 8 条　条例第 14 条ただし書の規定による既納の使用

料の還付ができる場合及び還付の率は、別表第 2 に定
めるとおりとする。

（使用料の還付の申請）
第 9 条　使用料の還付を受けようとする利用者は、咸宜

園教育研究センター研修室使用料還付申請書（様式第
6 号）を教育委員会に提出し、承認を受けなければな
らない。

（損傷等の届出）
第 10 条　咸宜園教育研究センター（以下「センター」

という。）の入館者は、センターの建物、設備、展示
物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、咸宜園
教育研究センター施設等損傷（汚損・滅失）届（様式
第 7 号）を教育委員会に提出しなければならない。

（寄贈及び寄託）
第 11 条　センターは、咸宜園に関係する資料の寄贈及

び寄託を受けることができる。
2　前項の資料の所有者は、センターに当該資料を寄贈

し、又は寄託しようとするときは、資料名、数量等を
明記した寄贈・寄託申込書（様式第 8 号）を教育委員
会に提出しなければならない。

3　教育委員会は、前項の規定による資料の寄託を受け
るものと決定したときは、預かり証（様式第 9 号。以
下同じ。）を寄託者に交付し、受託控（様式第 10 号）
をセンターに保管するものとする。

4　寄託期間は、原則として 3 年とする。ただし、教育
委員会が特別な事情があると認めるときは、この期間
を短縮することができる。なお、寄託の更新を妨げな
いものとする。

5　前項の期間の起算日は、寄託資料をセンターが受託
した日が1月1日から6月30日までのときは1月1日、
7 月 1 日から 12 月 31 日までのときは 7 月 1 日とする。

6　寄託者は、寄託期間中に、特別の理由により寄託資
料の一時返還を受けようとするときは、寄託資料一時
返還申請書（様式第 11 号）を教育委員会に提出しな
ければならない。この場合において、寄託資料の一時
返還を受けようとする者が寄託者の代理人であるとき
は、その旨を証明する書類を添付しなければならない。

7　教育委員会は、前項の寄託資料の一時返還を承認し
たときは、寄託資料一時返還承認書（様式第 12 号）
を寄託者に交付し、当該寄託資料を一時返還するもの
とする。

8　寄贈資料又は寄託資料の保管その他の取扱いについ
ては、センターの所蔵する資料に準じて行うものとす
る。ただし、寄贈者又は寄託者と利用制限等に関して
特約があるものについては、この限りでない。

9　資料の寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈者又は寄
託者の負担とする。ただし、特別の事情があるときは、
この限りでない。

10　寄託資料が汚損し、損傷し、又は滅失したときは、
教育委員会が補償するものとする。ただし、天災その
他やむを得ない事由によるものであるときは、その賠
償の責めを負わないものとする。

11　寄託資料の所有者が譲渡により変更が生じたとき
は、譲渡人は、速やかに預かり証に所有権の移転を証
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別表第 2（第 8 条関係）

あるときは、臨時委員を置くことができる。
11　臨時委員は、教育委員会が運営委員会の意見を聴い

て委嘱する。
12　臨時委員は、専門の事項について審議し、運営委員

会への報告が完了したときは、解職されるものとする。
13　運営委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

（評価委員会）
第 16 条　センターに収蔵する咸宜園に関係する資料の

購入価格の適正な評価を行うため、咸宜園教育研究セ
ンター収蔵資料評価委員会（以下「評価委員会」とい
う。）を置き、評価委員若干名で組織する。

2　評価委員は、教育委員会の諮問に応じ、センターが
購入しようとする資料の評価を行い、その意見書を提
出する。

3　評価委員は、学識経験者のうちから、教育委員会が
委嘱する。

4　評価委員の任期は、1 年以内とする。
5　評価委員は、職務上知り得た秘密のほか、自己が評

価委員であることを他に漏らしてはならない。
6　購入しようとする資料について利害関係を有する評

価委員は、当該資料の評価に加わることができない。
7　評価委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

（委任）
第 17 条　この規則に定めるもののほか、必要な事項は、

教育委員会が別に定める。
附　則

（施行期日）
1　この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、

第 11 条から第 16 条まで及び次項の規定並びに附則
第 3 項の改正は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。

（準備行為）
2　教育委員会は、施行の日前においても、この規則に

規定する事務の実施について必要な準備行為をするこ
とができる。

（日田市教育委員会事務委任規則の一部改正）
3　日田市教育委員会事務委任規則（昭和 39 年教委規則

第 10 号）の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

減免ができる場合 減免の率 備　　考

1　市及び市の執行機関が
市の行政上のために利用
するとき。

免　除
1 号の免除は、使
用料の減免の申請
を省略することが
できる。

2　市長又は教育委員会が
特に必要と認める者が第 1
条に規定する設置目的に
沿って利用するとき。

免　除

還付ができる場合 還付の率 備　　考

1　研修室の管理上必要が
あるため、その利用許可
を取り消したとき。

10 割

還付金に 10 円未
満の端数があると
きは、これを切り
捨てる。

2　利用者が自己の都合に
より 10 日前に利用許可の
取消しを申し出たとき。

7 割

3　利用者が自己の都合に
より 2 日前に利用許可の
取消しを申し出たとき。

5 割

4　災害その他やむを得な
い事情により利用するこ
とができなくなったとき。

10 割

別表第 1（第 6 条関係）
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